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1. 事業の背景と目的 

 

○人口減少、超高齢社会と社会保障費の増大 
我が国は戦後の経済成長や社会保障制度の充実等により、昭和 25 年に男性 58 歳、女

性 61.5 歳であった平均寿命が平成 26 年には男性 80.50 歳、女性 86.83 歳となり 1、世

界最高水準となっている。 
超高齢社会を迎える一方、出生率は低下しており、生産年齢人口の割合が今後低くな

ると推計されている。一人一人の健康寿命を延伸し社会活力を維持するとともに、社会

保障費にかかる財政負担の軽減が大きな社会課題となっている。 
 

○医療・介護制度における対応の動向 
医療費の適正化策として急性期医療から回復期医療、在宅医療への医療機能の分化と

連携が推進されている。各都道府県や医療圏が地域の医療需要予測等に基づき、必要な

病床数を推計して地域医療ビジョンを策定し、このビジョンに基づき、急性期病院を高

度医療に集中させ療養病床を削減するとともに在宅医療を確保する計画が進められてい

る。 
また、増加する高齢者が在宅へ円滑に移行するために、住み慣れた地域で最後まで安

心して暮らすことができる「地域包括ケア」体制の整備が進められている。地域包括ケ

アは医療、介護、住まい、介護予防、生活支援がそれぞれ連携しながら一体的に地域を

支える体制づくりである。平成 27 年度からは要支援、要介護 1，2 の高齢者を対象とし

た新介護予防・日常生活支援総合事業が順次開始され、介護保険事業から自治体事業へ

一部の介護サービスを移行することにより介護保険財政の適正化が目指されている。 
 

○生涯現役社会実現の必要性 
人口減少社会、社会保障費の増大への対応は、医療・介護制度の改革のみで達成でき

るものではない。むしろ、人々が若年世代から心身の健康を維持し、高齢になっても社

会参加し生きがいのある生活を享受し、最期まで生ききることができる「生涯現役社会」

を実現することが切に望まれる。長期にわたる社会参加は健康の維持に更に寄与すると

いう好循環を生むとともに、社会活力の維持にも貢献する。 
生涯現役社会の実現には、様々な生活を彩る公的保険外のサービスが必要である。人々

が自ら健康を維持管理するサービスや従業員の健康とともに生産性を高める健康経営、

更には高齢期の生活を支える地域包括ケアにおけるサービス等、公的保険外のヘルスケ

アサービス 2は生涯現役社会を構築するための要になる。 
 

                            
1 内閣府,平成 28 年版高齢社会白書 
2 本書では「ヘルスケアサービス」を公的保険ではないもので人々の健康や生活を支え

る広範なものとして定義する。 
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○地域により異なるニーズ 
生涯現役社会の実現に向けたヘルスケアサービスは全国に拡がることが期待される。

しかし人口やサービスニーズ、社会資源（事業者やボランティア、施設等）の状況が地

域により異なるため、地域の実情に応じた構築が不可欠である。 
たとえば、都市部と地方部では人口の動向や医療・介護整備状況が異なるため、都市

部と地方部それぞれの実情に応じてヘルスケアサービスの在り方が異なる。地域の人口

や健康状態、財政状況、医療・介護供給体制などの実情を踏まえたヘルスケアサービス

を創出することが不可欠である。 
 
○健康寿命延伸産業創出に向けた政府の取組 

「生涯現役社会」の実現及び「健康寿命延伸産業」創出に向けた政府による具体的支

援策として、官民共同の協議体として「次世代ヘルスケア産業協議会」が立ちあがり、

供給側（各種製品・サービス提供事業者）への支援、及び需要喚起（企業経営層・従業員

を含む国民各層）の両面から検討が進められている。 
次世代ヘルスケア産業協議会においては、「生涯現役社会」の構築に向けて、人生 90

年時代を想定し、自立(自律)心を持ち、社会とのつながりを持ち続けるための仕組みが必

要であるとし、その実現に向けた阻害要因を４つの壁(①身体の壁、②価値観の壁、③選

択肢の壁、④情報の壁)として整理した。また、この４つの壁を乗り越えるべく「アクシ

ョンプラン 2016」が策定された。 
 

 

以上の背景を踏まえ、本事業は、「次世代ヘルスケア産業協議会」において検討され

た「アクションプラン 2016」に掲げる施策のうち、地域におけるヘルスケアビジネス 3

創出に係るものの実施を総合的にサポートし、ヘルスケア産業 4を地域に根ざしたもの

にすることを目的とする。 

具体的には、「生涯現役社会」の構築に向けた 4 つの壁を克服すべく、生活習慣病予

防、介護予防、社会参加、健康経営等のテーマに沿って、事業計画・検証段階にある事

業に対して、各地域の資源や状況を踏まえながら、実証事業を行うことを支援する。同

時に各事業で得た知見を他地域にも提供することにより、各事業の確立、定着を目指

す。 

また事業の確立を後方支援するために、地域のヘルスケアビジネスの創出を支援する

人材（以下、支援人材）の育成や優良事例の顕彰の場（ビジネスコンテスト等）の提

供、ヘルスケアサービスの品質評価や情報の見える化に関する取組等の事業環境の整備

を行う。 

                            
3 本書では「ヘルスケアビジネス」を民間事業者等が主体となり収益事業として継続で

きるものとして定義する。 
4 本書では「ヘルスケア産業」をヘルスケアビジネスに係る事業体の集合として定義す

る。 
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2. 実施概要 

 

2.1. 事業の全体構成 

 本事業では、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会（以下、地域版協議会）」と連携す

るコンソーシアムによるヘルスケアビジネスの確立を支援するとともに、全国でのヘル

スケアビジネス創出に向けた横断的機能として事業環境の整備を行った。事業は以下の

7 項目から構成される。 

 

１）地域に根ざしたヘルスケア産業の創出 

 

（１）地域の実情に応じたヘルスケアビジネスのモデル構築 

地域版協議会等と連携してヘルスケアビジネス確立に向けた実証事業を実施し

た。公募により選定された 12 件のコンソーシアムに事業を委託した。 

 

（２）地域のヘルスケア産業創出に向けた取組 

 

 ①地域版次世代ヘルスケア産業協議会全国大会 

 地域版協議会の更なる普及と活性化を目的とし、各省庁等のヘルスケア産業に係

る施策動向の共有とネットワーク構築及び連携強化を図った。 

 

 ②地域のヘルスケアビジネス創出に向けた取組実態の調査 

 地域版協議会の設置など地域のヘルスケアビジネス創出に向けた過去 2 年の取組

を検証し、今後の方策検討に向けた示唆を得ることを目的として実施した。 

 

 

２）ヘルスケア産業を創出する上での事業環境の整備 

 

（１）ヘルスケアビジネス創出に向けた自立的・持続的な仕組みづくり 

 

①地域ヘルスケアビジネス支援人材研修プログラム 

今後、地域に密着し、地域版協議会等と連携しながらヘルスケアビジネス創出を

支援するアクセラレーター人材の育成に向けた研修プログラムを実施した。 

 

②先進事例の共有・顕彰による普及啓発 

社会的課題の解決に挑戦している優れた団体・企業等の発掘と社会への周知によ

って、それらの企業等の自立的な成長の促進やヘルスケアビジネス創出の機運を醸

成することを目的とし啓発を図った。 
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（２）ヘルスケアサービスの見える化と品質評価 

 

①ヘルスツーリズム品質評価・実証事業 

ヘルスツーリズム認証の事業化を目指し、平成 27 年度に構築したヘルスツーリズ

ム認証基準を活用して国内事業者への実地調査を行い、認証審査方法の妥当性検証

及び制度の普及策の検討を行った。 

 

②介護保険外サービスの情報見える化及び利用促進に関する調査 

公的保険外サービスに関する「情報の壁」への対応方策を検討することを目的と

した調査を実施した。また、介護保険外サービスの利用促進にあたり「情報の壁」以

外の障壁の有無についてもあわせて調査した。 
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2.2. 実施体制 

 

本調査事業は以下の体制で実施した。 

図表 2-1 事業の実施体制 

 

 

 

2.3. 実施スケジュール 

 本事業は下表のようなスケジュールで実施した。 

図表 2-2 実施スケジュール概略 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
１）地域に根ざしたヘルスケア産業の創出

（１）地域の実情に応じたヘルスケアビジネスのモデル構築

公募

実証

評価委員会
中間評価 最終評価

（２）地域のヘルスケア産業創出に向けた取組

地域版次世代ヘルスケア産業協議
会全国大会

実施

地域のヘルスケアビジネス創出に向
けた取組実態の調査

ヒアリング

２）ヘルスケア産業を創出する上での事業環境の整備
（１）ヘルスケアビジネス創出に向けた自立的・持続的な仕組みづくり

地域ヘルスケアビジネス支援人材
研修プログラム

募集

先進事例の共有・顕彰による普及啓
発

ビジネスコンテスト募集 審査 イベント

（２）ヘルスケアサービスの見える化と品質評価

ヘルスツーリズム品質評価・実証事
業

実地調査

介護保険外サービスの普及及び情
報一元化に関する調査

準備 アンケート調査 インタビュー調査

準備

事業項目

研修プログラム

準備

ヒアリングアンケート

 

  

(株)日本総合
研究所

コンソーシアム

計12コンソーシアム

経済産業省

評価委員会

(株)ホットス
ケープ

(株)エス・エ
ム・エス

(財)日本規格
協会

(株)ＮＴＴデータ
経営研究所
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3. 地域に根ざしたヘルスケア産業の創出 

 

3.1. 地域の実情に応じたヘルスケアビジネスのモデル構築 

 

3.1.1. 実施概要 

 

健康寿命延伸産業の創出のために、地域版協議会を通じて、地域課題を踏まえた生活

習慣病予防や地域包括ケアシステムの構築に関する取組と連携したビジネスモデルの実

証実施し、実施内容の事例集等により成功事例の全国普及を促進することを目的に、事

業提案を募り、選定された 12 件のコンソーシアムに実証事業を委託した。 

 

１）実施体制 

 本事業では、下図に示すとおり、評価委員会を設置し、事業全体についての指導及び

助言を行った。また、コンソーシアム等への指導、助言、情報提供も実施した。なお、調

査事業の採択にあたっては、上記評価委員会が応募された各コンソーシアム等の事業内

容の評価、及び採択コンソーシアム等の決定を行った。 

 

図表 3-1 評価・支援体制 

 

 

 

２）公募概要 

（１）対象とするテーマ 

本事業においては、公募のテーマを以下のとおり設定した。 

 

 

 

(株)NTTデータ経営研究所

評価委員

再委託先

第1回評価委員会 第2回評価委員会

指導・助言・評価 指導・助言・評価

現地訪問

指導・助言

事前往訪・報告

指導・助言・評価

委員意見等の伝
達・支援

進捗・
中間報告

実施内容
すり合わせ 指導・助言・評価

委員意見等の伝
達・支援進捗等確認

成果報告
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ⅰ）「健康の気付き～健診～治療・健康増進」の一貫した生活習慣病予防を提供する事

業 

イメージ（例） 

・健康無関心層に対して効果的な手法によりアプローチし、健康への気づきをもたら

すことにより、健診受診や疾病予防活動への行動変容を促すサービス【KPI：参加

率、予防効果 等】 

・医療機関における診療等と連携し、継続的な予防活動や生活習慣改善を支えるサー

ビス【KPI:継続率、生活習慣の改善率 等】 

等を創出するとともに、上記サービスが自治体や医療機関等による保健事業、健診、

診療等と併せて切れ目無く提供できる連携体制の整備 

 

ⅱ）地域包括ケアシステムと連携した介護予防等を提供する事業 

イメージ（例） 

・介護予備群に対して効果的な手法によりアプローチし、将来的な要介護者の増加を

抑制するための介護予防サービス【KPI:参加率、予防効果 等】 

・要介護者に対して、介護施設やサービス事業者等と連携し、運動・食事指導、認知

機能改善等を通じて介護度を維持・改善するサービス【KPI:継続率、介護度の改善

率 等】 

等を創出するとともに、上記サービスが自治体や介護事業者における介護・介護予防

事業と連携し、「地域包括ケアシステム」の一部として切れ目なく提供できる連携体

制の整備 

 

ⅲ）社会参加促進を通じた生涯現役社会の構築を行う事業 

イメージ（例） 

・高齢者が社会参加するための場を整備するとともに、その主体的かつ継続的な参加

を促すための意識啓発や再教育等の社会システム構築【KPI：社会参加率 等】 

・高齢者が最期まで地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療・

介護等の効果的な連携の促進や、生活支援サービス（見守り、買い物支援など）の

創出・活用促進【KPI：サービスの利用率、社会参加率 等】 

 

ⅳ）地域内の企業における健康経営実施を支える事業 

イメージ（例） 

・複数企業が健康経営に関する相互の知見を共有するなど、域内の企業が健康経営に

取り組むための仕組みを構築するとともに、健康経営の実施に際して必要となる従

業員やその家族等の健康管理を行うためのサービスの創出【KPI:域内企業の健康経

営実施率、サービスの利用率 等】 

 

ⅴ）その他、上記のテーマには該当しないが、地域のヘルスケア関係者（自治体、医

療・介護機関/関連団体、大学、金融機関、民間事業者など）が連携し、地域におけ

る健康課題の解決に資する、横展開可能かつ持続的な事業モデルの構築に適した事

業 

 

 

（２）公募事業実施主体の条件 

契約主体は、地域版協議会（設立前の場合には準備会合でも可）からの推薦を受けた、

又は地域版協議会との連携ができている事業者（協議会事務局運営事業者を含む）であ

り、地方経済産業局との連携が構築されていることを前提とした。提案の前提として、

地域版協議会において当該地域の抱える課題が議論され、その議論の過程において地域
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で必要とされたビジネスの実証であることを要件とした。 

本事業については、協働関係となる利用者との適切な関係の構築や、他の事業者間と

の連携による効率的・効果的な事業実施体制の確保の必要性等から、複数の事業主体が

連携・協働する実施体制となる「コンソーシアム」形式（自治体、医療・介護機関/関連

団体、大学、金融機関、民間事業者等で構成し、事業を実施するうえで必要に応じて行

政とも適切に連携を図る形式）により実施することとし、本事業により得られた成果を

効果的かつ効率的に活用できる機能等を有する企業等の参加を求めた。また、原則とし

てコンソーシアム形式としたが、単独事業者での実施も可能とした 5。 

また、本事業終了後、事業により得られた成果を効果的かつ効率的に活用できる機能

等があり、自立的に事業を継続する計画を有する企業等であることを求めた。 

 

（３）コンソーシアムの構成要件公募事業主体の条件 

コンソーシアムの構成として、以下の要件を満たすこととした。 

① コンソーシアムは、以下の（４）に定義する代表団体および参加団体によって構成

されるものとし、事業等に必要な知見やノウハウ等を有する者を含むこと。 

② コンソーシアムをひとつの組織体として位置づけるため、NTT データ経営研究所か

らの連絡、指示、問合せ等への対応は、コンソーシアム代表団体の担当責任者が担当

し、その責任を持つこと。また、コンソーシアム代表団体の担当責任者は、自らの責任

において当該対応内容についてコンソーシアム構成員と共有すること。 

③ コンソーシアムには、総括事業代表者（プロジェクトリーダー）、副総括事業代表者

（サブリーダー）、事務管理責任者を置くこと。なお、これらの代表者・責任者には、

組織の長（会長、社長、事業部長等）ではなく、実際に本プロジェクトの運営推進に携

わる人を任命することとし、特に、総括事業代表者（プロジェクトリーダー）、副総括

事業代表者（サブリーダー）は、審査時のヒアリング、採択決定後の評価委員会、ワー

キンググループには必ずどちらかの出席を求める。 

④ 本事業におけるコンソーシアムの構成要件としては、医療機関・介護機関や保険者、

健康サービスに関連する事業者等からなる複数の事業主体が連携・協働する構成とす

る。 

 

（４）コンソーシアムの構成員に関する資格要件 

本事業の「コンソーシアム」とは、複数の調査研究事業主体（事業者、団体、機関、地

方自治体）が連携・協働する実施体制とし、コンソーシアムの代表者（以下「代表団体」

という）及び代表団体と当該事業に係る契約等(ただし、印刷発注等の軽微な契約等は含

まない)を結ぶ者(以下「参加団体」という)全体を指すとした。また協力団体は、コンソ

ーシアムへの参画はせずに、外部からのアドバイス・支援等を実施するものとした。代

表団体、参加団体、協力団体の各団体の詳細は以下のとおりである。 

                            
5 事業実施者には、コンソーシアム形式及び単独団体のみの場合があるが、本報告書内では区分せず調査

事業実施者を「コンソーシアム」の呼称で統一する。 



9 

 

 

① 代表団体 

代表団体は、自ら事業の一部を実施するとともに、当該事業の運営管理、参加団体

相互の調整、知的所有権を含む財産管理等の事業管理及び事業成果の普及等を行う母

体としての機関とする。また、管理運営団体との委託契約における受託者として、契

約責任を有する。したがって、代表団体の資格要件は以下のとおりとした。 

 

・ 日本国内に拠点を有していること 

・ 法人格を有する民間事業者又は団体であり、地方公共団体、法人格を有しない任

意団体等（ただし、有限責任事業組合（LLP）を除く）ではないこと。 

・ NTT データ経営研究所及び参加団体との委託契約を締結できること（注１） 

・ 代表団体としての業務を遂行するに十分な管理能力があり、そのための人員等の

体制が整備されていること（複数名の業務従事者を配置すること） 

・ 契約締結にあたり、代表団体および参加団体分の契約関連書類を NTT データ経営

研究所に提出できること 

・ 委託契約締結後のコンソーシアム等内部の経理実務（参加団体への委託金額に係

る確定検査の実施を含む）について、責任を持って管理できること 

・ 当該事業を受託できる財政的健全性を有していること 

・ 総括事業代表者（プロジェクトリーダー）、事務管理責任者を代表団体から選出す

ること 

・ 副総括事業代表者（サブリーダー）を代表団体にて任命すること（注２） 

・ 委託費は全額、事業終了後の精算払いとなるので、事業実施期間中に発生する経

費（参加団体への再委託費の支払いを含む）を精算金額の受領前に立替払いするこ

とが可能であること 

 

（注１）代表団体と参加団体が締結する委託契約（再委託契約）は、NTT データ経営研

究所との委託契約の条項に準拠して締結すること  

（注２）副総括事業代表者（サブリーダー）は代表団体または参加団体に所属する者

とする 

 

② 参加団体 

参加団体は、コンソーシアム構成員として、代表団体の管理下において、事業等の

一部を実施する。また、代表団体との委託契約（再委託又は外注）における受託者とし

て、契約責任を有する。参加団体の資格要件は、以下のとおりである。 

・ 法人格を有する民間事業者又は団体であり、地方公共団体、法人格を有しない任

意団体等（ただし、有限責任事業組合（LLP）を除く）ではないこと。 

・ 代表団体との委託契約を締結できること 

・ 当該事業に取組む人員がいること 
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・ NTT データ経営研究所と代表団体との契約締結にあたり、必要な各種書類を、代表

団体を通じて NTT データ経営研究所に提出できること 

 

また、留意事項として、応募書類に参加団体として記載した団体等が、委託契約締

結時点でコンソーシアム又は各団体の都合によって参加の変更をすることは原則認め

られないこととした。 

 

③ 協力団体 

協力団体は、構成員としてコンソーシアムへの参画や代表団体との委託契約締結はせ

ず、フィールドの提供や事業活動へのアドバイスなどにより、コンソーシアムを外部か

ら支援するものとした。資格要件は以下のとおりである。 

 

・ 代表団体からの要請に基づいた参画であること 

 

また、留意事項として、事業の成果普及・定着の観点から、本事業を実施する地域に関

わる地方公共団体の参加・協力を推奨した。さらに、代表団体は、当該事業への取り組

みについて、協力団体に対し事前説明を実施し、本事業に対する理解・協力等の意思表

示を得ることとした。 

 

④ 総括事業代表者(プロジェクトリーダー)・副総括事業代表者(サブリーダー) 

総括事業代表者は、実施プロジェクトの計画、実施および成果を管理する自然人で、

代表団体に所属する者とした。副総括事業代表者は、総括事業代表者を補佐し、必要に

応じて、その代理を務める自然人で、代表団体または参加団体に所属する者とし、総括

事業代表者不在時の連絡窓口等をおこなうものとした。資格要件は以下のとおりである。 

 

・ 当該事業に関して高い見識と管理能力を有し、事業計画の企画立案とその実施等

について管理を行うことができる能力を有していること 

・ 当該事業のために必要かつ十分な時間が確保できること 

・ 管理運営団体からの連絡、指示、問合せ等に対して、速やかに自ら対応、回答でき

ること 

・ コンソーシアム構成員および協力団体に対して、NTT データ経営研究所からの連

絡事項を周知徹底できること 

 

  また、総括事業代表者および副総括事業代表者は、必ずどちらかが審査時のヒアリ

ング、採択決定後の評価委員会およびワーキンググループ等に出席できることとした。 

 

⑤ 事務管理責任者 

事務管理責任者は、事業等の契約、経費管理および手続きを管理する自然人で、代
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表団体に所属する者とした。資格要件は以下のとおりである。 

 

・ 当該事業に関して高い管理能力を有し、事業実施プロジェクトの経理を含めた事

務管理を行うことができる能力を有していること 

・ 当該事業のために必要かつ十分な時間が確保できること 

・ NTT データ経営研究所からの連絡、指示、問合せ等に対して、速やかに自ら対応、

回答できること 

 

図表 3-2 代表団体、参加団体、協力団体の関係 

 
 

（５）事業の実施要件 

 本事業の実施要件として、調査項目ごとに以下の成果を求めることとした。 

 

①地域ヘルスケアのビジネスモデル構築に向けて地域版協議会の果たす役割・機能が明

確に示されていること。 

②①に加えて、提案された事業モデルが以下の条件を満たしていること。 

・ 新規の工夫や課題解決に向けた提案事項が含まれていること。 

・ 創意工夫により、産業創出に向けた、事業性、収益性が検討され、継続的なビジネ

スの実施につながる提案がなされていること。 

・ 地域関係者との連携や合意形成を通じて、現実的な事業モデルの提案がなされて

いること。 

・ 対価の獲得先を具体的に示し、現実的な課金システムを提案するとともに、提供

するサービスに対して、安定した収入源が確保できる見通しが提案されていること。 

・ 市場ニーズの強さ、提供サービスの利用場面、サービス提供が課題解決に直結す

代表団体 

参加団体 参加団体 参加団体 参加団体 

〈コンソーシアム〉 

コンソーシアム代表団体もしくは参加団

体が直接実施できない、又は実施する

ことが適当ではない作業等を受託する

（請負契約） 

コンソーシアム参加団体ではない 

業務委託先（外注先） 

フィールドの提供やアドバイスなどによ

り、コンソーシアムを支援する 

協力団体 

（代表団体との委託契約なし） 
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ることが具体的に提案されていること。 

・ 市場規模、市場ニーズ、競合するサービスと比較して提供するサービスが有する

優位性を踏まえた顧客拡大に向けた仕組みが提案されていること。 

・ 利用者の利便性も考慮しつつ、事業モデルの成立に必要な事業者間における個人

情報の保護に対する考え方が整理され、対策・運用方法が講じられていること。 

・ 有効な効果検証に必要なｎ数の確保や、検証手法等については、統計学あるいは

疫学的観点から適切なアドバイザーの指導を受けていること。 

 

（６）公募説明会の実施 

 以下のとおり公募説明会を開催した。 

日時： 平成２８年６月６日（月） 

第 1 回 11:00～11:45 第 2 回 12:00～12:45 

場所： 経済産業省 別館 3 階 310 各省庁共用会議室 

最終参加者数 ８９名（第 1 回・第 2 回の参加者計） 

 

 

３）事業の選定 

 

（１）審査委員会の設置 

本事業の審査・選定に当たっては、外部有識者等により構成される評価委員会 

を設置し、書類審査、ヒアリング審査を経て、採択するコンソーシアムを決定し 

た。 

 

（２）審査項目 

本事業の応募提案に対する審査項目は以下のとおりである。 

①事業趣旨との適合性の評価 

地域課題と解決策の妥当性、関係者の連携状況 

②事業モデルに対する評価 

ターゲットと提供価値、課金方法、事業化計画の妥当性、継続可能性 

③実証に対する評価 

実証目的、検証方法、スケジュール、体制、事業費 

 

（３）書類審査 

本事業には、全国から総計 39 件の応募があった。全ての応募申請書類について、評価

委員会において審査を行い、ヒアリング審査対象として 8 件を選定した。 

   

（４）ヒアリング審査 

評価委員会において、書類審査によって選択された 8 件のコンソーシアムに対し、ヒ
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アリング審査を実施した。ヒアリング審査は１コンソーシアム当たり 12 分とし、評価

委員との質疑応答を実施した。 

書類審査、及びヒアリング審査結果に基づき、下表に示す 12 件を選定した。 

日時： 平成 28 年 7 月 4 日（月）11:30～14:30 

場所： 経済産業省 別館１階 105 会議室 

 

図表 3-3  採択先コンソーシアム一覧（テーマ別） 

ⅰ） 「健康の気付き～健診～治療・健康増進」の一貫した生活習慣病予防を提供する事業 

（都道府県コード（JIS）順） 

経済産

業局 

コンソーシアム名 事業名 実 施 予 定

地域 

代表団体 

関東・

沖縄 

ＫＤＤＩ スマホ de

ドックコンソーシア

ム 

セルフ健康チェックと

食事コントロールによ

る生活習慣病予防事業 

神 奈 川 県

鎌倉市、神

奈 川 県 綾

瀬市、沖縄

県那覇市、

東 京 都 足

立区 

ＫＤＤＩ株式会社 

中部 岐阜ヘルスケアビジ

ネス創出協議会 

羽島市・羽島郡医師会

包括的健康管理プロジ

ェクト 

岐 阜 県 羽

島市、羽島

郡笠松町、

羽 島 郡 岐

南町 

社会医療法人蘇西

厚生会まつなみリ

サーチパーク（医学

研究所） 

近畿 阪急阪神 健康“生き

活き ”コンソーシア

ム 

「健康寿命の延びる沿

線」の実現に向けた健

康増進プロジェクト 

阪神間（阪

急沿線・阪

神沿線） 

阪急阪神ホールデ

ィングス株式会社 

中国 呉市モデル全国推進

コンソーシアム 

ハイリスク患者に対す

る疾病管理(呉市モデ

ル)の全国推進プロジ

ェクト 

広島県 株式会社データホ

ライゾン 

 

ⅱ）地域包括ケアシステムと連携した介護予防等を提供する事業 

（都道府県コード（JIS）順） 

経済産

業局 

コンソーシアム名 事業名 実 施 予 定

地域 

代表団体 

北海道 北海道ヘルスケア産

業振興協議会地域モ

デルコンソーシアム 

現役世代の生活習慣病

予防から退職後の介護

予防までのシームレス

サービス実証 

北 海 道 札

幌市 

株式会社北海道二

十一世紀総合研究

所 

関東 IＣＴリハ推進コン

ソーシアム 

ＩＣＴを活用した介護

予防・介護改善プログ

ラムのプラットホーム

事業 

群馬県 一般社団法人ソー

シャルアクション

機構 
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関東 わこう暮らしの生き

活きプロジェクト 

わこう暮らしの生き活

きプロジェクト 

埼 玉 県 和

光市 

株式会社ダスキン 

九州 くまもと在宅療養サ

ポートサービスコン

ソーシアム 

自立支援型在宅療養サ

ポートサービス推進事

業 

熊 本 県 東

部、阿蘇市 

株式会社くまもと

健康支援研究所 

九州 体験型健康医学教室

による「南さつま市

健康のまちづくり」

コンソーシアム 

地域版体験型健康医学

教室を中核とした多職

種協働事業モデルの検

証 

鹿 児 島 県

南 さ つ ま

市 

株 式 会 社 True 

Balance 

 

ⅲ）社会参加促進を通じた生涯現役社会の構築を行う事業    （都道府県コード（JIS）

順） 

経済産

業局 

コンソーシアム名 事業名 実 施 予 定

地域 

代表団体 

東北 次世代・仙台ウエル

ネスコンソーシアム 

高齢者の「健康づくり」

と「就労マッチング」

による生涯現役社会の

実現 

宮 城 県 仙

台市 

株式会社福祉工房 

近畿 神戸おかげさま・お

互いさまのまちづく

りコンソーシアム 

産業創生による自立型

地域包括ケアシステム

構築実証事業 

兵 庫 県 神

戸市 

神戸ヤクルト販売

株式会社 

 

ⅳ）地域内の企業における健康経営実施を支える事業      （都道府県コード（JIS）

順） 

経済産

業局 

コンソーシアム名 事業名 実 施 予 定

地域 

代表団体 

関東 ウェルネスシティ・

コンソーシアム＠渋

谷  ヘルスケア産業

創出チーム 

渋谷区におけるヘルス

ケア産業創出促進事業 

東 京 都 渋

谷区 

株式会社大和総研 

 

（５）採択結果の公表 

本事業の採択結果については、ウェブサイトで平成 28 年 7 月 15 日に公開した。 
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図表 3-4 採択結果のウェブサイト公開画面（一部） 

 

 

 

４）事業支援 

 

（１）キックオフミーティング 

 

A) 事業目的・内容 

コンソーシアム事業の開始に当たり、コンソーシアムによる実証成果の品質向上と事

業実施者の意識向上を目的として、セミナー・ワークショップ・意見交換から構成され

るキックオフイベントを開催した。実証事業の開始前にコンソーシアムが一堂に会する

機会を設けて情報提供、意識の共有、コンソーシアム同士の連携構築を図った。 

キックオフイベントは、採択コンソーシアムのほか、地域版次世代ヘルスケア産業協

議会の関係者、及び自治体関係者、地方経済産業局の担当者の参加を募って実施した。 

 

 開催日： 平成 28 年 7 月 28 日（木） 10：00～12：10 

 場所： 日本橋ライフサイエンスハブ A 会議室 

 議題： ①経済産業省ご挨拶 

  ②各コンソーシアムの取組紹介 

  ③事務局講義「地域ヘルスケアビジネス創出に向けて」 
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 参加者： 計 46 名（関係者等を除く、当日参加者実数） 

 内訳：  採択候補コンソーシアムの代表/副代表 33 名 

  上記コンソーシアム連携自治体       4 名 

  地域版協議会関係者            4 名 

  地方経済産業局              5 名 

 

図表 3-5 キックオフタイムテーブル 

時間 内容 

10：00 （5 分） 開会挨拶 

10：05 （60 分） 各コンソーシアムの取組紹介 

11：05 （10 分） 休憩 

11：15 （50 分） 地域ヘルスケアビジネス創出に向けて 

12：05 （5 分） まとめ・閉会          12：10 終了 

 

図表 3-6 キックオフイベント開催風景 

 

（コンソーシアムによる事業紹介）（事務局による講演）   （ネットワーキング） 

 

B) アンケート調査結果 

今後実証事業を実施するコンソーシアム関係者がイベントにおいて提供した情報と連

携にどの程度満足したか把握するため、会場においてアンケート票を配布し、当日回収

した。アンケートでは、イベント全体および個別プログラムを有意ごと感じたか、今後

の事業活動や業務に活用可能か、ならびに次回も参加を希望するか、等を把握した。 

 

 参加者数およびアンケート回収率 

当日参加者 46 名にアンケート用紙を配布し、32 名から回収した。（回収率 69.6％） 

 

 アンケート結果概要 

キックオフイベントを有意義と感じた参加者は 90.4％と、全般的に満足度は高かっ

た。有意義といえないと回答した参加者は 0 名、「どちらともいえない」と回答した者

は 2 名であった。  
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図表 3-7 キックオフイベントを有意義と感じた程度 

 

 

プログラム別の評価では、コンソーシアムがそれぞれの取組を 5 分程度で紹介するプ

ログラムについては 78.1％、事務局による事業の成果の考え方と取り組み方の指針に

ついての講義については 68.8％の参加者が有意義であると回答した。コンソーシアム

の取組を評価する意見としては、「（自分のコンソーシアムと）問題意識が一致していて

もアプローチが異なっていたり、新たな視点が得られた」「（事業を）推進する上で新し

い気付きがあった」など、事業の参考になったとする意見が半数近くの参加者から寄せ

られた。自分のコンソーシアムと連携したい事業者があった、との意見も何件かみられ

た。 

図表 3-8 有意義と感じた個別プログラム 

 

 

本キックオフイベントで得られた内容を、今後の事業活動・業務に活かすことができ

そうかとの設問に対しては、93.8％が活用可能と回答した。自由回答をみると、事業説

明が今後のビジネス展開を考える上で役に立った、他コンソの取り組みがヒントになっ

たなどの意見が見られた。 

  

50.0%

40.6%

6.3%

0.0% 0.0%

3.1%

N=32

非常にそう思う

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

全く思わない

無回答

78.1%

68.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コンソ取組紹介

事業説明（事務局）

N=32(M.A.)
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図表 3-9 今後の事業活動や業務への活用可能性 

 

 

最後に、次回のキックオフイベントに参加したいかとの設問に対しては、90.6％が参

加したいと回答しているが、6.3%が「どちらともいえない」、3.1％が参加したいと思わ

ないと回答している。自由回答では、情報を求める意見が 9 件、連携を求める意見が 2

件見られた。 

図表 3-10 次回参加希望 

 

 

（２）事業進捗管理 

各コンソーシアムの実施する調査の進捗状況については、各コンソーシアムに NTT デ

ータ経営研究所の担当者 1～2 名を割り当てることで、進捗確認・管理を行った。 

コンソーシアムからの定期的な報告は求めず、経済産業省担当者や評価委員の視察を

求めたいイベントや委員会を開催する際などの事前連絡と、その開催報告に留めた。 

また、12 月から 1 月にかけて、NTT データ経営研究所の各コンソーシアム担当者にお

いて、個別にコンソーシアムを実地訪問しており、11 月中旬に開催した第 1 回評価委員

会において評価委員から受けた調査事業の進捗報告に対する指摘に対して、コンソーシ

アムがどこまで対応できているか、現地確認と指導を行った。 

なお、支出・経理関係については、中間検査に加え、初期確認、中間検査後の事務指導

を行い、適切かつ滞りなく処理が行われるように確認を行った。 

31.3%

62.5%

3.1%
3.1%0.0%N=32

非常にそう思う

そう思う

どちらともいえ

ない
そう思わない

37.5%

53.1%

6.3%
3.1% 0.0%N=32

非常にそう思う

そう思う

どちらともいえ

ない

そう思わない
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図表 3-11 支出・経理関係の確認 

 目的 確認内容 

初期確認 ・日々の記録の徹底 

・記載方法の誤りの是正 

・代表団体の書類確認業務の確

認 

・事業期間（契約開始日～）

の初月分および次月分の「業

務日誌」と「経理簿」 

中間検査 ・誤った処理の早期是正 

・書類（原本）の保管状況の実

地確認 

・年度末の確定検査の負荷軽減 

・事業期間（契約開始日～）

当初から、概ね 11 月分までの

契約・経費処理関係書類（「業

務日誌」と「経理簿」を含

む）。 

事務指導 ・中間検査での指摘事項への対

応状況の確認 

・年度末の確定検査の負荷軽減 

・中間検査での指摘により、

修正をおこなった契約・経費

処理関係書類：初月分～概ね

11 月分 

・中間検査後に作成した「業

務日誌」と「経理簿」 ：概

ね 12 月分～1 月分 
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3.1.2. 採択コンソーシアムの概要 

 

 本事業において採択したコンソーシアムの分布及び事業概要は下図の通りである。 

（詳細は付録参照） 

 

図表 3-12  採択先コンソーシアム分布図 

 

 

ⅰ） 「健康の気付き～健診～治療・健康増進」の一貫した生活習慣病予防を提供する事

業 

 事業名 代表団体 地域 概要 

1 セルフ健康チェ

ックと食事コン

トロールによる

生活習慣病予防

事業 

ＫＤＤＩ株式

会社 

東 京 都

足立区、

沖 縄 県

那覇市 

血液検査キットと web サービスの組み合わせ

により自宅での健康チェックを可能にするこ

とで、特定健診の受診率向上と健康意識の向

上を図る。さらに管理栄養士監修の宅食サー

ビスによる食事改善等、生活習慣改善のため

のサービスに展開する。 

2 羽島市・羽島郡

医師会包括的健

康管理プロジェ

クト 

社会医療法人

蘇西厚生会ま

つなみリサー

チパーク（医

学研究所） 

岐 阜 県

羽島市、

羽 島 郡

笠松町、

羽 島 郡

岐南町 

地域の医師会が主体となり、家庭医（家族単位

のかかりつけ医）による住民の個人健康情報

管理プログラムを構築し、地域の商店と連携

することで住民の健康意識向上に取り組み、

医師会と地域が一体となって地域の健康寿命

延伸を図るモデル。 

3 「健康寿命の延

びる沿線」の実

現に向けた健康

増進プロジェク

ト 

阪急阪神ホー

ルディングス

株式会社 

大阪市、

尼崎市、

西宮市、

芦屋市、

神 戸 市

少子高齢時代の新たな沿線価値=多世代が生

き活きと暮らせる「健康寿命の延びる沿線」の

実現を目指し、産官学民が、各々のニーズとリ

ソースをマッチングする場「沿線健康プラッ

トフォーム」に集まり、新しい文化・コミュニ

岐阜ヘルスケアビジネス
創出協議会 次世代・仙台ウエルネス

コンソーシアム

KDDIスマホdeドックコンソーシアム

阪急阪神健康
“生き活き”
コンソーシアム

北海道ヘルスケア産業振興協議会
地域モデルコンソーシアム

呉市モデル全国推進
コンソーシアム

くまもと在宅療養
サポートサービス
コンソーシアム ＩＣＴリハ推進コンソーシアム

体験型健康医学教室による「南さつま
市健康のまちづくり」コンソーシアム

神戸おかげさま・
お互いさまのまちづくり
コンソーシアム

わこう暮らしの生き活きプロジェクト

ウエルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷
ヘルスケア産業創出チーム
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を 中 心

と す る

阪急・阪

神沿線 

ティと、予防・健康産業を共創するビジネスモ

デル。 

4 ハイリスク患者

に対する疾病管

理(呉市モデル)

の全国推進プロ

ジェクト 

株式会社デー

タホライゾン 

広島県 地域において糖尿病重症化予防を実施する新

たな人材として保険薬局の薬剤師を教育する

ことで、保健指導を実施する看護師不足の解

消を図るモデル。 

 

ⅱ）地域包括ケアシステムと連携した介護予防等を提供する事業 

 事業名 代表団体 地域 概要 

5 現役世代の生活

習慣病予防から

退職後の介護予

防までのシーム

レスサービス実

証 

株式会社北海

道二十一世紀

総合研究所 

北 海 道

札幌市 

地域の現役世代の生活習慣病予防を目的とし

て、継続的な健康行動を実践するきっかけや

機会を提供する仕組みとして健康食ネットワ

ークを作る。他方、退職前後のシニアの認知症

予防を目的として、日常生活圏域において、継

続的な認知症予防に係る行動を実践するため

のきっかけや機会を提供する仕組みとして認

知症予防プログラムを作り、事業の両輪とす

る。 

6 ＩＣＴを活用し

た介護予防・介

護改善プログラ

ムのプラットホ

ーム事業 

一般社団法人

ソーシャルア

クション機構 

群馬県 デイサービス事業所の過去の利用者の実績デ

ータベースに基づいて、新規利用者に対する

リハビリメニューを提案し、身体機能と認知

機能の改善を図るモデル。 

7 わこう暮らしの

生き活きプロジ

ェクト 

株式会社ダス

キン 

埼 玉 県

和光市 

介護予防段階の高齢者に対して通いサービス

と訪問サービスを一体的に提供しつつ、開発

ラボにより創出した新サービスを投入してい

くことにより、公民一体となり地域包括ケア

を実施するモデル。 

8 自立支援型在宅

療養サポートサ

ービス推進事業 

株式会社くま

もと健康支援

研究所 

熊 本 県

東部、阿

蘇市 

公的保険内と公的保険外のサービスを組み合

わせた退院後の在宅療養サポートサービス、

および地域社会への復帰に向けた介護予防・

生活支援サービス、生きがい支援サービスを

開発・提供するとともに、ケアマネジャーが積

極的に自立支援型公的保険外サービスを活用

するモデル。 

9 地域版体験型健

康医学教室を中

核とした多職種

協働事業モデル

の検証 

株式会社 True 

Balance 

鹿 児 島

県 南 さ

つま市 

医師や教師が開発した体験型健康医学教室を

個人、地域事業者、自治体に提供することで地

域全体の健康意識と知識を高め、個人の健康

維持を実現するとともに新たな健康サービス

の創出に貢献するビジネスモデル。 

 

ⅲ）社会参加促進を通じた生涯現役社会の構築を行う事業 

 事業名 代表団体 地域 概要 

10 高齢者の「健康

づくり」と「就

労マッチング」

による生涯現役

株式会社福祉

工房 

宮 城 県

仙台市 

単なる人材マッチングではなく、高齢者人材

の発掘・育成・社会参画支援と就労フィールド

開発をワンストップで行うことにより生涯現

役社会を実現する新たなモデル。 
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社会の実現 

11 産業創生による

自立型地域包括

ケアシステム構

築実証事業 

神戸ヤクルト

販売株式会社 

兵 庫 県

神戸市 

暮らし圏単位におけるコミュニティを形成す

るとともに、地域資源を活用した暮らしの支

援につながる産業創出基盤を構築することに

より、住み慣れた地域で暮らしの充実を図る

「住民よし、事業者よし、自治体よし」三方よ

しの自立型地域包括ケアシステム。 

 

ⅳ）地域内の企業における健康経営実施を支える事業 

 事業名 代表団体 地域 概要 

12 渋谷区における

ヘルスケア産業

創出促進事業 

株式会社大和

総研 

東 京 都

渋谷区 

若年就労者が多い渋谷区では、健康経営の目

的は病気予防に限らずパフォーマンスアップ

が求められている。企業コンソーシアムを結

成し、参画企業が健康経営を進める上での課

題や解決方法の共有を行い、参画企業から出

されたアイデアの具現化とサービスの実証を

行うモデル。 
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3.1.3. 評価委員会 

 

本事業では、各コンソーシアムが実施する事業の実施内容についての評価、及び指導・

助言等を行うことを目的に、評価委員会を設置した。更に評価委員会を通じて、各地域

が相互に事業内容を参照することにより、それぞれの地域に還元することを目指した。 

評価委員会は、審査を除き事業期間中に 2 回開催し、第 1 回評価委員会については、

7 コンソーシアムに絞って招聘の上、入れ替え制で評価委員との面談を実施し、個別に質

疑応答を行った。一方、第 2 回評価委員会については、コンソーシアムや地方経済産業

局が臨席可能な公開形式で実施した。 

 

１）第１回評価委員会 

第１回評価委員会を下記の通り実施した。コンソーシアムからは事前に中間報告書の

提出を求め、委員による書面評価ならびに面談評価を行った。書面評価により面談する

コンソーシアムを選定し、１コンソーシアム当りの面談時間を充分に確保した 

。 

 開催日：平成 28 年 11 月 14 日（火） 10：30～15：30 

 場所： 経済産業省 別館 1 階 101-102 号室 

 議題： ①経済産業省ご挨拶 

②各コンソーシアムと評価委員による面談 

③委員総評 

 

図表 3-13 第１回評価委員会タイムテーブル 

【コンソーシアム面談】  ※各 25 分（報告 5 分＋質疑 20 分） 

時間 内容 

10：30～10：45 
開会挨拶（5 分） 

進行説明・フォローアップ調査報告（10 分） 

10：45～11：10 
ウェルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷ヘルスケア産業創出チー

ム 

11：10～11：35 わこう暮らしの生き活きプロジェクト 

11：35～12：00 ICT リハ推進コンソーシアム 

12：00～12：25 岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会 

12：25～13：25 昼食 兼 講評 

13：25～13：50 次世代・仙台ウエルネスコンソーシアム 

13：50～14：15 神戸おかげさま・お互いさまのまちづくりコンソーシアム 

14：15～14：40 阪急阪神 健康“生き活き”コンソーシアム 

14：40～15：25 委員総評 

15：25～15：30 閉会                  15：30 終了 
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２）第２回評価委員会 

第２回評価委員会を下記の通り実施した。本委員会では、最終成果の評価と今後の展

開への指導・助言を行うことを目的とし、全コンソーシアムによるプレゼンテーション

形式での成果報告と委員講評を行った。 

 

 開催日：平成 29 年 2 月 14 日（火） 10：30～17：15 

 場所： フクラシア東京ステーション 6 階会議室 D 

 議題： ①経済産業省ご挨拶 

②各コンソーシアムの事業進捗報告 

③委員講評 

 

図表 3-14 第２回評価委員会タイムテーブル 

【コンソーシアム報告】※質疑含め各 25 分（報告 15 分＋質疑 10 分） 

時刻 内容 

10：30～10：45 経済産業省ご挨拶＆評価委員会進行方法説明 

10：45～11：10 

11：10～11：35 

11：35～12：00 

12：00～12：25 

ICT リハ推進コンソーシアム 

ＫＤＤＩスマホ de ドックコンソーシアム 

次世代・仙台ウエルネスコンソーシアム 

わこう暮らしの生き活きプロジェクト 

12：25～13：30 昼食・休憩（65 分） 

13：30～13：55 

13：55～14：20 

 

14：20～14：45 

14：45～15：10 

15：10～15：35 

くまもと在宅療養サポートサービスコンソーシアム 

体験型健康医学教室による「南さつま市健康のまちづくり」コン

ソーシアム 

阪急阪神健康“生き活き”コンソーシアム 

神戸おかげさま・お互いさまのまちづくりコンソーシアム 

呉市モデル全国推進コンソーシアム 

15：35～15：50 休憩（15 分） 

15：50～16：15 

 

16：15～16：40 

16：40～17：05 

ウェルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷ヘルスケア産業創出チ

ーム 

北海道ヘルスケア産業振興協議会地域モデルコンソーシアム 

岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会 

17：05 閉会 10 分        17：15 終了 
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3.1.4. 考察 

 

 本事業では地域の実情に応じたモデル構築の実証を行うことで、各事業モデルの成果

を検証し、それらを踏まえた地域のヘルスケアビジネスのモデルを示すことを目指した。 

 事業モデルの成果検証は、各コンソーシアムにおいて１）地域課題の解決と２）事業

化に向けた成果指標を設定し検証した。その結果、１）では健康づくり、生活習慣病予

防、介護予防、さらには地域振興の点で一定の成果をあげることができた。また、２）事

業化に向けては事業基盤の構築などを通じて実証に取り組み、事業化の可能性を得られ

た。以下に、その内容を述べる。 

 

１）事業モデルによる地域課題解決の検証 

 本事業では、地域課題の解決に資する以下の 4 つのテーマを公募した。 

ⅰ）「健康の気付き～健診～治療・健康増進」の一貫した生活習慣病予防を提供する

事業 

ⅱ）地域包括ケアシステムと連携した介護予防等を提供する事業 

ⅲ）社会参加促進を通じた生涯現役社会の構築を行う事業 

ⅳ）地域内の企業における健康経営実施を支える事業 

その結果、健診未受診者や健康無関心層の掘り起し、リスク者に対する生活改善支

援、介護予防や社会参画・就労支援、地域内企業の健康経営推進など、健康寿命の延伸

に向けた事業が実施され、それぞれにおいて一定の成果をあげることができた。その成

果は図表 3-15 の通り、大きくは現役世代・高齢者に向けた健康づくりや生活習慣病予

防、第二の社会活動期にある高齢者に向けた地域包括ケアシステムの構築、介護予防に

整理される。 

 

図表 3-15 委託したモデル事業の目的の整理 

 

 

更にその内容を細分化すると、健康づくり・生活習慣病予防においては、「自治体施

策に参加しない人へのリーチ」、「健診未受診者対策」、「重症化予防」の 3 つに、高齢者
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の介護予防においては、「予防活動をする人の増加（自助）」、「社会参加の場づくり（互

助）」、「介護予防サービスの質向上・人材確保（共助）」の 3 つに整理することができ

る。この 6 つの取組はいずれも市区町村の保健福祉部門において重要な課題であり、公

的保険外サービスが行政が取り組む地域の課題解決の一端を担うことを示している。取

組によっては、地域全体の健康づくりと社会参加といった複数の課題解決に資するもの

もある。 

また、本事業で構築したビジネスモデルはヘルスケアにおける課題解決のみならず、

地域に根付く事業者の振興にも寄与した。例えば、地域の飲食店や商店などの中小零細

事業者がヘルスケアの観点を事業に取り込むことで、売上や客数の増加につながる事例

がみられた。また、深刻な人手不足に悩む地域の介護関連事業者と現役引退後も就労意

欲のある高齢者をマッチングさせることで人手不足解消に寄与する。他にも現役引退世

代が就労することによる実質的な生産人口拡大効果や、健康なまちづくりを訴求するこ

とによる地域外の企業誘致になり得る事例もあった。以上を踏まえ、本モデル事業が解

決し得る地域課題を地域に提供する価値として整理すると図表 3-16 のように整理され

る。 
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図表 3-16 モデル事業が解決し得る地域課題（地域への提供価値） 

健康づくり

テーマ 事業名

自
治
体
施
策
に
参
加
し

な
い
人
へ
の
リ
ー
チ

特
定
健
診
・
検
診
受
診

率
向
上

重
症
化
予
防

予
防
活
動
を
す
る
人
の

増
加

(

自
助

)

社
会
参
加
の
場
づ
く
り

(

互
助

)

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
向

上
・
人
材
確
保

(
共
助

)

地
場
事
業
者
の
振
興

生
産
人
口
の
拡
大

企
業
誘
致

セルフ健康チェックと食事コントロールによる生
活習慣病予防事業 ○ ○ ○

羽島市・羽島郡医師会包括的健康管理プ
ロジェクト ○ ○ ○ ○

「健康寿命の延びる沿線」の実現に向けた
健康増進プロジェクト ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハイリスク患者に対する疾病管理(呉市モデ
ル)の全国推進プロジェクト ○

地域版体験型健康医学教室を中核とした
多職種協働事業モデルの検証※1 ○ ○ ○ ○

現役世代の生活習慣病予防から退職後の
介護予防までのシームレスサービス実証※2 ○1 ○2 ○2 ○1 ○

ＩＣＴを活用した介護予防・介護改善プロ
グラムのプラットホーム事業 ○

わこう暮らしの生き活きプロジェクト ○ ○

自立支援型在宅療養サポートサービス推進
事業 ○ ○ ○ ○

高齢者の「健康づくり」と「就労マッチング」に
よる生涯現役社会の実現 ○ ○ ○ ○

産業創生による自立型地域包括ケアシステ
ム構築実証事業 ○ ○ ○

健康
経営

渋谷区におけるヘルスケア産業創出促進事
業 ○ ○ ○

※1　介護予防のテーマでの採択であったが、ここでは便宜上生活習慣病予防のテーマとした。
※2　1コンソーシアムで2事業実施したため、1.生活習慣病予防、2.介護予防と表記した

地域振興地域包括ケア・介護予防

地域に提供する価値

生活習慣病予防
(国保機能強化)

生涯
現役

介護
予防

生活
習慣病
予防

 

一方で、本事業で構築したビジネスモデルはヘルスケアにおける課題解決のみなら

ず、地域に根付く事業者の振興にも寄与したと言える。例えば、地域の飲食店や商店な

どの中小零細事業者がヘルスケアの観点を事業に取り込むことで、売上や客数の増加に

つながる事例がみられた。また、深刻な人手不足に悩む地域の介護関連事業者と現役引

退後も就労意欲のある高齢者をマッチングさせることで人手不足解消に寄与する。他に

も引退世代が就労することによる実質的な生産人口拡大効果や、健康なまちづくりを訴

求することによる地域外の企業誘致になり得る事例もあった。以上を踏まえ、本モデル

事業が解決し得る地域課題を地域に提供する価値として整理すると図表 3-17 のように

整理される。 
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図表 3-17 モデル事業が解決し得る地域課題 

健康づくり

テーマ 事業名
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い
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へ
の
リ
ー
チ

特
定
健
診
・
検
診
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診

率
向
上

重
症
化
予
防

予
防
活
動
を
す
る
人
の
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加

(

自
助

)

社
会
参
加
の
場
づ
く
り

(

互
助

)

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
向

上
・
人
材
供
給

(

共
助

)

地
場
事
業
者
の
振
興

生
産
人
口
の
拡
大

企
業
誘
致

セルフ健康チェックと食事コントロールによる生
活習慣病予防事業 ○ ○ ○

羽島市・羽島郡医師会包括的健康管理プ
ロジェクト ○ ○ ○ ○

「健康寿命の延びる沿線」の実現に向けた
健康増進プロジェクト ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハイリスク患者に対する疾病管理(呉市モデ
ル)の全国推進プロジェクト ○

地域版体験型健康医学教室を中核とした
多職種協働事業モデルの検証※1 ○ ○ ○ ○

現役世代の生活習慣病予防から退職後の
介護予防までのシームレスサービス実証※2 ○1 ○2 ○2 ○1 ○

ＩＣＴを活用した介護予防・介護改善プロ
グラムのプラットホーム事業 ○

わこう暮らしの生き活きプロジェクト ○ ○

自立支援型在宅療養サポートサービス推進
事業 ○ ○ ○ ○

高齢者の「健康づくり」と「就労マッチング」に
よる生涯現役社会の実現 ○ ○ ○ ○

産業創生による自立型地域包括ケアシステ
ム構築実証事業 ○ ○ ○

健康
経営

渋谷区におけるヘルスケア産業創出促進事
業 ○ ○ ○

※1　介護予防のテーマでの採択であったが、ここでは便宜上生活習慣病予防のテーマとした。
※2　1コンソーシアムで2事業実施したため、1.生活習慣病予防、2.介護予防と表記した

地域に提供する価値

国民健康保険
機能強化

生涯
現役

介護
予防

生活
習慣病
予防

地域振興地域包括ケア・介護予防

 

 

今後これらの事業を持続的なビジネスモデルとして確立することで、公費によって行

われる行政施策の一部を民間事業者が担い、その分の行政の財源や人員をより戦略的に

活用できる可能性が得られた。 

 

２）事業化に向けた検証 

課題設定は上述の通り地域の実情に応じてなされたが、事業化に向けては、事業主体

者が明確でありその強みが活かされた事業であるかがポイントであったと考えられる。 

本事業における主な事業主体者は以下の通り多様であったが、大きく分けて、①ヘル

スケア関連事業者による事業と、②異業種によるヘルスケア事業参入のパターンがあっ

た。 
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①ヘルスケア関連事業者による事業では、実体験にもとづき地に足の着いたヘルスケ

ア関連の課題設定がされており、その解決に向けた熱意によって事業化が推進された。

一方で、公的保険外サービスによる事業構築の経験がない場合は、解決方法としての事

業設計や事業推進において苦労が見られ、効果的・効率的な事業構築の経験やノウハウ

が必要とされた。 

②異業種によるヘルスケア事業参入の場合は、当分野に知見がない分、課題設定に対

する解決策がやや曖昧であるものがみられた。事業設計・推進においては、解決しよう

とする課題分野に知見がある事業者をコンソーシアムに組み入れることが重要であっ

た。 

いずれの場合も、課題に対する解決策として事業主体者の強みが活かされたものは事

業化の可能性を得られたと言える。以下に、その例を挙げる。 
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【事例１】地域ぐるみの健康づくり（ヘルスケア関連事業者による事業） 

・ 医師や教師が開発した わかりやすい健康教育コンテンツ を使って、地域住民だ

けでなく、事業者、行政向けに教室を提供 。働く人の健康意識向上だけでな

く、地域事業者や自治体保健師が意識変容のための知識と手法を共有することで

住民の健康意識と行動を地域ぐるみで支援 。 

・ 受講した地域の事業者からは健康づくりのための商品開発がなされ、また、健康

意識が上がった住民からの利用が増えるなどして 地域振興にも貢献 した。 

・ 医師の専門性と教師の教育ノウハウ を活かした「気づきを与えるコンテンツ開

発」「人材育成」で まち全体の健康リテラシー向上が実現 された。 

 

【事例２】健診未受診者対策 （異業種によるヘルスケア事業参入） 

・ 自治体・保険者が健診未受診者を抽出して、通信事業が提供する 自宅での簡易

検査サービス を提供。気づきを促し 、アドバイス・医療機関紹介・健康食宅配

サービスにより 行動変容と生活習慣をサポート （下図の上段）。 

・ 鉄道沿線を活用した健康イベントにより 健診未受診者、血圧リスク者を発見 し

受診勧奨。スマートフォンによる活動量管理や健康ポイント付与、測定イベント

を組み合わせて健康活動をサポート（下図の下段）。 

・ 各事業主体者は 本業の生活インフラ及び信頼を活かし 、ヘルスケア関連事業者

とコンソーシアムを組んだ上で自治体・保険者と連携した事業を展開した。 
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【事例３】生涯現役に向けた介護予防・就労支援（ヘルスケア関連事業者による事業） 

・ 高齢者向けに健康づくり・学習・社会参画支援サービスを提供。大学で培われた

教育ノウハウ を活かし社会参画を啓発。 

・ 健康サービス未経験者の就労を可能にするため、就労先で必要とされるスキルを

想定した 人材育成プログラム と 就労支援ツールを提供 。介護・健康サービス

事業者への就労を実現し、人手不足にも寄与 した。 

 

 

 以上の事例のように、事業者の強みを活かして地域の課題に対する解決策を提供する

ものは、一定の成果を得られた。 

 

○今後に向けた課題 

本事業により、健康寿命延伸に向けた地域課題を解決し得る多様なヘルスケアサービ

スが創出されたが、安定的な収益化にはいくつかの課題がある。 

 

①ビジネスモデルの工夫 

地域の関係者間で地域における課題を共有し、適切かつ有機的な役割分担をする必要

がある。民間事業者は単独でヘルスケアビジネスを展開するよりも、地域版協議会など

と連携して、行政、医療・介護関連事業者等と地域の課題を共有した上で事業化に取り

組んだ方が、地域における役割分担を図りやすい。また、民間事業者からその役割分担

に資する解決策を提案できるかどうかが地域に根ざしたヘルスケアビジネスの成否を分

けると言える。 

 

②提供するサービスの付加価値向上 

住民や費用負担者となる行政、事業者との関係を深化させ、潜在的なニーズを汲みな

がらサービス開発や改善に持続して取り組むことで、費用負担をいとわないサービスの

魅力や課題解決力を磨く必要がある。 
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③効率的な事業構築 

人材育成や効率的な業務設計、ICT を使った生産性向上などが求められる。他に、地

域の多様な事業者や住民が、担い手として事業に参画することも一案である。 

 

また、②、③に共通して、地域の限られた資源だけで事業化を目指すのではなく、地

域外の事業者やサービス、ノウハウを採り入れることを検討すべきである。それによる

新たな商品開発や事業運営方法の構築も期待できる。 

 

今後は、これらのモデルを他地域にも展開し広く普及させることが求められる。その

ためには、提供価値の維持と汎用性のバランスをとっていかなければならない。ある地

域の特殊事情に対応するためだけの事業であればその必要はないが、他地域に普及させ

るためには、共通的な地域課題に対応するサービスとしての汎用部分とカスタマイズ部

分に分けるなどの対応が求められる。行政や地域の関係者とサービスを共創するにあた

っても、汎用性があるからこそコスト効率が良くなることの理解を得ながらビジネスモ

デルを構築することが欠かせない。そのようにサービスをパッケージ化したり、積み上

げた経験をノウハウ化すること、更にはそれらの運営が可能な人材を各地域で養成する

仕組みづくりが普及展開の鍵である。 

 

以上の取組を進めることにより、本事業において構築されたモデル事業も、他地域へ

の展開を見据えつつ地域に根ざすビジネスモデルに進化させていくことが、今後の課題

となる。 
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3.2. 地域のヘルスケア産業創出に向けた取組 

 

3.2.1. 地域版次世代ヘルスケア産業協議会全国大会 

１）目的・内容 

本事業では、各省庁等の今後の地域における施策動向を共有し、さらなるヘルスケア

ビジネス創出を促進することと、各地域間のネットワークを構築し、今後の情報連携を

強化することを目的として、地域版次世代ヘルスケア産業協議会全国大会（以下、全国

大会）を、地域版協議会運営事務局責任者（設立前の協議会も対象）、各コンソーシアム

の自治体担当者、コンソーシアム関係者、今後地域版協議会を設立する意向のある自治

体、団体担当者、各地方経済産業局のヘルスケア産業担当者の参加を呼び掛けて実施し

た。 

 開催日：平成 28 年 7 月 27 日（水）15:00～18:00 

 場所： 日本橋ライフサイエンスビルディング 201 大会議室 

 内容： 経済産業省挨拶＆事業概要説明 

経済産業省、日本医師会、厚労省、農水省、スポーツ庁、 

観光庁、内閣官房、地域医療機能推進機構による講演 

 講演内容： ヘルスケア分野における各省庁等の地域での施策展開につ

いて 

 参加者：計 90 名（関係者等を除く、当日参加者実数） 

 内訳： 採択候補コンソーシアム事業者   43 名 

コンソーシアム連携自治体     10 名 

地方経済産業局         25 名 

その他               2 名 

 

図表 3-18 全国大会タイムテーブル 

時刻 内容 

15：00  5 分 開会挨拶 【経済産業省ヘルスケア産業課長】 

15：05 30 分 講演： 経済産業省ヘルスケア産業課【経済産業省ヘルスケア産業課長】 

15：35 20 分 講演： 日本医師会 

15：55 10 分 講演： スポーツ庁 

16：05 20 分 講演： 厚生労働省 

16 : 25 15 分  ―休憩― 

16：40 20 分 講演： 農林水産省 

17：00 20 分 講演： 観光庁 

17：20 20 分 

講演： 経済産業省  

 地域経済産業グループ 地域経済産業政策課 

（併 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部） 

17 : 40 10 分 講演： 独立行政法人 地域医療機能推進機構（JCHO） 

17：50  5 分 閉会 
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図表 3-19 全国大会 開催風景 

  

 

 

 

 

 

 

 

（挨拶：経済産業省ヘルスケア産業課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講演：経済産業省ヘルスケア産業課長）    （講演：日本医師会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （講演：スポーツ庁）          （講演：厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講演：農林水産省）          （講演：観光庁） 
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（講演：経済産業省地域経済産業グループ  講演：独立行政法人 

地域経済産業政策課（併内閣官房      地域医療機能推進機構） 

まち・ひと・しごと創生本部） 

 

２）アンケート結果 

地域版次世代ヘルスケア産業協議会全国大会に対する参加者のニーズや満足度を把握

するため、会場においてアンケート票を配布し、当日回収した。アンケートでは、講演

別の満足度のほか、今後の事業活動や業務に活用可能か、ならびに次回も参加を希望す

るか、等を把握した。 

 

（１）参加者数およびアンケート回収率 

参加者 90 名に対してアンケートの回収数は 57 名(回収率 63.3%)であった。 

 

（２）アンケート結果概要 

全国大会参加者アンケートの結果を以下にまとめる。 

① 全国大会の意義 

全国大会を有意義と感じた参加者は 84.2％と、高い満足度が示された。有意

義と回答した参加者の自由回答をみると、「省庁や医師会との連携が具体的に感

じられた。」といった意見が多く、経済産業省をはじめとする各省庁や医師会、

地域医療機能推進機構などの関係団体が一体的にヘルスケア産業施策に取り組

む姿勢に参加者が勇気づけられている様子がうかがえた。 
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図表 3-20 設問「全国大会は有意義だったか」に対する回答 

 

 

プログラム別の評価では、経済産業省ヘルスケア産業課による講演について

96.5%の参加者が有意義と評価しており、続いて 68.4％が日本医師会の講演を、

56.1％がまち・ひと・しごと創生本部の講演を有意義と評価した。また、関心を

示す参加者が相対的に少ない施策であっても、「現在検討中の計画と関連が深い

から」などの理由で特定の事業者や自治体が強く興味を示す場合もあり、広範

な話題提供を図るプログラムによって、多様な参加者に満足してもらえる結果

につながったことが窺える。 

 

図表 3-21 「特に有意義と感じたプログラム」として選択されたプログラム演目 

 

 

② 今後の事業活動や業務への活用 

本全国大会で得られた内容を、今後の事業活動・業務に活かすことができそ

うかとの設問に対しては、93％が活用可能と回答した。自由回答をみると、事

業者では「事業計画へのアドバイスとなった」などの意見が多かった。自治体

参加者からは、「国の縦割りを超えた動きを地域行政に反映したい」「自分たち

非常にそう思う

50.9%
そう思う

33.3%

どちらとも

いえない

3.5%

そう思わな

い

0.0%

全く思わない

0.0%
無回答

12.3%

N=57

96.5%

68.4%

36.8%
38.6%

35.1%

36.8%

56.1%

29.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経済産業省ヘルスケア産業課

日本医師会

スポーツ庁

厚生労働省老健局振興課

農林水産省

観光庁

まち・ひと・しごと創生本部

ＪＣＨＯ

N=57(M.A.)
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で新しい連携先を開拓したい」など、連携に取り組む意欲を刺激されたとの意

見が多くみられた。 

 

図表 3-22 今後の事業活動・業務に本大会の内容を活かすことができそうか 

 

 

③ 今後の参加希望 

次回の全国大会に参加したいかとの設問に対しては、87.7％が参加したい、

12.3%が「どちらともいえない」と回答している。自由回答では、「国の様々な施

策を一度に聞くことができた」との意見が多く見られた。 

今後知りたい情報は、ヘルスケア産業の先進事例や医療関係者との連携事例

を求める声が多くあったほか、地域別の情報提供が欲しいという意見もあった。 

国に対する今後の要望や現在の困りごとについての自由回答では、地域の自

治体（特に健康福祉部）や地域医師会に対して国からの情報発信を継続してほ

しい、協議会の設立を支援してほしい、などの要望がそれぞれ複数見られた。 

 

図表 3-23 次回の全国大会に参加したいか 

 

 

 

非常にそう思う

38.6%
そう思う

54.4%

どちらと

もいえな

い

3.5%

そう思わない

1.8%
全く思わない

0.0%
無回答

1.8%

N=57

非常にそう思う

38.6%

そう思う

49.1%

どちらとも

いえない

12.3%

そう思わない

0.0%

全く思わない

0.0%

N=57
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3.2.2. 地域のヘルスケアビジネス創出に向けた取組実態の調査 

 

(1) 目的、内容、方法 

公的保険外サービスの活用促進に向け、経済産業省では平成 26 年度から地域におい

て医療・介護関係者や自治体、民間事業者等が連携してサービス提供を行うモデルの構

築支援に取り組んできた。また平成 27 年度からは地域版次世代ヘルスケア産業協議会

の立ち上げを推進してきた。 

そこで、過去 2 年間の取組がどのように機能し始めているのか、或いは機能していな

い点においてはどのような課題があるのかを明らかにし、今後の政策や取組改善にあた

っての示唆を得ることを目的とした調査を実施した。 

 

○実施内容 

平成 26 年度、27 年度に地域のヘルスケアビジネス創出支援を行った全国のコンソーシ

アム及び協議会について、以下の点を把握することとした。 

・ 現在の事業状況、採算状況、資金確保の手段 

・ 各団体との連携状況（協議会／自治体／コンソーシアム等） 

・ モデル事業支援のあり方（良かった点、改善してほしい点など） 

・ 現状の課題、今後協議会等に期待する点   等 

 

○調査方法 

 アンケート調査 

・ 対象：平成 26,27 年度の支援事業（委託先）33 コンソーシアム 

・ 時期：平成 28 年 10 月 

・ 方法：代表団体宛に調査票をメール送付し回収 

 ヒアリング調査 

・ 対象：地域版協議会及びアンケート調査結果をもとに抽出したコンソーシアム 

(事業主体者 7 コンソーシアム、地域版協議会 5 団体) 

・ 時期：平成 28 年 7 月～1 月 

・ 方法：訪問または電話によるインタビュー 
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(2) 結果 

○アンケート調査結果 

調査対象 33 件中 27 件から回答を得た。そのうち 13 件が実証成果を活用して事業を

継続運営していると回答。終了したのは１件、その他 11 件は準備中と回答。黒字転換

は 2 件、黒字化見込が 1 件となった(図表 3-24)。 

 

図表 3-24 現在の事業状況と採算状況 

 

 

継続運営している団体には以下の特徴がみられた。 

・ 実証時から事業主体者が明確であり、ビジネスモデルが想定できている(図

表 3-25) 

・ 将来の顧客である自治体・法人を実証に巻き込み、商品開発している 

・ 自治体・法人向けのビジネスが成立している 

・ 地元事業者に限らず、地域外のパートナーと連携している(図表 3-26) 

・ 地域住民と協働している（サポーターやモニター等）(図表 3-27) 

 

図表 3-25 事業主体の明確さ 

 

 

事業化準備, 
11

事業終了, 1

既存事業

に統合, 3

委託年度で終了, 0
無回答, 2

黒字転換, 2

黒字見込み, 1

投資継続, 3

事業判断中
0

無回答, 4
事業運営中

10

83%

30%

0%

17%

70%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①実際に事業を立ち上げて運営（n=6）

②引き続き事業化に向けて準備（n=10）

④既存事業に委託事業成果を統合・活用（n=2）

明確 不明確
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図表 3-26 地域外の事業法人との連携の有無 

 

 

図表 3-27 地域住民との連携の有無 

 
 

記述式コメント（抜粋） 

・ （自治体とは）引き続き、実証フィールドの提供の協力体制を継続しており、今

後は介護保険事業との連携を含めた事業拡大を進めている。 

・ （複数の自治体と）検討会議を通じて、サービスブラッシュアップを図ってい

る。 

・ 委託事業において、自治体と密に連携しながらプラットフォームを運用。特定の

テーマについて、既に県内基礎自治体とも連携しながら効果検証を実施している

ところ。 

・ 顧客ニーズに合わせて、地域内で調達しにくい事業者やサービスを主に、地域外

での事業法人と連携して商品サービスを提供している。 

・ 事業モデル構築をめざし、地元自治会（地域住民）と連携した効果検証を実施。 

・ （地域住民に対し）介護予防サポーターの養成に取り組んで、サービス運営補助

をしていただいている。 

 

モデル事業支援期間に実施して良かったこと・実施すべきであったこととして以下が

挙げられた（図表 3-28）。 

・ ネットワーク構築・深化（自治体、事業者、医師会などとの連携） 

・ テストマーケティング 

・ 運営方法・ツール・ノウハウの構築 

・ 成果検証、広報活動、調査、商品開発 

  

100%

44%

50%

0%

56%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①実際に事業を立ち上げて運営（n=6）

②引き続き事業化に向けて準備（n=9）

④既存事業に委託事業成果を統合・活用（n=2）

あり なし

80%

22%

0%

20%

78%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①実際に事業を立ち上げて運営（n=6）

②引き続き事業化に向けて準備（n=9）

④既存事業に委託事業成果を統合・活用（n=2）

あり なし
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図表 3-28 モデル事業支援期間に「やっておいて良かったこと」「やっておけば良かった

こと」 

 
継続団体（n=13）、非継続団体（n=14）。複数回答あり。 

記述式コメント（抜粋） 

（やっておいて良かったこと） 

・ コンソーシアム体制を敷いたことによる国内の主要ベンダー等のネットワーキン

グ。 

・ 自治体福祉部局の巻き込み。委託事業期間中に、できうる限りたくさんの連携体

制を構築できたことが良かった。 

・ 各種メディアを通じた広報活動。新聞、雑誌、テレビなどで取り組み事例が紹介

され、認知向上につながった。 

・ 医師等の専門職と連携したプログラム作成・検証の実施をしたこと。 

（やっておけば良かったこと） 

・ 利用者視点となる自治体や他健康経営企業のコンソーシアム招致。 

・ 一般住民に対するサービス検証。 

・ 事業期間内の取り組みについてもっと広く広告、アピール、イベントなど地域の

皆様に知って頂けるような試みをしておけばよかった。 

 

事業継続の工夫として、顧客との密な連携、人材育成、広報活動が挙げられた。 

記述式コメント（抜粋） 

・ これまでの連携先との情報交換や意見交換を続け、繋がりを絶やさない。また、

新たに連携を希望する方々とも、できる限り意見交換やマッチングを行い、輪を

広げることを意識して活動している。 

・ サービス提供者を自社スタッフだけでなく、施設や病院の現場スタッフもできる

ように、人材育成のための講座を展開し、担い手を増やしている。 

・ 連携先に健康的なサービスが必要という情報をメールやセミナー開催で示すこと

で、連携先の意識が変わった。こまめな情報発信は必要に思う。 

 

  

総数 継続団体
非継続
団体

総数 継続団体
非継続
団体

ネットワーク構築・深化 15 7 6 4 2 0 19

テストマーケティング 7 3 4 8 5 3 15

運営方法・ツール・ノウハウ構築 6 4 1 2 1 1 8

成果検証 4 1 3 0 0 0 4

広報活動 1 1 0 4 2 2 5

調査 3 1 2 2 2 0 5

商品開発 4 2 2 0 0 0 4

人材育成 0 0 0 2 0 2 2

成功事例創出 0 0 0 1 1 0 1

その他 2 2 0 1 0 1 3

やっておけば良かったことやっておいて良かったこと
総計
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また、ヘルスケアビジネス創出にあたっての課題としては、生活者、自治体、保険

者、事業者への働きかけ(需要喚起、連携促進)、今後の継続的支援(資金面、広報面、

情報提供)、関係団体(厚労省、医師会等)との連携が挙げられた。 

記述式コメント（抜粋） 

・ 全額自治体負担での介護予防教室等の提供が一般化しているため、住民としては

自己負担を出すことに抵抗感・負担感が高い状況がある。 

・ 構築したビジネスモデルを横展開する上で、モデル事業などの冠がないと福祉部

門と商工部門の連携体を構築することに多大な労力を要している。 

・ サービスを展開するにあたって、受益者の負担額の設定と補完する財源の措置が

課題となっている。 

・ 特に自治体においては、ヘルスケアビジネスと保健行政との両立（理解及び契約

の面で）が難しいため、民間事業者と全国の自治体とのマッチングの場をもっと

設けてもらいたい。 

・ ヘルスケアビジネスの創出は、高齢化社会を迎えるにあたって必須の取組である

一方、地域の中小事業者が独自で創出するには、人的・財政的な面で極めて困難

な場合が多い。 

・ 日本医師会との連携による具体的なヘルスケアビジネス（モデル事業）の創出を

期待したい。 

 

地域版ヘルスケア産業協議会はネットワーク構築の点で貢献している一方、事業支援

機能の強化、医療との連携促進、全国レベルでの情報共有、運営費確保への更なる期待

が挙げられた。 

記述式コメント（抜粋） 

・ 現段階で需要喚起のフェーズにとどまっていることが多く、事業創出までつなが

っていないように思う。 

・ 実働部隊である医業とコラボレーションした協議会はまだ十分とは言えない。よ

って、もっと医業を含む協議会の発展と、医療現場の声を生かした協議会があっ

てもいいのではないか。 

・ 全国の協議会の状況等を把握できると取組の参考になる。 

・ 地域版協議会どうしが連携し、事業内容のブラッシュアップや市場拡大につなげ

ること。 

・ 民間団体が協議会事務局運営している場合は継続的に事業を行う人件費の確保が

難しい。 
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○ヒアリング調査結果（事業主体） 

事業主体となるコンソーシアム 7 団体にヒアリングを行った。4 件は事業継続中、他

3 件は事業化準備段階の団体を選定した。サービスの利用者はすべて一般住民あり、費

用負担者は、自治体、利用者、介護事業所などであった。以下、主な団体の事業概況と

考察を述べる。 

 

●A 団体の事業概況 

・ 都市部の社会福祉法人が保有するリソースを活かしながら過疎地の保健事業を支

援するモデルである 

・ 過疎自治体においては高い高齢化率である一方で、保健事業リソースが不足して

おり疾病予防、介護予防などの保健事業が行き届いていない。また、過疎地には

地域に根ざして保健事業を行う民間事業者もいない 

・ そこで複数の自治体と社会福祉法人が連携して集団指導や遠隔指導を活用しなが

ら保健事業を強化した。自治体の課題を的確に捉えた事業であり、事業化に成功

している 

本事業は自治体にとって 優先度の高い課題に対して事業者の強みが活かされた事業

と言える。事業者においては ICT を駆使して効率的に事業を行う工夫 がされている。

事業者は自治体に介護施設を持つことから既に自治体との関係性があり地域の実情を認

識していたため、自治体の課題に的確に応える 事業が実現できたと言える。 

 

●B 団体の事業概況 

・ 本事業は、大手メーカーによる新規事業の一つとして取り組まれている 

・ 従来から CSR の一環で介護事業所等へのボランティア活動を積極的に行ってきた

が、サービスニーズが高まってきたため事業化に至った 

・ 有料サービスとしても受け入れられたため本格的な展開を検討 

・ モデル事業支援により健康効果のエビデンス取得に成功したものの、ヘルスケア

ビジネスの展開においては営業チャネルがなく新規開拓には苦戦している 

本事業は大手企業が 地域に根ざした活動をする中で生まれた ソーシャルビジネスで

あり、堅実な事業化・推進が図られている。一方でヘルスケアビジネスの経験がないこ

とや、大手メーカーのビジネスモデルとは異なったモデルであることから、事業展開に

は苦労している。健康効果のエビデンスを武器としつつ、導入実績を積みながら需要を

開拓していくフェーズである。ここで、顧客となる介護事業所の課題やニーズとのマッ

チングの促進が図られることでより迅速に事業を展開できる可能性がある。 
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●C 団体の事業概況 

・ 地元の複数業態の事業者と住民ボランティアが連携したツーリズム事業である 

・ 地元にツーリズム事業を検討する小規模事業者があり、全国展開するマーケティ

ング支援企業が支援に入ることで事業化に成功 

・ 地元事業者は地元のネットワークを活用して事業者の連携を図り、マーケティン

グ支援企業は全国のネットワークを活用して適切なリソースを調達 

・ 例えば、事業化には現地住民の啓発が大きなポイントであったが、それが可能な

首都圏の有識者を招聘し地元住民の担い手育成、体制構築に成功した 

・ 現在も地元事業者が主体となりツーリズム事業を継続している 

・ マーケティング支援企業においては本事業の経験をもとに他地域での事業立ち上

げ支援を取り組み始めている 

本事業は当初 地元事業者の事業化ニーズ を把握していた自治体が、全国展開するマ

ーケティング支援企業とのマッチングを図るところから始まった。また、事業立ち上げ

にあたっては複数の民間事業者の調整が必要であったが、自治体の課題解決にもつなが

ることから強力な支援 があったことも成功の一因であったという。地元の事業主体者

のシーズと地域外のノウハウがうまく連携 された事例と言える。一方、当事者意識を

持った事業主体者が地元にいない場合は、自治体や地域版協議会によって事業者の発

掘、啓発が必要であり、相応の時間を要すると考えられる。 

 

●D 団体の事業概況 

・ 健康に良いとされる地場食材と、健康に良いとされるコンテンツを組み合わせて

商品開発・販売を図るモデル 

・ モデル事業支援により短期間での健康効果のエビデンス取得には成功したもの

の、組み合わせ商材の開発には至っていない 

・ 食材供給の課題があるため本格的な事業化準備に取り組めていない 

・ コンテンツ供給事業者はエビデンスを武器に介護事業所向けの展開を図っている

が、これまでヘルスケア及び介護事業者向けビジネスの経験がないため、新規開

拓には苦労している 

・ モデル事業支援期間終了後も自治体のヘルスケア事業支援の一環で補助を受け、

経年的にエビデンス取得を行っている 

本事業ではエビデンス取得には成功したものの事業化が進んでいない。事業主体者は

ヘルスケアビジネスという経験の少ない分野に取り組む点で苦労しているため、自治体

は資金面だけではなく販路開拓の支援も行っているという。地域版ヘルスケア協議会な

どを通じて事業マッチングなどの支援機能があれば、ネットワーク等を活かして導入実

績や成功事例をつくりながら展開に資するモデルにブラッシュアップしていくことも考

えられる。 
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○ヒアリング調査結果（地域版協議会） 

地域版次世代ヘルスケア産業協議会 5 件についてヒアリングを行った。 

 

●E 協議会の概況 

・ 地域の優れたヘルスケア事業を顕彰するイベントを軸に事業者の発掘・育成を仕

組み化 

・ 地域外から講師を招聘したヘルスケア事業プランニング研修者の募集により担い

手候補を発掘 

・ 受講者はオープンに募るだけでなく、地域内の大手事業者にも社員を参画させる

よう呼びかけ 

・ 研修で創出された有望な事業プランは、顕彰イベントへのエントリーも見据えて

協議会メンバーとともにブラッシュアップ 

・ 顕彰事案に対しては協議会の事業支援人材により事業支援 

過去数年にわたり実施してきた 顕彰制度や事業プラン研修が有機的に結びついた仕

組み になりつつある。実際に顕彰され事業化支援を行った事例は、まだ小さいながら

も人口数万人のまちの住民の健康と事業者の活性化に寄与し始め事業モデルが確立され

始めている。本協議会は複数県を横断して活動しているが、事業者に広く呼びかけるだ

けでなく各県の 有力事業者への地道な普及活動 もあわせて行っている。単発的にモデ

ル事業を発掘するだけでなく、中長期的な視点で担い手の発掘・育成 に取り組んでき

た成果が現れ始めていると言える。 

 

●F 協議会の概況 

・ 医療・介護と民間事業者の連携促進による事業創出を目的に設立 

・ 協議会の 5 か年計画をもとに着実に会員事業者を増やし、現在は 200 団体以上が

登録 

・ セミナー、勉強会、事業検討ワーキンググループを通じて事業者間のネットワー

ク形成を図るとともに、自発的な事業アイディア創出を促進し、民間事業者によ

り 1 年で 10 程度の事業アイディアも申請されている 

地域の有力事業者が会のトップを務め、地域のヘルスケア産業育成に腰を据えて取り

組んでいる。事務局が事業創出を急いだ時期には事業主体者不在のアイディアとなりが

ちであったが、事業創出という具体的な目標に向け民間事業者からの自発的なアイディ

アを募る形式にすることで 事業者同士が連携した主体的な参画 が始まっている。 

 

●G 協議会の概況 

・ 健康創生特区指定を受け、健康支援サービス創出事業を運営 

・ 協議会が県内の自治体と事業者への調査を行い、自治体ニーズと事業シーズを探

索 

・ 自治体の医療福祉関連課では保険外サービスを活用する意識はまださほど大きく

ないが、自治体に丁寧に意義や事例を説明することで徐々に関心を寄せられてい

る 

・ 育成したい事業シーズはあるものの、経営資源が小さく事業スピードや規模ひい

ては事業による経済効果、予防効果もさほど大きくならないことに問題意識があ

る 
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小さな事業創出事例をもとに 自治体担当者が丁寧に普及活動 に取り組んでいるが、

県の産業振興のねらいと基礎自治体の保険外サービスニーズのギャップに頭を悩ませて

いる。また、中規模の自治体ではあるが県内に有望な事業者が多数あるわけではなく

事業者発掘にも苦労 している。 

 

●H 協議会の概況 

・ 県内の大手民間企業及び医療・福祉事業者、大学等を参集 

・ 協議会の設置により、県内事業者からのヘルスケア事業に関する相談を受けるよ

うになっている 

・ そのうち有望な事業者については県としても取り組みを支援し、個別事案ごとに

連携促進を支援している 

・ 一方、事業シーズがあまりないこと、事業者育成のノウハウがないことに問題意

識がある 

県による協議会設置によって 一定の情報が集まる ようになったことは一つの成果で

ある。複数の小規模事業者の連携により新たなヘルスケアサービス立ち上げに取り組ん

だ経験はあるが事業化には至っておらず、担い手の発掘・育成 が今後の大きな課題で

ある。 

 

●I 協議会の概況 

・ 健康寿命延伸に向けた課題ごとにヘルスケアサービスのあり方を検討 

・ 民間企業、医療・福祉事業者が連携してサービス検討やトライアルを行うも、事

業主体者がおらず事業化されない 

・ 一方、地域外の大学講師を招聘した起業塾の受講者から 1 件の起業案件が出た事

例もある 

基礎自治体をフィールドにヘルスケア事業創出に取り組んでおり、協議会が主導して

事業のトライアルまで行うものの担い手がいないために事業化されない。担い手不足

が大きな障壁である。 
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(3) 考察 

 

○ヘルスケア事業者の課題 

アンケート調査から得られた事業継続団体の特徴について、ヒアリング調査からは以

下のような裏付けが得られた。 

図表 3-29 事業継続団体の特徴とそれに対する裏付け 

アンケート結果から得られた 

事業継続団体の特徴 
ヒアリングから得られた裏付け 

事業主体者が明確であり、ビジネ

スモデルが想定できている 

継続事業者は、地域または自社において 解決し

たい課題（やりたいこと）が明確 である。地域

や顧客の課題を認識しており 自社の強みや事

業リソースを活かした事業イメージ ができて

いる 

将来の顧客である自治体・法人を

実証に巻き込み商品開発 

事業主体者が地域や顧客の課題を捉えた解決策

を提案しているため、顧客との課題認識が共通

化 されており協働体制ができている 

自治体・法人向けビジネスが成立 事業主体者と顧客との間で解決したい課題の共

通認識があるため、解決策への対価 が受け入れ

られる 

地域外のパートナーと連携 解決策のために必要な人やサービスは、自社や

地元事業者に限らず 必要なところから調達し

て実現 している 

地域住民との協働 期間限定の実験やトライアルではなく、事業継

続が前提で地域住民を巻き込んでいる。地域住

民が事業に参加するメリット を感じられてい

る 

 

 以上のことから、事業化に向けて以下の取組が重要と言える。 

 

①関係者とのネットワーク構築と深化 

 地域や顧客の課題を適切に捉えるためには、現場の実態や問題点の正確な把握が欠か

せない。そのためには関係者との信頼関係を構築させることが第一歩である。 

②課題設定とチーム形成 

 現場の実態を把握した上で、共感を得られる課題設定が求められる。その上で関連す

るステークホルダー間で課題や目的・目標の共通認識を形成することが重要である。 

③強みを活かした解決策とビジネスモデルの仮説構築 

 共通認識を得られた課題や目標に対する良き解決策が必要である。事業主体者の強み

を活かした解決策は、実現可能性が期待できるため関係者からの共感・協力を得やすい。

その際、事業主体者でできることに限らず、解決のためにあるべき姿やビジネスモデル
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を描き、それに必要なリソースやサービスを調達する。できることから考えるだけでな

く、解決策やビジネスモデルの質を上げるための方法を考える。 

④トライアルと PDCA 

 描いたサービスやモデルをトライアルし実証することが必要である。また、そこから

得られるフィードバックを関係者間で共有し、事業の改善や工夫を繰り返し行う。この

際に、事業主体者だけで行うのではなく、住民や関係者を巻き込んで実施、検証、改善

を行うことで、サービス、運営方法、ビジネスモデルの質を向上させ、収益化が可能な

モデルに磨く。 

 

 これらを実行していくためには大変な労力が必要であり、強い意識とスキルをもった

事業主体者の存在と、関係者と協働できる環境が両立しなければ実現は難しい。 

 

 

○地域版協議会に期待される機能 

 上述したヘルスケア事業者の課題に対しては、今後、地域版協議会が支援していくこ

とが求められる。一方で、地域版協議会からのヒアリングでは、主に事業主体者（担い

手）の発掘・育成が課題として挙げられた。そこで、事業主体者（担い手）視点での事業

創出のプロセスと、それに必要な地域版協議会（または自治体）による支援を図表 3-30

のように整理した。 

図表 3-30 事業創出プロセスと必要な自治体・地域版協議会の役割 

 

 

「地域を支えるヘルスケアビジネス創出」は地域の課題が起点である。その課題に対

して解決できそうなリソースを持った事業者が対価に値するサービスの開発・提供に成

功して初めて事業が成立する。そのためには、担い手（個人・企業）が地域のヘルスケア

課題を認識し、自らがその課題解決に対峙する当事者意識を持ち、課題解決のために必

当事者としての課題解決意識

課題認識

事業プラン検討

事業・商品開発

顧客開拓

中長期視点での担い手発掘
・問題・課題の啓発
・担い手の開拓

事業化支援
・事業プラン作成
・事業環境整備
・地域内外のリソース調達
・ノウハウ・情報提供
・販路開拓
・事業の改善・見直し

事業主体者視点での事業創出プロセス 自治体・地域版協議会の役割

気
づ
き
・決
断

事
業
化
・展
開

試
行
錯
誤
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要な資源を調達して事業開発・推進することが必要である。 

事業者が課題を認識し当事者意識を持つためには、地域課題の啓発と担い手の開拓が

必要である。これらは地域版協議会や自治体が担う役割となる。 

また、事業者がヘルスケアビジネスに参入する際に、ヘルスケア領域の知見がないこ

とや、反対に医療・介護関連事業者であれば保険外サービスの事業ノウハウがないこと

が参入へのハードルになる。それに対する事業化支援機能も必要である。 

事業化支援にあたっては、事業主体者がもつアイディアを事業プラン化し、事業開発・

推進環境を整えることが必要である。アンケートやヒアリングからも、自治体との連携

や医療・介護事業者との連携が事業化に寄与することは明らかである。また、地域の事

業者にとって世の中に役立つ資源があるのか、どのように役立てるのかといった情報や

ノウハウは重要であり、インターネットが普及したといえども、散在する情報から最適

なサービスを見つけ出し自ら調達するのは難易度が高い。地域内外のリソースの調達、

ノウハウ・情報提供においても支援が望まれる。事業化フェーズでは商品開発、販路開

拓といった事業推進機能も重要でり、地域版協議会や自治体がエビデンス取得や見込み

顧客開拓を支援することが望まれている。 

 これらの実施を通して、事業主体者の発掘と、ヘルスケア事業者の課題に挙げた取組

（「①関係者とのネットワーク構築と深化」「②課題設定とチーム形成」「③強みを活かし

た解決策とビジネスモデルの仮説構築」「④トライアルと PDCA」）を支援していくことが

求められる。 

 

しかし、地域版協議会へのヒアリングや事業主体者から得られたアンケートや本年度

のモデル事業の状況を鑑みると、まだ地域版協議会が上記の役割を充分に担っていると

は言えない。また、地域版協議会も市町村レベル、都道府県レベル、広域レベルで設定

されており、エリアごとに機能している点や課題が異なることに注意が必要である。エ

リアごとに機能している点と課題を図表 3-31 に整理する。 

 

図表 3-31 エリアごとの地域版協議会の機能と課題 

エリア 機能している点 問題点・課題 

市町村 • 民間事業者と医療・介護事業者の

連携開始 

• 起業家育成プログラムによる 起業

事例 

• 事業主体者(担い手)の発掘・育成 

• 行政内の医療福祉部門と商工部門

の連携 

都道府

県 

• 事業シーズの 情報収集 

• 都道府県による事業化支援,補助事

例 

• 市町村への個別説明(草の根活動)

によるヘルスケア産業創出の啓蒙 

• 事業主体者の発掘・育成 

• 地域外情報・サービスの収集・調達 
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広域 • 事業プラン研修→事業プラン作成

支援→顕彰→事業化支援の一連流

れの仕組み化により、事業者の発掘

と中長期の育成に成功 

• 民間事業者の開拓と啓発 

• 参画事業者間の ネットワーク化 

• 参画事業者による 自発的な事業プ

ラン作成 

• 事業化事案の成功(横展開 ,社会イ

ンパクト拡大) 

• 更なる事業者の発掘・育成 

• 地域版協議会の自走化 

市町村・都道府県では事業資源に限界があることから、事業主体者の発掘・育成や地

域外の情報収集にあたっては都道府県をまたいだ広域での取組が効率的・効果的である。

また、地域課題の設定や事業構築、トライアルのフェーズでは、より現場に近い市町村

レベルでの連携が求められる。更には、全国の事例、人材・サービス、ノウハウについて

は国家レベルで収集することにより、各エリア層への有効な情報提供が可能となる。 

このように、各エリア層に適した分担を行うことで、産業創出に向けた体制を整える

ことが必要と考えられる(図表 3-32)。 

 

図表 3-32 健康寿命延伸事業創出に向けた役割分担 

  

【国】

事例
人材・サービス

ノウハウ
の収集と提供

事業環境の
整備

(医療・介護・民間・自治
体・保険者の連携と分担)

【広域（地域局）】
広域での普及啓発（対事業者・自治体）

事業者発掘・育成・事業化支援（対事業者）

【都道府県】
市町村の課題・ニーズ、事業者・事業シーズの把握

【市町村】
地域課題の設定と普及啓発

地域資源・地域内事業者の把握

【事業主体者・関係者】
課題設定・ビジネス開発・推進

【地域住民】
地域の健康ニーズ喚起

事業者
発掘・育成・
事業化支援

普及啓発
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4. ヘルスケア産業を創出する上での事業環境の整備 

 

4.1. ヘルスケアビジネス創出に向けた自立的・持続的な仕組みづくり 

 

4.1.1. 地域ヘルスケア経営支援人材研修プログラム 

 

(1) 事業の背景と目的 

2016 年 6 月に策定された日本再興戦略 2016 においては、健康寿命延伸産業が持続

的・自立的に創出されていくための環境を整備するため、地域経済活性化支援機構

(REVIC)、民間事業者や団体・イベント等と連携しながら、新事業創出に必要な資金供

給、事業化支援人材の供給、優良事例の顕彰等を有機的につなげることで、ヘルスケア

分野のエコシステム作りを行うとされている。 
日本再興戦略 2016 を踏まえ、経済産業省は地域でのヘルスケアビジネスの需要と供

給の好循環を生み出すため、企業・健保による健康投資の促進、公的保険外ヘルスケア

サービスの創出を推進している。一方で、そのビジネス創出の支援をする人材はまだ限

られている状況にある。 
上述の状況を受け、本事業ではヘルスケア産業創出の一環として、今後地域に密着し、

ヘルスケアビジネスの創出を支援するアクセラレーター人材（地域ヘルスケアビジネス

創出支援人材、以下、支援人材）の育成に向けた研修プログラム（地域ヘルスケアビジ

ネス創出支援人材育成プログラム、以下、支援人材育成プログラム）の実施を通して、

受講生のヘルスケア業界における事業創出に必要な知識・スキルを強化し、ビジネス創

出支援ができる人材の育成及び輩出をすることを目的とした。 
なお本プログラムにおいて、ヘルスケアビジネスとは、公的保険内で提供される医療・

介護サービスではなく、公的保険外サービスのことを指しており、地域において公的保

険外の事業創出を支援する人材の育成にフォーカスしている。 
 

(2) 実施内容 

地域における支援人材の育成を支援・促進することを目的に、支援人材育成プログラ

ムの企画・実施を行った。詳細は以下の通りである。 
 

1） 支援人材育成プログラムの企画・設計 
ヘルスケア分野における新規事業の支援人材に必要な知識・スキルとして、「①価値を

獲得する力」、「②コンサルティングする力」、「③ヘルスケア業界の理解と知識」の３つ

の要素が重要であるという理解と方向性のもと、支援人材育成プログラムのカリキュラ

ム設計を行った。この３つを設定した背景としては、受講者自身が、へスルケア業界に

対する理解の深掘りと、その中で事業を立案・展開できる力を持つ必要があると考え、

上記①および③を設定した。そのうえで、他の起業家を支援する力を修得するために上

記②を設定した。それぞれの知識・スキルが目指す具体的な能力を下記に示す。 
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支援人材に必要な 3 つの知識・スキル詳細（図表 4-1） 
① 価値を獲得する力 
・ 価値を提供し、対応した収益を継続的に獲得する仕組みを設計できる。 
・ 投資や人材などのリソースを獲得するためのプランニングができる。 
② コンサルティングする力 
・ 対話を通じて、相手の思考を促進することができる。 
・ 効果的で説得力の高いプレゼンテーションをすることができる。 
③ 業界の理解と知識 
・ ヘルスケア業界の構造や特性を理解する。 
・ ヘルスケア業界におけるビジネス環境を理解する。 
 

本プログラムでは全 10 回の講義を設けることとし、名古屋商科大学大学院（NUCB）

主任教授である北原研究科長を中心に、各回の講義内容や習得を目指すスキル・知識の

分野で活躍する専門家を講師として招聘し、参加者が地域におけるアイディア発掘から

ビジネスモデル構築、ビジネスプラン策定等までを支援できる実務能力の習得を目指し

て、企画した。 
 

図表 4-1 支援人材育成プログラムのカリキュラム設計方法 

 
 
2） 支援人材育成プログラムの広報、受講者の募集・選定 
 本プログラムでは、ヘルスケア業界における事業創出に必要な知識・スキルを強化し、

プログラム終了後直ちに地域におけるヘルスケアビジネス創出支援ができる能力を獲得

することを目指したため、受講者の属性としては地域の金融機関関係者や中小企業診断
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士などを中心に想定し、且つ、地域におけるヘルスケアビジネス創出に向けた事業化支

援・経営支援活動を行いたい人材等であることを条件に、30 名程度を募集した。具体的

な応募資格は以下の通り。 
 

支援人材育成プログラム応募資格（応募要項抜粋）： 
① 全 10 回にて構成されるプログラムに原則全て参加可能な個人であること 
② 法人格を有する団体・企業に所属するもの、または個人事業主であること 
③ 一定程度の経営支援または企業経営、新規事業創出等の知見・ノウハウを有するこ

と 
④ 医療・介護等含むヘルスケア領域における一定程度の知識やネットワークを有する

こと 
⑤ 地域におけるヘルスケア産業創出に向けた熱意と行動力が伴っていること 
⑥ 研修を通じてブラッシュアップさせたいビジネスアイデアを有すること 
⑦ 応募者または応募者が所属する法人の役員等が、暴力団などの反社会的勢力ではな

いこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと 
 

支援人材育成プログラムの募集に際しては、受講者募集チラシ（図表 4-2）及び受講者

応募要項（図表 4-3）を作成し配布したほか、日本総合研究所のホームページにおいても

受講者応募要項の公開ならびに募集広報を行った。 
 また、応募にあたっては、応募者の属性やスキル、ヘルスケアサービス創出に向けた

意欲等、上述の応募資格を満たしているかどうかを確認するため、受講希望者に対して

はエントリーシートの記入・提出を求めた。記入事項としては職歴・保有資格・ネット

ワークなどの基本情報にあわせて、本プログラムへの志望動機、ヘルスケア産業（医療・

介護を含む）の抱える課題に対する認識、プログラム受講を通じて得たい知識・ノウハ

ウ・スキル、プログラム終了後の「地域ヘルスケアビジネス創出支援人材」としての活

動計画など、ヘルスケア業界に対する具体的な問題意識や今後のプラン・将来像の記載

を求めた。また、支援人材としてのスキル習得のためにプログラを通してヘルスケアビ

ジネスアイディアの策定・検証を行うため、エントリーの段階で各自ブラッシュアップ

させたいヘルスケアビジネスアイディアも必須記入事項とした。（図表 4-4） 
なお、受講費については無料とし（研修実施場所への往復交通費、宿泊費、食費等は本

人負担）、原則全回出席を求めるとともに、各種アンケート調査等への協力を求めた。 
以上の募集活動の結果、合計 31 名からのエントリーが得られた。受領したエントリー

シートをもとに、経済産業省と協議の上、厳正なる選定の結果、24 名を本プログラムの

受講生として選定することとした。 
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図表 4-2 支援人材育成プログラム受講者募集チラシ 

 
 

図表 4-3 支援人材育成プログラム受講者応募要項（表紙・目次） 
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図表 4-4 支援人材育成プログラムエントリーシート（最初 2 枚） 

 
 
選定された受講者 24 名の属性について分析した結果、性別では男性 83％（20 名）、

女性 17％（4 名）となり比率的には男性が多かった。年齢別では 30 歳代が 46％（11 名）

で最も多く、次いで 50 歳代 21％（5 名）、40 歳代 13％（3 名）の構成となった。業種別

では「医療・健康関連企業」42％（10 名）と「会計・コンサル･企業支援」38％（9 名）

が大多数を占めており、ある程度ヘルスケアの業界に関する知識やコンサルティング経

験のある人材が、更なるスキルアップや活躍の場を求めて参加していることが示唆され

た。（図表 4-5） 
 

図表 4-5 受講者 24 名の属性 

 
 

3） 支援人材育成プログラムの実施（資料作成、講師・会場手配、運営サポート等） 
本プログラムでは、前述の 3 つの要素を習得しつつ、各自のビジネスプランをブラッ

シュアップできるようカリキュラム設計をしたうえで、9 月 23 日から 12 月 16 日まで
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の期間、全 10 回に渡り講義を実施した。各回の講義内容に対して、どのように事業計画

の策定・検証を進めていくかに関する全体フローのイメージ図は以下に示す通りである。

（図表 4-6） 
講義の学修方法としては、ケースメソッド、ワークショップ、及びフィールドワーク

といったアクティブラーニングを採用した。ケースメソッドは事前課題として 1 回の講

義あたり 3～4 ケースを読み、アサインメントに従ってレポートを提出してもらった。ワ

ークショップとしては、授業の中で数回グループに分かれたディスカッションや共同作

業を取り入れた。 
また集合講義と並行して、ビジネスモデル設計、仮説検証、及びビジネスプラン作成

の一連のフィールドワークを課題として与えた。受講者には Day10 での発表までの間、

各自のビジネスアイデアについて一貫したテーマでフィールドワークを行ってもらい、

特にビジネスモデル設計と仮説検証では机上での検討ではなく、実際に現場に行き、具

体的なアクティビティを通じて仮説を検証する指導を徹底した。 
最終回である第 10 回の講義では、各自が本プログラムを通して昇華させたビジネスモ

デルの発表を行い、講師等（北原教授、地域経済活性化支援機構、日本総合研究所）から

評価コメントを受けた。第 1 回から 10 回までのカリキュラム詳細を下図に示す。（図表 
4-7） 

 
 
講師には、ヘルスケアビジネス経営実務者／金融関係者／大学教員／コンサルタント

等、各分野の一線級ゲストを招聘し実施した（図表 4-8）。毎回の講義資料・教材につい

ては講師に一任し、基本はプロジェクター等での投影を行ったが、必要に応じて名古屋

商科大学大学院において印刷・配布した。場所は全回に渡り名古屋商科大学大学院にて

行われたが、講義の内容やスタイルに応じて施設内の講義室を変え、グループディスカ

ッション等の際には複数の教室を解放する等、活発な意見交換につながるよう環境を整

えた。講義の様子は図表 4-9、図表 4-10、図表 4-11、図表 4-12 の通り。 
 

図表 4-6 支援人材育成プログラムのカリキュラムと全体フロー 

 

  



57 

 

図表 4-7 支援人材育成プログラムカリキュラム（詳細） 
回 日程 テーマ 

第１回 9月23日 
13:00〜18:00 

オリエンテーション 
・プログラム概要説明 
・事業概要 
・研修内容説明 
・アクセラレーターに求められるものとは 
・ヘルスケアビジネス業界の特徴 

第２回 9 月 29 日 
13:00〜18:00 

ビジネスモデルデザイン① 
・ ビジネスモデルデザイン入門 
・ ビジネスモデルのイノベーション 
・ 仮説検証と再設計 
・ 中間課題について 

第３回 10 月 13 日 
10:00〜18:00 

アントレプレナーシップ＆ヘルスケアビジネス事例 
・ 起業と『気付き』 
・ ヘルスケアと『気付き』 
・ 起業支援と『課題』 
・ ヘルスケアビジネス展開と『課題』 

第４回 10 月 20 日 
13:00〜18:00 

アドバイザリー 
ビジネスモデル仮説検証と再設計、個別指導 

第５回 10 月 27 日 
13:00〜18:00 

ビジネスモデルデザイン② 
・ ビジネスモデル設計と仮説検証結果報告 
・ 振り返りディスカッション 

第６回 11 月 4 日 
10:00〜18:00 

ヘルスケア業界で求められるアクセラレーター像 
・ 「竹屋旅館事業紹介」 
・ 「ケースディスカッション」 
「ヘルスケア業界で求められるアクセラレーター像」

戦略の策定 
・ 戦略の定義と定石 
・ ｢戦略理論｣と戦略 1（ケース討議） 
・ ｢戦略理論｣と戦略 2（ケース討議） 
・ 講義の学びのヘルスケア事業への落し込み 

第７回 11 月 10 日 
13:00〜18:00 

ビジネスプランニング 
・ ビジネスプランの概要 
・ 企業内新規事業のケースディスカッション 
・ ビジネスプランニング演習 

第８回 11 月 25 日 
13:00〜18:00 

コンサルティングスキル 
・ コンサルティングの基礎知識 
・ ヒアリングスキルとそのまとめ方 
・ プレゼンテーションの準備 
・ プレゼンテーションの実践スキル 

第９回 12 月 8 日 
13:00〜18:00 

アドバイザリー 
ビジネスプランニング、個別指導 

第１０回 12 月 16 日 
10:00〜18:00 

ビジネスモデルとプランの発表 
ビアレビュー 
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図表 4-8 支援人材育成プログラム講師陣一覧 
所属 氏名 担当 詳細 

名古屋商科

大学大学院 
北原 康富研究

科長 
プログラムコーディネーション Day1,2,4, 

5,9,10 
加藤 和彦教授 講義担当 Day3 
長沢 雄次教授 講義担当 Day6 
矢本 成恒教授 講義担当 Day7 
日野 眞明教授 講義担当 Day8 

外部講師 松田 剛氏 株式会社地域経済活性化支援機構 

地域活性支援部 
Day1 

小嶋 秀卓氏 株式会社プライムムーバー 
代表取締役 

Day1 

高崎 尚樹氏 株式会社ルネサンス 
取締役執行役員 

Day1 

馬場 稔正氏 MRT 株式会社 Day3 
山田 洋太氏 株式会社 iCARE 

代表取締役 最高経営責任者 
Day3 

秦 充洋氏 株式会社ミレニアムパートナーズ 

代表取締役パートナー 
Day6 

竹内 佑騎氏 株式会社竹谷旅館 代表取締役 Day6 
 

図表 4-9 講義の様子① 
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図表 4-10 講義の様子② 

 
 

図表 4-11 講義の様子③ 
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図表 4-12 講義の様子④ 

 
 

4） 支援人材育成プログラム受講者に対するアンケートの実施・集計 
プログラム内容に対する受講者の理解度やニーズ、満足度を把握するため、各回の講

義終了後にアンケートを配布し記入依頼をしたとともに、全プログラム終了後、電子フ

ァイルにてプログラム全体に対する総合満足度や課題・改善点を調査するアンケートを

実施した。 
 

(a)  各回の講義評価アンケート（紙媒体） 
毎回の講義終了後にアンケート用紙を配布し、その場で全受講生に記入してもらい回

収した。アンケート内容としては、個別の講義内容に対する満足度を調査するもので、

「提示された予習の指示および課題は講義の理解を深めるうえで有用であった」/「講師

の説明は明瞭で聞き取りやすく、プレゼンテーション等を用い分かり易く工夫されてい

た」/「この講義は私のキャリア形成に資するものであった」など、事前課題や講義内容、

担当講師、また今後の活動への影響など、様々な角度から満足度を調査できるよう設計

した。 
これら質問に対して「A（強くそう思う）」「B（そう思う）」「C（どちらかといえばそ

う思う」「D（あまりそう思わない）」「E（そう思わない）」「F（全くそう思わない）」の

6 段階評価を行う形式とした。また、自由記述として、各講義の改善点や要望なども回答

してもらうようにした。（図表 4-13） 
 
(b) 全体評価アンケート（電子媒体） 

プログラム全体を通して、受講者が有益に感じた項目や、各講義を振り返って課題だ

と思われる事柄とその改善策、プログラムへの要望やその他意見・感想に関するアンケ

ートを電子ファイルで作成し、全受講者に送信した。アンケートは自由回答形式で実施
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し、受講者には後日名古屋商科大学大学院事務局まで返信してもらうように依頼した。

（図表 4-14） 
図表 4-13 各回の講義評価アンケート 
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図表 4-14 全体評価アンケート（最初 2 枚） 

  
 

(3) 事業の成果、分析結果、課題 

 

1） 分析 
本プログラムではビジネスモデルの仮説検証を繰り返し行う重要性を言及しており、

受講生にも実際に検証結果に基づき、複数回にわたりビジネスモデルの再設計をするよ

う指示した。このような指導により、受講生には仮説検証を繰り返し行うことの重要性

に対する理解を深められたと同時に、実際の支援人材として活躍するにあたり必要とな

る行動力や、仮説検証結果を基にビジネスプランを軌道修正していくコンサルテーショ

ンスキル等を習得させることができたと考える。 
更に、新たな試みとして取り組んだアドバイザリー（個別指導）では、各々のビジネス

モデルを客観的に評価できるだけでなく、受講生と教室全体における双方向のコミュニ

ケーションを生み出し、効果的なプレゼンテーション・ファシリテーションのスキルや、

ヒアリング内容を論理的に整理するスキルなど、支援人材として必要な能力を高められ

る効果的な取り組みとなったと考えられる。 
 
2） 分析 

下図（図表 4-15）は各講義後に実施・回収した、受講生のプログラムに対するアンケ

ート評価を分析したものである。赤線は問３～８（図表内記載）の平均値の推移を示し

ており、研修の回数を重ねるに対応して赤線も高値に推移していることから、受講者の
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理解度と満足度が総じて向上していると言える。 
また、受講者２４名のうち出席率 100%が 20 名、90%が 2 名、80%が 2 名という高い

出席率が続いた。受講者は概ね参加意欲が高い状態が継続し、講義に慣れるに従い、ま

た受講者間のネットワークが構築されていくに従い満足度が向上したと考えられる。 
講師からの各受講生に対する評価によると、課題の遂行及びクラスへの参加度も高か

ったことが報告されており、また、受講生から見た各々の研修内容についても大変参考

になったとのコメントが散見され、教室全体として満足度が高かったと言える。 
その一方で、本プログラム全体の目指す方向、及びそれに対する個々のカリキュラム

との関係性については、疑問を持つ意見も出た。研修開始時のオリエンテーションにて、

ビジネス創出の当事者としてのスキルは、支援人材の前提であるため、研修ではラーニ

ングゴール①「価値を獲得する力」を設定したことを十分に伝えたが、それでもなおビ

ジネスプラン研修に近かったとの印象を受けた受講者もいた。また、一方で、②「コン

サルティングする力」の習得では、支援人材としてのスキル習得には十分ではないとい

う意見も寄せられた。これは、支援人材やその活動の意義について、共通の認識がなさ

れていないことによると考える。 
 

図表 4-15 受講生のプログラムに対するアンケート評価 

 
 
以下、各々のラーニングゴールについて、成果と分析結果をまとめる。 
(a) 「価値を獲得する力」の強化に関する成果と分析結果 

ここでは、ビジネスモデル設計（半日×２）、アントレプレナーシップ（半日）、戦略

フレームワーク（半日）、およびビジネスプランニング（半日）の４科目によって構成さ

れ、集合形式で行った 5 回の授業と並行して、一連のフィールドワーク課題を遂行した。

特に、実践を重視した指導によって、最終的に作成されたビジネスプランの内容には、
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一般的なビジネスプラン研修と比べ、実践による結果が多く含まれていた。その他にも、

個々の受講者でばらつきはあるが、ビジネスモデルキャンバスによるビジネスモデル設

計図、仮説リスト、ネットビジネスとスタートアップの概念、戦略フレームワーク、お

よびビジネスプランのポイントなど、集合の授業で設定した学修目的に沿った内容が盛

り込まれていた。よって、本学修目標については概ね達成できたと考える。 
ただし、中には実践に結びつけることができないようなアイディアもあり、ビジネスモ

デルやプランの深掘りに対応できない受講者も見られた。この理由としては、受講者が

実践したビジネスプランの中に、現実的な視点で構想せず学習のために作った仮想的な

ものがあったことが考えられる。 
 
(b) 「コンサルティングする力」の強化に関する成果と分析結果 

ここでは、Day8 のコンサルティングスキルの授業で、中小企業診断士であり中小企業

診断士育成コースの主任教授でもある講師が、コンサルティングスキル（半日）の授業

を行った。これに加えて、「価値を獲得する力」の授業および最終発表の中で、以下のよ

うなピアレビュー（相互評価）によるアクティブラーニングを取り入れ、相手のビジネ

スプランを評価し、助言する機会を提供した。 
・ グループワークにおいて、自分以外のビジネスモデルについて助言を行った。 
・ ビジネスプランニングの授業において、代表して数名がビジネスプランの発表者に対

するアドバイスをし、それをほかの受講者が観察したうえで、あるべきアドバイスに

ついて討議した。 
・ 個別指導を公開とし、講師がアドバイスする様子を観察した。 
・ 最終ビジネスプランについて、一人３名のプランをピアレビューする課題を与えた。 
 

これらの学修機会において、受講者からは積極的な質問、助言、および他者のビジネ

ス検討への関与といった姿勢が見られ、また、助言する側とされる側の意見の食い違い

の認識、その修正の方法などについて討議を行う機会を通して、全体を俯瞰して考察す

るスキルの習得にもつながった。このように、通常のビジネスプラン研修には見られな

い「支援する」スキルの強化に貢献したと考えられる。 
一方で、支援人材という概念について、研修主催者、講師、受講者における共通理解が

十分でなく、受講者からは支援人材としてのスキル習得に対する不達成感が寄せられた。 
 
(c) 「業界の理解と知識の習得」の強化に関する成果と分析結果 

ゲスト講師による講演（Day1、Day6）については、概ね参考になったという意見が多

かったが、これら講演はアクティブラーニングではなく主に講義形式であったため、受

講者は受動的な参加にとどまったことが考察される。しかし、他の講義で用いていた事

例の多くがヘルスケア以外のテーマに関する事例だった点について一部受講者から不満

の声が寄せられていたことを考慮すると、受動的ではあったがヘルスケアの知識を深め

る点では受講生のニーズを満たせていたと言える。 
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(d) その他 

受講者の半数以上が中小企業診断士や税理士といった顧客事業者に対するプロフェッ

ショナルサービスを提供することを生業していたのに対し、残りの受講者は製造業・サ

ービス業・小売業などの事業会社に勤務していたことから、プログラム開始前の段階で

既に受講者間におけるコンサルティング・支援スキルには相当な差があったと推測され、

その結果、講義に対する理解度や課題遂行に差が生じていた。 
一方で、参加者の経験や知識レベルを統一することも難しいため、受講者全員が満足

するプログラムの構築に向けて、設計を工夫する必要がある。 
 
3） 課題と提言 

前節で示した成果と分析を踏まえ、本プログラムにおける改善点とそれに対する考察・

提言について以下にまとめる。 
 
(a) メンタリングの実践と相互補助機会の充実 

今回、他のビジネスモデルに対するアドバイス機会は集合授業の場に多かったが、次

回以降は、プログラム全体を通してビジネスプランナーを支援する実践機会を設けるこ

とが有効と考える。プログラム構成の一例として、初回に受講者が自身の起業アイディ

アを発表し、そのうえでそれを支援したいと思う受講者とのマッチングを行い、メンタ

ー／メンティの関係をセットする。以降は、一貫してその関係のうえで支援人材として

の学修と実践を積むことで、集合授業で学んだことをフィールドで実践し、メンティと

共に現場でビジネスモデルを作り上げていくことができるだろう。そのうえで、メンタ

ーによる支援プロセスや支援計画そのものを受講者間で共有し、相互に助言する機会を

設けるような形式で講義を進められれば、受講生間のスキルの差に対する課題も緩和で

き、受講者の満足度も向上するとともに、支援人材としてのスキル獲得に大きく貢献で

きるだろうと考察する。 
 
(b) ヘルスケアの題材に特化したカリキュラムの実現 

受講者からは、プログラムで扱うケースメソッド等も全てヘルスケア関連のものであ

るべき等の意見が上がっており、より深くヘルスケア業界の知識習得を希望しているこ

とが汲み取れる。講義の中でより多くの起業家や実際に支援人材として第一線で活躍し

ている方との接触機会を設け、受講者のヘルスケア業界に関する知識をより深める機会

を増やすことが求められているだろう。 
また、この業界においては商業的側面だけでビジネスを検討するのではなく、ヘルス

ケア業界においてビジネスを推進する者としてどうあるべきか、という倫理的側面を検

討する機会を創出することも意義があると考える。 
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4.1.2. 先進事例の共有・顕彰による普及啓発 

 

(1) 背景・目的 

日本再興戦略 2016 において、健康寿命延伸産業が持続的・自立的に創出されていく

環境を整備するため、地域経済活性化支援機構（REVIC）や民間事業者、団体・イベ

ント等と連携しながら、新事業創出に必要な資金供給、事業化支援人材の供給、優良事

例の顕彰等を有機的につなげることで、ヘルスケア分野のエコシステム作りを行うこと

が示された。 
そこで、医療や介護に貢献する事業を通じて、社会的課題の解決に挑戦している優れ

た団体・企業等を発掘し、表彰を通して社会に周知することで、それらの企業等の自立

的な成長を促すことを目的とした、ヘルスケアビジネスコンテストを開催することとし

た。 
また、本書 3 章「地域の実情に応じたヘルスケアビジネスのモデル構築」において実

証された事業についてその成果報告の場を設けると同時に、地域を支えるヘルスケアサ

ービス事業者の事例紹介及び、ヘルスケアビジネスコンテストの 3 部からなる「ヘルス

ケア産業の最前線 2017」を開催し、「平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業」の

締め括りにすることとした。 
 
(2) 実施内容・方法 

【ヘルスケア産業の最前線 2017 の一般来場者募集】 
・申込方法 
募集のプレスリリース等から募集ホームページへアクセスし、所定のウェブフォーム

に入力する。 
 

(3) 平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業成果報告会 

「ヘルスケア産業の最前線 2017」の第１部は、「平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推

進事業 成果報告会」とし、地域におけるヘルスケアビジネス実証 3 事業、ヘルスケア

産業創出支援の一環として実施した支援人材育成プログラム、ヘルスケア分野における

ソーシャルインパクトボンド導入に向けた取り組みの、合計 5 事業の成果を報告した（図

表 4-16、図表 4-17、図表 4-18）。また、ホワイエでは、今年度委託事業実施コンソーシ

アム 12 件、「平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業」4 件の成果展示を行った（図

表 4-19）。 
 

・開催日時：平成 29 年 3 月 3 日（金）10：00～12：00 
・場所  ：日経ホール 
・主催  ：経済産業省 
・議題  ：主催者挨拶・ヘルスケア政策について（経済産業省） 
      成果報告：地域におけるヘルスケアビジネス実証事業 
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 ①高齢者の「健康づくり」と「就労マッチング」による「生涯 
  現役社会の実現 
 ②地域版体験型健康医学教室を中核とした多職種協働事業 

モデルの検証 
 ③岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会 

          ：地域ヘルスケアビジネス創出支援人材育成プログラム 
          ：ソーシャル・インパクト・ボンド導入モデル事業 
      コンソーシアムと健康寿命延伸産業創出推進事業の成果展示 

 
図表 4-16 成果報告概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

 

主催挨拶 

経済産業省 中川経済産業大臣政務官 

成果報告① 

  

図表 4-17 平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業 成果報告会 開催風景

 

施策説明 

ヘルスケア産業課 江崎課長 

来賓挨拶 

厚生労働省 福島健康局長 
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成果報告② 

True Balance 

 

図表 4-18 平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業 成果報告会 開催風景

 

成果報告③ 

まつなみリサーチパーク 

成果報告④ 

名古屋商科大学大学院 

成果報告⑤ケイスリー・日本財団 

成果報告① 

福祉工房 
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(4) 地域を支えるヘルスケアサービス事業者の事例紹介 

「ヘルスケア産業の最前線 2017」の第 2 部は、「地域を支えるヘルスケアサービス事

業者の事例紹介」とし、医療機関や介護施設等と連携しつつ、公的保険外のヘルスケア

サービスを提供し、地域に貢献している事業を紹介した（図表 4-20、図表 4-21、図表 
4-22）。 
 

・開催日時：平成 29 年 3 月 3 日（金）13：00～14：30 
・場所  ：日経ホール 
・主催  ：経済産業省 
・共催  ：厚生労働省、公益社団法人日本医師会 
・議題  ：主催者挨拶 
      地域を支えるヘルスケアサービス事業者による事例紹介 
       講評者 公益社団法人日本医師会 副会長 今村聡 
           厚生労働省 健康局健康課長補佐 原渕明 
           経済産業省 商務情報政策局ヘルスケア産業課長 江崎禎英 

 
図表 4-20 発表事例 

 
  

成果展示 

  

図表 4-19 平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業 成果報告会 開催風景
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主催挨拶 

公益社団法人日本医師会 今村副会長 

事例紹介 

株式会社竹屋旅館 竹内氏 

事例紹介 

資生堂ジャパン株式会社 池山氏 

事例紹介 

社会福祉法人渓仁会 細田氏 

  

  

図表 4-21 地域を支えるヘルスケアサービス事業者の事例紹介 開催風景（1/2） 
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(5) ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 

1) 実施概要 

「ヘルスケア産業の最前線 2017」の第 3 部は、「ジャパン・ヘルスケアビジネスコン

テスト 2017」とし、次世代のヘルスケア産業の担い手を発掘・育成するため、新たなビ

ジネス創造にチャレンジする企業を表彰した。なお、本プログラムにおいては、ヘルス

ケアに関わる各種イベント・プログラムと広く連携し、ヘルスケア領域における大きな

潮流を生み出していくことを目指した。図表 4-23 に連携イベント・プログラム名等を示

す。 
 

図表 4-23 連携イベント・プログラム 
イベント・プログラム名 

（主催） 概要 

IoT Lab Selection 
（ＩｏＴ推進ラボ） 

IoT 推進ラボは、IoT/ビッグデータ/人工知能時代に対応し、 
企業・業種の枠を超えて産学官で利活用を推進する 
ことを目的として 2015 年 10 月に設立。先進的なモデル 
事業の創出、規制改革等の環境整備に取り組んで行くこと

としている。取組の一つである、IoT Lab Selection（先進

的 IoT プロジェクト選考会議）では、政府関係機関、金融

機関やベンチャーキャピタルなど、官民が一体となって、

先進的 IoT プロジェクトを発掘・表彰し、①資金調達、②

メンター（相談者）の派遣、③規制改革・標準化に関する

支援に取り組んでいる。 

講評者 

左から、江崎ヘルスケア産業課長、 

今村副会長、原渕健康課長補佐 

閉会挨拶 

厚生労働省 原渕健康課長補佐 

図表 4-22 地域を支えるヘルスケアサービス事業者の事例紹介 開催風景（2/2） 
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イベント・プログラム名 
（主催） 概要 

データヘルス・ 
予防サービス見本市 

（厚生労働省） 

社会全体における個人の健康づくりを促す仕組みづくり

を 
目的として、医療保険者、企業経営者、地域・職域におけ

る健康づくり担当者等と、健康増進・予防に資する製品・ 
サービスを提供する事業者等とが出会い、国民の健康寿命

の延伸と医療費の適正化に向けた協働・連携を推進させる

場として、厚生労働省が主催したイベント。 

Japan Venture Awards 
（中小機構） 

中小機構が主催する「Japan Venture Awards」は、革新

的 
かつ潜在成長力の高い事業や、地域の活性化に資する事

業を行う、志の高いベンチャー企業の経営者を称える表

彰制度。2000 年以来、265 名のベンチャー経営者が受賞

し、 
それぞれの事業とともに日本を支えるリーダーへと成長

を 
遂げている。次なる日本のリーダーとして果敢に挑戦す

る 
起業家を、ロールモデルとして広く紹介することで、創

業 
機運を高め、日本における創業の促進を図る。 

EY 新日本企業成長サミッ

ト 
（新日本有限責任監査法

人） 

EY 新日本企業成長サミット 2017～スタートアップ成長の 
秘訣～では、イノベーショントレンド各分野の最新情報を 
取り上げるとともに、さまざまな経営課題の解決のヒント

を探る。また、さらなる成長を目指し、グローバルで活躍

する 
企業や株式上場（IPO）を通じて成長した上場企業の経営

者の方々から、グローバル成長戦略や IPO を通じた成長ス

トーリーに関するセッションを行う。 

Incubate Camp 
（インキュベイトファン

ド） 

「Incubate Camp」とは、シードラウンドの資金調達及

び 
サービスリリース済みで、さらなる事業成長を目指して 
資金調達を希望するスタートアップを対象とした、投資

家との合同経営合宿。公募で選ばれた約 15 名の起業家

が、 
ゲストとして参加する国内屈指のベンチャーキャピタリ

スト約 15 名と共同で、1 泊 2 日の合宿で事業プランを 
ブラッシュアップ。さらにキャンプ実施後の資金調達機

会に加え、事業を継続的に支援。 

JHI モーニングセッション 
（J HEALTH 
INCUBATE） 

ヘルスケアベンチャーを支援するプラットフォーム。 
ヘルスケアとデジタルの融合領域において、多方面の専

門家から、知見、経験、ネットワークなどを提供すると

ともに、異業種間、世代間を超えるつながり力を提供す

る。 
毎月 1 回、朝 8 時から、ヘルスケアベンチャーがプレゼ

ンし、セミクローズドな環境で、有識者がアドバイス等

を 
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イベント・プログラム名 
（主催） 概要 

提供するモーニングセッションを開催。2014 年 3 月から 
現在までに約 50 社のヘルスケアベンチャー企業が 
プレゼン。 

Startup Weekend 
（NPO 法人 Startup 

Weekend） 

スタートアップウィークエンドとは、2007 年にアメリカ

で 
発祥した起業体験イベントの名称。その後急速に広ま

り、 
これまでに 1000 か所以上の世界中の都市で開催され、

13,000 以上のスタートアップがこのイベントから 
生まれている。日本では NPO 法人スタートアップウィー

クエンドが各都市におけるスタートアップウィークエン

ドの開催を支えている。東京のほか、北海道から沖縄ま

で全国約 30 都市で開催されている。 

デジタルヘルスコネクト 
（インフォコム） 

デジタルヘルスコネクトは、インフォコム株式会社が主

催 
するヘルスケア IT に特化した新規事業創出プログラム。 
デジタルヘルスコネクトは、起業家と医療・ヘルスケア 
業界との出会いの場を提供し、イノベーションを誘発、 
新規ビジネスを創出するために、ネットワーキング 
セミナー、ビジネスプランコンテスト、スタートアッ

プ・起業家支援を提供している。 

Digital Health Meetup 
（グリーベンチャーズ） 

Digital Health Meetup では毎回テーマを設け、国内外で

ますます拡大していくヘルステックの最新テクノロジー

や注目テーマのビジネスを紹介していく。大企業やスタ

ートアップに勤めるビジネスパーソンやエンジニアに対

して、益々ヘルステック領域への関心を持っていただく

機会を 
提供していくとともに、大企業とヘルステック系スター

トアップのマッチング、起業家と支援者の出会いの場を

提供するなど、ヘルステック領域の産業創出に貢献して

いく。 

TOKYO STARTUP 
GATEWAY 
（東京都） 

「東京発・400 字から世界を変えるスタートアップ 
コンテスト」 
TOKYO STARTUP GATEWAY は、テクノロジーから、

モノづくり、ソーシャルイノベーション、リアルビジネ

ス、 
グローバルを見据えた起業など、分野を越えて、「東京」 
から世界を変える若き起業家を輩出するスタートアップ 
コンテスト。 

B Dash Camp 
（B DASH VENTURES） 

B Dash Ventures 主催の完全招待制オフサイトイベント

（春・秋の年 2 回開催）。業界キーパーソンを中心に若手 
スタートアップや大企業の経営者、グローバル企業から

約 700 名が参加。2 日間にわたってネットワーキングや業

界 
注目の登壇者によるセッション、若手スタートアップに 
よるピッチコンテストを実施。 
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イベント・プログラム名 
（主催） 概要 

HEALTH 2.0 Asia-Japan 
（HEALTH 2.0） 

Health2.0AsiaJapan はシリコンバレー発の国際コン 
ファレンス Health2.0 の日本支部。ヘルステックでは世

界最大規模で、世界８カ国で年次会議を開催している。

Health2.0 のゴールは起業家・スタートアップ企業と投資

家・大企業を結ぶプラットフォームとなり、ヘルスケア 
業界に継続的なイノベーションを起こすこと。 

Morning Pitch 
（トーマツベンチャー 

サポート） 

Morning Pitch は、毎週木曜 AM7 時から開催している、 
ベンチャー企業と大企業の事業提携を生み出すことを目

的としたピッチイベント。毎週 5 社のベンチャー企業

が、 
大企業・ベンチャーキャピタル・メディア等のオーディ 
エンス約 100 名に対しピッチを行なう。2013 年 1 月から 
開始し、2016 年 12 月時点で累計 800 社超のベンチャー 
企業が登壇している。 

 
2) 実施体制 

コンテストを実施するにあたり、図表 4-24 に示す企画委員会を設置し、コンテストに

ついての助言、指導を頂いた。なお、コンテストの審査にあたっては、上記企画委員会

が発表プレゼンを評価し、ファイナリスト等の決定を行った。企画委員は以下の通りで

ある。 
・ メドピア株式会社 代表取締役社長 石見陽 氏 
・ 特定非営利活動法人エティック 

 エコシステムディベロップメントマネージャー 加勢雅善 氏 
・ J HEALTH INCUBATE 代表 佐藤太郎 氏 
・ インフォコム株式会社 デジタルヘルスコネクト代表 城野洋一 氏 
・ NPO 法人 Startup Weekend ファシリテーター 田中圭 氏 
・ B DASH VENTURES 株式会社 シニアインベストメントマネージャー 寺田真二 

氏 
・ HEALTH 2.0 Director-Japan 西村 由美子 氏 
・ グリーベンチャーズ株式会社 インベストメントマネージャー根岸奈津美氏 
・ 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 公認会計士 藤原選 氏 
・ インキュベイトファンド 代表パートナー 和田圭祐 氏 
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3) 募集 

コンテストのテーマを「ヘルスケア産業の NEXT STAGE」とし、既に事業化のめどが

立っており、社会的課題の解決に挑戦している優れた事業者を募集した。 
募集期間は、平成 28 年 10 月 24 日（月）～12 月 2 日（金）正午とした。 

 
① 応募資格 

・ 法人格を有する団体・企業及びそれらに所属するプロジェクトチーム、若

しくは、個人事業主であること 
・ プレゼン審査（平成 29 年 1 月 13 日（金））及びコンテスト（公開プレ

ゼンによる最終審査・表彰式）（平成 29 年 3 月 3 日（金））に参加でき

ること 
・ 暴力団、暴力団員でないこと及びこれらに関係を有していないこと 

 
② 募集内容 
以下の例に挙げられるような、社会的課題を解決するための事業であること 
・ 生活習慣病の予防 
・ 介護（サルコペニア、認知症等）及びその予防 
・ 高齢者の QOL 向上 
・ 生涯現役社会の構築（社会参加支援、見守り、生活支援等） 
・ 医療・介護現場の効率化・負担軽減 等 

 
③ 応募方法 

主催：経済産業省

事務局
日本総合研究所

企画委員会
（兼審査員）

協力
厚生労働省・株式会社
地域経済活性化支援

機構・独立行政法人中小
企業基盤整備機構・株式

会社産業革新機構

サポート企業
ファイナリストを奨励する
ために、企業からの支援

を提供いただく

メディア
ヘルスケア起業を促す
ための雑誌・新聞・TV等
のメディアを活用した

広報普及

図表 4-24 イベント実施体制 
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図表 4-25 のエントリーシートをダウンロードし、応募期間中に E メールアド

レスで、ファイルを添付して送付する。 
 

④ 主な審査基準 
審査は有識者等で構成される審査委員によって、以下の観点から審査を行っ

た。 
・ 社会的課題の解決に資するインパクト 
・ 新規性・革新性 
・ 成長性・将来性（事業実現のための調達計画を含む） 

 
⑤ 審査スケジュール 
審査は「書類審査」「プレゼン審査」「コンテスト（公開プレゼン審査）」の

順で行った。 
【書類審査】 
・ 審査期間：平成 28 年 12 月 2 日（金）～12 月 21 日（水） 
・ 結果発表：平成 28 年 12 月 22 日（木） 

【プレゼン審査】 
・ 審査期間：平成 29 年 1 月 13 日（金） 
・ 審査方法：応募内容のプレゼンテーションと質疑応答による面談審査 
・ 結果発表：平成 29 年 2 月 8 日（水） 

【コンテスト（公開プレゼン審査）】 
・ 開催日時：平成 29 年 3 月 3 日（金） 
・ 開催場所：日経ホール（東京都千代田区大手町 1-3-7 日経ビル） 
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4) 審査 

1) 書類審査（一次審査） 
当コンテストには、全国から総計 122 件の応募があった。全てのエントリーシートに

ついて、審査を実施したところ、17 件が書類審査を通過した。 
 
2) プレゼン審査（二次審査） 

書類審査によって選定された 17 件（うち 1 件辞退）に対し、プレゼン審査を実施し

た。プレゼン審査によりジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 のファイナリス

トとして図表 4-26 の 6 件が選定された。 
 

図表 4-26 ファイナリスト（優秀賞）一覧 
会社・団体名 事業タイトル 

エルピクセル 
株式会社 

医療画像診断支援システム 

ヘルスグリッド 
株式会社 

実年齢から身体アセスメントによる意識革命で日本を活性化 

ﾄﾘﾌﾟﾙ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･ 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

排泄予知ウェアラブル「DFree」 

株式会社 O:（オ

ー） 
世界初、 体内時計を可視化して睡眠を改善するサービス 

株式会社リクルー

トライフスタイル 
スマホできる、精子セルフチェック『Seem（シーム）』 

株式会社メドレー 医療をもっと身近に「MEDLEY」×「CLINICS」構想 
 
 
3) ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017（公開プレゼン審査） 

 
 

図表 4-25 エントリーシート 
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「ヘルスケア産業の最前線 2017」の第 3 部として、書類審査・プレゼン審査を通過し

たファイナリスト 6 社による公開プレゼン審査を実施した（図表 4-27、図表 4-29）。 
 

図表 4-27 ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 開催概要 
項目 内容事業タイトル 

開催日時 平成 29 年 3 月 3 日（金）15：00～18：00 
開催場所 日経ホール 
主催 経済産業省 

協力 
厚生労働省、株式会社地域経済活性化支援機構、独立行政法

人 
中小企業基盤整備機構、株式会社産業革新機構 

 
公開プレゼン審査は、ファイナリストが 8 分間で事業プレゼンを実施した後、審査員

からのコメント・質問等を行った（図表 4-28、図表 4-30）。6 社それぞれのプレゼン終

了後、審査員が採点し、平均点が高いものをグランプリとした。 
今回のグランプリは、トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社が受賞した（図表 4-31）。 

 
図表 4-28 ファイナリストプレゼン概要 
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主催挨拶 

吉本商務情報政策統括調整官 

審査員 サポート企業 

  

 

図表 4-29 ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 開催風景（1/3） 
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エルピクセル株式会社 

島原佑基 氏 

ヘルスグリッド株式会社 

部坂英夫 氏 

ﾄﾘﾌﾟﾙ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式会社 小林正典 氏 

株式会社 O:（オー） 

谷本潤哉 氏 

株式会社ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 

入澤諒 氏 

株式会社メドレー 

豊田剛一郎 氏 

  

  

図表 4-30 ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 開催風景（2/3） 
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(6) 実施結果 

【ヘルスケア産業の最前線 2017 全体の一般来場者】 
・一般来場者の総数：387 名（関係者等を除く、当日来場者実数） 
・一般来場者の属性：営利法人（会社、法律事務所等）が 302 名、非営利法人（社団

法人、財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、組合等）が

43 名、公的法人（国、地方公共団体、独立行政法人等）が 38 名、個人・不明が 4 名（図

表 4-32） 

経済産業省 

吉本豊 氏 

MRT 株式会社 

馬場 稔正 氏 

図表 4-31 ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 開催風景（3/3） 

表彰式 全体記念撮影 

展示ブースの様子 
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図表 4-32 一般来場者の属性 

 

 
【ヘルスケア産業の最前線 2017 全体のアンケート】 

一般来場者の期待や満足度等を把握するため、一般来場者向けにアンケート票を配布

し、当日回収した。アンケートでは、イベントの「満足度」、「意見」等を把握した（図表 
4-33）。 

図表 4-33 アンケート結果 一般来場者の満足度 

 

 
ヘルスケア産業の最前線 2017 全体を通じて約 60%が満足との回答が得られた。やや

満足まで加えるとほぼ 100%の一般来場者が満足という結果であった。 
第 1 部「平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業 成果報告会」全体を通じて約

50%が満足との回答が得られた。やや満足まで加えると約 90%の来場者が満足という結

果であった。 



83 

 

自由回答では、「事前に詳しいプログラムがわかると参加したい人が増えると思う」「病

や食以外の取り組みについて参考になるような話が聞きたい」「各事業の資料を公表して

もらいたい」「各時間が短くもう少しじっくり話を聞きたかった」といった報告会の具体

的な改善ポイントを指摘する意見があった。 
第 2 部「地域を支えるヘルスケアサービス事業者の事例紹介」全体を通じて約 60%が

満足との回答が得られた。やや満足まで加えるとほぼ 100%の一般来場者が満足という

結果であった。 
自由回答では、「事前にどのような事業が紹介されるのか公開してほしい」「コメント

はいらないと思う」といった今後に向けた改善ポイントを指摘する意見があった。 
第 3 部「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017」全体を通じて約 90%が満足

との回答が得られた。やや満足まで加えるとほぼ 100%の一般来場者が満足という結果

であった。 
 
【ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 のサポート企業】 

ビジネスコンテスト開催にあたり、起業を促す仕組みづくりの一環として、ビジネス

コンテストの趣旨に賛同し、起業家を支援する企業をサポート企業として募集すること

とした。様々な企業に対して協力を求めたところ、今回は次の 24 社がサポート企業とし

て集まった（図表 4-34）。 
 

図表 4-34 サポート企業及びサポート内容 

サポート企業 サポート内容 

エ
ル
ピ
ク
セ
ル 

ヘ
ル
ス
グ
リ
ッ
ド 

ト
リ
プ
ル
・
ダ
ブ
リ
ュ

ー
・ 

 

Ｏ
：
（
オ
ー
） 

リ
ク
ル
ー
ト 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

メ
ド
レ
ー 

日本アイ・ 
ビー・エム株

式会社 

・ イノベーション、アクセラ 
レーションに知見の深いメンバ

ーによるメンタリング 
●  ● ● ● ● 

アクサ生命 
保険株式会社 

・ 販売チャネル、営業販路開拓支

援 
・ 医療・ヘルスケアフィールドに

知見の深いメンバーによるメン

タ 
リング 

 ●  ●  ● 

旭硝子株式 
会社 

・ 事業開発プロセスにおける 
コンサルティング 

・ バイオ分野に知見の深いメンバ

ーによるメンタリング 

●  ● ●  ● 
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サポート企業 サポート内容 

エ
ル
ピ
ク
セ
ル 

ヘ
ル
ス
グ
リ
ッ
ド 

ト
リ
プ
ル
・
ダ
ブ
リ
ュ

ー
・ 

 

Ｏ
：
（
オ
ー
） 

リ
ク
ル
ー
ト 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

メ
ド
レ
ー 

株式会社 
アドバン 
テッジリスク

マネジメント 

・ 実証等に役立つフィールド提供 
・ 販売チャネル、営業販路開拓支

援 

● 

株式会社 
イトーキ 

・ オフィス支援 
・ コネクティング支援  ●  ●  ● 

NEC ソリュ

ーション 
イノベータ 
株式会社 

・ バイオ・ヘルスケア等に知見の

深いメンバーによるメンタリン

グ   ● ●  ● 

MSD 株式会

社 
・ 医薬分野に知見の深いメンバー

によるメンタリング ●   ● ● ● 

株式会社 
サン・フレア 

・ ドキュメンテーション・翻訳に

知見の深いメンバーによるメン

タ 
リング 

● ● ● ● ● ● 

第一生命保険

株式会社 
・ 実証等に役立つフィールド提供 
・ 販売チャネル、営業販路開拓支

援 
 ●  ●  ● 

ﾀﾞｲﾄﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
株式会社 

・ 販売チャネル、営業販路開拓支

援 
・ ヘルスケアフィールドに知見の 

深いメンバーによるメンタリン

グ 

   ●   

武田薬品工業

株式会社 
・ 医薬分野に知見の深いメンバー

によるメンタリング ● ● ● ● ● ● 

株式会社日経

リサーチ 
・ 共同調査等、事業に役立つ調査

事業支援    ●   

一般社団法人 

日本スタート

アップ支援 
協会 

・ イノベーション、アクセラ 
レーションに知見の深いメンバ

ーによるメンタリング ● ●  ● ● ● 

日本航空株式

会社 
・ 実証等に役立つフィールド提供 
・ ヘルスケア分野に知見の深い 

メンバーによるメンタリング 
   ●  ● 

野村ﾍﾙｽｹｱ･ 
ｻﾎﾟｰﾄ& 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ 
株式会社 

・ 医療・ヘルスケア分野に知見の

深いメンバーによるコンサルテ

ィング ●  ●   ● 
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サポート企業 サポート内容 

エ
ル
ピ
ク
セ
ル 

ヘ
ル
ス
グ
リ
ッ
ド 

ト
リ
プ
ル
・
ダ
ブ
リ
ュ

ー
・ 

 

Ｏ
：
（
オ
ー
） 

リ
ク
ル
ー
ト 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

メ
ド
レ
ー 

株式会社日立

製作所 
・ ヘルスケア分野に知見の深い 

メンバーによるメンタリング 
・ イノベーション、アクセラ 

レーションに知見の深いメンバ

ーによるメンタリング 

 ● ● ● ● ● 

株式会社ﾌｧｽﾄ 
ﾄﾗｯｸｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 

・ バイオ・ヘルスケア分野に知見

の 
深いメンバーによるコンサル 
ティング 

  ● ● ●  

Mistletoe 
株式会社 

・ イノベーション、アクセラ 
レーションに知見の深いメンバ

ーによるメンタリング 
・ オフィス支援 

 
 
● 

 
 
● 

 
 

 
 

● 

 
 

● 
 
 

株式会社 
みずほ銀行 

・ 資金調達に関するコンサル 
ティング 

・ イノベーション、アクセラ 
レーションに知見の深いメンバ

ーによるメンタリング 

● ● ● ● ● ● 

株式会社三井

住友銀行 
・ 資金調達に関するコンサル 

ティング 
・ イノベーション、アクセラ 

レーションに知見の深いメンバ

ーによるメンタリング 

● ● ● ● ● ● 

株式会社三菱

東京 UFJ 銀

行 

・ 資金調達に関するコンサル 
ティング 

・ イノベーション、アクセラ 
レーションに知見の深いメンバ

ーによるメンタリング 

● ● ● ● ● ● 

UBM ジャパ

ン株式会社 
・ イベント等における情報機会提

供 
・ 医療・ヘルスケア分野における 

メンタリング 

● ● ● ● ● ● 

（LINK-J）
／三井不動産 
株式会社 

・ オフィス支援 
・ コネクティング支援 ●  ● ●  ● 

ロート製薬 
株式会社 

・ 医薬分野に知見の深いメンバー

によるメンタリング  ● ● ● ● ● 
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【ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017 の報道状況】 
新聞 5 件、雑誌 1 件、ウェブ 58 件、合計 64 件（平成 29 年 3 月 21 日現在）と多くの

メディアに取り上げられることとなった（図表 4-35、図表 4-36、図表 4-37、図表 4-38、
図表 4-39）。 
 

図表 4-35 メディア出席媒体 
分類 媒体名 

テレビ BS 朝日 
テレビ BS ジャパン 
全国紙 朝日新聞 
全国紙 毎日新聞 
全国紙 読売新聞 
全国紙 日本経済新聞 
全国紙 産経新聞 
地方紙 岐阜新聞 

産業経済紙 日刊工業新聞 
専門紙 じほう 
専門紙 ニッポン消費者新聞 
専門紙 健康産業新聞 

家庭医学・健康誌 月刊ダイエットビューティー 
家庭医学・健康誌 健康ジャーナル 
家庭医学・健康誌 消費と生活 

社会保障誌 週刊社会保障 
ビジネス情報誌 月刊シニアビジネスマーケット 
ビジネス情報誌 フィットネスビジネス 

ウェブ アピタル 
ウェブ 日経デジタルヘルス 
ウェブ ヨミドクター 
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図表 4-36 メディア露出一覧（平成 29 年 3 月 21 日現在、黄色は波及元記事）
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図表 4-37 メディア露出一覧（平成 29 年 3 月 21 日現在、黄色は波及元記事）（2/4） 
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図表 4-38 メディア露出一覧（平成 29 年 3 月 21 日現在、黄色は波及元記事）（3/4） 
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図表 4-39 メディア露出一覧（平成 29 年 3 月 21 日現在、黄色は波及元記事）（4/4） 

 

 
(7) 考察 

【ヘルスケア産業の最前線 2017 全体の一般来場者】 
非営利法人と公的法人の参加者が約 2 割を占めている理由は、第 1・2 部が、様々な属

性の主体者がかかわるイベントだったことだと考えられる。 
 
【ヘルスケア産業の最前線 2017 全体のアンケート】 

各部の満足度を比較してみると、第 3 部が第 1・2 部と比べて高い。この理由として

は、第 3 部が、来場することでグランプリを逸早く知ることができ、臨場感が高いイベ

ントであること等が考えられる。 
 

【ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2017】 
多くのヘルスケアにかかわる各種イベント・プログラムとの連携を通じ、新しいヘル

スケアサービスの事業モデル発掘、ヘルスケアベンチャー企業と、資金提供者、起業支

援人材、大企業とのマッチングなど一定の成果を得られたと考えられる。 
現在、例えばキャピタルメディカ社がヘルスケアベンチャー企業に投資する投資会社

を設立する、ヘルスケアベンチャー企業「FiNC」がカゴメ、第一生命保険、未来創生フ

ァンド、明治安田生命保険、ロート製薬等から総額 20 億円強の資金調達をする等、ヘル

スケア産業の拡大を見据えた積極的な資金供給需要が存在しており、今年度実施したビ

ジネスコンテスト等を通じ、ヘルスケア領域におけるベンチャー企業の発掘や、起業家

と投資家等の積極的なマッチングを継続的に実施する必要があろう。 
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4.2. ヘルスケアサービスの見える化と品質評価 

 

4.2.1. ヘルスツーリズム品質評価・実証事業 

 

(1) 事業の背景と目的 

経済産業省は、ヘルスケア産業の一層の利活用の普及促進をめざし、ヘルスケアサー

ビスのうち、非日常における健康づくりのきっかけとして期待される「ヘルスツーリズ

ム」に対して、認証制度の創設をめざし、平成 27年度に健康寿命延伸産業創出推進事

業「ヘルスツーリズム品質評価プロジェクト」を実施した。このプロジェクトでは海外

事例なども含めた基礎調査を実施し、認証制度の在り方や評価基準について検討が行わ

れた。図表4-40に示すように、認証の枠組みとしては、「安全性・有効性・価値創造

性」という3つの品質側面を担保するために必要なヘルスツーリズムプログラムの内容

と、その提供の仕組み（提供方法)について、第三者認証機関が評価し、基準を満たし

ている場合に認証を付与するという考え方が示された。 
図表 4-40 ヘルスツーリズム認証制度の枠組み 

 

また、ヘルスツーリズム認証のあり方として、図表 4-41 に示すように 3 つのグレード

(レベル)をもつ認証スキームの方向性が示された。 
図表 4-41 昨年度検討された 3 つグレードをもつ認証の在り方 
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本事業は、平成 29 年度以降に国内の団体がヘルスツーリズム認証事業を円滑に運営す

ることが可能となることを目指し、昨年度事業の成果を踏まえた審査資料を用い、審査

方法についての妥当性検証調査を行った。また、調査結果から認識された課題への対応

策を検討した。さらに、健康運動サービスを対象としたアクティブレジャー認証と、ヘ

ルスツーリズム認証との一体的な普及を図ることも含めた認証制度の普及策の検討など、

各種環境整備を行った（図表 4-42）。 
  

図表 4-42 昨年度からの事業開始までの流れと平成 28 年度事業の位置づけ 

 
  

平成27年度

「ヘルスツーリズム品質
評価プロジェクト」

認証制度、品質評価の基
準の在り方について検討

平成28年度

「ヘルスツーリズム品質
評価・実証事業」

認証審査方法、普及策の
検討等の環境整備)

平成29年度以降未定

「ヘルスツーリズム認
証」運用開始
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(2) 事業概要  

1) 実施体制 

本事業の実施体制は図表 4-43の通りである。 
 

図表 4-43 本事業の実施体制 

 
 
■代表団体(一般財団法人日本規格協会)内の体制(人員配置) 

役割 人員数 作業内容 

プロジェクトリーダー １名 事業統括・資料作成・調査実務・報告書作成 

サブリーダー １名 事業統括補佐・契約手続・調査実務・報告書作成 

事務管理責任者 １名 経理管理 

調査実施担当 １名 資料作成・調査実務・報告書作成 

■協力団体の体制 

協力団体 役割 

特定非営利活動法人 
日本ヘルスツーリズム振興機構 

(1)ヘルスツーリズム認証実証事業の運営にかかる下

記業務の実施及び資料の作成 
・調査対象候補の選定 
・調査実施にむけた連絡・スケジュール調整 
・実地調査への参加、及び実施記録の作成 
・検討会の進行、実施記録の作成 
・検討会における技術的知見、参考資料の提供 
(2)認証運営体制・運営業務フローの検討結果の報告 
(3)受付窓口・相談の試行及び課題把握、対応策の作成 
(4)ヘルスツーリズム認証の普及・広報に向けた課題

把握、対応策の検討結果の報告 

一般社団法人 日本スポーツツ

ーリズム推進機構 

(1)ヘルスツーリズム認証実証事業の運営にかかる下

記業務の実施 
・調査対象候補の選定への助言 
・検討会への参加 
・検討会における技術的知見の提供 
(2)ヘルスツーリズム認証の普及・広報に向けた課題

把握、対応策の検討結果の報告 
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2) 実施スケジュール 
本事業のスケジュールは図表 4-43の通り進行した。 
 

図表 4-44 本事業のスケジュール 
 平成28年 平成29年 

 12月 1月 2月 3月 

1．調査にむけた準備・検討、資料作

成     

(1) 調査にむけた準備・検討     

(2) 審査申請・実施に関わる資料作

成     

2.調査等の実施、対応策の検討     

 (1)受付窓口・相談の試行     

(2)レベル１審査試行・検証     

(3)レベル２・３審査を行う際の課

題抽出および対応策の検証     

(4)アクティブレジャー認証との連

携方法の確立にむけた検討      

(5)対応策の検討     

3.ヘルスツーリズム認証、アクティブ

レジャー認証の普及・広報の方策検討     

4.報告書の作成     

 
  



95 

 

(3) 実施内容  

1) 調査の準備と実施 

A) 調査用資料の作成 

 検討会を開催し、すり合わせをしながら、図表 4-45に示す調査用資料を作成した。 
図表 4-45 調査用資料 

制作物 

調査依頼状 

調査説明資料 

要求事項 レベル 1(調査版) 

要求事項 レベル 2(調査版) 

文書審査シート レベル 1(調査版) 

 
B) 調査対象組織の選定 
 調査対象候補地について、事業主体・地域、提供されているサービス内容等の多様性

も踏まえて調整し、図表 4-46の10組織を選定した。 
図表 4-46 調査対象組織の選定 
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C) 調査の実施 
 レベル１の審査方法についての妥当性検証調査を中心として、図表 4-47 に示す日程

で各事業者の担当者と面談による調査を行った。なお、訪問前に文書審査シートを送付

し、可能な範囲で記入するよう依頼をした。 
 

図表 4-47 調査の実施スケジュール 

 
 
2) 事業成果 

A) 調査結果を踏まえた対応策の検討、実施 
調査結果を踏まえて、主としてレベル 1 の認証審査の実施に必要な資料類(図表 4-48

参照)の整備を行った。また、レベル 2 の審査の基本的な方向性を示し、レベル 3 の審査

における現状の課題について整理をした。 
  

面談日 事業者 ご担当者

① 1/31
加森観光株式会社
ルスツリゾート

加森観光株式会社　グループ営業企画部
加森　万紀子氏

② 2/1
一般社団法人
上山市観光物産協会

般社団法人　上山市観光物産協会
会長　五十嵐伸一郎氏

③ 2/27
株式会社
池の平ホテル＆リゾーツ

株式会社　池の平ホテル＆リゾーツ
広報室　　倉田 俊和氏

④ 2/23
一般社団法人
中之条町観光協会

中之条町役場　観光商工課
唐澤　直子氏

⑤ 3/9
NPO法人
熊野で健康ラボ

NPO法人熊野で健康ラボ
代表理事　木下　藤寿氏

⑥ 1/21
株式会社温故知新
瀬戸内リトリート　青凪

瀬戸内リトリート　青凪
玉城　清徳氏

⑦ 2/24
株式会社鞆の銀蔵
島根おおだ健康ビューロー

島根おおだ健康ビューロー
代表　河行　茜氏

⑧ 2/14
NPO法人
竹田観光ツーリズム協会

大分県竹田市商工観光課
観光戦略担当　副主幹　森田康之氏

⑨ 2/18
 株式会社インターナショナル
ゴルフリゾート京セラ

株式会社インターナショナルゴルフリゾート京セラ
常務取締役　池田昇示氏

⑩ 2/15
イーストホームタウン沖縄株
式会社

イーストホームタウン沖縄株式会社
代表取締役　相澤 和人氏
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図表 4-48 調査結果を踏まえた作成した資料類(成果物) 

おもな成果物 申請者使用 
◎は記入 

審査員使用 
 内容 

要求事項 レベル 1 ○ ○ レベル 1 の審査の基準文書

となる要求事項 

文書審査シート レベル 1  ◎ ○ レベル 1 の文書審査用様式 

(運営チェックシート) ◎ ○ 文書審査シート レベル 1
の一部 

認証申請用提出書類確認表 ◎ ○ 文書審査シート以外に、提出

すべき資料のリスト 
認証審査申請要領 ◎  認証申請のための様式 

認証維持管理遵守事項 
  認証機関と申請組織との間で

の約款(認証業務にかかわる)
のひな形 

評価基準「文書審査シート 

レベル 1」 
 ○ レベル 1 審査の文書審査に

おける審査員用評価ガイド 

ヘルスツーリズム認証運営規

定案 

  レベル 1 認証の公表含むス

キーム全体像、運営フロー、

体制等 

要求事項 レベル 2(検討案)   レベル２の審査の基準文書と

なる要求事項の検討案 
 
B) 認証の普及に向けた検討 

検討会での議論などを通じて、下記の点について検討を行い、結果をまとめた。 
 受付窓口・相談の在り方 

問い合わせへ対応するために整備が必要な事項について、検討しまとめた。 
 アクティブレジャー認証との連携方法の確立 
 親和性が高い両サービスの認証を一体的に普及していくため検討を行い、相互送客を

誘導するための認証基準の項目策定と、ヘルスツーリズム認証を取得する際のアクティ

ブレジャー認証事業者向けの優遇措置の検討という方策としてまとめた。 
 普及・広報の検討 

今後認証機関が認証制度を普及・広報するうえで、効果的な連携を図りうる団体の情

報についてまとめた。 
 
  



98 

 

(4) 事業の成果、課題及び対応策 

 

1) 調査にむけた準備 

調査に先立ち、検討会を開催し、必要な準備事項の洗い出しを行った。基礎資料とし

て昨年度のヘルスツーリズム品質評価プロジェクトの成果物である評価基準と認証制度

イメージを活用した。検討会では、調査開始にむけて以下の A)～H)が課題として認識さ

れた。 
 

A) 認証の対象となる「ヘルスツーリズムプログラム」の定義 
まず認証の適用範囲を明確にすることが必要である。このため、この認証でいうとこ

ろの「ヘルスツーリズムプログラム」の範囲について以下のポイントを踏まえて、検討

を行った。 
- 「安全性」、「有効性」及び「価値創造性」という品質を担保したサービスである

こと 
- 健康的な活動のきっかけを与えることを目的としたものであること 
- (主に) 地域資源を活かした非日常空間における体験が必須であること 
その結果、次のように要求事項の用語の定義の部分に検討結果をまとめた。 

 
また、ヘルスツーリズムプログラムには 3 つの分野を設け、アクティビティがヘルス

ツーリズムプログラムたりえる要件として、運動・栄養(食事)・休養という 3 分野それぞ

れにおいて、健康的な活動の体験が盛り込まれていることを必須とすることが妥当と考

え、整理した。 
さらにプログラム類型としては、プログラムが運動・栄養（食事）・休養のうち、いず

れか 1 つの分野で構成されているプログラムを単一プログラム、２つ以上の分野で構成

されているプログラムを複合プログラムと区別することで整理をした。 
  

2.1. ヘルスツーリズムプログラム 

主に地域資源を活かした非日常空間における体験を通して、健康への気づきなど、

日常生活における健康増進・維持、生活習慣病予防または介護予防のきっかけを与

えることを目的とし、「安全性」、「有効性」及び「価値創造性」を担保し、提供する

ヘルスケアサービス。 
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B) 認証対象となる組織の要件の明確化 

ヘルスツーリズムプログラムの提供は、さまざまな事業者によって行われる可能性が

あるが、認証申請者の要件として、「ヘルスツーリズムプログラムの提供を事業として行

い、その事業運営に責任をもつ法人またはその一部」と置き、以下の要件を満たしたも

のを対象とするという整理をした。 
- 法人格を有する事業体であること。 
- 公的良俗に反する事業を行っていないこと。 
- 反社会的勢力及び団体と関係を有していないこと。 

 
C) 健康への気づきと有効性との関係の整理 

ヘルスツーリズムプログラムの定義にあるように、ヘルスツーリズムプログラムの目

的は健康的な行動のきっかけづくりである。このきっかけづくりにつながる可能性があ

ることを「有効性」と整理し、有効性の中心となって作用するものが、健康への気づき

であると概念の関係を整理した。 
 
D) 品質評価軸(「安全性」、「有効性」及び「価値創造性」)の定義の明確化 

認証制度の設計において、品質評価軸の決定は最も重要である。昨年度検討されたヘ

ルスツーリズム認証基準案の概要は図表 4-49 の通りである。 
 

  

2.1. 注記 1  

ヘルスツーリズムプログラムは、運動・栄養（食事）・休養のうち、いずれか 1 つ以上

の分野により構成される。ヘルスツーリズムプログラムの各分野の定義は、次によ

る。 

-運動分野: 健康づくりのための運動を含んだ活動。例えば、ウォーキング、ハイキン

グ、トレッキング、ランニング、ヨガ、水中運動。 

-栄養（食事）分野:健康的な食事の取り方を含んだ活動。例えば、ヘルシーメニュ

ー、地産地消食、薬膳料理などの提供または料理教室。 

-休養分野:健康的な休養の取り方を含んだ活動。例えばスパ、エステ、温泉浴、森林

浴、タラソテラピー、睡眠支援。 
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図表 4-49 昨年度検討されたヘルスツーリズム認証基準の概要 

 
一般的にサービスの品質評価においては、サービスは行為や体験・プロセスそのもの

を提供するものであることから、事前に目でその結果を認識することが困難であり、利

用後でなければ品質を評価することができない。このため、消費者からは安心・安全の

確保という要請から、提供内容や提供の仕組みに対する事前評価に加えて、提供結果に

対する事後評価の情報へのニーズが高まる。この点、認証制度イメージ案は、事後品質

によるグレード分けではなく、グレードに応じて事前品質の要求水準を変化させること

を志向している点が特徴的である。したがって「安全性」、「有効性」及び「価値創造性」

という３つの品質の要求水準は、グレードに応じて一律にひかれたラインで変化するこ

とになる。したがって、この 3 つのグレードの仕分け方が、サービスを購入する組織や

消費者が必要としている選択基準と一致していることが、認証を普及する上で極めて重

要なポイントである。なお、実際のニーズがグレードに応じて一律にひかれたラインに

対して、激しく凸凹しているのであれば、一般的には、その部分は事業者が差別化する

ために活用する要素として、一律の対応を要求する対象から外しておくことも検討する

ことが必要である。 
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さて、昨年度の成果物では、「安全性」、「有効性」及び「価値創造性」については、次

のように説明されている。 

 
 個別の規定を確認していくと、評価する側の立場からの視点で「・・・・・している

こと。」と書かれており、かつ各品質を担保するための活動が、一対一の関係で要求さ

れている。事業者からすれば、「・・・・・していること。」という具体的な活動を一つ

一つ対応していけば認証されるという分かりやすさはあるが、実際の組織のすべての活

動が、各品質要素と一体一の関係で対応しているわけではない。例えばスタッフの教育

訓練は、安全性・有効性・価値創造性すべてに関わってくる活動である。 
 現状の認証基準では個別の要求内容は理解できるが、安全性・有効性・価値創造性と

いう品質の向上にむけて、どんな方向で取り組みを継続すればレベルアップをしていけ

るのか、ということが見えづらい。言葉を換えれば要求されている各活動が、顧客の満

足にどのようにつながるのかという視点が見えづらい。まずは、利用者の視点から品質

要素の定義を行うことが必要である。「有効性」及び「価値創造性」については、グレー

ドにより要求水準が変わるため、シームレスなレベルアップを可能とするためには、品

質の定義から、求められる活動の方向性が認識できるような形で整理をすることが望ま

しい。 
上に引用した有効性についての概念説明を見ると、有効性とはプログラムに特定の効

果・効能が発揮されていることを指しているわけではなく、健康的な活動のきっかけを

生じさせるための前提条件の確からしさを指していると解することができる。したがっ

て、有効性を「健康への気づきを意図したプログラム内容及び提供方法を確立すること

について客観的な根拠を有しており、健康的な活動のきっかけとなることが期待される

状態。」と定義し、そのうえで、Level1 のプログラムの内容を設計する際の「有効性」を

担保する観点から、次の 2 点を要求事項として規定を試みた。 
① プログラムには、健康への気づきを意図した健康的な活動の体験を含めなければな

らない。 

「安全性」は参加者が安心して参加できるためのプログラム構成や人材育成、施設

設備の整備を行っているかどうか、また、参加者への説明事項や個人情報の管理な

どについて確認する内容で構成され、その項目数は 14 である。 

「有効性」は参加者に対して健康に関する正しい知識をもたらし、健康への気付き

を与え、生活習慣の改善の継続性を考慮したプログラムであるかどうかを評価する

ことを目的とした内容で構成され、その項目数はレベル１：４、レベル 2：４、レベ

ル 3：４である。 

「価値創造性」はプログラム参加の経験の価値を考慮したプログラムであるかどう

か、またプログラムが地域と連携したプログラムとなっているかどうかを評価する

ことを目的とした内容で構成され、その項目数はレベル 1:４、レベル 2：４、レベ

ル 3：４である。 
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② プログラムには、参加者の運動・栄養・休養の状況など生活習慣、または心身の状況

を認識させることを意図した内容を含まれなければならない。 
価値創造性については、情緒的価値と地域活性化という 2 つの異なった方向性を合わ

せた概念として示されており、「プログラムの内容及び提供方法において情緒的価値と地

域活性化の 2 つの価値が創出されている状態。」と定義を試みた。そのうえで、Level1 の

プログラムの内容を設計する際には、次の 2 点を要求事項として規定を試みた。 
① (情緒的価値)プログラムには、例えば参加者に楽しさ、心地よさ、おいしさなど情緒

的な価値を与えることを狙いとした、健康への気づき以外のテーマやストーリーな

どの要素を含めなければならない。 
② (地域活性化)プログラムには、例えば文化遺産、名跡、名産品、伝統行事など催行場

所の地域資源を活用した内容を含まなければならない。 
なお、昨年度の基準では、レベル 1 の地域活性化に求める内容として以下の３つ項目

が求められていた。 
・プログラム催行場所の地域資源を活用していること 
・プログラムの中で地域資源を活用することの重要性を内部で共有していること 
・理念（地域振興の観点から目指している方向性）を掲げていること 
地域活性化は、認証で必須の要素として求めた場合、プログラムによっては適合しづ

らいケースが想定されること、また地域活性化は顧客の購買決定要因にならない(顧客が

求めていない特性となる)場合も想定され、この観点で評価をしても認証ユーザーのニー

ズ外れたものになるおそれがあるという議論があり、レベル 1 の地域活性化については、

方向性は変えず、より適合しやすい規定ぶりを考えた。 
安全性については、昨年度の評価基準を見ると、安全だけではなく、安心についても

カバーしている概念と認識されたため、「参加者のヘルスツーリズムプログラム購入・利

用時に想定される、身体的・心理的・財産的なリスクの発生を抑えるための対応(安全対

応)がされ、かつリスクが顕在化した場合でも参加者が許容可能なレベルまで制御するた

めの対応(安心対応)がされ、プログラムの内容及び提供方法に適切に反映されている状

態。」と定義した(図表 4-50 参照)。 
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図表 4-50 「安全性」、「有効性」及び「価値創造性」の概念整理 

 

 
E) プログラムの設計基準の作成 

昨年度の報告書では、プログラム単位での認証という考えのもと、プログラムだけで

はなく実施体制も併せて評価するという審査方法が提起されていた。しかしながら、プ

ログラムを設計する際のよりどころとなる、プログラム内容についての枠組み(設計基準)
が示されていなかった。ヘルスツーリズムプログラムの多様性を踏まえると、非常に振

れ幅の大きいプログラムが申請されることになり、審査は難しくなってくる。とりわけ

安全性確保のための最低限の枠組みは重要であることから、公的な機関が公表している

安全ガイドライン文書等を参考にプログラム設計基準(図表 4-51 参照)を作成した。 
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図表 4-51 ヘルスツーリズムプログラムの内容に対する設計基準 

 
F) 第 3 者による適合性評価のための要求事項の作成 

認証とは第 3 者による適合性評価をいい、適合性評価を行うためには、その基準とな

るものが必要であり、一般的には、申請事業者が順守すべき活動を規定した要求事項の

策定が必要になってくる。 
昨年度の評価基準は、各品質要素と一対一で対応した形で具体的な実施事項を挙げ、

特定の実施方法(例えばアンケートの実施など)を指定している箇所もある。繰り返しに

なるが、実際の組織の活動は、品質要素と一体一の関係で対応はしていない。また教育

訓練の規定はあるが、そもそも求める力量を明確化させる規定がないこと、スタッフア
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ンケートによる改善はあるが、改善に向けたモニタリングやデータ収集の規定はないこ

となど、要求事項としてカバーすべき内容についても、検討する必要性が認識された。 
幅広い事業者に適用可能とするために、要求事項は事業者の規模や事業目的などによ

らず、柔軟に適用性を確保することが必要である。したがって、各活動のねらい・目的

を示し、示された最低限レベルの目的到達に必要な活動を要求事項として規定し、 必要

に応じて参考となる活動を例示するという形で規定をすることが望ましい。また、あら

かじめ評価基準を公開することは、自己適合宣言のためのガイドラインという位置づけ

では有用であるが、第 3 者による適合性評価を実施する場合は、書かれていることだけ

やればよいという弊害も生じる。さらに、目的達成のための手段が限定されていると継

続的レベルアップに対するドライブを弱めることにつながる。以上のことから、昨年度

の成果物をベースとして、適合性評価のための認証基準として要求事項を作成した。 
要求事項は、本調査事業の中心である Level1 に加えて、Level2 を作成した。適用組

織の継続的改善を可能にするため、遵守すべき活動内容を PDCA 構造で規定している。

Level2 の要求事項の作成にあたっては、レベル 1 との要求事項との差を持たせること、

かつステップアップが可能にするということをねらいとして、Level2 は、プログラムの

内容に「有効性・価値創造性」の観点で Level1 の上乗せ要求を設定して作成した。また、

提供方法についても持続的で確実な提供を担保するための機能として、スタッフの教育

訓練などの資源の運用管理、改善のサイクル(PDCA)が機能していることなどの点を上乗

せして作成している(Level1 は安全担保を必須としながら「P・D 機能」を中心とした部

分にフォーカスしたものであり、各規定には、要求事項の意図をわかりやすくするため

の解説を付した。)。 
なお、こうした要求事項の構造は、一般財団法人日本規格協会が提供するアクティブ

レジャー認証の認証基準である「ヘルスケアサービスの品質保証－アクティブレジャー

提供者に対する要求事項－」と同様の構造であり、制度間の連携により、一体的普及の

可能性を高めることを意図して、作成を試みたものである(図表 4-52・図表 4-53 参照)。 
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図表 4-52 要求事項の構造 

 

図表 4-53 作成した要求事項 Level1 と Level2 の違い 
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G) 文書審査資料の作成 
本調査事業は、Level1 の審査方法の妥当性検証が中心であり、文書審査方式を想定して

いるため、文書審査用の資料(文書審査シート)を作成した。文書審査シートは、プログラ

ム情報に対する「プログラム情報シート」と、提供の仕組みに対する「運営管理情報シ

ート」を一体化した文書審査シートで構成されている。「プログラム情報シート」 では、

プログラムが設計基準を満たしていることを客観的に判断できるように、有効性と価値

創造性の根拠を記述させる形式にした。「運営管理情報シート」では要求事項の該当箇所

を、各質問項目の前に表示し、要求事項に対して適合している証拠を記述させる形式に

した(図表 4-54 参照)。 
 

図表 4-54 文書審査シート(調査版) の構成 

 
H) 認証スキーム案の作成 

昨年度の成果物に従って、調査実施に必要な認証スキーム案(図表 4-55 参照)を作成し

た。具体的には、認証の利用条件にあたる申請要件、認証のスコープ(認証対象となるヘ

ルスツーリズムプログラムは、旅行商品あるいは宿泊プランそのものではなく、旅行商

品や宿泊プランを構成する素材であり、実際は認証プログラムがセットになった旅行商

品や宿泊プランという位置づけで流通すること)、さらに初回申請から認証、公表から維

持管理にあたるまでのルールを検討した。 
Level1 の認証審査では、初回認証審査は文書審査のみで実施し、必要に応じて立ち入

り審査を設けることにした。Level2 の認証審査では、初回認証審査は文書審査と現地審

査で実施するほか、定期的なサーベイランス審査、更新審査を用意し、必要に応じて立

ち入り審査や是正確認審査を設けることにした。有効期限については、プログラムの入

り変わりが相当程度早いスピードで進むと想定されることから、Level1 は 1 年、Level2
は複数年とした。  
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図表 4-55 認証スキーム案(調査版) 

 

I) ヒアリング説明資料の作成 
A）～H)までの課題認識のもと、調査用資料として、下記を作成した。 
- 調査依頼状(図表 4-56 参照) 
- 要求事項 Level1 
- 要求事項 Level2 案 
- 文書審査シート Level1 
- 調査説明資料 
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図表 4-56 調査依頼状 

 
 
 
2) 認証事業の試行と当該結果の妥当性の確認 

A) 受付窓口・相談の試行 
 受付窓口・相談の試行について、事業の積極的な広報は行っておらず問合せへの対応

のみとなった。、現在の問い合わせ・相談の傾向を整理すると以下図表 4-57 の通りであ

った。特に、地方自治体がヘルスツーリズムの取組みに合わせて制度利用を検討する例

が目立った。次いで、マスメディア、ヘルスツーリズムプログラム提供事業者からの問

い合わせであった。前者については、事業者の取組みとセットでの取材需要がみられ、

後者については、制度開始の時期に関する問い合わせが散見された。 
 半面、購入側にあたる旅行会社や一般消費者からの問い合わせは低調であった。現在

は制度自体が開発段階にあることに加え、ヘルスツーリズム認証制度自体の情報が行き

渡っていないことが背景にあると考えられた。 
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図表 4-57 受付窓口・相談の傾向 

 
 

 本事業における受付・相談数は定量的な検証はできないものの、問合せ主によって内

容や相談の傾向が異なっていた。この点、問合せ主毎の想定問答を整備しておくことで、

問合せ主が求める内容に的確に対応していくことができると考えられた。 
受付窓口・相談対応と連動して、認証制度の概要、認証基準、認証のメリットなどの基

本情報を整理したうえで、ホームページ上での必要情報の発信・対応、メールでの対応

などの準備も同時に推進していく必要がある。 
 
B) レベル 1 審査（書類審査）、レベル 2 審査（訪問審査）の試行 

審査方法に対する妥当性検証の前提条件として、認証制度自体が、ユーザーのニーズ

と適合していることが重要である。したがって、ビジネスモデルの異なる複数の事業者

に対して、以下の点をポイントにおいたヒアリング調査を中心に実施した。 
◆妥当性検証の評価のポイント: 
①ユーザー(・制度活用者)のニーズと、認証制度はマッチしているか 
➁ユーザー・認証機関双方にとって審査の実効性が確保できる要求事項、審査方法か 
 
(ア) Level1 の審査方法の妥当性検証について 
①ユーザー・制度活用者のニーズと、認証制度はマッチしているか 

まず、プログラム単位での申請という点については、主に以下のような事項が認識さ

れた。 
ホテルや温泉旅館などの宿泊施設では、ヘルスツーリズムプログラムは、宿泊者向け

の追加サービス、または宿泊プランの一部という位置づけで提供されている。どちらの

場合でも、メインの商品は宿泊や施設での滞在であり、付加価値のためのオプションと

いう位置づけにある。施設によっては、宿泊者に対して、多数のアクティビティを用意

して、アラカルト方式で選択利用できるようにしていることが価値提供であるという考

え方で経営している場合もあった。プログラム単位での認証申請を前提とした場合、認

証料金の問題は別としても、ある程度、特定のプログラムを絞って申請せざるを得ない

状況が想定されるが、認証機関にとっても確実に品質評価を行ったものをだけを認証す

るということが原則であるため、やむを得ないケースと解される。 

問合せ主 問い合わせ・相談の傾向

地方自治体
地域ヘルスケアビジネス、着地型観光としての観点から地域活性化の施策と
しての取組みからの認証内容の問い合わせが多かった。

マスメディア
新しい施策としての取材ニーズ、新たな観光、ヘルスケアサービスとしての取
組みに注目が集まり、認証を含むヘルスツーリズムに関する取材が依頼が
多かった。

ヘルスツーリズムプログラム提供事業者

旅行会社

一般消費者

ホテル、旅館を中心に制度への注目が集まり、問合せが集まる。特に、多い
問合せ内容は認証開始の時期であった。

３社から制度概要と認証基準に関するヒアリングがあった。

問合せは全くなし。
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ゴルフ場に併設されたリゾートホテルを営む事業者(IGR 京セラ)では、ゴルフと宿泊

プランがセットになった宿泊プランを提供している。プランには、ゴルフのフリー利用

権が含まれているが、ヘルスツーリズムプログラムはあくまでも健康的な活動のきっか

けを与えることを意図したサービスであり、このフリー利用時間であっても、安全性、

有効性及び価値創造性を担保して提供がされていなければならない。したがって、例え

ば、食べ放題・飲み放題の食事など健康的な活動のきっかけを与えることを目的として

いない食事の提供、安全管理がされていないフリーでの運動の実施などは、ヘルスツー

リズムプログラムから除外されなければならない。もし宿泊プランでしか流通されてい

ない場合は、認証申請時には範囲を特定したうえで、ヘルスツーリズムプログラムとし

て申請をしなければならないケースが生じる可能性が認識された。 
次に、認証のグレードとビジネスモデルとの関係については、主に以下のような事項

が認識された。 
特定保健指導など BtoB のヘルスケアサービスを受注している事業者(池の平ホテル、

熊野健康ラボ)に対してのヒアリングからは、一般消費者向けの商品であっても、利用者

が目的意識をもって参加しており、比較的健康意識が高い層が多いことが分かった。こ

れらの事業者にとっては、安全管理とエビデンスに基づいたプログラム設計と期待され

る効果の訴求がポイントであり、こうした意味合いでのプレゼンスを向上させることが

認証の活用の目的として位置づけられており、両事業者からは Level1 からステップアッ

プしなければならないのは価値のない行為であること、また観光体験をメインとしたヘ

ルスツーリズムプログラムと、エビデンスに基づいた健康志向の自社商品が同じステー

タスとして公表される状況は、好ましくないという発言があった。 
一方、ルスツリゾートホテルのヒアリングでは、Level が上がっていくにつれて、エビ

デンスのレベルに対する要求が高まっていくというグレード分けの考え方からは、健康

志向が強いプログラムをより評価する認証になる可能性が感じられ、プログラム設計の

自由度を狭めるのではないかという点が指摘された。またグレード分けをしてもよいが、

サービス提供の実績や利用者の満足度などのパフォーマンスを活用した、グレード分け

の在り方についても検討すべきという意見があった。これに関連して、四万温泉のヒア

リングでは、プログラム内容と仕組みの評価だけでは、実際のサービス品質(たのしい、

おいしいなど)とかい離が生じる危険性があり、認証の信頼度にも影響を与えるのではな

いかという指摘があり、提供後の品質評価も踏まえた認証の在り方を検討する必要性も

認識された。 
次に、事業者の要件設定については、以下のような事項が認識された。すなわち「ヘル

スツーリズムプログラムの提供を事業として行い、その事業運営に責任をもつ法人また

はその一部。」だけが認証可能という条件と、ビジネスの現状との関係についてである。 
イーストホームタウン沖縄は、DMO 関連事務局の業務開始に向け、各種連携・契約を

進めている。地域の観光資源をコーディネートして、着地型旅行商品を開発し、「ビタミ

ン N」という地域ブランドで流通を目指す、地域観光の核を担う着地型旅行会社である。

単に地域資源を提供する事業体が連携しているのではなく、連携先が提供するサービス
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や製品の品質を管理しながら、商品開発・販売をしており、多様かつ魅力的なツアー商

品が生まれる可能性が感じられた。ヒアリング調査からは、事業運営に責任をもつ事業

者として認証組織の要件を満たす事業体であることが確認できた。しかしながらヘルス

ツーリズムに関して、現状ではこうしたケースはまだ多くはない。 
一方、自治体がヘルスツーリズムを主導する地域では、協議会による運営がされてい

るケースがみられ、ウォーキング指導を提供する事業者、健康弁当を提供する飲食店な

どが連携して、一つのヘルスツーリズム商品として提供されている。竹田温泉、四万温

泉のヒアリングからは、現状、申請可能性のある事業者ということに関しては、温泉旅

館などの宿泊施設のうち、熱心な取り組みをする、ごく一部施設について期待される程

度にとどまっており、販売窓口となっている観光協会などが事業体としてヘルスツーリ

ズム認証を取得するという方向性は、まだみられない状況であることが分かった。 
以上のように、ヘルスツーリズムは先駆的にいくつかの地区での取り組みがなされて

いるものの、多くの場合は商品開発やプロモーションについて、手探りで進められてい

る状況であり、BtoC での展開のみで事業基盤を確立することは困難な状況がうかがえた。

一方 BtoB のヘルスケアサービスを受注している事業者(池の平ホテル、熊野健康ラボ)で
は、BtoB の受注に耐えうる専門人材を確保してから BtoB という安定的な事業基盤をつ

くり、BtoC のサービス提供のほうにも資源を転用してビジネス効率を高めるという事業

展開をもっていることが分かった。このような状況を踏まえて、認証の活用方法を提案

していくことが認証を普及するうえでも重要であると認識された。 
 
➁ユーザー・認証機関双方にとって審査の実効性が確保できる要求事項、審査方法か 

要求事項については、昨年度の成果物をベースにしているため、規定でカバーしてい

るポイントは妥当であるという意見が多かった。 
価値創造性のうち地域活性化について、瀬戸内リゾート青凪(リゾートホテル)からは、

地域資源の活用はプログラムの特性によって適合しない場合もあるため、必要条件と十

分条件に分けたほうが良いのではないかという意見があった。実際 IGR 京セラの文書審

査シートの回答では、地域資源の活用については「ありません」という記述があった。

まったく地域資源を活用していないというわけではないが、本質的には地域資源の活用

を積極的な売りにしていないケースと認識された。地域資源の活用は事業者のオリジナ

リティにあたる部分とも考えられ、レベル 2、3 の場合の要求水準の設定には慎重な検討

が必要であると認識された。 
一方、要求事項については、規定の読みにくさという点で課題が認識された。具体的

には、キャンセルポリシーやモニタリングという外来語の言葉が分かりにくいという声、

表現が分かりづらい(例えば、「➁プログラムの内容には、参加者の運動・栄養・休養の状

況など生活習慣、または心身の健康状態について現状の認識を支援する機会を含まれな

ければならない。」)という意見の多い特定の箇所があった。キャンセルポリシーやモニタ

リングは、用語の定義を追加し、また表現が分かりづらい箇所については、表現を簡潔

にしたりすることが必要である。なお、要求事項の Level1 では、規定趣旨の解説を付け
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加えてあるが、ヒアリングからは理解促進の参考となったという声があり、より充実さ

せることで取り組みやすさも向上しうることが確認された。栄養プログラムにおける安

全確保の一環として、食物アレルギーについての現状の取り組みを確認した。一部レス

トランなど自前の施設で提供する場合を除いては、弁当などの提供するケースではメニ

ュー表示はあるものの、基本的にはアレルギーについては表示をしていないという状況

であり、これまでの事例からは自ら不安がある人は弁当を持参することを連絡してきた

ということであった。現在、消費者庁で外食産業におけるアレルギー表示の在り方につ

いて検討が進められているが、中間報告によれば、原則として誤ったアレルゲン情報を

提供せず、提供できる情報のレベルに応じて正しい情報を提供することが望ましいとさ

れている。このことから、アレルギー表示については、次のように規定をし、参考とし

て情報提供の在り方を示すという対応を行うこととした。 

文書審査シートについては、旅行商品や宿泊プランなどの複数の流通形態をすべて記

載しているケースがあり、書き分けにくいという声が複数あった。この点についてはあ

くまでもプログラムという単位で申請・記述するように明記することで、克服可能と考

える。 
文書審査シートの質問項目については、まず本来確認すべき項目が漏れていたこと(個

人情報の取り扱い)について対応する必要がある。また、苦情と改善の仕組みを確認する

質問については、「このプログラムではまだ苦情や不具合がないから、書きにくい」とい

った複数の意見があったが、本来の質問の意図である改善に向けた情報伝達とアクショ

ンの仕組みがあるかどうかを確認できるような表現に修正する必要がある。また、この

個所については、事業体として一貫した責任をもつ事業主体がない場合、とくに協議会

の中で事業者が連携してプログラムを提供している場合は、PDCA サイクルが各個別事

業者の内部で回ってしまっているケースがみられ、観光協会や観光セクションの行政担

当者にとっては、苦情や不具合などの改善に関わる詳しい情報までは収集できていない

ことが想定されたが、ここは事業者として当然管理しなければならないことであるから、

問題はないと思われる。 
瀬戸内リゾート青凪(リゾートホテル)では、エステプログラムは自社開発ではなく、専

門業者からプログラムと必要備品を購入して、自社スタッフが提供している。同様のリ

ゾートホテルでは、こうした形が基本であるという発言があり、いわゆる設計プロセス

を外注しているケースに対応した文書審査シートにしておく必要性が認識された。 
調査を実施して認識された一番の課題は、情報収集のあり方である。 
例えば、プログラム提供に関する要求事項に対する適合性を確認するためには、事業

申込者からのアレルゲンに直接関係する情報の提供依頼があった場合は、対応可能

な情報提供のレベルを理解した上で、正しい情報提供しなくてはならない。不正確

な情報提供により、誤食が発生し、生命に関わることもあるため、使用する原材料

情報の取得など適切な管理措置がとれない場合には、不正確な情報提供を行っては

ならない。 
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者の運営の実態について情報収集しなければならないが、事業者側に適合していること

の説明を期待することは難しい。業務マニュアルを提出させたとしても、そこに評価に

必要な情報が網羅されているかは不確実である。 
また、組織の情報、実施体制、外注事業者の有無など、本来はプログラム提供背景とな

る基本的な情報は、事前に資料として提出させることが、文書審査上望ましい。同様に、

緊急事態の対応、個人情報保護方針など多くの組織ではすでに業務文書として存在して

いる可能性が高い資料、また要員の力量確保の状況を判断するための情報源となりうる

経歴、資格及び教育訓練の実施状況に関する資料、さらにクレームや不具合の記録など

ついても、提出可能であれば、事前に収集するための措置を講じたほうがよいことが認

識された。 
 

(イ) 調査を踏まえたレベル 1 審査資料の作成 
認識した課題に対応するため 3 つの対応策を講じることにした。 
まず、先に示した要求事項 Level1 及び文書審査シート Level1 に対して、改善すべき

箇所について修正を行った。2 点目として、文書審査シート以外の提出を求める資料をリ

スト化し、「認証申請用提出書類確認表」(図表 4-58)を作成した。これにより、文書審査

の事前情報量を担保することにした。3 点目として文書審査シートの一部として、プログ

ラムの設計・提供プロセスの要求事項を網羅した「運営チェックシート」（図表 4-59)を
作成し、文書審査シートに一部として盛り込むことにした。これにより、要求事項を見

比べなくても申請事業者がシートに記入していくことができるようになり、審査側とし

ても適合性評価のポイントとなる必要な情報が得られるようにした。 
レベル 1 の審査で使用する資料とフローとの関係は図表 4-60 のように整理される。

また、これらを踏まえて、レベル 1 の認証業務のフローを検討し「認証運営規定案」(図
表 4-61)としてまとめた。 
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図表 4-58 認証申請用提出書類確認表 
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図表 4-59 運営チェックシートの一部 

 

 
 
 
 
 

 図表 4-60  Level1 の認証審査運営フロー案と成果物の関係 

 

 
  

申込時/契約時

•認証維持管理遵守
事項

•認証審査申請要領

事業者の審査準備時
(提出資料作成時)

•要求事項Level1
•文書審査シート(※
運営チェックシー
トはこの一部)
•認証申請用提出書
類確認表＋説明資
料

認証機関の文書審査
時

•要求事項Level1
•(記入済み)文書審
査シート

•レベル1評価ガイ
ドライン

•(提出された)認証
申請用提出書類確
認表＋説明資料
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図表 4-61 認証運営規定案 

 
(ウ) Level2 審査(訪問審査)の審査方法のあり方について 

今回のヒアリング調査は Level1 の審査に対する妥当性確認が主目的であるため、

Level2 の要求事項の作成をしたものの、Level2 審査(訪問審査)の妥当性検証という意味

合いでの調査は、十分に行えたわけではないが、Leve12 以上相当のプログラムを提供し

ていると想定される事業者へのヒアリング調査の中で、その実行可能性を確認した。熊

野で健康ラボ、島根おおだ健康ビューローでのヒアリング調査では、実地審査に対応し

うるだけの資料が容易されており、ある程度、実際の訪問審査の試行に近いヒアリング

を行うことができた。また、熊野で健康ラボでは、調査チームが実際に運動・栄養の複

合プログラムを体験する機会が得られた。スタッフのコミュニケーションなどの過程品

質、プログラムにおける価値創造性の作りこみ、アウトドアで提供される場合の安全確

認の方法などが、利用者目線で具体的に確認できた。IGR 京セラでのヒアリング調査で

は、文書審査ではそもそも接遇などの評価はできないものと割り切るしかないのではな

いかという指摘があったが、一方、熊野で健康ラボからは、サービスの品質を文書審査

だけで評価することは難しく、むしろ初回審査こそ現地でサービス品質も含めて確認す

るほうがよいという意見もあった。Level1 審査の限界と、Level2 または 3 における審査

での提供する価値を認識しながら、認証制度の設計をしていく必要性が認識された。 
Level2 の審査については、文書審査を踏まえたうえでの実地審査が想定されている。

認証スキームとしても、定期的なサーベイランスの実施を前提として、有効期限は複数

年という想定をしている。事業者の立場からいえば、定期的に行われるサーベイランス
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が一体どんな価値を提供してくれるのかということが、関心事になる。少なくとも、

Level2 の審査では、2 年目以降はそれまでの実施記録について情報収集できるので、こ

の結果を踏まえ、第 3 者の視点で問題点の是正や改善のきっかけを与えるという価値を

提供することはできる。 
こうした価値を提供しつつ、サービス品質評価を適切に行うための審査のあり方とし

て、今回の調査を踏まえると、次のような方向性を基本として検討すべきと考える。ま

ず Level1 審査と同様の資料提出を求めたうえで、現地に赴き、実際のプログラムの体験

あるいはデモ、難しい場合はインストラクターによる提供の流れの詳しい説明など必須

とする。そのうえで、実際に決められたルールと実施状況(提供場所や設備の安全管理が

できているのかなど)、スタッフの接遇などのサービスの過程品質の確認、提供される飲

食物の確認や、物理的に現地いかなければ見ることができない機密情報も含めて、多角

的に要求事項の適合性を確認するための情報を収集することがよい。また、提出された

資料を確認するという断片的な情報確認だけではく、特定の情報について関連性をヒア

リングしながら、芋づる式に追跡していくことで、うまく必要な情報がつながり、実質

的に仕組みが機能しているのかどうかを確認することができる。 
 
C) レベル 3 審査の課題抽出及び対応策の検討 

昨年度検討されたレベル 3 の認証基準を見ると、レベル 2 の要求にさらに上乗せがさ

れたものになっている(再掲図表 4-49 参照)。 

 
再掲 図表 4-49  昨年度検討されたヘルスツーリズム認証基準の概要 
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今回のヒアリング調査は、レベル 3 審査の妥当性検証を実施していないが、ヒアリン

グ結果も踏まえると、次のような課題が認識された。 
 要求事項の策定の必要性 

レベル 3 を想定した要求事項の作成はしていないが、レベル 3 の審査方法の確立にむ

けた最初の作業は、昨年度の成果物をベースとして、要求事項を策定することになると

考えられる。昨年度の評価項目として「プログラム提供事業者は、指導技術（資格）や経

験回数などに応じてプログラム実施者のレベル分けをしており、プログラムを受け持つ

ことができる基準を明確化していること」がある。担当スタッフの力量の確保はレベル

1 で要求すべき事項であり、一方でレベル分けして力量を管理することを必須とする合

理的理由がなければ、必要のない管理を求めてしまうだけになる。とくに小規模の事業

体が多い業態を鑑み、要求事項を作成し精緻化していく必要がある。 
 

 プログラムの科学的根拠の評価 
レベル 2 から 3 への最も特徴的な上乗せ事項は「プログラム自体の科学的根拠を確立

又は専門家が推奨」という点であるが、この評価を認証機関が信頼性をもって実行でき

るかという点が課題になる。特定の専門家が推奨しているからといって、チェックなし

で判断することはリスクが大きい。少なくとも推奨者以外の専門家によるレビュー機能

などは必要と考えられる。また、レベルの科学的根拠を求めるのかという点も課題とし

て残されている。アクティビティによってはエビデンスの蓄積自体が少ないものもあり、

事業者自ら証明することは相当のコストが予想される。こうした部分の支援などを認証

機関側ができるのかも含めて、実効性のある方法を検討していく必要がある。 
 パフォーマンスを踏まえた品質評価方法の確立 

レベル 3 のもう一つの大きな特徴は、「参加者アンケートによる満足度が９割以上」と

いうパフォーマンスを考慮した評価を行うという点である。ヒアリング対象者のうち、

多くの事業者から、利用実績によって評価をうけるべきであるという意見が出された。

さらに、アンケートという手法がよいのか、データの回収率や実施方法の信頼性をどう

確保するのか、また満足度という視点だけでよいのかも考慮すべきである。 
 
D) アクティブレジャー認証との連携方法の確立にむけた検討 
ヘルスケアサービスは、安全・安心、効果が当然の品質として求められる傾向にあるた

め、提供者・利用者双方のギャップを低減するための、品質評価制度(品質の見える化)は
重要である図表 4-62 参照)。 
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図表 4-62 ヘルスケアサービスにおける品質の見える化の重要性 

 
 
政府は「日本再興戦略 2016」(図表 4-63)で、切れ目のないヘルスケアサービス提供環

境の実現にむけて、ヘルスツーリズム認証とアクティブレジャー認証の一体的普及の推

進を掲げている。 

  

④プログラム内容には、参加者に対する有益な情報提供など、参加後の健康的な活動

実施にむけた働きかけを含めなければならない。 

例えば、次のような情報提供が考えられる。 

(中略) 

-アクティブレジャーなど、日常生活で利用可能なヘルスケアサービスの紹介 
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図表 4-63 日本再興戦略 2016 が掲げる両認証の普及 

 

アクティブレジャーは安全・効果・継続・おもてなしといった品質を担保した健康運

動サービスである。アクティブレジャーにおける「継続」とは、内発的モチベーション

による継続(楽しんだ結果として、健康にもなるというコンセプト)であり、外発的モチベ

ーションによる、飴とムチの世界ではない。したがって、ヘルスツーリズム認証の「価

値創造性」と親和性が高い。 
一体的普及の観点からは大きく 2 つの方向性が考えられる。 
一つは、ヘルスツーリズム認証の事業者とアクティブレジャー事業者間の相互送客で

ある。 
実際にイーストホームタウン沖縄では、沖縄のツアー商品が購入される例として、いわ

ゆる教室(ヨガ、料理)やフィットネスクラブなどが、その会員向けに提供するイベントと

して、いつもとは違った場所でアクティビティを体験することにより、モチベーション

維持、ロイヤルティの保持といった目的で活用する事例が確認された。したがって、ヘ

ルスツーリズム認証の Level2 の要求事項におけるプログラム内容の設計基準(有効性の

担保)に、以下の規定を盛り込むことによって、制度間の相互送客の可能性を高めること

が効果的であると考える。 
もう一つは、既存のアクティブレジャー認証事業者が、ヘルスツーリズム認証の取得

を支援する取り組みが考えられる。ヘルスツーリズムプログラムにおいて、利用者の安

全管理がもっとも重要な分野は、運動である。ヘルスツーリズム認証では、設計者に具

体的な力量の基準を設けていないが、アクティブレジャー認証では、安全と効果につい
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ては健康運動指導士相当の力量のある者が担当することを要求している。両認証の評価

する品質を比較すると、主なギャップは「価値創造性」の担保であり、地域との連携し

たプログラムづくりができればよいことになる。両認証の要求事項の規定ぶりは共通構

造であるとすれば、審査対応労力は少なくて済み、差分の確認を審査することで対応が

可能であると考えられる。アクティブレジャー認証の認証対象となるものは、日常生活

での運動習慣化を目的としているサービスのため、最低週一回に開催するプログラムの

みとなっている。魅力的な単発イベントを開催していた事業者にとっては、ヘルスツー

リズム認証という方向でプレゼンス向上図りやすくなり、既存のアクティブレジャー認

証事業者のメリット付与により、認証の一層の普及につながることが期待される。 
 
E) ヘルスツーリズム認証、アクティブレジャー認証の普及・広報の方策 

ヘルスツーリズム認証の目的は、それらのプログラムを体系化し、客観的基準によっ

て評価されたプログラムが地域ヘルスケアプログラム事業者（プログラム提供事業者）

によって流通・メディアに提案され、商品化されたものが販売ルートに乗り消費者の利

用を促進することにある。 
認証を受けようとする地域ヘルスケアプログラム事業者への制度の周知・徹底を図る

と同時に、消費者への流通ルート確保することが重要である。販売実績が伴わなければ、

認証制度の価値評価が影響を受けることになる。 
昨今の旅行商品の流通構造の変化から判断すると IT を駆使する事が必須であるが、商

品企画の複雑性から商品購入前の人的サービス（コンサルテイング）の必要性も議論さ

れるべきである。 
以下に、今後認証機関が認証制度を普及・広報するうえで、効果的な連携を図りうる

団体の情報について、まとめた。（図表 4-64・図表 4-65・図表 4-66・図表 4-67） 
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図表 4-64 本事業の参加団体による広報手段・機会 
①NPO 法人日本ヘルスツーリズム振興機構【HTO】（例） 
 名称 概要 
会員 21 法人（企業・組織団体）  
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ 
ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

8 大学 
1 学会 

ヘルスツーリズムの研究・開発・啓発

活動を行う学術団体 
主催 ヘルスツーリズムセミナー 平成 28 年 度 まで 41 回 開 催 、     

年 2～3 回実施 
主催 
表彰制度 

ヘルスツーリズム大賞 平成 28 年度第 9 回を実施 

 
②一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構【JSTA】（例） 
 名 称 概 要 
会員 JSTA 法人・個人会員 

 

自治体：43 公益法人：24 企業：

34 
スポーツ団体：15 個人：80 計 196 
(平成 28 年 12 月現在) 
メルマガ登録者数：約 800 名 

連携組織 中央官庁（観光庁・スポーツ庁・内閣

官房・経済産業省・厚生労働省等）、 
国内統括競技団体、大会組織委員会、 
国際スポーツ関連団体 等 

 

主催 JSTA セミナー ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ・ｻﾐｯﾄ開催月以外

に毎月開催、 参加者規模：30～90
名 

共催 スポーツツーリズム・カンファレンス 
平成 29 年 11 月予定 

年 1 回東京開催、笹川スポーツ財団

との共催、参加者規模：150～200 名 
 

共催 スポーツツーリズム・コンベンション

平成 30 年 2～3 月予定(2 日間) 
年 1 回各地スポーツコミッション

持ち回り開催、開催都市との共催 
参加者規模：のべ 250～400 名 

共催 SPORTEC2017 
平成 29 年 7 月 25～27 日 
〇スポーツイベント EXPO 
〇ヘルスフィットネスジャパン 
〇 ス ポ ー ツ 施 設 リ ノ ベ ー シ ョ ン

EXPO 
〇ホームヘルス＆ダイエット EXPO 
〇ゴルフファシリティーショー 
〇スポーツウエア＆用品 EXPO 
〇リラクゼーション EXPO 

スポーツ設備・機器、フィットネス

機器、スポーツ用品、健康器具、介

護機器、サプリメント・健康食品、

スポーツツーリズムなどが世界中

から一堂に出展する、スポーツ・健

康産業日本最大の展示会・商談会。

800 社出展予定、50,000 人来場見込 
スポーツイベント EXPO 部分を

SPORTEC 実行委員会と共催 

共催 スポーツツーリズム・サミット 
平成 29 年 6 月下旬予定 

平成 28 年より年 1 回羽田空港にて

開催、日本空港ビルデング㈱との共

催 
出展 日経メッセ ヘルスケア＆スポーツ 

まちづくり EXPO  
平成 29 年 3 月 8～10 日 

原田 JSTA 会長講演「スポーツ・ヘ

ルスツーリズムによる地域イノベ

ーション」＋スポーツツーリズム関
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連展示 
 自治体・スポーツコミッション・関係

団体等アドバイザー・セミナー講師派

遣 

スポーツコミッション現在数：56 
2020 年までに 170 箇所設置を目標 
(スポーツ庁発表：平成 29 年 3 月) 

共催 
表彰制度 

スポーツ振興大賞 スポーツを通じて健康づくりをし、

ツーリズムや産業振興、地域振興

（まちづくり）に貢献した団体・グ

ループ・企業を顕彰。 
公益財団法人スポーツ健康産業団

体連合会との共催、経済産業省商務

情報政策局・観光庁・スポーツ庁・

日本商工会議所が参画。 
 
③一般財団法人日本規格協会(例) 
 名 称 概 要 
サービス

認証制度

との連動 

アクティブレジャー認証（AL 認

証） 

 
 

健康運動サービスの品質を評価し、

公表することで、サービス品質の可

視化を行う 
認証対象：アクティブレジャー商品

を提供する法人格を有した事業者 
認証単位：事業所(店舗)単位 
 
 

 
図表 4-65 旅行業界との連携 

①一般社団法人日本旅行業協会【JATA】 
 名 称 概 要 
会員 正会員・協力会員・国内賛助会員 

・在外賛助会員 

 

正会員 1,168 社（平成 28 年 7 月 15
日現在） 
第一種旅行業：637 社 
第二種旅行業：206 社 
第三種旅行業：325 社 

共催 ツーリズム EXPO ジャパン 
平成 29 年 9 月 21 日～24 日 

(公社)日本観光振興協会・日本政府観

光局【JNTO】との共催 
主催 
表彰制度 

ジャパン・ツーリズム・アワード 
2017 年は 3 月 1 日より公式ウェ

ブサイトにて募集開始 

ツーリズムの発展・拡大に貢献する

取組を幅広く表彰します。受賞した

取り組みについてはツーリズム

EXPO ジャパン開会式にて表彰式を

行います 
組織内 
メディア 

会報誌「じゃたこみ」 毎月発行 

 
②一般社団法人全国旅行業協会【ANTA】 
 名 称 概 要 
会員 正会員・賛助会員 正会員：約 5,500 社 
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組織内 
メディア 

会員機関誌「ANTA NEWS」 年 6 回発行 

 一般事業 ニューツーリズムへの対応 
 

図表 4-66 観光関連団体との連携 
①公益財団法人日本観光振興協会 
 名 称 概 要 
会員 会員は全国約 650 の観光関係者に

より構成（右記にカテゴリー別数記

載） 

 

１．都道府県 47 団体 
２．市町村 138 団体 
３．都道府県観光協会・連盟 47 団

体 
４．市町村・その他観光協会 135 団

体 
５．観光関係団体 57 団体 
６．運輸交通 59 団体 
７．旅行業 47 団体 
８．観光施設・宿泊施設 41 団体 
９．その他 116 団体 

共催 ツーリズム EXPO ジャパン 
平成 29 年 9 月 21 日～24 日 

(一社)日本旅行業協会・日本政府観

光局【JNTO】との共催 
主催 〇観光立国推進フォーラム 

〇観光立国タウンミーテイング 
〇新たな観光需要創造事業 等 

各種フォーラム・研修でのヘルスツ

ーリズム推進事例紹介 等 

組織内 
メディア 

季刊「観光とまちづくり」  

 
図表 4-67 レジャー・遊び・体験サイトの活用 

①アソビュー株式会社（例） 
 名 称 概 要 
事業内容 ASOVIEW！ 

全国のレジャー・遊び・体験

が探せる日本最大級の検索・

予約サイト 

 

ジャンル数：384 ジャンル 
レジャー掲載数：15,535 件 
＜スポーツ・フィットネス＞(例) 
スポーツ・フィットネス全域/スカッシュ/ヨ
ガ体験･ヨガスクール/健康づくり 
ボルダリング/ブラインドサッカー 
ストリートダンス/剣道教室/バレエ 
ピラティス/ポールダンス/ベリーダンス/フ
ットサル場/タヒチアンダンス 
タップダンス/バブルサッカー/ダーツ場/社
交ダンス教室/柔道教室/卓球 
太極拳/バスケットボールコート 
スケートリンク /コンテンポラリーダンス /
トランポリン/民族舞踊 
ビーチテニス/リラクゼーション 
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ボウリング /合気道 /ボクシングフィットネ

ス 
連携組織 
・事業例 

JTB 自治体・DMO のサポートを強化 
観光商品の販売管理ｼｽﾃﾑを共同開発 

YAHOO 
三越伊勢丹 HD 傘下「エムア

イカード」 
KADOKAWA 
フォートラベル 
JTB 

コンテンツ販売連携 

経済産業省 
「観光予報プラットフォー

ム」 

日本全国の「体験プログラム」が検索購入で

きる仕組みへの情報提供 
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(5) 今後の課題 

今後の課題としては、次の点があげられる。 
・認証制度についての認知向上 
ヒアリング調査からは、Level3 を目指す事業者は、Level1 からステップアップするので

はなく、最初から Level3 の取得を希望している。ヒアリング調査では、事業者側にも文

書審査だけでサービスの認証を行うことについて違和感もあるようだが、各認証のグレ

ードが、ビジネス上どのような価値があるのかを、認証機関は丁寧かつ十分に説明して

いくことが必要である。また、本事業のヒアリング調査の対象は、すべての潜在的認証

事業者をカバーはしていない。特に単一のアクティビティを提供する専門事業者(エス

テ・スパ事業者、アウトドア事業者など)についてのニーズを把握することが必要である。 
健康意識が高い人は国民の少数派であり、自ら情報を収集して、ヘルスケアサービス

を消費する傾向にある。しかし、国民の大部分は健康意識が高くないと考えられる。こ

うした層にアプローチをすることこそが、ヘルスツーリズム認証に期待されることであ

ると考えられる。しかし、ヒアリング調査では、事業者側から「ヘルスツーリズム」とい

う言葉によって健康商品であるというイメージがついてしまうといった認識や、そもそ

も「ヘルスツーリズムとは何か」について、一般消費者に浸透していないことから、認

証を取得してもビジネスシーンで使いにくいという指摘があった。消費者にとって、メ

リットがわかりやすく示されるキャッチフレーズなどの検討も必要であろう。 
 
・ヘルスツーリズムプログラムを担う事業者の育成・支援 
ヘルスツーリズムはまだ黎明期にあり、単独事業として大きく収益化するケースは多く

ない。先駆的な地域でも手探りの状況が見受けられる。こうした状況を踏まえると、有

料での認証サービスの活用はある程度ハードルがあるものと考えられ、認証料金の設定

は慎重に進める必要がある。今回ヒアリングした事業者の期待として、とくにインター

ネット経由での旅行商品の販売を行う OTA から、ヘルスツーリズム認証事業者に対する

積極的プロモーションを実施してほしいなど、具体的な内容も確認された。認証機関に

とって、このような認証取得のメリットづくりのための働きかけは、認証事業のスター

トをよりスムーズにする上で重要である。一方、事業者を育成するには、認証の取得支

援だけではなく、ビジネス支援(商品開発・プロモーション)や、人材育成支援が重要にな

ってくる。ヘルスツーリズムプログラムとして魅力的な資源を保有していても、組織内

部に必要なスキルをもったスタッフがいなければ、事業化は難しい。小規模事業者が多

いなかで、プログラム設計担当者、提供スタッフの育成に必要な教育訓練サービスを提

供するような環境整備も急がれる。 
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(6) 今後の展開 

1) 基本的な考え方 

近年、地方創生の流れもあり、全国の自治体においては地域ヘルスケアビジネス、ニ

ューツーリズム（着地型観光）の観点から、ヘルスツーリズムを地域活性化における一

つの中心的な施策に位置づける動きが目立ってきた。 
我が国の総人口に占める 65 歳以上人口の割合（高齢化率）は既に 26.7％に達してい

る（内閣府：平成 28 年度高齢社会白書）。今後も総人口が減少する中で高齢化率は高ま

っていく見込みであるだけに、通常のツーリズム産業としても健康配慮は欠かせない要

素となりつつある。実際、ホテル・旅館等の民間事業者においても、対象顧客の高齢化

によりヘルスツーリズムを含む健康機能は当たり前の品質になってきているほか、旅先

で体験するウォーキング、ヨガやスパなど、旅行中の健康行動を求める消費者の声が増

えるなどライフスタイルとしても定着の兆しを見せつつある。一方、健康経営の推進に

よる法人の健康サービスの需要喚起の影響もあり、社員旅行や社員研修プログラムにヘ

ルスツーリズムを採用する事例もでてきている。加えて、インバウンドツーリズムにお

いては、ショッピング需要が落ち着きを見せる中で、体験メニューの需要が拡大しつつ

あり、ヘルスツーリズムを求める訪日外国人も散見されるなど、さらなる需要拡大が予

想される段階となってきた。 
ヘルスツーリズムは、明確なビジネスモデルやサービス標準がない中であるなど、な

お黎明期ではある。こうした中で需要が急速に拡大する段階において、有象無象のヘル

スツーリズムプログラム提供事業者が生まれてくる可能性がある。産業を健全に発展さ

せ、需要を喚起しつつ、消費者の選択肢を増やしていくためには早急に対策を打つ必要

がある。ついては、早期にヘルスツーリズム認証制度の運営体制を構築した上で、ヘル

スツーリズム認証制度の存在を知らしめ、活用される土壌づくりを構築していくことが

優先課題といえよう。なお、展開に関する戦略としての具体的に指針（案）については

以下図表 4-68 のようにイメージしている。 
図表 4-68 今後の展開に関する基本的な指針（案） 

 
  

取組み概要

Price 価格
認証制度事業の運営経費を確保しつつも、認証取得事業者が増加する
ための価格設定を考慮

Promotion プロモーション
事業者向け（ヘルスツーリズムサービス提供事業者、サービス利用事業
者）、一般消費者、訪日外国人向けに関係先と連携し展開

戦術

ヘルスツーリズムサービス提供事業者の利用シーンを想定した利用範囲
の広い認証ロゴマークを開発し、マーク利用と認知度向上を図る

Physical Evidence

Process
認証のプロモーション～問い合わせ～申請対応～審査～認証付与～認
証プログラムの発信までの一連のサイクルを組織横断的に開発

サービス

流通

参加者

物的証拠

プロセス

日本で唯一のヘルスツーリズムサービスのプログラム認証サービスProduct

国内旅行、法人旅行、福利厚生、ヘルスケアサービス、インバウンド旅行
における各市場別の流通確立

Place

Participants
ヘルスツーリズムサービス提供事業者、サービス利用事業者、一般消費
者の意向と需要を組織として常にコントロールタワーとして把握・調整
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2) ヘルスツーリズム認証制度の運営体制 

本事業を通じて、認証審査における課題を抽出しつつ、事業面、技術面、プロモーショ

ン面、いずれも概ねの方法論を見出すことができた。 
本来であれば、こうした実務機能を全て有している事業者の存在があれば、早期に事

業を立ち上げ、円滑に運営できる可能性がある。しかしながら、現在のところ全ての業

務を一気通貫で実施・運営できる組織は存在しない。 
実際、本事業については、確固たる業界団体が確立されているツーリズム業界の意向

に依るところが大きいことに加えて、ヘルスケアサービスという特殊性を含めて業界に

精通していないと業界調整にはじまり、業務推進面で困難を強いられる可能性が大きい。

一方で、審査の公平性を含めた認証実務の技術面についても特殊性があり、事業を推進

できる事業者は少ない。 
この点、推進すべき業務について取組み可能な組織の力を結集し、機能別組織形態で

運営していくことが妥当であるとも考えられる。具体的には委員会形式によって運営す

ることで、第三者性を確保しながら専門分野を持ち寄り事業展開するという形である（図

表 4-69）。 
 

図表 4-69 （仮称）機能別組織形態によるヘルスツーリズム認証制度委員会 

 
 
3) ヘルスツーリズム認証制度に関する情報の周知徹底と利用促進 

●法人向け 
①ヘルスツーリズムサービス提供事業者、流通事業者 

  業界団体に向けた内容に特化した認証制度の概要、ならびに認証取得のメリット

（サービス向上の指針、ブランド化、流通促進の可能性）に関する PR 資料を作成

する。日本観光振興協会、日本旅行業協会、全国旅行業協会などの有力業界団体へ

の説明のほか、会員企業・団体向けの説明会などの協力を得ることとしたい。認証

を取得した事業者については、積極的に認証マークを利用することを促していく。

また、自治体については現在ヘルスツーリズムについての事業に取り組んでいる例

も多いので、こうした自治体の担当職員ほか、事業受託事業者を中心に書面を用い

て情報の周知徹底に努める。 

政策・制度管理・運営業務

マーケティング業務

審査事務局業務

書類審査業務

訪問審査業務

広報・プロモーション業務

ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
認
証
制
度
委
員
会
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  こうした展開により、ヘルスツーリズムの産業としての拡大を阻害していたコン

テンツ評価、流通・販売といったボトルネックを解消し、ヘルスツーリズムのエコ

システムたるサプライチェーン(図表 4-70)の確立を目指すこととする。 
 

  
 

②ヘルスツーリズムサービス利用事業者 
  健康経営の推進の内容と連動する形で、従業員向けにヘルスツーリズムを導入し

た際の成功事例のほか、全国のヘルスツーリズムプログラム（認証取得者を中心）

などの PR 資料を作成する。そのうえで、日本経団連や健康保険組合連合会などの

団体に配布する形で情報の周知徹底に努める。企業等の依頼があれば、ヘルスツー

リズム認証に関する講演、セミナーなどの協力を推進していくこととする。 
 
●個人向け 

既存メディアへのパブリシティ展開を中心としたヘルスツーリズムの啓発活動と同

認証に関する訴求活動を推進していく。パブリシティ内容については、認証制度の本

格的な事業スタートのほか、認証取得の度に実例とともに常時情報を発信するなど、

事業立ち上げ当初は集中的なパブリシティを徹底する必要があると考えている。 
また、認証を取得したプログラムの旅行商品、福利厚生商品への採用営業と認証マ

ークのパンフレット等への付与促進についての働きかけを行う。 
消費者目線を鑑みると、効果実感や信頼・ブランドを求めている傾向（図表 4-71）

があるので、本認証は、こうした需要に即した認証であることをアピールしていくこ

ととする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

市場調査
行程

仕組み検討
仕入れ
交渉

パッケージ化

図表● ヘルスツーリズムのサプライチェーン

ボトルネックボトルネック

店頭等において消費者に商品の効果・
品質等を客観的に説明できず、販売に
至りにくい

地域に存在するヘルスツーリズム・コン
テンツを評価するノウハウがなく、商品
（パッケージ）化に至りにくい

図表 4-70 ヘルスツーリズムのサプライチェーン 
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●インバウンド向け 
日本政府観光局が展開する海外プロモーション（ビジット・ジャパン事業、魅力あ

る訪日旅行商品の企画・開発・販売の支援、海外現地メディアを通じた情報発信、ウエ

ブサイトや SNS を活用した訪日観光情報の提供、外国語ツールによる情報発信）ほか、

訪日観光客に対するプロモーションと連携した推進を展開する。 
また、「健康長寿国・日本」での健康立国としての取組みをはじめ、見本市・展示会

などにも出展しつつ、インバウンド事業者に対するアプローチを行うこととする。 
なお、（仮称）ヘルスツーリズム認証制度委員会のホームページと構成事業者のホー

ムページ上での発信展開を継続的に行う。常に制度運営がなされ、認証プログラムが

拡大していることを広くアピールしていくこととする。 
 
  

図表● ヘルスツーリズムの関心構造分析（要約）

ヘルスツーリズムへの関心
エフェクティブ
（効果実感）

信頼・ブランド
（価値ある差別化）

◎「エフェクティブ（効果実感）」とは、
プログラムの科学的根拠につなが
る品質評価を指す。

◎「信頼・ブランド」とは、 プログラム
への客観的な信頼性やプログラム
のブランド性を指す。

出典：髙橋伸佳「ヘルスツーリズムの歴史と現代社会で
求められている機能」日本渡航医学会誌，2007

価格

（プランの）柔軟性

独自性

プラン選択

.71

.73

.86

.81

n＝1,500

（注）上記数値は相関係数を表記

.71

図表 4-71 ヘルスツーリズムの関心構造分析(要約) 
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4.2.2. 介護保険外サービスの情報見える化及び利用促進に関する調査 

（１）目的・内容・方法 

１）調査の背景と目的 

内閣府の「日本再興戦略 2016」（平成 28 年 6 月 2 日）でも挙げられている通り、高齢

者が地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、介護分野での保険外サービス

の創出・育成とともに、自治体やケアマネジャー等の関係者が適切に情報を取得するた

めの、情報の見える化が図られる必要がある。また、経済産業省の次世代ヘルスケア産

業協議会における「アクションプラン 2016」（平成 28 年 4 月 22 日）においても、生涯現

役社会の構築に向けた施策として、保険外サービスの情報の一元化が挙げられている。

個人にとって、保険外サービスも含めた利用可能なサービスの情報が見える化されてお

らず、サービスの質に関しても情報が少ないことが、生涯現役に向けた「情報の壁」と

なっているとされている。 

しかし、保険外サービスの情報が、ケアマネジャー等の関係者によりどのように取得

され、取得された情報がどのように利用につながっているのかは体系的には明らかにさ

れていない。そのため、どのように情報を見える化することが保険外サービスの利用を

促進するのかを調査・検討する必要がある。 

そこで本調査は、保険外サービスの情報が必要十分に取得できないこと（「情報の壁」）

が保険外サービスの利用を妨げる要因となっていることを確認し、情報の見える化の方

策を検討することを目的として実施した。また、保険外サービスの利用促進にあたり「情

報の壁」以外の障壁の有無についてもあわせて調査した。 

 

図表 4-72 保険外サービスの将来目指すべき姿 

 

 

経済産業省「次世代ヘルスケア産業協議会の検討の進捗状況と『アクションプラン 2016』について」平成 28 年 4 月

より 
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２）実施内容 

本調査では、まずこれまでの先行研究などを踏まえ、高齢者が利用する保険外サービ

スを整理した（図表 4-73)。図の左半分の比較的元気な高齢者が利用する保険外サービ

スは健康づくりのためのものであり、すでに健康でありたいというニーズをもった人が

情報探索をする主体者となる。そうした健康づくりに積極的な人は情報収集に関しても

積極的であり「情報の壁」は比較的高くないと仮説を立てた。また、健康づくりに積極

的でない人は情報に対して受動的であり、保険外サービスの情報提供の前に健康づくり

への意識変容・啓発が必要である。つまり、情報探索ニーズは潜在的であると考えられ

る。 

一方で、図の右半分の介護を要する高齢者は、介護や生活支援ニーズがすでに顕在化

していると考えられる。しかし介護を要することから情報探索のリテラシーは高くない

人が多いと想定され、情報の壁が高いと考えられる。そこで、調査の対象を情報探索ニ

ーズが顕在化しているであろう要介護者への保険外サービスに絞った。 

 

図表 4-73 保険外サービス情報一元化の対象領域 

 

 

また、要介護者による保険外サービス情報の取得の流れとしては、日ごろから生活支

援・介護関連サービスの情報提供をしているケアマネジャーの影響が大きいと考えられ

るため、ケアマネジャーを通した情報提供及び利用の実態調査に焦点を当てることとし

た。 

以上の検討を踏まえ、ケアマネジャーに対するアンケート調査とインタビュー調査を

実施した。 
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（1）アンケート調査 

ケアマネジャーによる保険外サービスの情報活用の状況を検討するために、ケアマネ

ジャーに対するアンケート調査を実施した。調査の概要は以下の通りである。 

 

図表 4-74 アンケート調査の概要 

名称 「平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業」に係る保険外サービ

スの情報一元化のための実態把握調査 

実施期間 2016 年 12 月 13 日（火）～2017 年 1 月 3 日（水） 計 22 日間 

調査方法 WEB アンケート（ケアマネジャー向けコミュニティサイトを通じて

配布） 

対象 介護支援専門員 

主な 

調査項目 

■基本属性 

 勤務地の市区町村の人口規模 

 勤務先の事業所種別および法人形態 

 保有する基礎資格 

 経験年数 

 担当している利用者数 

■保険外サービスの提案について 

 身近で使える保険外サービスの提供主体 

 保険外サービスの必要性 

 自立支援や介護予防に役立っていると思う保険外サービス 

 保険外サービスの情報提供、提案、利用の状況 

 保険外サービスを提案するきっかけとその理由 

 保険外サービスを提案しない理由 

 保険外サービスを選ぶ際のポイント 

■保険外サービスの情報集約について 

 保険外サービスの情報の収集主体、情報源 

 保険外サービスの情報の集約・管理者 

回答数 1,074 名 
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（2）インタビュー調査 

アンケート調査の結果を受け、さらに具体的に保険外サービスの提供ケース、情報の

収集・管理方法について検討するために、ケアマネジャーに対するインタビュー調査を

実施した。調査の概要は以下の通りである。 

 

図表 4-75 インタビュー調査の概要 

名称 介護保険外サービスに関するインタビュー 

実施期間 2017 年 1 月 16 日（月）～2017 年 1 月 30 日（水） 計 4 回 

調査方法 グループインタビューによる聞き取り 

対象 アンケート調査回答者のうち 12 名 

（保険外サービスを提案しており、受け入れられている群 6 名 

保険外サービスを提案しているが、受け入れられない群 3 名 

保険外サービスをあまり提案していない群 3 名） 

主な 

質問項目 

■保険外サービスの提案について 

 提案して（利用されて）良かった事例 

 提案しないサービスまたは利用者の事例 

 提案したサービスが受け入れられる・受け入れられない理由 

 どのように提案するか、受け入れてもらうための工夫 

 事業者を選択するポイント 

■保険外サービスの情報管理について 

 必要な場面で情報を収集する方法 

 保険外サービスの情報管理に対する要望 

 保険外サービス活用にあたっての問題点・懸念 
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（２）結果 

１）アンケート調査 

（1）アンケート調査の結果 

①基本属性 

 勤務地の市区町村の人口規模 

 回答者の勤務地の市区町村の人口規模を見ると、人口 30 万人未満の市町村に所在して

いる勤務地が半数以上を占めていた。 

図表 4-76 勤務地の市区町村の人口規模（n=1074） 

 

 

 勤務先の事業所種別および法人形態 

勤務先の事業所種別を見ると、居宅介護支援事業所が 70.9％、介護施設が 15.3％であ

った。 

また、勤務先の法人形態を見ると、社会福祉法人が 28.8％、次いで営利法人 18％、株

式会社 17.6％、医療法人が 17.1％であった。 

図表 4-77 勤務先の事業所種別（n=1074） 

 

  

6.0%

16.9%

14.7%

25.3%

12.8%

10.2%

14.1%

1万人未満
1万人以上5万人未満
5万人以上10万人未満
10万人以上30万人未満
30万人以上50万人未満
50万人以上100万人未満
100万人以上

70.9%

15.3%

5.0%
1.2% 7.6%

居宅介護支援事業所
介護施設
地域包括センター
行政・教育機関
その他
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図表 4-78 勤務先の法人形態（n=1074） 

 

 

 経験年数 

ケアマネジャーとしての累計経験年数を見ると、10 年以上が 26.6％と最も多かった。 

図表 4-79 経験年数（n=1074） 

 

 

  

28.8%

17.1%
2.1%18.0%

2.5%1.1%

17.6%

7.3%
5.5%

社会福祉法人
医療法人
社団・財団法人
営利法人
NPO法人
生協
株式会社
有限会社
その他

11.4%

23.4%

22.3%

16.3%

26.6%

1年未満
1年～4年未満
4年～7年未満
7年～10年未満
10年以上
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②保険外サービスの提案について 

 身近で使える保険外サービスの提供主体 

身近で使える保険外サービスの提供主体を見ると、「家事、生活、買い物支援、配

食、訪問理美容サービス」については、身近にない（3.6％）、わからない（3.4％）と

回答した人をのぞき、90％以上が何らかの主体によって提供されていると回答したのに

対し、「一時宿泊、旅行サービス」については 30.4％が身近にないと回答した。 

 

図表 4-80 身近で使える保険外サービスの提供主体（複数回答）（n=1074） 

  

15.6%

3.6%

17.1%

8.9%

10.4%

23.5%

30.4%

27.9%

24.2%

46.2%

68.2%

37.7%

50.6%

41.6%

25.9%

31.6%

23.7%

17.6%

19.6%

53.4%

7.3%

51.4%

51.9%

8.5%

22.0%

29.2%

35.0%

13.9%

23.0%

9.9%

21.1%

25.5%

8.5%

4.5%

6.1%

12.4%

10.9%

25.8%

9.9%

29.0%

11.1%

13.2%

6.2%

3.4%

5.2%

11.3%

3.4%

25.4%

5.7%

10.4%

26.6%

22.3%

24.4%

25.8%

19.1%

11.0%

10.7%

7.3%

11.0%

15.5%

4.0%

7.0%

7.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

見守り、通報サービス

家事、生活、買い物支援、
配食、訪問理美容サービス

人材紹介就労支援サービス

外出移動支援サービス

運動介護予防
リハビリ関連サービス

趣味学習関連サービス

一時宿泊、旅行サービス

服薬支援サービス

看取り関連サービス

身近にない 民間企業（株式会社等） 介護サービス事業者
社会福祉法人 NPO わからない
その他
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 保険外サービスの必要性 

保険外 サービスの必要性を見ると、「絶対必要」「まあ必要」と答えた人の割合は

「見守り、通報サービス」「家事、生活、買い物支援、配食、訪問理美容サービス」「外

出移動支援サービス」が約 95％と最も高かった。 

図表 4-81 保険外サービスの必要性（それぞれ単数回答）（n=1074） 

 

 

  

44.2%

52.0%

15.9%

49.5%

35.7%

20.0%

22.7%

36.7%

35.0%

50.5%

43.3%

46.9%

45.4%

50.6%

57.4%

51.2%

48.7%

47.4%

4.6%

4.1%

33.9%

4.5%

12.3%

20.5%

23.9%

12.8%

15.9%

0.7%

0.6%

3.3%

0.6%

1.5%

2.0%

2.1%

1.8%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見守り、通報サービス

家事、生活、買い物支援、
配食、訪問理美容サービス

人材紹介就労支援サービス

外出移動支援サービス

運動介護予防
リハビリ関連サービス

趣味学習関連サービス

一時宿泊、旅行サービス

服薬支援サービス

看取り関連サービス

絶対必要 まあ必要 あまり必要ではない まったく必要なし
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 自立支援や介護予防に役立っていると思う保険外サービス 

自立支援や介護予防に役立っていると思う保険外サービスを見ると、「家事、生活、

買い物支援、配食、訪問理美容サービス」が 73.3％と最も多く、次いで「外出・移動

支援サービス」60.0％、「見守り、通報サービス」50.7％であった。 

図表 4-82 自立支援や介護予防に役立っていると思う保険外サービス（複数回答）

（n=1074） 

  
 

 保険外サービスの情報提供、提案、利用の状況 

保険外サービスの情報提供の意識を見ると、利用者に保険外サービスの情報提供をす

ることを「いつも意識している」「まあ意識している」人は合わせて 81.7％であった。 

保険外サービスの提案頻度を見ると、「ほぼ全員に提案している」「半数以上の人に提

案している」人は合わせて 41.2％であった。 

提案した保険外サービスが実際に受け入れられるか見ると、「時々しか受け入れられ

ない」として人が 54.2％と過半数を占めた。 

図表 4-83 保険外サービスの情報提供の意識（n=1074） 

 

  

50.7%
73.3%

5.9%
60.0%

37.4%
20.7%
17.7%

25.7%
12.1%

5.8%
1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

見守り、通報サービス
家事、生活、買い物支援、配食、訪問理美容サービス

人材紹介・就労支援サービス
外出・移動支援サービス

運動・介護予防・リハビリ関連サービス
趣味・学習関連サービス
一時宿泊、旅行サービス

服薬支援サービス
看取り関連サービス

わからない
その他

31.4%

50.3%

15.8%
2.5%

いつも意識している
まあ意識している
あまり意識していない
まったく意識していない
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図表 4-84 保険外サービスの提案頻度（n=1074） 

 

図表 4-85 提案した保険外サービスの受入状況（n=886） 

 

 

 保険外サービスを提案するきっかけとその理由 

保険外サービスを提案するきっかけを見ると、「アセスメントの結果として自身から

提案」が 80.0％と最も多く、次いで「利用者家族の希望」56.2％「利用者自身の希

望」50.9％であった。 

保険外サービスを提案する理由を見ると、「公的保険には必要なサービスがないか

ら」 

が 63.1％であり、「自立支援に効果があると思うから」48.2％「利用者本人が希望す

るから」41.6％「本人の家族が希望するから」41.3％であった。 

 

図表 4-86 保険外サービスを提案するきっかけ（複数回答）（n=886） 

 

0.0%

30.3%

41.3%

13.6%
3.9%

ほぼ全員に提案している
半数以上の人に提案している
時々しか提案しない
ほとんどしていない
過去に提案したことがあるが今はしていない

8.8%

27.9%

54.2%

9.1%

ほぼ全員に受け入れられる（利用される）
半分以上の人に受け入れられる
時々しか受け入れられない
ほとんど受け入れられない

80.0%
4.1%

9.9%
50.9%
56.2%

4.9%
3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

アセスメントの結果として自身から提案
勤務先からの指導

介護サービス事業者からの発案
利用者自身の希望
利用者家族の希望
医師からの指導

その他
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図表 4-87 保険外サービスを提案する理由（複数回答）（n=886） 

 

 

 保険外サービスを提案しない理由 

保険外サービスを提案しない理由を見ると、「利用者の経済的負担が難しいと思うか

ら」が 66.9％と最も多かった。そのほか、「事業者やサービスの質がわからず不安だか

ら」25.0％「身近で受けられる保険外サービスが存在しないから」18.8％であった。 

図表 4-88 保険外サービスを提案しない理由（複数回答）（n=1074） 

 

  

20.3%

48.2%

63.1%

33.0%

41.6%

41.3%

1.6%

3.8%

4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

介護予防に効果があると思うから

自立支援に効果があると思うから

公的保険には必要なサービスがないから

公的保険以上の生活支援・介護予防サービスが必要だから

利用者本人が希望するから

本人の家族が希望するから

会社や所属する事業所から指導されたから

医師から指導されたから

その他

15.5%
66.9%

7.0%
4.2%
6.5%
7.4%

25.0%
18.8%

10.6%
10.1%

介護報酬の対象外だから
利用者の経済的負担が難しいと思うから

自治体・公共団体の提供するサービスで充分だから
介護予防に効果がないと思うから
自立支援を阻害すると思うから

提供している事業者の評判が悪いから
事業者やサービスの質がわからず不安だから

身近で受けられる保険外サービスが存在しないから
身近で受けられる保険外サービスを知らないから

その他
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 保険外サービスを選ぶ際のポイント 

保険外サービスを選ぶ際のポイントを見ると、「利用者・家族の評判が良いか」が

60.3％と最も多く、「ケアマネからの評判が良いか」42.2％「自分がサービス提供事業

者のことをよく知っているか」42.2％であった。 

図表 4-89 保険外サービスを選ぶ際のポイント（複数回答）（n=886） 

  

 

③保険外サービスの情報集約について 

 保険外サービスの情報の収集主体、情報源 

保険外サービスの情報を集めている主体を見ると、「自分で集めている」が 71.8％にの

ぼり、次いで「事業所で集めている」が 37.1％であった。また、「特に集めていない」が

12.3％であった。 

保険外サービスの情報源を見ると、半数以上の回答者がインターネット検索 58.7％と

事業者からの営業資料 57.2％を挙げた。また、職場内の口コミも 41.1％にのぼった。 

図表 4-90 保険外サービスの情報の収集主体（複数回答）（n=1074） 

 

 

  

60.3%
42.2%

6.1%
11.4%

8.4%
4.1%
3.6%

42.2%
35.3%

9.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

利用者・家族の評判が良いか
ケアマネからの評判が良いか

自分の所属する団体・グループが推奨しているか
自治体が推奨しているか

医師や専門職が推奨しているか
自分の所属する団体・グループが提供するサービスか

大手事業者が提供しているサービスか
自分がサービス提供事業者のことをよく知っているか

自立支援や介護予防の効果があるか
その他

71.8%
37.1%

3.1%
12.8%
12.3%

3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分で集めている
事業所で集めている

本部（法人本部・管理本部等）が集めている
自治体が集めている
特に集めていない

その他
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図表 4-91 保険外サービスの情報源（複数回答）（n=1074） 

 

 

 保険外サービスの情報の集約・管理者 

集めた保険外サービスの情報をだれが管理しているか見ると、「自分で集約・管理して

いる」が 67.4％であった。 

また、集約・管理されている必要があるかについて尋ねると、67.7％が必要だと思う

と回答した。やや必要だと思う 26.4％とあわせると、回答者の 94％が情報の集約・管理

を必要としていることがわかった。 

図表 4-92 保険外サービスの情報の集約・管理者（複数回答）（n=1074） 

 

 

図表 4-93 保険外サービスの情報の集約・管理の必要性（n=1074） 

  

58.7%
3.1%

57.2%
41.1%

20.6%
22.5%

20.0%
36.7%

29.9%
1.6%
4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

インターネット検索
特定のインターネットサイト
事業者からの営業資料

職場内での口コミ
職場でまとめられた資料集や一覧表

利用者・利用者家族の声
地域ケア会議

行政から提供される情報
地域の広報誌、情報誌

電話帳
その他

67.4%
37.2%

2.0%
4.8%
9.9%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分で集約・管理している
事業所が集約・管理している

本部（法人本部・管理本部等）が集約・管理している
自治体が集約・管理している
特に集約・管理されていない

その他

67.7%

26.4%

5.4% 0.6%

必要だと思う
やや必要だと思う
あまり必要ない
まったく必要ない
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（2）アンケート調査のまとめ 

ケアマネジャーの 81％は保険外サービスの活用を意識しているにもかかわらず、利用

者に対し実際に提案するのは担当する利用者のうち 40％、実際にサービスを利用するの

はそのうち 42％（全利用者のうち 17％）と推定される。 

意識をしている人に対し提案をする人はそのおよそ半分とギャップがあることから、

ケアマネジャーが保険外サービスを提案する際の障壁をとり除くことが、最終的な保険

外サービスの利用を増加させるために必要であると考えられる。 

 

図表 4-94 保険外サービスの情報提供から受入の状況（n=1074） 

 

 

保険外サービスを提案しない理由としては、「利用者の経済的負担」が圧倒的に高く、

他に「事業者のサービスや質がわからない」「身近に受けられるサービスが存在しない・

知らない」等が挙げられた。特に、利用者へ保険外サービスの提案の頻度が少ないケア

マネジャーは、保険外サービスが「介護報酬の対象外」であること、「身近で受けられる

サービスを知らない」ことを挙げる割合が比較的高かった。 

 

図表 4-95 保険外サービスを提案しない理由（提案頻度別）（n=1074） 

 

 

以上により、保険外サービスの利用を促進するためには、経済的負担への対応のほか、

ケアマネジャーに対しては、身近にある保険外サービスの認知を促進することや、介護

報酬の対象でなくても負担なく利用者視点の情報提供が可能な環境または仕組みが必要

であると考えられる。  
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２）インタビュー調査 

アンケート調査回答者について、保険外サービスを提案しており、受け入れられてい

る群・保険外サービスを提案しているが、受け入れられない群・保険外サービスをあま

り提案していない群の 3 群に分け、それぞれの群から抽出した対象者にインタビューを

実施した。 

 

（1）インタビュー調査の結果 

①保険外サービスの提案について 

 提案して（利用されて）良かった事例 

保険外サービスを提案してよかった事例として、旅行・宿泊など、利用者の外出を促

進するサービスが挙げられた。また、終末期の利用者には理美容などのサービスが喜ば

れるという声があった。 

【インタビューでの意見】 

 元気な方には宿泊旅行サービス。要介護度の重い方だと散歩など短時間の外出

が、ご本人やご家族の方に喜んでもらっている。 

 外出は良かった。認知症の人が生き生きした。暗くちょっとうつ的になってい

た人が明るくなった。本当にいいなと思っている。 

 喜ばれることが多いのは移動支援、いわゆる介護タクシーなど。杖などついて

いる方がかなりたくさんいるので。 

 ターミナル（終末期）の方に理美容をお勧めすると、喜ばれる方が多い。嫌が

る方はほとんどいない。 

 

 提案しないサービスまたは利用者の事例 

保険外サービスの利用が利用者や家族にとっての自立を妨げる可能性がある場合、提

案に慎重になるという意見が聞かれた。その際、利用者の生活にとって必要なサービス

の内容を見極めることが重要であるとのことであった。また、必要最小限のサービスの

みを提案する理由としては、地域の資源不足も一因となっていることが分かった。 

【インタビューでの意見】 

 「してさしあげる」ととても喜ばれるのは確か。しかし自立支援は阻害される。 

 自立というのが大前提あるわけで、サービスが過度に入っていくと、それを妨

げることにも繋がってくる。あまり必要でない、サービスが入ったことによっ

ていつの間にか依存に変わっていく、というケースが見えてくる場合には勧め

ない。 

 利用者はできるものに関して手伝ってもらったら戻れない。例えば、自分で買

い物にいけないので宅配を使おうというとき、商品は選べるが注文書を書けな

いということならば注文書を書くお手伝いをすればよい。それを買い物代行す

る必要はない。そこを見極める。 

 資源量が少ないので、家族ができるのであれば家族に担い続けて欲しい。 

 

 提案したサービスが受け入れられる・受け入れられない理由 

ケアマネジャーが保険外サービスを必要だと考える場合であっても、利用者およびそ

の家族に支援を受け入れる意識が無い場合には受け入れられないとの意見が聞かれた。
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また、必要だと思われるサービスについては、利用者との信頼関係のなかで、利用者の

状況を一緒に理解していく過程を経るなどして受け入れてもらっているとのことであっ

た。 

【インタビューでの意見】 

 本人と家族がしっくり来ないと良い提案でも受け入れられない。 

 特に、家事のことに関しては自分が出来ると利用者は思っている。 

 自立心が高い人は、よほど自分が気に入ったサービスや人でないと任せたくな

い。ちょっと試してみたけどやっぱり要らない、というケースが一番多い。 

 すごく具合が悪くなって入院した後だと、（以前提案して断られたものと）同

じサービスでもやってみようかなという気持ちになれることがある。やはりご

本人が納得しないものを無理やり進めるわけには行かないので、本当はこのサ

ービスが必要だと思うところは、利用者と自分との関係性にも気を配りなが

ら、じっくり試していく 

 （サービスを受け入れない背景には）自分が出来なくなってきたことを認めた

くないというのがある。そういう場合は、アセスメントの一つとして、実際に

試してもらいながら、ここまでは出来ている、ここは難しいよね、ということ

を見極める。ただし、自信喪失してできることが出来なくなってしまうリスク

が当然あるので、やり方を工夫して、慎重にしている。 

 

 どのように提案するか、受け入れてもらうための工夫 

サービスを提案する際には、複数の選択肢を提示する、また、それぞれのサービスの

リスクを説明することで、納得感をもって受け入れてもらうという意見が聞かれた。ま

た、これらの意見は特に保険外サービスを提案している群（保険外サービスを提案して

おり受け入れられている群、保険外サービスを提案しているが受け入れられない群）か

ら多く聞かれた。 

【インタビューでの意見】 

 ニーズに合わせて紹介する際には当然複数の紹介をします。あくまで選んだの

はご本人、家族というところ。全てご本人と、サービス提供者の二者の契約。 

 提案して選択してもらう際には、どういうリスクがある、というところを説明

している。 

 価格の高いところはどのようなサービスで低いところはどのようなサービス、

というリスクの話をして、納得して使ってもらいたい。 

 求められているならば、価格が高いからといって端からお勧めしないというこ

とはあまりない。 

 

 事業者を選択するポイント 

事業者を選択するポイントとしては、情報の連携ができるか、利用者の個別ニーズに

柔軟に対応できるか、要介護高齢者への対応に慣れているかなど、質の面を挙げる意見

が聞かれた。 

【インタビューでの意見】 

 口コミの内容で判断する。 

 情報の共有が出来るところが基本。 

 後々連携をできるかできないかである程度選定している。 
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 利用者視点に立っているかどうか。例えば訪問医療系のサービスだと、医療ば

かりのこと考えている医師だと向かないと思う。 

 要はどれだけ柔軟に対応してもらえるか。（例えば介護タクシーだと、）車椅子

を使っている利用者を自宅へ送った時、玄関まで送って終わりにするのではな

く、玄関から上げて居間へ連れて行くところまでしてくれる（事業者は勧めや

すい）。 

 介護は１つ間違うと命に関わることになるので、それなりの介護の経験値があ

るところ。 

 （ある配食サービスでは）認知症サポーター養成講座を受講した方たちが多く

いて、助かっている。実際、お弁当を届けたときに利用者が転倒しており、救

急搬送につなげてくれたことがあった。 

 

②保険外サービスの情報管理について 

 必要な場面で情報を収集する方法 

地域包括支援センターに問合せるという意見のほか、行政や社会福祉協議会などでま

とめられた冊子や、インターネットサイト、地域の同業者やサービス事業者から情報を

得るという意見が聞かれた。また、特に品質等の冊子やサイトから得られない情報を、

口コミなどで収集していることが分かった。一方、自治体については、対応が各自治体

の状況や担当者によって異なるため、直接問い合わせるのは難しいという声も聞かれた。 

【インタビューでの意見】 

 困ったら一度地域包括支援センターに相談にいく。こんなのはないですかと。

地元に全国で優勝するような認知症の方のスポーツサークルがあるというよ

うな話も、地域包括支援センターに行って初めて教えてもらった。 
 保険外サービスが書いてあるような本は常に持ち歩いている。 

 行政からのパンフレット。市町村のネット。あとは口コミ。 

 ケアマネジャーの情報サイトはいっぱいある。ケアマネジャーも最近スマホ使

うなどしている。 

 社会福祉協議会がつくっている保険外サービスの一覧表はあるが、質の良し悪

しなど表では見えないところは、今まで積み重ねてきた経験や人脈から得た情

報を足していく。 

 働いているところが地元なので、同じ地域のサービス業者と飲みニケーショ

ン、夜ご飯やお酒のお付き合いをして、情報を集めている。 

 オフ会をする。介護業界に携わって長い方々が集まって、そこで情報を聞いた

ほうが早い。今まで積み上がったものがあるので。 

 包括センターとの横のつながりは絶対に必要。 

 近隣の病院や社会福祉協議会の勉強会には行っている。 

 地域にあるケアマネジャーの集まりで情報を聞いてまとめている。 

 事業者が営業に来た際の資料をファイリングして保管している。特色などの説

明も聞いて、記録している。そうしないと必要な情報が集まらない。 

 保険外サービスに関しては、それこそ人から聞かないと（集まらない）。 

 民間の保険外サービスのようなものはなかなか口コミしか情報が入ってこな

い。役所のサービスはパンフレットがあるが。 

 探していたサービス提供事業者をヘルパーさんが紹介してくれた。 

 直接行政の窓口に行く。ただ、（窓口から）事業所に問い合わせをするとなる

と、一時保留になることもたびたびある。 

 （自治体に直接聞くと）自治体が実施しているサービスは紹介できるが、（民
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間の）特定の業者は紹介できないと言う答えが比較的多い。 

 

 保険外サービスの情報管理に対する要望 

保険外サービスの概要のほか、金額やサービスの内容、窓口など、利用者への提供ま

でに必要になる詳細な情報が、見やすく管理されていることを要望する声が多かった。

また、地域に密着した情報が、適宜更新されるとよいという意見も聞かれた。 

【インタビューでの意見】 

 持ち歩いている冊子をネットでもっと見やすく簡単に見られるようになって

いたら、持ち歩かなくていいから、楽。 

 パンフレットに書いてあるものより詳しく、このサービスはどういう人が対象

で、どれくらいの金額がかかって、窓口はどこなのか、がトータルに簡単に見

られるようなもの。 

 担当者名が載っているといい。 

 事業所と住所と電話番号といった情報のほかに、例えば介護タクシーだと何キ

ロまでいくらという明確な金額まで載っているもの。それがあると、いちいち

問い合わせの手間が省ける。 

 今使っている冊子だと、何年かに一回しか更新されていない。 

 全国版の情報サイトの情報と、現場で必要としている情報は違うはず。日本全

国のデータは必要ない。 

 サークル活動など、もう少し地域に密着したものがあれば。 

 その保険外サービスが法令に抵触しないかちゃんとわかると、安心して使え

る。 

 

 保険外サービス活用にあたっての問題点・懸念 

保険外サービスについて、保険内サービスでまかなえない生活を楽しむための支援を

期待する意見が聞かれた。また、保険外サービスの活用にあたっては、全国で画一的な

仕組みを導入するのではなく、地域の実情にあった対応ができる仕組みを求める声があ

った。 

【インタビューでの意見】 

 介護度が軽い人達は生活を楽しんでいく為のニーズが出てくる、介護度が重い

人達は生命を維持する為のニーズが出てくる。介護保険では真ん中の部分をカ

バーできるけれど、そこからはみ出てしまった人のことは、介護保険外のサー

ビスなければカバーしきれない。 

 色々と規制をかけるとそこに当てはまらないケースが出てくる。特に、（生活

を）楽しむというところ。今求めているところは、生活支援であって、生存支

援ではない。生存支援であれば、食べられれば味はどうでもいいし、着るもの

があれば心地よさや自分のファッションセンスなどは関係ない。そこにプラス

アルファしているからこそ生活支援になっていく。 

 介護うんぬんではなくて、娯楽など、その人が単純に楽しめるものが身近にあ

ればといつも思う。 

 ルールがんじがらめの事業を地域へ落とすのではなくて、各地域で介護を補っ

ていく方法を考えて、必要な経費が公費で負担されるという風になれば、介護

保険外サービスって、もっと身近にあって使いやすくて効果があるものになる

と思う。 

 サービスがこうありますよ、といったことが、ケアマネジャーの耳に入ってこ
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ない限り、保険外サービスは活性化しないかなと思う。そうしないと、利用者

に提供できないので。 

 だれがどの町に行っても最低限生活を維持できる支援体制を確立してほしい。

保険でできることと自費でできることを整理して、行政のバックアップのも

と、地域の独立性をもった支援をしていきたい。 
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（2）インタビュー調査のまとめ 

いずれの群のケアマネジャーについても、利用者の自立支援に必要なサービスについ

ては、サービスの保険内・外を問わず、問合せ、冊子やインターネットの検索など、複数

の方法で積極的に情報を収集していることが分かった。 

また、サービスの事業者を選択において、利用者のニーズに柔軟に対応できるか、要

介護高齢者への対応に慣れているかといった質の面がポイントとなるため、情報収集の

際にも、特にサービスの質に関する情報を探索している様子がうかがえた。その他に必

要な条件としては、自治体提供のサービス、ボランティア提供のサービスなども含め、

地域に密着した情報があること、目的とする情報が見つけやすいこと、情報が適宜更新

されることなどが挙げられた。 

一方で、保険外サービスの提案に際し、利用者の自立支援を妨げないかという点で慎

重にアセスメントを実施すべきとの意見が聞かれた。さらに、ケアマネジャーが良いサ

ービスを提案しても直ちに受け入れられるわけではなく、最終的にはサービスを利用す

ることに対する利用者と家族の意識づくりが重要であると考えられる。 

以上により、保険外サービスの利用を促進するためには、ケアマネジャー、あるいは

問合せを受ける地域包括支援センター、サービスの利用を決定する利用者本人・家族な

どが、地域のサービスについて、概要だけでなくニーズに対応できるかといった質的な

面も含め、素早くアクセスできるような情報提供の仕組みが必要であると考えられる。 
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（３）考察 

本調査では、保険外サービスの見える化を検討するにあたり、要介護認定を受けた高

齢者が利用する保険外サービスを対象とし、ケアマネジャーによる保険外サービスの情

報収集・管理の状況や活用の実態について調査した。 

アンケート調査およびインタビュー調査をもとに、ケアマネジャーを通じた保険外サ

ービス提供のフローを整理すると、以下のようになる。 

 

図表 4-96 ケアマネジャーを通じた保険外サービス提供のフロー 

 

 

②ケアマネジメントの段階において、ケアマネジャーの 81％は保険外サービスの活用

を意識しているにもかかわらず、④サービスの提案の段階では、利用者に対し実際に提

案するのは担当する利用者のうち 40％である。 

ここから、保険外サービスの利用を促進するためには、①日常的な情報収集および③

サービスの探索の段階において、身近にある保険外サービスの情報を認知しやすくする

こと、介護報酬の対象でなくても負担なく利用者視点の情報提供が可能な環境または仕

組みを構築することが必要であると考えられる。 

また、提案に対し実際に⑤利用開始となる割合が 42％（全利用者のうち 17％）と推定

されるため、経済的負担への対応や利用者と家族の意識づくりも別途、検討が必要であ

ろう。 

 

特に③サービスの探索の段階について、インタビュー調査では、現状の情報探索にお

ける不満が挙げられた。具体的には、以下の 4 点である。 

 ボランティアや自治体提供のサービスなども含め、全国ではなく地域のサービスが知

りたい 

 利用者の個別ニーズへの対応可否が問合せないとわからない 

 ファイリングした紙の情報が古くなってしまう 

 冊子の目次や記憶を頼りに探すので時間と手間がかかる 

これを踏まえ、保険外サービスの情報を認知しやすく、かつ利用者視点での情報提供

をしやすくするためには、「有償・無償に限らずあらゆる地域のサービスについて」、「利
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用者の個別ニーズに対応できるかといった質的な面も含め」、「鮮度のある情報に」、「素

早くアクセスできる」ような仕組みが必要であると考えられる。 

また、その際には、ケアマネジャーだけではなく、問合せを受ける地域包括支援セン

ター、ひいてはサービスの利用を決定する利用者本人・家族などが利用できる仕組みと

することが、最終的に保険外サービスの利用促進に寄与すると考えられる。 

 

以上の結果を踏まえ、今後は保険外サービスの情報の収集・管理・活用のあり方につ

いて具体的な方法を検討し、実証などにより現実的な運用が可能なモデルを構築するこ

とが求められる。 
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5. 事業の総括 

 

本事業では、健康寿命延伸に向けて地域に根ざしたヘルスケア産業の創出とそのため

の環境整備に取り組んだ。ヘルスケア産業創出においては、ヘルスケアビジネスのモデ

ル構築のための実証事業やビジネス創出に向けた実態調査や普及啓発を行い、産業育成

のための環境整備としては、支援人材の育成、先進事例の普及啓発、ヘルスケアサービ

スの情報の見える化に向けた調査を行った。改めてそれぞれの取り組みについての総括

を述べる。 

 

○地域の実情に応じたヘルスケアビジネスのモデル構築 

全国 12 のコンソーシアムによって、生活習慣病予防、介護予防、生涯現役社会の実現、

健康経営の推進を目的とした実証事業を行った。その結果、地域全体の健康づくりや特

定健診未受診者・リスク者対策、就労支援・社会参加による介護予防の推進など、健康

寿命延伸に向けた一定の成果が見られた。また、健康をテーマとして地域の中小零細事

業者を巻き込むことで地域振興にも寄与した。 

これらの事業は医療・介護事業者などの従来からヘルスケア分野に関わる関係者によ

るものや生活インフラサービスなどの異業種によるものがあり、多様な事業主体者が地

域を巻き込み公的保険外サービスを提供することで住民の健康及び自治体や企業のサー

ビス向上に寄与する充分な可能性が得られたと言える。 

 

○地域のヘルスケア産業創出に向けた取組 

近年取り組まれてきた地域版次世代ヘルスケア産業協議会については平成 29 年 2 月

時点で全国に 33 団体が設置され、事業創出環境の土台ができつつあると言える。しかし

ながら全国の事業者、地域版協議会の実態としては、事業主体者の不足や地域に根づく

持続的なビジネスモデルへの進化が課題となっており、また、地域によってその取り組

み進度に差が出てきていることも伺えた。 

 

○地域ヘルスケアビジネス支援人材研修プログラム 

支援人材の育成に関しては、育成プログラムの構築によりヘルスケアビジネス支援に

必要な知見を集約させたことの価値はあるものの、そのコンテンツが現実にヘルスケア

ビジネス創出支援に寄与するものなのか引き続き検証が必要である。また、地域の課題

として挙げられている事業主体者の不足を解決するための活用方法も引き続き模索すべ

きである。 

 

○先進事例の共有・顕彰による普及啓発 

先進事例の共有と顕彰のためのビジネスコンテストについては、前年度を大きく上回

るビジネスアイディアのエントリーがあり、その内容には IoT、ICT を活用したイノベー

ション型のアイディアなど、今後のヘルスケア産業の成長を加速させ得るものが見られ
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た。これらの製品・サービスはサービス業主体のヘルスケアビジネスの生産性を大きく

向上させる可能性があり、今後は地域のヘルスケアビジネスと連携することで新たな地

域のヘルスケア産業モデルの創出に活かされるべきである。 

 

○ヘルスツーリズム品質評価・実証事業 

サービス品質の見える化については、ヘルスツーリズム認証制度の運用基盤を構築し

た。今後は本制度の事業化及び普及促進によって利用者が安心してサービスを選択し、

質の良いサービス提供事業者の活性化が求められる。 

 

○介護保険外サービスの情報見える化及び利用促進に関する調査 

介護保険外サービスの見える化に向けたケアマネジャーへの調査によれば、保険外サ

ービスの活用意識はあるものの、利用者が負担するサービスのコストやケアマネジャー

がサービス情報にアクセスしづらい状況があること、それが保険外サービスの利用の壁

となっていることが明らかになった。この点においても、新たな技術活用などにより、

利用者負担の低減や現場に負担のない方法での情報の見える化を引き続き検討すべきで

ある。 

 

 

以上を踏まえて、今後の地域のヘルスケアビジネス創出に向けた方策案を述べる。 

 

（１）地域のヘルスケアビジネスの目指す姿の提示 

ヘルスケアビジネスは、地域ひいては国民の健康寿命延伸に寄与するものである。こ

れらを自立的・持続的なものにするためには、民間事業として最終的には公的財源に頼

らないビジネスモデルを確立していくべきである。一方で、産業創出による経済効果も

期待されており、健康寿命延伸という社会課題解決と事業性の両立が求められる。また、

民間事業者は営利目的でビジネスを検討する。このように関係者ごとに利害が異なるこ

とから、目指す姿や目標を明確にし、それぞれの関係者のメリットと役割を示し、その

実現に向けた協働体制を強固なものにしていかなければ、関係者の取組の方向性は分散

し、力は集約されない。 

具体的には、日本再興戦略 2016 にも示されている「2020 年までに国民の健康寿命を 1

歳以上延伸」といった目標とそれを実現し得るモデルとして、行政、医療・介護事業者、

民間事業者のそれぞれがどのように分担をすることが適切なのか、実現のためにどのよ

うに協力していくべきなのかといった方法も含めて社会に提示していく必要がある。 

また、社会情勢やニーズは変わり続けるため、新たなモデル構築に対しては積極的か

つ継続的に支援し、目指す姿も進化させていくべきである。 

 

（２）目指す姿に向けた事業者・人材の養成 

 本事業における調査でも示された通り、事業主体者（担い手）の発掘、育成が求めら
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れている。地域でヘルスケアビジネスを創出し地域にねざしたものにしていくために、

事業主体者となる人材や支援する人材の要件を整理し、その潜在的能力のある人材を発

掘し、育成す必要がある。また人材養成の方法論は確立されているわけではなく、ヘル

スケアビジネスを成功させるための絶対的な解があるわけでもない。そこで人材養成に

あたっては、全国で取り組まれてきた事例や経験のある人材、有用なサービスなどの情

報を集約し活用される環境をつくることで、民間事業者、医療・介護事業者、行政など

の各分野の人材への啓発と研鑚を促進することを提言する。 

 

（３）地域版次世代ヘルスケア産業協議会の進化 

地域版協議会は、上記 2 点を着実に実行していくためのプラットフォームとして機能

させる。また、市町村、都道府県、都道府県をまたいだ広域単位でそれぞれの果たせる

役割は異なる。これを考慮した上で、地域版協議会のあり方を再定義し、効果的な活用

方策の検討とその方策を導入、実現していくための仕掛けを早急に検討すべきである。 

 

以上 
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付録 コンソーシアム事業成果概要 

【テーマ】「健康の気付き～健診～治療・健康増進」の一貫した生活習慣病予防を提供する事業 

事業名 実証地域 代表団体 参加団体 

1 
セルフ健康チェックと食事

コントロールによる生活習

慣病予防事業 

沖縄県那覇市、東

京都足立区 
ＫＤＤＩ株式会社 株式会社ファンデリー 

2 
岐阜ヘルスケアビジネス創

出協議会 

岐阜県羽島市、羽

島郡笠松町、羽島

郡岐南町 

社会医療法人蘇西

厚生会まつなみリ

サーチパーク 

一般社団法人羽島市医師会、一

般社団法人羽島郡医師会、岐阜

広告株式会社、株式会社サイエ

ンスネット、株式会社ミライコ

ミュニケーションネットワーク 

3 
『健康寿命の延びる沿線』

の実現に向けた健康増進プ

ロジェクト 

大阪市、尼崎市、

西宮市、芦屋市、

神戸市を中心とす

る阪急・阪神沿線 

阪急阪神ホールデ

ィングス株式会社 

阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄

道株式会社、認定特定非営利活

動法人 健康ラボステーション 

4 
ハイリスク患者の疾病管理(

呉市モデル)の全国推進 
広島県 

株式会社データホ

ライゾン 
株式会社DPPヘルスパートナーズ 

【テーマ】地域包括ケアシステムと連携した介護予防等を提供する事業 

5 
現役世代の生活習慣病予防

から退職後の介護予防まで

のシームレスサービス実証 

北海道札幌市 

株式会社北海道二

十一世紀総合研究

所 

生活協同組合コープさっぽろ 

6 
ICTを活用した介護予防・介

護改善プログラムのプラッ

トホーム事業 

群馬県 

一般社団法人ソー

シャルアクション

機構 

公立学校法人前橋工科大学、株

式会社MCBI、株式会社トータル

ブレインケア、株式会社エムダ

ブルエス日高 

7 
わこう暮らしの生き活きプ

ロジェクト 
埼玉県和光市 株式会社ダスキン 

ハウス食品グループ本社株式会

社、株式会社第一興商、三井住

友銀行、東京大学高齢社会総合

研究機構 

8 
自立支援型在宅療養サポー

トサービス推進事業 

熊本県熊本市、阿

蘇市 

株式会社くまもと

健康支援研究所 
株式会社柊喜コネクト 

9 
地域版体験型健康医学教室

を中核とした多職種協働事

業モデルの検証  

鹿児島県南さつま

市 

株式会社True 

Balance 

国立研究法人産業技術総合研究

所、鹿児島大学法文学部経済学

科、株式会社九州経済研究所 

【テーマ】社会参加促進を通じた生涯現役社会の構築を行う事業 

10 
高齢者の「健康づくり」と

「就労マッチング」による

「生涯現役社会」の実現 

宮城県仙台市 株式会社福祉工房 
学校法人 栴檀学園 

東北福祉大学 

11 
産業創出による自立型地域

包括ケアシステム構築実証

事業 

兵庫県神戸市 
神戸ヤクルト販売

株式会社 

株式会社第一興商、エーザイ株

式会社 

【テーマ】地域内の企業における健康経営実施を支える事業 

12 
渋谷区内企業・団体の健康

経営を支援するウェルネス

マップ構築・実証事業 

東京都渋谷区 株式会社大和総研 
コクヨ株式会社、株式会社ディ

ー・エヌ・エー 
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コンソーシアム名 KDDI スマホ de ドックコンソーシアム 
代表団体 KDDI 株式会社 
事業名 セルフ健康チェックと食事コントロールによる生活習慣病予防

事業 
 
１．１  事業概要 
（１）背景・問題点 

日本の医療費は 40 兆円（出典：厚生労働省 平成年度 国民医療費の概況）を超

え、年々増加の一途にある。医療費のうち約 3 割は生活習慣病に起因するものであ

り（出典：厚生労働省健康局「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・

食生活の改善の基本指針」を実践するための資料集）、生活習慣病の重症化を予防

することが医療費削減において重要となる。 
生活習慣病を予防するためには、自身の健康を把握することが第一歩であり、各

自治体が特定健診を実施し、住民の自身の健康状態の把握、及び健康意識向上を図

っている。また、受診結果に応じ特定保健指導を行い住民の生活習慣の改善に努め

ている。しかしながら、市町村国保における特定健診の受診率は約 3 割に留まって

おり（出典：厚生労働省 平成 26 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況に

ついて）、大半が未受診の状況となっている。 

今後増大する医療費を適正化していくためには、特定健診未受診者に対して、自身

の健康を把握することで特定健診や必要な医療機関への受診を促すような仕組みづく

りが求められる。 

 
（２）課題 

特定健診未受診者が実施しやすいような特定健診、特定保健指導以外の健康チェ

ック、生活習慣改善プログラムの提供による、生活習慣の改善。 
 

（３）課題解決策 
特定健診未受診の理由として健診を受ける時間がとれない等の時間的な拘束が

あるため（厚生労働省 平成 22 年国民生活基礎調査において 20%超が特定健診未受

診理由として「時間がとれなかったから」と回答）、本事業では在宅で実施可能な血

液検査キットと web サービスを組み合わせた、自宅で健康チェックのできる「スマ

ホ de ドック」という商品を活用する。スマホ de ドックでは、現状を把握できるよ

う、在宅での血液検査を通じて利用者自身の健康状態を「見える化」し、医療機関

受診など、健康状態改善に向けた行動変容に繋がるよう、生活改善アドバイス、病

院検索、病名検索、健康ニュース等の機能を提供する。さらに、本実証事業では、

スマホ de ドックを通じて管理栄養士監修の宅食サービスによる食事改善等、生活

習慣改善のためのサービスを提供する。 
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１）スマホ de ドック 
スマホ de ドックは自宅で実施可能な血液検査サービスである。利用者自身が

血液検査キットで採血し、返送すると、インターネットを通じて検査結果を閲覧

するサービス等が受けられる。採血に必要な血液量は 0.065ml とわずかで、遠

心分離機は不要であるため、利用者の負担は少なく、手軽に検査が可能である。

KDDI 株式会社（以下、KDDI）が 2015 年 4 月より提供している。 
 
（ａ）健康状態の見える化 

スマホ de ドックで検査可能な項目は、一般的な健康診断と同等の血液検

査 14 項目（中性脂肪、HbA1c、尿酸等）に加え、BMI、血圧となる。また、

検査項目毎に日本人間ドック学会および、厚生労働省（特定健診）、日本高

血圧学会、日本動脈硬化学会等のガイドラインを参考に A、B、C、D の判定

を行い利用者に健康状態を明示する。 
 

（ｂ）行動変容サポート 
スマホ de ドックでは健康状態の「見える化」に加え、健康状態改善に向

けた行動変容に繋がるよう、以下の機能を提供している。 
・生活改善アドバイス 

検査結果に応じた約 80 パターンの医師監修のアドバイス 
・お近くの病院検索  

最寄りなど全国約 17 万件の病院検索 
・気になる病名検索 

検査結果に応じた一般的にリスクのある病気の表示 
・あなたの街の健康ニュース 

お住まいの市区町村の各種健診や健康イベントなどの情報提供 
 

２）宅食サービス 
担当の栄養士がお客様に合わせて食事を選び定期的にお届けするサービス。サ

ービス開始前に栄養士がお客様の制限数値や好みをヒアリングした上で、バラン

スの良い食事を提供する。これにより、食事習慣等の改善が期待できる。株式会

社ファンデリー（以下、ファンデリー）が 2001 年 4 月より提供する。 
 
（４）本実証事業の概要及び目的 

スマホ de ドック事業は自治体と連携し実施する。自治体から対象者に案内を送

付し、スマホ de ドック申込者を募る。申込者は利用料を支払うが、自治体が一部

費用を負担する（自治体によっては、自治体が全額負担するケースも想定される）。 
スマホ de ドック検査完了者に対し、宅食サービス等のヘルスケア関連サービス

（生活習慣病予防に効果が期待できるサービスや、健康増進のためのサービス等）
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の案内を行い、サービス提供する。このとき利用料は利用者の全額負担を想定する。 
スマホ de ドックにより自身の「健康への気づき」を促し、宅食サービス等のヘ

ルスケア関連サービスにより健康状態改善に向けた行動変容を促す。さらに 2 回目

のスマホ de ドックを提供することで、ヘルスケア関連サービス利用後の自身の健

康状態を把握可能とする。 
今年度の委託事業では、図表１－１に示すように、KDDI の提供するスマホ de

ドック、ファンデリーの提供する宅食サービス（3 か月間 1 人あたり 60 食提供）

について、自治体等と連携し実証事業を行う。実証事業に参画する自治体、企業保

険者は、東京都足立区（以下、足立区）、沖縄県那覇市（以下、那覇市）、株式会社

KDDI エボルバ（以下、KDDI エボルバ）である。実証事業ではスマホ de ドック

検査完了者に対し宅食サービスを案内し、希望者に 3 か月間宅食サービス提供、そ

の後 2 回目のスマホ de ドックを提供する。1 回目と 2 回目のスマホ de ドックの結

果を比較することにより、介入による健康効果を測定する。また、実証事業の申込

者に対して宅食サービスの満足度、継続利用の意向や、許容される費用の金額感等

についてアンケートを実施し、宅食サービス等の受容性を確認し、今後のサービス

設計の参考とする。 
 

図表１－１ 実証事業のモデル 
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１．２ 事業の成果 
（１）1 回目スマホ de ドックの申込み 

１回目スマホ de ドックの申込状況を図表１－２に示す。申込者数は全体で 1,358 名、

申込率は 4.7%となった。スマホ de ドックの案内送付の対象は、足立区及び那覇市にお

いては主に平成 28 年度特定健診対象者、KDDI エボルバについては特定保健指導対象者

である。 
足立区及び那覇市では平成 27 年度からスマホ de ドック事業を実施しているため、平

成 28 年度の特定健診対象者（40 歳以上）の対象者条件を特定健診未受診かつ、平成 27
年度にスマホ de ドック未実施としている。結果として、本実証の対象者がこれまでのス

マホ de ドック対象者より、より健康への意識が低い者となった。そのため、これまでの

スマホ de ドックの申込実績から想定した申込率 10.0%に届かなかったものと推測され

る。 
 

図表１－２ 1 回目スマホ de ドックの申込状況 
対象者数 申込数 申込率 
29,005 名 1,358 名 4.7% 

 
（２）宅食サービスおよび 2 回目のスマホ de ドックの申込み 

1 回目スマホ de ドックの検査完了者数、実証事業（宅食サービス及び 2 回目スマホ de
ドック）の申込数、申込率を図表 0-3 に示す。1 回目スマホ de ドックの検査完了者に対

し、電子メール、ダイレクトメール、電話での申込み勧奨を行うにつれ申込数が増加し、

最終的には 497 名の申込数となった。また申込率は 50.6%と一般的なインターネットサ

ービスや EC のコンバージョン率が数%と言われる中、それと比較すると非常に高い水

準となった。 
 

図表１－３ 実証事業の申込み状況 
1 回目検査 
完了者数 

申込数 申込率 

983 名 497 名 50.6% 
 
（３）宅食サービスの利用状況 
 図表１－４に申込者の宅食サービスの利用状況を示す。1 人あたり 60 食（3 か月間平

日 1 食）宅食されるうち、「60 食全て食べた」が 60.7%、「8 割(50 食程度)食べた」が

33.3%で 9 割以上の利用者が 8 割以上宅食を食べたことが分かる。 
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図表１－４ 宅食サービス利用状況 

 

 
 図表１－５に宅食サービス利用者の宅食サービス以外の生活習慣改善行動の実施状況

を示す。「特に何もしていない」が 57.8%であり、残りの 42.2%は運動量改善や飲酒量を

控えるなどの生活習慣改善に取り組んでいることが分かった。1 回目のスマホ de ドック

検査結果を受け、約 4 割の利用者が宅食サービスに加え、自主的に生活習慣の改善に取

り組んでおり、意識変容、行動変容につながっていると言える。 
 

図表１－５ 宅食サービス以外の生活習慣改善行動 

 
 

60.7%33.3%

3.7%

1.5% 0.7%

60食全て食べた 8割（50食程度）食べた
5割（30食程度）食べた 3割（20食程度）食べた

57.8%

9.6%

1.5%

11.9%

13.3%

18.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

特に何もしていない

その他

禁煙した

睡眠改善を心掛けた

お酒を控えた

運動量を増やした
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（４）スマホ de ドック検査結果 
 図表１－６に 1 回目のスマホ de ドックと 2 回目のスマホ de ドックの検査結果のう

ち総合判定の結果を示す(1 回目、2 回目ともに N=131)。総合判定は各検査項目の結果を

もとに、A～D の 4 段階の判定を総合的に行ったものである。ここでは、A：基準値内、

B：軽度異常値、C：高度異常値、D：医療の必要ありとしている。A 判定の割合が 1 回

目スマホ de ドックでは 5.3%であったが、2 回目スマホ de ドックでは 8.4%に変化した。 
 

図表１－６ スマホ de ドックの検査結果 
  A B C D 

1 回目検査 
（宅食サービス利用前） 

5.3% 18.3% 45.0% 31.3% 

2 回目検査 
（宅食サービス利用後） 

8.4% 19.8% 44.3% 27.5% 

 
 14 項目ある検査項目のうち特に検査結果の数値変化が顕著であった HbA1c において、

平均値の変化を図表１－７に示す（N=131、p 値=0.00）。1 回目スマホ de ドックの検査

では 5.6 であったが、2 回目スマホ de ドックでは 5.3 と有意な変化が見られた。 
 

図表１－７ HbA1c 平均値比較 

 
 
（５）アンケート集計結果 

宅食サービス利用後に実施した、宅食サービスに関する受容性のアンケート集計結果

を図表１－８、図表１－９に示す。価格では１食あたり「600 円未満」が適正との回答が

72.6%と約 7 割にのぼり、宅食の利用期間では「3 か月」が適正との回答が 46.7%と約 5
割にのぼった。 

また、宅食以外のサービスに関する受容性のアンケート集計結果を図表１－１０に示

5.6

5.3

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

1回目検査結果

2回目検査結果
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す。「人間ドックの各種精密検査の優待」が 51.1%、「スマホ de ドックの胃がんリスク検

査」が 50.4%と多かった。このことから利用者はスマホ de ドックによる脂質代謝や糖代

謝等の一般的な健康診断と同等の検査項目だけではなく、さらに詳細または専門的な検

査をしたいというニーズがあることが分かる。 
また、「医師や保健師へのオンライン相談」が 29.6%と約 3 割にのぼった。スマホ de

ドックは自宅に居ながらに血液検査ができるサービスであり、同様に時間や場所に拘束

がない医師や保健師へのオンライン相談に対しても受容性があるものと思われる。 
 

図表１－８ 宅食サービスの１食あたりの価格に関する受容性 

 
 

図表１－９ 宅食サービスの利用期間に関する受容性 

 
 

20.7%

0.0%

1.5%

5.2%

72.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

お金を払ってまで

利用したくない

1,000円以上

800円～999円

600円～799円

600円未満

5.2%

19.3%

46.7%

28.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

期限なく

継続したい

6ヵ月

3ヵ月

1.5ヵ月
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図表１－１０ 宅食サービス以外の受容性 

 
 

  

13.3%

17.0%

29.6%

29.6%

50.4%

51.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

特にない

インストラクター派遣による運動…

医療機関のweb予約

医師や保健師へのオンライン相談

スマホdeドックの胃がんリスク検査

人間ドックの各種精密検査の優待
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１．３ 今後の事業展開 
 今回の実証事業では申込率が 50.6%と約半数が申し込んだ。スマホ de ドックにより自

身の健康状態を把握した後、利用者の健康への関心、興味が高い状態で、宅食サービス

等の生活習慣改善に寄与するヘルスケア関連サービスを案内することで、多くの人々に

利用してもらえることが分かった。そのため今後は、実証事業と同様にスマホ de ドック

利用後にヘルスケア関連サービスを案内し、多くの利用者の生活習慣改善に寄与できる

よう、事業展開していくことを検討する。 
 
（１）目指すビジネスモデル 

今後展開を想定するビジネスモデルを図表１－１１に示す。 
 

図表１－１１ 想定するビジネスモデル全体像 

 
 

KDDI の既存事業ではスマホ de ドックを、自治体、企業保険者等を通して住民、従業

員にそれぞれ提供している。自治体及び企業保険者から、住民や従業員の対象者に案内

を送付し、案内に記載しているスマホ de ドック web サイトにて申込みを受け付ける。

利用料は自治体、企業保険者が全額負担し対象者が無料で利用できる場合と、自治体、

企業保険者が一部を負担し、対象者でも一部負担する場合があり、自治体、企業保険者

によって異なる。 
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実証事業では、約半数がスマホ de ドック検査完了後に宅食サービスに申し込んだよう

に、自身の健康状態を確認後、生活習慣改善に寄与するサービスを案内することで多く

の利用者に申し込んでもらえることがわかった。今後は、実証事業を参考に、スマホ de
ドック検査完了者に対して、宅食サービス等のヘルスケア関連サービス（生活習慣病予

防に効果が期待できるサービスや、健康増進のためのサービス等）を案内し、サービス

利用後に 2 回目のスマホ de ドックを提供していくことを想定する。このとき実証事業で

の宅食サービス利用後のアンケートにおいて、79.3%と約 8 割が宅食サービスへの有料

での利用意向を示したことから、ヘルスケア関連サービス、2 回目のスマホ de ドックの

利用料は利用者の全額負担を想定する。 
今回の実証ではヘルスケア関連サービスとして宅食サービスを提供したが、今後は、

宅食サービスに限らず、多様なサービスをスマホ de ドックと連携させることを検討して

いく。今回の実証事業では申込率は 50.6%であり約半数が申込みを行った。一方で無料

にもかかわらず、約半数は申込みに至らなかったことから、宅食サービスのような食事

を改善するサービスを望まない者や、宅食サービス自体に魅力を感じない者等が一定数

存在したためと推察される。そのため今後は食事の改善だけでなく、運動等そのほかの

生活習慣の改善を可能とする様々なヘルスケア関連サービスをラインナップし、利用者

に選択肢を提供していくことで申込率を向上させたい。 
 

（２）今後の展開方法 

KDDI では既存のスマホ de ドック事業において、導入自治体数（企業保険者含む）を

拡大していく予定である。導入自治体数を拡大することで、1 回目のスマホ de ドック検

査完了者数、ヘルスケア関連サービスの申込者数もあわせて拡大してくことを想定する。 
 またヘルスケア関連サービスの開拓も実施していく予定である。当初は本実証事業で

連携したファンデリーの宅食サービスをヘルスケア関連サービスとして提供することを

想定する。その後、宅食サービスだけでなく、例えばサプリメントの販売、運動指導、医

師相談サービス等、利用者の生活習慣改善に寄与することが期待できるサービスを拡充

するため、ヘルスケア関連サービスの提供事業者に対して、個別にサービス連携の交渉

を行うことを想定する。 
  



11 
 

コンソーシアム名 岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会 

代表団体 社会医療法人蘇西厚生会まつなみリサーチパーク（医学研究所） 

事業名 （地域におけるヘルスケアビジネス創出等支援事業）羽島市・羽

島郡医師会包括的個人健康情報管理プロジェクト 

 

２．１  事業概要 
２．１．１  背景と目的 
岐阜県羽島市・羽島郡では、生活習慣病関連疾患の患者が増加する一方、地域の健

診・検診受診率は低い状況である。羽島市・羽島郡の自治体が積極的に健診・検診の受

診率の向上のための取り組みを行っているものの、当該地域の受診率は 33％にとどま

る。また医師会が運動増進の指導を行っているが、未だ生活習慣の改善が得られていな

い。これらの要因には地域住民の健康意識の低さがあると考えられる。 

一方、地域住民の疾病予防のためには、まず住民の健康状態を適切に把握した上で予

防や治療を進める必要がある。しかし住民の健康に関するデータは集約､管理されてい

ない。例えば医療機関への緊急受診時には、住民のそれまでの健診データや治療データ

が診察に大切な情報となるが、これら種々のデータは開業医・病院・役所にバラバラに

存在し共有されておらず、必要なデータがいざという時にすぐ取り出せない。（図表２

－１） 

また、住民の「病気を未然に防ぐ」「病気にいち早く気が付く」ためには、開業医の

医療情報（採血結果、投薬情報等）や病院の医療情報、患者からの血圧・尿量等のデー

タ等を、経時的に記録し保管することが必要だが、そのためのツールや様式が存在しな

い。 

そこで、本事業では、地域の医師会が主体となり、家庭医（家族単位のかかりつけ

医）が住民の行動変容の有無、健康状態の変化を把握し、何でも相談できる体制とし

て、「地域医師会＋家庭医」を中心とした「羽島市・羽島郡医師会包括的個人健康情報

管理プログラム」を構築した。これにより、「患者を治療する医療から地域住民の疾病

を予防する医療」へ、「保険にのみ頼る医療から保険外サービスを併用する医療」への

転換を促すことを目指した。 

 

図表２－１ 開業医・病院のデータの現状 

 



12 
 

２．１．２  実施内容 
「岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会」は、本事業を行うにあたり、以下の 4 つの地

域課題があると分析した。 

1)医療機関・研究機関・自治体が個々に住民の健康情報を有し、それらが共有されてい

ないため、データに基づいた指導等が実施できていない。 

2)羽島市・羽島郡の自治体が、積極的に健診・検診の受診率の向上のための取り組みを

行っているにもかかわらず、当該地域の受診率は 33％と非常に低い。 

3)医師会が運動増進の指導を行っているが、未だ生活習慣の改善が得られず、生活習慣

病関連疾患は増え続けている。 

4)住民の健康に対する意識が低い。 

 

以上の 4 つの課題を解決するために、本事業では以下の取り組みを行った。 

（図表２－２） 

 

①健康に関するデータ管理の実施（包括的健康情報管理記録（C-PHR）の作成） 

通常の個人カルテ（家族歴、既往歴、社会的背景、身体計測データ、採血デー

タ、所見、投薬歴）と他医、役所等が保有しているデータの単位、標準値を調整し

て経時的に記録する包括的個人健康情報管理記録（Comprehensive Personal 

Health Record (以下「C-PHR」：患者向け通称「健幸カルテ」)）を作成した。 

将来的には、通常医療機関にかかっている人だけでなく、健康と思っている人や

若い人にも発病する前から家庭医（固定のかかりつけ医）を持ってもらうようにす

る。開業医に担当地域を割り振り、地域住民の健康状態を C-PHR により把握し、ク

ラウドにアクセスして必要な時に情報を参照する仕組みを目指す。 

②健診・検診受診率向上のための啓発（健診・検診受診お願いカード） 

家庭医は、担当した住民に対して家庭医の顔写真入りの「健診・検診の受診のお

願いカード」を住民に自ら手渡した。C-PHR 構築後は、家庭医が C-PHR を利用し

て、住民が健診・検診を受けているかを把握し、健診・検診を受けるよう促した。 

③個人に合った生活習慣病予防指導（運動処方箋、食事指導箋の発行） 

個人に合った生活習慣の変容を促すために、C-PHR を元に「運動処方箋（住民の

健康状態に応じて適切な運動を指示するもの）」や「食事指導箋（住民の健康状態

に応じて適切な食事内容を指示するもの）」を発行し、家庭医が指導した。喫煙者

に対しては禁煙も強力に指導した。 

 

以上、①～③を「羽島市、羽島郡医師会包括的個人健康情報管理プログラム」と呼

び、包括的な健康情報のもと、効果的な指導を目指した。 

 

④地域住民の意識変容のための啓発 

④-1 地域で健康食や運動指導を提供する商店等を掲載した「健康に気遣う商店一
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覧本」を作成し、住民に配布した。また、「食事指導箋」の延長として低カロリ

ー食、減塩食等、健康に配慮した献立の提案も行い、地域住民の健康的な食事に

対する意識の向上を目指した。 

④-2 一覧本に掲載された協力店を住民に分かりやすく伝えるために、「健康マイス

ター店認定ステッカー」を作成し店頭に貼ってもらい、その店へ住民を誘導するこ

とを目指した。 

④-3 地域の飲食店が様々な健康メニュー（低カロリー、減塩等を考慮した、和食・

洋食・和洋菓子のメニュー）を考案・試作するよう指導し、レシピ等を掲載した

「健康メニュー本」を作成した。飲食店を訪れた人に通常のメニューを食べてもら

うのと同時に健康メニューを試食してもらい（例えば通常のラーメンを注文した人

に対してコンニャク麺で作られたラーメンを試食してもらう）、健康メニューに対

した関心度、健康に関した自覚度、認定ステッカーに対する評価を行った。 

 

以上、④-1～3 を通じ、地域全体の「健康寿命延伸」への関心が高められ、地域住

民の健康的な食事に対する意識の向上も目指した。 

 

図表２－２ 事業全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．１．３  目指すビジネスモデル 
将来的なビジネスモデルとして、「羽島市・羽島郡医師会包括的個人健康情報管理プロ

グラム」を全国へ拡大させ、他の医師会や民間保険会社に提供することで「利用料」と

して収入を得ることを想定している。 
また、地域全体で健康寿命延伸に関心を持ち、運動を促進し、健康メニューをそろえ

ることによって、健康寿命延伸に資する商店・企業を住民が積極的に使用するようにな

る。それにより得られた商店・企業の利益の一部を「広告料」として収入を得る。 

以上より、住民の健康情報管理に必要な経費を賄うビジネスモデルを成立させること

を目指す。 
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図表２－３ ビジネスモデル 

 

２．２．事業の成果 
①「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）の作成 

①－１「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）の作成 

「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）のフォーマットを作成するため、22医

院に協力を依頼した。併せて、住民への同意書説明文・同意書・アンケート・「包

括的個人健康情報管理記録」の説明文のフォーマットも作成した。（図表２－４） 

 「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）のフォーマット作成に向けて、羽島市・

羽島郡の医師達が集まり意見交換会を行った。（計７回：6 月 21 日、7 月 11 日、7 月

19 日、7 月 29 日、9 月 24 日、9 月 27 日、10 月 4 日） 

意見交換会において、より良い「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）作成の為

に、現場の医師から、「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）調査票に記入しても

らう必要な項目の追加・削減等、様々な意見をいただいた。その度に手直しし、「包

括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）調査票のフォーマットの最終バージョンを完成

させた。 

「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）作成を開始するにあたり、最終確認のた

め、今回実証実験に参加する医院の医師・看護師・事務職員が集まり、10 月 21 日と

10 月 22 日に説明会･意見交換会を行った。22 医療機関、33 名（医師・事務職員含む）

が意見交換会に参加した。 

11 月上旬より、家庭医は作成されたフォーマットを用いて個々の住民の「包括的

個人健康情報管理記録」（C-PHR）の作成を開始した。 

本年度事業では、家庭医が診ている患者（住民）およびその家族を対象とした。「包

括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）の作成に協力したのは、22 医院である。1 医院

につき原則として 2 家族以上を選択した。その結果、1 家族 2 名～6 名、計 130 名に

「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）を作成した。 
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「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）のフォーマット内容は以下の通りであ

る。 

------------------------------------------------------------------------ 

1.生年月日 2.性別 3.経時的な身体計測データ（身長・体重） 4.血圧 5.家族構

成 6.喫煙の有無 7.飲酒の頻度 8.健診・検診受診の有無及び患者様より結果をい

ただけた場合は、そのデータ 9.内服薬 10.サプリメント 11.貴院が行った採血の

データ 12.運動処方箋の有無 13.食事指導箋の有無 

------------------------------------------------------------------------ 

 

図表２－４ 「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）調査票のフォーマット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① －２「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）のデータ管理 

「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）のデータ管理は、個人情報の漏洩を防

ぐため、得られた情報の取り扱いには細心の注意を払うためのセキュリティを確保

した。比較的簡易な仕組み（Excel等）を用いて、上記で作成したフォーマットに
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記載されたデータがまとめられ、継時的に検査結果を閲覧できるようにした。（図

表２－５） 

図表２－５ C-PHRの画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「運動処方箋」の作成 

  医師会に所属している医師や理学療法士が個々の住民にとって有用と思われる 5 種類の

運動処方箋（1.基本 2.運動疾患 3.減量 4.呼吸器・心疾患病 5.生活習慣病；B5 サイズ 1

枚程度)のフォーマットを完成させた。処方箋を受け取る側の立場に立ったわかりやすい運

動処方箋を完成させるため、意見交換会の度に現場の医師より様々な意見をいただいた。そ

の度に手直しし、最終バージョンを完成させた。 

11 月上旬より各医院にて運動処方箋の発行を開始した。家庭医が、その住民に有用

と思われる運動処方箋を選び、運動必要量を決定するために必要な体重等のパラメー

ターを記入した。「運動処方箋」の配布対象は主に「包括的個人健康情報管理記録」(C-

PHR)作成者のうち、家庭医が運動療法を必要と判断した者とした。 

その結果、72 人に運動処方箋を発行した。「運動処方箋」を出した対象者には家庭医

が定期的に面談を行い、運動状況の聞き取りや指導、運動の指示内容の変更等を行っ

た。 

図表２－６ 運動処方箋イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・CPHR の情報を Excel を用いた 

 簡単な仕組みで記録する 

・経時的に検査結果を閲覧できる 
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③「食事指導箋」の作成 

   医師会に所属した医師や管理栄養士が、個々の住民にとって有用と思われる 7 パ

ターンの食事指導箋（1.高血圧 2.糖尿病 3.脂質異常症 4.痛風 5.骨粗しょう症 6.

貧血 7.認知症）のフォーマットを完成させた。運動処方箋と同様、処方箋を受け取る

側の立場に立ったわかりやすい食事処方箋を完成させるため、意見交換会の度に現場

の医師より様々な意見をいただいた。その度に手直しし、最終バージョンを完成させ

た。 

11 月上旬より各医院にて食事指導箋の発行を開始した。家庭医がその住民に有用と

思われる食事指導箋を選び、適切な食事内容を決定するために必要な体重等のパラメ

ーターを記入した。「食事指導箋」の配布対象は主に「包括的個人健康情報管理記録」

(C-PHR)作成者のうち、家庭医が食事療法が必要だと判断した者とした。 

その結果、86人に食事指導箋を発行した。「食事指導箋」を出した対象者には、家

庭医が定期的に面談を行い、食事状況の聞き取りや指導、食事内容の変更等を行っ

た。 

図表２－７ 食事指導箋イメージ 

 

 

 

【①、②、③についての評価および得られた知見】 

本年度事業では、羽島市、羽島郡の 22 医院が「包括的個人健康情報管理記録」（C-

PHR）を 1 家族 2 名～6 名、計 130 名の住民（患者）に作成した。また、運動処方箋

72 名、食事指導箋は 86 名に発行した。 

住民（患者）に対するアンケート調査の結果をみると、高齢者（65 歳以上）にと

って「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）を作成する満足度は高く、行動変容を

促す効果もあると思われる。また作成した住民（患者）にヒアリングを行った結果、

「こういった形で家族全員の健康を先生に管理していただけるのは非常に有り難い

です。」といったコメントもいただいた。 
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図表２－８ 住民（患者）へのアンケート調査結果（満足度、行動変容） 

 

 

「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）の作成を開始してから、24％の住民（患

者）に体重（ＢＭＩ）の変化（減量）があったとの回答があった。調査期間が 4 か月

間と短期間かつ冬季であり、住民（患者）の体重（ＢＭＩ）の変化（減量）は難しか

ったと思われる時期にもかかわらず、このような結果を得ることができた。（図表２

－９） 

 

図表２－９ 住民（患者）への 

アンケート調査結果（ＢＭＩ） 

 

 

 

 

 

さらに、以下が明らかになった。 

・C-PHR を用いることにより、かかりつけ医にとって（個々の患者の）データ（検査

結果）の変化が明確になり、他の施設とデータが共有できた。さらにカルテの一部

の代用にもなった。 

・医師会事務局にとって（マクロ的に）130 人の健康状況が把握でき、健診・検診の

状況も把握できた。また住民の地域ごとの健康に関する傾向の把握もできた。 

 

④「家庭医からの健診・検診受診お願いカード」を作成した。 

「特定健康診査受診率」・「特定健康指導実施率」・「がん検診受診率」等を向上さ

せるために、「家庭医からの健診・検診受診お願いカード」（それぞれの家庭医の顔

写真入り）を作成し、家庭医が自ら担当している住民に対して配布した。（図表２－

１０） 

カードは一つの医院につき100枚ずつ22医院に配布した。配布対象は、まずは「包

括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）を作成したことにより健診・検診を受けてい

N＝48 

N＝48 

N＝48 
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ないことが判明した住民とした。その他の住民にも必要に応じて配布した。 

 

図表２－１０ 健診・検診お願いカードイメージ 

 

 

【④についての評価および得られた知見】 

医師へのアンケートでは、図表２－１１のように、約 4 割の医師が配布した方がよ

いとの結果だったが、患者にヒアリングを行った結果、「先生からこういったカード

をいただけるなんて嬉しいです。」「大事にお財布に入れておきます。」といったコメ

ントをいただき、想像以上に反響があった。今後、医師に患者からの反響を伝えるこ

とにより、医師が配布に同意する割合は増えると予想される。 

 ｎが少ないため、住民全体の受診率向上には至っていない。今後の対策として、

より多くの住民に発行する予定である。 

 

 図表２－１１ 医師へのアンケート 

調査結果 

 

 

 

 

 

①～④の成果により「羽島市・羽島郡医師会包括的個人健康情報管理プログラム」の

仕組みが、主に現場で働く医師が何回も意見交換を重ねることでプログラムが作成

され、完成したことで、家庭医の効果的な指導が可能になった。 

 

⑤「健康に気遣う商店一覧本」（あなたの街の健康応援隊）を作成した。 

「健康に気遣う商店一覧本」のタイトルは「あなたの街の健幸応援隊」とした。

医院の紹介と健康にこだわる地元の商店や飲食店が一つになって紹介されている今

までに例のない一覧本が完成した。（図表２－１２） 

N=19 
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羽島市・羽島郡の医院71医院、3自治体、3商工会、主要駅3駅に合計3,000冊を配

布した。健康に気遣う協力商店の登録数は、羽島市・羽島郡の小売店飲食店、57店

舗が集まった。 

一覧本には、アンケートハガキを付け、本の感想や健康に関した意識調査をアン

ケートの中で行った。出来上がった一覧本は、各医院や自治体、商工会議所、駅、

などに置いたほか、家庭医が自ら自分の担当した住民へ配布した。 

 

図表２－１２ あなたの街の健康応援隊イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥「健康マイスター店認定ステッカー」の作成 

市・町と医師会が一緒になって行っていることが一目でわかるように、市町のマ

スコットキャラクターと医師会長の顔写真入りの「健康マイスター店認定ステッカ

ー」を作成した。（図表２－１３） 

今年度は、「健康に気遣う商店一覧本」に掲載された 57 店舗に認定ステッカーを

配布し、店頭や店内に貼って貰うことで住民にアピールした。将来的には、このス

テッカーの使用を許可した店舗の認定にあたっては、医師会主体の岐阜ヘルスケア

ビジネス創出協議会が認定基準を設定し、基準を満たすかどうか（例えば、低カロ

リーメニューを提供している、塩の代わりにレモンや酢を加え塩分を制限した料理

や商品を提供している、禁煙席の設置をしている飲食店等）を判断した上で、基準

を満たした協力商店・企業にステッカーを配布し、店頭に張ってもらう予定であ

る。 
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図表２－１３ 健康マイスター店認定ステッカーイメージ 

 

 

⑦「健康メニュー本」の作成 

「健康メニュー」の作成に協力する商店・企業を募集し、8 店舗（和食屋 4 店舗+

洋食屋 2 店舗+和菓子屋 2 店舗）が作成に参加することになった。それぞれの店舗

にて健康メニューの作成を開始していただき、12 月末に完成させた。2 月に健康メ

ニュー本を完成させた。医師や管理栄養士などを交えて試作品を作成し、試食およ

び意見交換を行った上でメニュー本を完成させた。（図表２－１４） 

完成したメニューをそれぞれの飲食店に訪れた人などに試食してもらった。健康

メニューは、和食 5 メニュー、洋食 3 メニュー、和洋菓子 2 メニューが開発され

た。 

「健康メニュー本」のタイトルは「健幸ごはん」とした。 

図表２－１４ 健康メニュー本（健幸ごはん）イメージ 

 

 

【⑤～⑦についての評価および得られた知見】 

「健康に気遣う商店一覧本」（あなたの街の健康応援隊）及び健康メニュー本（健幸

ごはん）について、アンケート調査の結果、約９割の読者が好意的な反応を示した。 
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図表２－１５ 健康一覧本・健康メニューに関するアンケート調査結果 

 

 

この結果から、医師会と地元の商店や飲食店がともに「健康メニュー本」 や

「健康に気遣う商店一覧本」を作成することで、地域住民の健康に対する意識・関

心が向上するきっかけを作ることができたと思われる。 

 

➄～➆の成果により地域全体の「健康寿命延伸」への関心が高められ、地域住民の

健康的な食事に対する意識・関心が向上するきっかけを作ることが出来たと思われ

る。 

 

⑧岐阜県ヘルスケアビジネス創出協議会の運営 

この事業を成功させるためには、岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会の行う事業

を、地域の人に認知してもらう必要があるため、地域の広報誌やマスコミを通じて

健康メニューや健康に気遣う商店の紹介も行った。（図表２－１６） 

 羽島市、羽島郡の医師、商工会、地域の商店、行政職員が 6 月から 10 月にかけて

15 回にわたり意見交換会を行った。 

 

図表２－１６ 普及啓発 

 

 

 

 

 

 

町の広報誌にて紹介した    2 月 15 日の岐阜新聞にて紹介した 

 

⑨成果報告書の作成 

データの最終的な取りまとめを行い、報告書にまとめた。 

 

N=143 N=161 
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２．３ 今後の事業展開 
 

「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）に対し、住民（患者）から収入を得る可能

性について探ったところ、医師へのアンケートでは 95％が難しい、また住民（患者）へ

のアンケートでも 70％が支払いたくないとの結果であった。 

また、健康一覧本に関し、地元の商店や飲食店から収入を得る可能性について商店

や飲食店に尋ねたところ、支払う割合は 3 割にとどまった。このことから、今回の事業

で保険外サービスとして住民から収入を得ることや地元の商店・飲食店より広告収入を

得ることは難しいと思われる。（図表２－１７） 

 

図表２－１７ サービスに対する支払可能額 

 

 

  

そこで、次のような事業モデルの可能性を、今後検討していく。 

 

（1）「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）の作成料や更新料は以下のようにサービ

ス提供し、利用料を得て賄うことを検討している。（図表２－１８） 

 

 

 

 

N=22 

N=19 N=48 
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図表２－１８ 「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）サービス提供の可能性 

提供先 サービス内容 提供先のメリット 課題 

A.個人（主に IT リ

テラシーの高い若

い世代） 

自己管理支援サ

ービス 

自己管理ができる セキュリティ、個人情

報の取り扱い（本人同

意） 

B.他医師会 電子カルテの代

用としての利用

料・アイデア料 

業務効率化 セキュリティ、個人情

報の取り扱い（本人同

意） 

C.国保・健保等の

保険者 

加入者の予防サ

ービス 

医療費の増加抑制 セキュリティ、個人情

報の取り扱い（本人同

意） 

D.企業・事業主 加入者の予防サ

ービス 

社員の健康管理 セキュリティ、個人情

報の取り扱い（本人同

意） 

E.スポーツジムや

健康食品会社 

健康データの利

用サービス 

マーケティング セキュリティ、個人情

報の取り扱い（匿名

化） 

F.保険会社 審査支援サービ

ス 

保険に入る人の審

査が簡素化 

セキュリティ、個人情

報の取り扱い（本人同

意） 

G.お薬手帳を発行

する門前薬局や各

種連携手帳を発行

している会社 

データ管理サー

ビス 

重複処方が避けら

れる、服薬指導が

やり易くなる、他

の薬局との差別化 

セキュリティ、個人情

報の取り扱い（本人同

意） 

 

（2）「家庭医からの健診・検診受診お願いカード」「健康に気遣う商店一覧本」「健康マ  

イスター店認定ステッカー」「健康メニュー本」は以下の方法で広告料を得て賄うこと

を検討している。 

 

図表２－１９ 健康メニュー本等のサービス提供の可能性 

提供先 サービス内容 提供先のメリット 課題 

H. 地域内の負担で

きる商店 

健康メニュー本

等への掲載 

広告効果 少額の収入 

I. 地域外の健康関

連企業（薬品、食

品、飲食店） 

健康メニュー本

等への掲載 

広告効果 掲載企業の発掘 

J.フリーペーパー 共同発刊 広告効果 共同発刊先の発掘 
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（3）上記以外に、（1）、（2）を組み合わせて、ダイエット等に関心の高い層をターゲッ

トにしたビジネスとして“医師会主導のダイエット道場”を検討している。このサービ

スは、一般的なダイエット道場（合宿+強制運動+無理な食事指導）とは異なり、医師会

主導のダイエット道場(自宅で）＋検診（外来）＋自主運動＋決められた食事、間食＋

指導、が組み込まれているものである。 

今回の事業の成果物すべて（C-PHR（＋運動処方箋、食事指導箋）、カード、メニュー

本、商店一覧本等）を生かした道場（師範＝医師による指導）である。住民は、健康管

理や指導のみのサービスには対価を支払いにくいが、ダイエットを打ち出すことによ

り、対価を支払う可能性があると考える。 

 

図表２－２０ 「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）・健康メニュー本等のサー

ビス提供の可能性 

提供先 サービス内容 提供先のメリット 課題 

K. ダイエットに関

心が高い個人（住

民） 

ダイエット道場 医師会・医師の管

理の元、無理のな

いダイエットが出

来る。 

セキュリティ、個人情

報の取り扱い（本人同

意） 

 

現在「羽島郡健康増進プログラム」（生活習慣病及び予備軍で、医師からみて運動をし

た方が良いと思われる、40 歳以上の住民を対象とした、活動量計を用いた運動管理シス

テム）を羽島郡医師会が主体となって 102 名の住民に対して行っている。今後は、羽島

郡だけでなく羽島市などへ広げるため、参加者を集めやすいと思われる。 

 

図表２－２１ 事業計画イメージ 
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(4) 「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）の将来展開 

現在、自治体、かかりつけ医、他の医療機関に個人の健康情報がバラバラに存在して

いる個人の健康情報を、今回の事業において、「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）

として、事務局にあるパソコンで集約する仕組みを構築した。将来的には、さらに発展

させクラウドで管理する“擬似（C-PHR クラウド版：画像情報等を含まない最低限必要な

一部の文字情報と数値情報を共有する）患者情報共有システムの構築”を検討している。 

提供地域を、羽島市、羽島郡だけでなく各務原市、本巣市、山県市、瑞穂市、北方町ま

で広げる予定であり、参加施設も医師会（病院・医院）だけでなく歯科医師会（医院）、

薬局、介護施設まで広げることを想定している。 

 

  

29年度 30年度 31年度

収入 ダイエット道場参加者（人） 100 100 100

収入合計（3か月コース・1人）＊30,000（円） 3,000,000 3,000,000 3,000,000

支出 新たな住民の「包括的個人健康情報管理記録」作成人数（人） 600 600 600
新たな住民の「包括的個人健康情報管理記録」作成料 @1,000（円）　 600,000 600,000 600,000
「包括的個人健康情報管理記録」更新費用 @1,200（円） 120,000 720,000 1,440,000
「包括的個人健康情報管理記録」調査票、運動処方箋、食事指導箋の改定・増刷 100,000 100,000 100,000
新たな健康メニューの研究開発費 @100,000
 100,000 100,000 100,000

支出合計 920,000 1,520,000 2,240,000
収入-支出 2,080,000 1,480,000 760,000
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図表２－２２ 「包括的個人健康情報管理記録」（C-PHR）の将来展開イメージ  
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コンソーシアム名 阪急阪神 健康“生き活き”コンソーシアム 
代表団体 阪急阪神ホールディングス株式会社 
事業名 「健康寿命の延びる沿線」の実現に向けた健康増進プロジェクト 

 
３．１ 事業概要 
３．１．１ 事業の背景・課題・解決策 

阪急阪神グループの経営基盤は、産官学民と共創した「沿線の価値・魅力」である。

しかしながら、沿線 2 府 1 県の健康寿命は、全国平均を大きく下回り、「健康」に関し

て言えば、「魅力ある沿線」とは言い難い状況にある（図表３－１）。 

図表３－１ 阪急阪神沿線の概況と、沿線地域の健康寿命 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
そこで、少子高齢化を伴う大幅な人口減少時代においても「住んでみたい」「住み続け

たい」と思われる沿線であり続けるために、「地域の共有価値を、地域と共に創造する：

Creating Share Value with Community」をモットーに、沿線の産官学と「健康寿命の

延びる沿線」づくりに取り組むこととした。 
・高齢者が元気になれば、介護に要する時間･費用･精神的負担から開放される子世代

も元気になり、自身の生産・消費と、次世代の育成に注力できる。 
・医療介護費が抑制できれば公共インフラ老朽化対策に必要な財源捻出の一助となる。 
・健康寿命延伸産業は、今後の地域経済を支える有望な新産業分野になり得る。 

など、「健康寿命の延びる沿線」の実現は、今後の社会が直面する、様々な脅威を克服し、

地域経済の活性化に寄与する波及効果の大きい課題と考えるからである。 
阪急阪神グループの展開する事業は、鉄道、商業施設、劇場、スポーツ、ホテル、旅行

など、元気でおでかけして頂くことが前提の事業であり、高齢者の健康寿命の延伸と、

それによる子世代の元気は、人口減少を補完して、グループ様々な事業の収益維持につ

ながる重要な課題であり、長期的視点に立って取り組んでいく。 
 

３．１．２ 目指すビジネスモデルの仮説・目的・成果目標 
「予防サービス・事業」に対して異なるニーズを持つ市民（健康であり続けたい）、企
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業（健康・予防分野で新たに事業を立ち上げたい・既存事業を伸ばしたい）、行政（生産

人口を維持し、医療・介護費負担を抑制したい）が集まる「沿線健康プラットフォーム」

を、地域版ヘルスケア産業協議会「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」と

連携しながら構築、それぞれのニーズとリソースをマッチングすることにより、BtoC（消

費者・市民）、BtoB（企業）、BtoG（自治体）の 3 つのビジネスモデル構築（図表３－２）

を目指す。 
図表３－２ 目指すビジネスモデル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の目的は、①沿線住民の行動変容、②①による健康改善、③産官学民が健康づく

りプログラムを継続的に共創・改良する基盤（沿線健康プラットフォーム）と沿線広域

連携体制の構築、④③の活用による予防サービス・事業の開発である。 
 
３．１．３ 事業内容 
（１）事業モデル 

市民一人一人が「自分の健康状態を知り｣｢気軽に健康づくりに取り組み｣｢楽しくお得

に続けられ｣｢健康数値の改善が自覚できる｣仕組みを提供すると共に、健康状態に応じ、

円滑に健（検）診・相談・治療に誘導する体制を構築し、「健康の気付き～健診～治療・

健康増進の一貫した生活習慣病予防」による「健康寿命の延びる沿線」実現を目指す。 
１）阪急阪神沿線住民から「阪急阪神 健康づくりモニター」を募集し

た。対象者はスマートフォン（一部の機種に限定）を保有するユー

ザーに限定。健康数値を管理･可視化、歩数ポイント（5,000 歩で

5pt、6,000 歩で 6pt、一日上限 10pt）がたまるデータベース＆アプ

リ「クリエイティブヘルス NEXT」と、アプリ「CH 歩数計」「阪急

阪神おでかけカード」を提供。 
２）対面サービスを提供するモニタープラスを対象に、2016 年 9 月

に「キックオフイベント」を開催。食生活・ウォーキングセミナ

ー、健康測定：体組成・血圧・筋力（握力･足指・蹴り上げ・大

腿内転筋・外転筋）・自律神経・血管年齢、健康相談（薬剤師・

管理栄養士が行動目標設定をサポート）、特定健診未受診者・血
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圧リスク者への受診勧奨を実施。続いて 11 月・2017 年 1 月に「健康測定・アド

バイス会」を実施し、行動目標の達成状況や健康数値の変化を検証。 
３）ウォーキングや自治体等の既存プログラムに加え、産官学･医福とモニターと共に

健康づくりプログラムを共創し提供。多彩な健康セミナー・健康講座・健康イベ

ントを開催。 
４）健康・生活習慣の疑問を解決する WEB・電話健康相談を提供。 
５）健康づくり応援サイト「阪急阪神沿線 Wellness プラス」を立ち上げ、自治体や

医療機関と連携し、沿線の健康関連情報を集約・発信。 
６）2 月にモニタープラスを対象に「ゴールイベント」を開催、取り組み成果を共有。 

（２）実施体制 
阪急阪神ホールディングス／事業管理・事業企画運営、阪急電鉄／WEB 企画運営、阪

神電気鉄道／イベント企画運営、健康ラボステーション／健康測定・アドバイス会運営。 
 

３．２ 事業の成果 
（１）モニター・モニタープラス登録者数と構成 

2017 年 2 月 20 日現在の登録者はモニター786 名、モニタープラス 254 名、合計

1,040 名。男女構成は男性約 1/3、女性約 2/3。年齢構成は 30～50 歳代が中心となっ

た。 

（２）健康に対する不安と意識（モニタープラス） 
厚生労働省「健康意識に関する調査」2014 年と比べると、モニタープラスの健康不

安は一般国民と同等（厚生労働省調査 61.9%：モニタープラス 61.1%）、健康に対する

意識はやや高め（健康のために積極的にやっていることがある＋健康のために生活習

慣に気をつけている＝厚生労働省調査 53.9%：モニタープラス 60.4%）となった。 

（３）健康意識の変化（モニタープラス） 
１）健康意識面では、約 8 割が意識的に取り組んだ（図表 3-3）。 

図表３－３ ウォーキング・食事への取り組み（n=197） 
 
 

 
 
 

２）ウォーキングへの動機は多岐に亘るが、健康増進の他に歩数に応じたポイント、

目標達成欲求、歩数ランキングが強い動機となった（図表３－４）。 
  

34.5%

10.2%

10.2%

54.3%

39.6%

66.0%

10.2%

45.2%

23.4%

ウォーキング

ウォーキング以外の運動

食事

大変意識して取り組めた 少し意識して取り組めた あまり意識できなかった 無回答
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図表３－４ ウォーキングについて何が強い動機付けとなったか？（n=197） 
 
 
 
 
 
 
 
（４）行動の変容（モニタープラス） 

１）一日当たりの平均歩数は、10 月・11 月にかけて順調に伸びたが、12 月・1 月は

低下した。モニターとモニタープラスを比較すると、スタート当初は大差無い

が、モニタープラスは 10 月・11 月に歩数が上昇し、12 月・1 月に低下したもの

の 9 月を上回った。これは 9 月に開催したキックオフイベントでの意識付けの成

果と考えられる（図表 3-5）。 

図表３－５ 一日あたり平均歩数（n=367） 

 

 

 

 

２）ウォーキング以外の運動に取り組むモニターは 49.7%（9 月）から 58.9%（1
月）に増加した。 

３）ウォーキングの習慣化により、おでかけする回数が増え、いつもの駅の手前で降

りて歩くなど日常移動において変化が生じた（図表 3-6）。「PiTaPa」利用履歴分

析の結果、「最寄駅の隣駅」での乗降回数の増加者 26％、減少者 18%と定量的に

も確認された。 

図表３－６ ウォーキングのために行動に変化がありましたか？（n=197） 
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22.3%
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21.3%
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14.2%

自分の身体の健康増進

歩数に応じてポイントがたまること

自分で立てた目標歩数をクリアしたいという欲求

アプリ「CH歩数計」でのランキング表示

自宅の近隣エリアへの興味・関心

各地の行楽や、初めて歩く街や山等への興味・関心

ウォーキングによる爽快感・達成感

自分の身体の健康状態に関する危機感

ダイエット・痩身
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４）行動目標は達成度 10 割の方が 30%、8 割が 23%、6 割が 29%に及んだ。主な目

標は「行先の階まで階段を使う」「用事がなければコンビニに寄らない」「運動や

ストレッチを習慣にする」等。無理のない目標設定と、健康測定後の継続的なア

ドバイスで確実な行動変容を支援し、達成者には次なる行動目標を設定した。 

（５）健康改善の実感（モニタープラス） 
ウォーキングや運動を通して、街歩きへの関心やおでかけの楽しさ、脚力の強化、

ストレスの解消、健康の改善などを実感している（図表 3-7）。 

図表３－７ ウォーキング・運動での変化の実感（n=197） 

 
（６）健康数値の改善（モニタープラス） 

9 月から 1 月にかけて血圧は改善傾向にあり、血圧リスク値対象者（収縮期

160mmHg 以上、又は 拡張期 100mmHg 以上）は 19 名から 9 名に減少した。また、

筋力は 8.3%アップし、筋力が最も弱い層（5 種類合計で 75kg 未満）が 16.3%（9 月）

から 9.2%（1 月）に減少するなど、フレイル予備軍の方の筋力が向上した。しかし

BMI・体脂肪率・筋肉量は、改善傾向は見られなかった。 

（７）特定健診の受診率と未受診者への受診勧奨（モニタープラス） 
モニタープラス 254 名のうち特定健診の対象者は 189 名。うち特定健診未受診者

36 名に受診勧奨し、そのうち 11 名が受診した。受診率は 73.5%から 79.3%（1 年以

内に受診済み 139 名＋追加受診 11 名／対象者 189 名）に上昇した。 

（８）血圧リスク者への受診勧奨結果（モニタープラス） 
測定会において、血圧が収縮期 160mmHg 以上、又は 拡張期 100mmHg 以上の方

は 27 名。このうち常日頃は低い 4 名と既に医療機関で受診中の 12 名を除く 11 名に

医療機関の受診を勧奨し 5 名が受診した。医療機関の受診率は 52.2%から 73.9%（17
名／対象者 23 名）に上昇した。また 9 月の測定会でのリスク者 19 名のうち 9 名が、

11 月の測定会でのリスク者 11 名のうち 7 名が次の測定でリスク値未満となった。 
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（９）プログラムに対する許容価格調査（モニタープラス） 
有料（月額制）化した場合の許容価格調査（図表 3-8）では、上限価格 500 円、下

限価格 300 円、最適価格 300 円となった。有料化に否定的な層、肯定的な層がほぼ半

数であったため、価格許容度が高い方のみで再分析（図表 3-9）すると、上限価格 1,000
円、下限価格 500 円、最適価格 500 円という結果となった。 

図表３－８ PSM 分析１（n=197）  図表３－９ PSM 分析２（n=97） 

 

 

 

 

 

 
（１０）ゴールイベント（2 月 11 日開催） 

モニタープラス・モニター 123 名、自治体等協力団体の関係者 56 名（関係者かつ

モニター26 名を含む）が出席した。本プロジェクトの分析結果を報告のうえ、グルー

プインタビューを実施。意識変化や行動変容・継続のポイント、有料化に対する意見

も含めて多くの声を集め、今後の取り組みに対する参画意欲も高めた。 

（１１）産官学民共用基盤・沿線広域連携体制構築 
医療費・介護費の適正化と健康寿命延伸に取り組む自治体、予防・健康分野での事

業・サービス開発を検討している企業・大学・研究機関等の課題・ニーズを把握する

と共に、連携体制の構築、事業化に向けてのヒヤリング並びに検討に取り組んだ。 

（１２）考察 
モニタープラスの「成果」の総括は下記の通り。 
１）健康意識の変化：キックオフイベントでの自分の健康状態の把握、健康改善に繋

がる方法の理解、薬剤師･管理栄養士と共に設定した行動目標、アプリの歩数･ラン

キング･ポイント等による目標達成度チェックが、健康意識の変化に寄与。 
２）行動の変容：モニタープラスはモニターに比べて歩数の上昇幅が大きく、その後

の低下は緩やかであった。ウォーキング以外の運動、おでかけする時間や回数、階段

を利用する率も増加し、行動目標の達成率も高水準。ホームページやメールマガジ

ンでの、地域の健康づくりに関する継続的な情報発信の有効性も確認（参加者の 36%
が「メールマガジンで案内された健康づくりに関するイベント等に参加」と回答）。 

３）健康改善の実感：行動の変容により、長距離歩くのが苦で無くなった、脚力がつい

てきた、ストレスが解消した、食事が美味しくなった、おでかけや運動が楽しくなっ
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た等、各人各様に体力･気力の充実と健康の改善を実感していることを確認した。 
４）健康数値の改善：筋力や血圧は改善したが、BMI や体脂肪率等は改善しなかった。 
健康数値は小幅な改善となったが、健康改善の主観的な実感が健康行動の継続に繋が

ることをアンケート、グループインタビューで確認した。 
今後の事業展開においては、住民一人ひとりの１）２）３）４）に応じたサービスの提

供と「主観的実感」の提供を重視していく。 
また０．２（２）（３）に基づく「健康

に対する関心･不安の４タイプ」の内、健

康に不安のある層の意識喚起と行動変容支

援が、効果的であることが確認できた（図

表 3-10）。 
生活習慣病リスク者の意識喚起にもアプ

ローチし、健康に対する不安の解消と、健康

改善を実感できる製品・サービスの提供を

通じて、予防の事業化と、沿線の健康寿命の

延伸に繋げていく。 
 

 

（１３）事業スタート時の目標と実際に得られた成果 

図表 3-11 事業スタート時の目標と実際に得られた成果 

成果目標 内容 目標 成果 達成 
 

１）沿線住民の行動変容 

 
ウォーキングによる平均歩数 40％増 11%増 ※1 △ 

健康づくりモニターの特定健診受診率 70％ 73.5%→79.3% ※2 ○ 

健康測定で発見したリスク者の医療機関への
 

70% 52.2%→73.9% ※3 ◎ 

２）１）による健康改善 

 健康数値(筋力）…握力･足指・蹴り上げ・大
腿内転筋・外転筋の合計値 10％増 8%増 △ 

３）産官学民共用基盤・沿線広域連携体制構築 

BtoC 
健康関連情報集約･発信数 100 件/月 35 件/月 △ 

モニターへのプログラム提案数(累計) 100 件 152 件 ◎ 

BtoB 
 
BtoG 

健康ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ・ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾗﾎﾞ利用団体数 50 団体 102 団体 ◎ 

共同企画施策数 50 施策 16 施策 △ 

 〃 のべ連携団体数(累計) 200 団体 42 団体 △ 

広域連携施策数 5 施策 6 施策 ○ 

 〃 のべ連携団体数(累計) 20 団体 27 団体 ○ 

図表 3-10 健康意識・不安タイプ別分類 
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４）ビジネスモデル構築に向けた成果目標 

 

健康に関心（不安）のあるモニターの人数 2,300 名 1,040 名 △ 

健康情報データの収集・蓄積 ◎ 

行動変容データの収集・蓄積 ◎ 

健康づくりプログラムの定量評価（利用率・利用頻度等）・定性評価（モニター
に対する継続意向・支払意向）の収集・蓄積 ◎ 

toB/G に関する事業性検証のための定性調査 ○ 

※1 9 月→11 月の増加割合。9 月→1 月は 2％増（季節要因等により 12・1 月減少）。 
※2 9 月開始時点で 73.5%と目標値を上回っていた。9 月→1 月に 5.8%増。 
※3 9 月→1 月に 21.7%増。 

 
３．３ 今後の事業展開 
３．３．１ 目指すビジネスモデル 

健康に関心・不安のある「市民」、健康・予防分野で事業を開発・展開したい「企

業」、生活習慣病予防により医療・介護費の抑制を目指す「自治体」が集まる、「沿線健

康プラットフォーム」の機能拡充を進めながら、BtoC、BtoB、BtoG の３つのサービ

スを開発し、ビジネスモデルを構築していく。 
 

図表３－１１ 沿線健康プラットフォームで共創するビジネスモデル 

 
 図表３－１１の右側、BtoC サービスの提供価値は、①楽しい・うれしい、②お得感、

③健康見える化、④安心、である。 
毎日の歩数を自動計測、体重・血圧・体脂肪率・体温等を入力･管理でき、グラフ等で

数値の変化を確認できるアプリを無料で提供し、健康に関心（不安）を感じた消費者に、

段階的に有料のサービスを提供していく「フリーミアム」モデルを想定している。 
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駅、商業施設等、グループの様々な事業拠点で常時募集しているクレジットカード、

現金ポイントカードなどの会員から募集し、円滑･ローコストに顧客を獲得していく。 
図表３－１１の左上、BtoB サービスの提供価値は、①顧客・顧客接点、②信用、③未

病・健常者データ、である。 
ダウンロード数が 27 万に達している「阪急阪神おでかけアプリ」を改良。「沿線おで

かけ情報」を紹介しているトップページに歩数を表示し、興味を惹かれたユーザーを新

設する「健康ページ」に導き、歩くだけでポイントが付くことを知らせて健康無関心層

の意識を喚起し、日常的な健康数値の計測が可能なアプリや、家庭では計測できない数

値が計測できる健康測定を紹介。歩数・血圧、体組成・筋力はじめ様々な数値を健康数

値 DB に蓄積し、カード、アプリ等で収集する家族構成、職業、勤務形態、日々の移動・

購買情報などの所謂「ライフログ」データを加えて、地域版協議会の共用 DB に匿名化

して提供し、提供料を受領する。加えて、地域版協議会参画企業が、データを活用して

開発した健康づくり製品・サービスを健康意識の高まったユーザーに推奨、広告料や、

購入額の一部を手数料として受領する（図表３－１２）。 
 

図表３－１２ BtoB モデル 

 

図表３－１１の左下、BtoG サービスの提供価値は、①省コスト・省力・集客、②沿線

広域連携、③ソリューションモデル、である。 
  

沿線自治体との協議を通じて、健康イベントが健康意識の喚起に効果があることは確

認できたものの、市単独での企画や PR では、十分な集客が図れないこと、健康ポイント

が日常生活習慣の改善に効果があることは確認できたものの、活動量計の貸与や、ポイ

ント交換商品の選定･発送などに、予想以上に手間とコストがかかり、国等の助成終了後

も継続していくためには、省コスト・省力が課題となっていることが分かった。 

これらの業務を、当社が受託し、沿線情報誌や多様な交通媒体を活用して、沿線広域

に PR し、アプリ、カードやポイントシステムを活用して、効率的に運営することにより、
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自治体の課題を解決し、対価を得ていく。（図表３－１３）。 
 

図表３－１３ BtoG モデル 

 
 
３．３．２ 今後の展開方法 
 「健康寿命の延びる沿線」を、下記プロセスで実現していく。 

①ＩＣＴリテラシーの高い層をターゲットにビジネスモデルを構築 
②顧客、パートナー産官学を拡大し、BtoC、BtoB、BtoG ビジネス各々を収益化 
③①②によるビジネスモデルの構築状況を見て、顧客層（消費者）を拡大 

BtoC サービスの成否は、BtoB、BtoG 含めたビジネスモデル構築のポイントとなるが、

国民皆保険とクオリティの高い医療へのフリーアクセスが根付いた日本においては至難

の命題であり、意識が高く、経済的余裕のある富裕層のうち、高機能なセンサー･カメラ･

マイク等の仕様が公開され、歩数･活動量などの日々の健康数値、移動･購買･趣味嗜好等

のライフログデータを無理なく精確に収集できる様々な健康アプリが開発され利用され

ているスマートフォンユーザーをターゲットとするのが、効率的･効果的にビジネスモデ

ルを構築するための近道であると考える。 
 当社含む民間企業は保険外サービスの自己負担が可能な富裕層、自治体は生活保護含

む低所得者層、という棲み分けで、並行してソリューションを探ることを提起する自治

体もあり、連携しながら②③のステップに進めるように検討を進めていく。 
今後 3 か年で、健康数値計測･記録･指導アプリ、健康･医療情報連携データベース等の

システム整備（2017 年度）、本事業の核となる「沿線健康プラットフォーム」の信用供

与に必要な「健康づくり製品･サービスの認証機能」の構築、BtoC サービスの「プレミ

アムサービス」である「安心の提供」に必要な「コンシェルジュ機能」実現のためのシス

テム･人材育成・資格供与等の体制整備（2018 年度）、BtoC・BtoB・BtoG3 つのビジネ

スモデルの拡大･展開（2019 年度）等を、地域版ヘルスケア産業協議会「健康“生き活

き”羅針盤リサーチコンプレックス協議会」と連携し、個人情報保護や情報管理の在り

方に留意しながら進めていく。 
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コンソーシアム名 呉市モデル全国推進コンソーシアム 

代表団体 株式会社データホライゾン 

事業名 ハイリスク患者に対する疾病管理(呉市モデル)の全国推進プロ

ジェクト 

 

４．１  事業概要 
４．１．１ 事業の背景、課題、目標 

広島県呉市で取組んだ「糖尿病性腎症重症化予防」（以下、呉市モデル）は、実施初年

度から透析導入患者数の抑制効果が観察された。また、その効果は持続的に観察されて

いる。このため、内閣府は国民の健康増進と医療費の伸びの抑制を目標に、このモデル

を全国に展開することを決定した。 
一方で、呉市モデルの特長である重症度の高い糖尿病性腎症患者（ステージ 3 期～4

期）への指導を効果的に担える専門の看護師の数は限られており、このまま事業を全国

に拡張するには人的資源による限界があると考えられた。 
そこでこの打開策として、これまで呉市での事業を支援してきた民間各社及び大学が

協力して、呉市モデルをいかにして全国に広げていくかの検討を開始した。そして、新

たなビジネスモデルとして、これまで自社内の看護師を教育して派遣するサービスモデ

ルを、多職種への教育と運用支援を行うサービスモデルへとビジネスモデルの転換を目

指すこととした。 

様々な職能がある中でも、全国に網羅的に施設が整備され、かかりつけ薬剤師制度な

ど今年度環境面が大きく変わり、地域の中で新たな役割が期待されている保険薬局(薬剤

師)を対象と考えた。薬剤師が重症化予防事業を担うモデルには以下のような利点がある

と考えられる。 

① かかりつけ薬局・薬剤師であれば、患者との最低限の関係構築が出来ており、同意

率アップや早期の目標設定、事業終了後の継続フォローが期待できる。 

② 全国に施設が網羅されているため都市部以外でも指導業務を円滑に実施できる。 

③ 主治医と連携する際に医師の理解を得やすい。 

④ プログラム参加者は、定期的に受診・来局しているため気軽に参加できる。 

また、このモデルがビジネスモデルとして成り立つかを確認するために、以下の 3 点

の実証を目標とした。 

① 高度な指導スキルを持った人材育成 

② レセプト分析、受診勧奨など患者指導を運営する体制・環境の整備 

③ 新たな事業者による保健指導サービスの事業性の検証 

実証を進めるにあたり、他市町への普及推進、薬剤師会・医師会への働きかけや事業

性の客観的な評価は、広島県の地域版協議会である「ひろしまヘルスケア推進ネットワ

ーク」が担当した(図表４－１)。 
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図表４－１ 本事業で実証する部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．１．２ 事業の内容 

 
（１）教育モデルの構築 
・教育はＥラーニングによる教育をベースとするが、これは、株式会社 DPP ヘルスパー

トナーズの社内研修で使用しているものを基礎とし、広島大学大学院医歯薬保健学研究

院・森山美知子教授の指導のもと、E ラーニングは追加収録・編集を行い、テスト問題を

追加整備し、インターネット上で同時に 100 人までが学習できる環境を整え、講座カリ

キュラムの作成、講義内容の構築、講師の選定を行い多職種に対応できるよう改めて構

築する。 
・認証レベルをレベル 1 からレベル 3 の 3 段階に設定し、アセスメント技術・行動変容

技術・ケア技術のチェックリストの作成と到達度による認証の仕組みを構築する。 
 

（２）新たな事業者への教育 

・本事業の協力団体である株式会社ホロン すずらん薬局グループに対して（１）で示

した教育を実施する。教育期間は約 3 か月間とし、指導可能なレベルまで習熟した受講

者を 10 人育成することを目標とする。 
 
（３）重症化予防指導 
・（２）で教育を受けた事業者により、重症化予防指導事業を実施する。 
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指導実施患者数は 15 人を目標とし、指導期間は２か月程度を想定する。薬局（薬剤師）

による指導部分は株式会社ホロン すずらん薬局グループが行うが、Ⅳ期に分類される

患者については、今回の教育のみで指導を行うのは難しいため株式会社 DPP ヘルスパー

トナーズが指導を実施する。 
 
（４）事業評価 
・教育を受けた薬剤師に対して重症化予防指導事業に関するスキルの習得具合について

評価を行う。評価は株式会社 DPP ヘルスパートナーズが、自社の社員教育で用いている

基準をベースとしたものを改編して使用する。 
・重症化予防指導を受けた患者の生理学的データやアンケート等を分析し、事業評価を

行う。既存事業と比較して課題を洗い出し、事業化に向けて改善する。 
 
４．２ 事業の成果 
４．２．１ 教育モデルの構築及びその内容 

・既存の教育コンテンツを薬剤師向けに改修した。通常 480 時間かけている株式会社

DPP ヘルスパートナーズの看護師向け社内教育について、フィジカルアセスメントや患

者の行動変容を促す理論、技術を中心にプログラムを見直し、66 時間で教育可能な薬剤

師向けプログラムを構築した(図表４－２)。 
 研修プログラムはレベル別に大きく３つに分けられる。レベル１は、糖尿病をはじめ

とする慢性疾患の疾病管理や患者教育に関する知識を取得することを目的に、E ラーニ

ングによる講座を中心に、患者教育や行動変容交渉術についての講座を追加して実施す

る。レベル 2 ではレベル 1 の合格者を対象に、軽度に腎機能が低下した糖尿病性腎症を

持ち、かつ、脳血管・心血管障害（CVD）の既往歴がある患者に支援ができるようにな

ることを目的として、実技やロールプレイを中心にした 15 時間の講座を実施する。レベ

ル 3 では、レベル 2 の合格者を対象に、中等度に腎機能が低下した糖尿病性腎症患者に

支援ができるようになることを目的として、事例検討やロールプレイを中心とした 8 時

間の講座を実施する。 
 

図表４－２ 教育内容 

教育レベル 教育目的 教育方法 教育時間 

 

レベル 1 

糖尿病をはじめとする慢性疾

患の疾病管理、患者教育に関

する知識を取得する 

E ラーニング講座 

テスト 

27 時間 

9 時間 

講座 7 時間 

 

レベル 2 

軽度腎機能が低下した糖尿病

性腎症患者かつＣＶＤ（脳血

管・心血管障害）既往がある

患者への支援ができる 

講座 15 時間 
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レベル 3 中等度腎機能が低下した糖尿

病性腎症患者へ支援ができる 
講座 8 時間 

 

４．２．２ 実施評価 

株式会社ホロン すずらん薬局グループの薬剤師 8 人（勤務経験 5 年以上で薬局の管

理者を中心に選抜）に対し教育を行った。目標レベルに達成した者は 4 人であったが、

薬剤師についても、管理栄養士等他資格者との連携のもと、重症化予防指導が担えるレ

ベルに達することがわかった（図表４－３）。 
 

図表４－３ 教育実施内容と結果 

 

 

教育レベルごとの評価 

・レベル 1：参加者に対し E ラーニングと講義を行い、合否は E ラーニングの理解度テ

ストの点数より判断した。E ラーニングは 8 人が受講し、講義(座学)は業務多忙によ

り不参加となった 3 人を除いた 5 人が受講した。テストの結果、規定点に達した 7 人

を合格とした。 
・レベル 2：レベル 1 に合格した 7 人の内、業務多忙のため不参加の 1 人を除いた 6 人

と、レベル 1 に合格はしていないが後学のために参加した 1 人を含めた計 7 人が受講

した。2 日間の講義を行った後のテストで認証基準を満たした 4 人が合格となった。

総得点は合格基準に達しているものの、合併症患者に対する食事療法等の必須項目が

認証基準に達しない者もあった（※１）が、該当部分については管理栄養士等専門職

との連携を条件に指導可能と判断し、条件付き合格とした。 
不合格者 3 人の内訳は認証対象外のレベル 1 不合格者が 1 人、残り 2 人は講座を欠席

したため不合格とした。 
・レベル 3：レベル 2 に合格した 4 人とレベル 2 に合格はしていないが座学の為に参加

した 3 人、計７人が受講した。レベル 2 合格者の内、レベル 3 の合格者は 1 人だっ

た。3 人はレベル 2 と同様に総得点では合格圏内であるが、 たんぱく制限食の指導等

必須項目の得点が認証基準に達しないため（※2）、今後の OJT でトレーニングを積

教育
レベル

指導可能
レベル

(腎機能)
受講
人数

合
格
者

講
義
数

認証条件 結 果
（合格者平均）

レベル
１

正常～
軽度低下 8 7 39 Eラーニングを全項目終了し、正解率6

割以上であること
318.8点
/390点

レベル
２

軽度～
中等度低下 7 ４ 43 項目ごとに設定された点数以上かつ総

合得点130点以上であること
154.8点
/172点

レベル
３

中等度低下
～高度低下 ４ ４ 13 項目ごとに設定された点数以上かつ総

合得点30点以上であること
28.5点
/ 52点
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み、多職種と連携することで解決すると判断し、条件付き合格とした。 
 

※1：具体的には、糖尿病の病態、シックデイルール、血糖自己測定（SMBG）の見

方、インスリン療法上の注意点、慢性腎臓病（以下、CKD）の運動療法における活

動と休息、糖尿病性腎症や合併症を持つ患者に対する食事療法、また具体的な目標

立案などの項目。 
※2： 具体的には、CKD ステージごとの病態や検査結果の説明、腎代替療法と精神

的支援、CKD における食事療法、特にたんぱく制限食の具体的指導等の必須項目。 
 
４．２．３ 教育内容に対する考察 

薬剤師の人材育成において、受講者 8 人、うち対象者の都合により全課程を受講した

者は 4 人のみとなったが、それ踏まえたうえで、成果について考察する。 
今回、全課程を受講した者 4 人全員がレベル 3 まで認証され、全課程を受講できなか

った者は非認証扱いとし、レベル 3 認証には至らなかった。この結果や参加者本人によ

る評価から、本事業で開発した薬剤師向け教育コンテンツによって糖尿病性腎症重症化

予防支援（中等度の重症度レベルまで）に関する知識、スキルを一定の基準まで上げる

ことができたと考える。 
講座に対する受講者向けアンケート調査において、教育の満足度に対してレベル 1 で

回答者 6 名全員が 80 点以上、レベル 2 で回答者 6 名全員が 70 点以上、レベル 3 で回

答者 5 人中 1 人が 60 点、4 人が 75 点以上と評価していたことから、教育コンテンツレ

ベルは妥当であったと言える。また受講者から「ロールプレイ後のフィードバックが分

かりやすく、今後の改善に役立つと感じた。」や「たんぱく尿や腎臓のことがとてもわ

かりやすく学べたので今後の指導にも生かせそう。」といったコメントに見られるとお

り、日常の服薬指導への活用意欲が向上する事例もあった。 
一方で、受講期間については、学習内容の多さとのバランスから再検討する必要があ

る。特にレベル 3 の教育についてはアンケートにて 5 人中 2 人が「講座期間が短い」、1
人が「講座期間がとても短い」と答えた。レベル 2 の合格者 4 名中 3 名、レベル 3 の合

格者 4名中 3名が他の職種との連携を条件とする条件付き合格であったことを鑑みると、

薬剤師向けにプログラムを絞り込むことで、短期間のうちに無理なく修了できる時間構

成にすることが妥当と考えられる。 
今回の結果から得られた重要な知見は、薬剤師はその養成課程（大学教育）で、保健指

導という観点からの疾病の理解や患者教育、生活指導については学習しておらず、これ

らを短期間で学ぶには時間的限界があることである。さらに、薬剤師の専門性や果たす

べき役割を鑑みた際に、今回実施したような食事療法や運動、日常生活指導、フィジカ

ルアセスメントを含めた重症化予防支援全体を網羅した教育よりも、服薬管理指導とこ

れに役立つアセスメント、コミュニケーション技術などにポイントを絞った講義内容と

することが効果的であると考えた。今後は、薬剤師向けプログラムを更に焦点を絞った

内容に改変し、加えて、薬局で実際に患者指導を行ってもらい、その評価を行いたいと
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考える。 
 
４．２．４ 重症化予防指導 
 今年度は重症化予防指導の実証に至らなかったが、現在、株式会社ホロン すずらん

薬局グループ協力の元、本事業で育成した薬剤師 8 名が勤務する薬局の近隣医療機関と

交渉を進めており、２つの医療機関より承諾を受け、指導患者リストを作成している。

引き続き薬剤師による保健指導の実証調査を開始する予定である。 
 
 

４．３ 今後の事業展開 
４．３．１ 実証事業で明らかになった事項及び今後の改善点 
 当初、本事業では、薬剤師に、株式会社 DPP ヘルスパートナーズの看護師・保健師が

実施する、糖尿病ガイドラインに示される、糖尿病患者に必要とされる教育の全領域を

学んでもらい、その知識や技術を認証することを計画したが、実施結果から以下の考察

が得られた。 
①薬剤師、看護師、管理栄養士にはそれぞれ得意とする領域や法律で規定された業務

内容、受けてきた教育の特徴があることから、その専門性に応じた教育内容を用意し、

患者ごとに抱える課題（糖尿病を悪化させるリスク要因）と重症度に応じて専門職ご

とに役割を担うことが重要である。 
 

②薬剤師に看護師や管理栄養士の持つ療養指導に係わる全ての技能を教育することは

難易度が高く時間も要するため、本モデルの事業者にとっても保険薬局にとっても事

業性が低いと考えられる。 
 

③今年度設計した薬剤師向けプログラムについては、レベルの設定と全体の分量につ

いて見直しが必要であるとの結論を出したが、患者の安全と提供される教育の質を担

保するために、段階的に複雑性を上げ、認証していく教育方法はレベルごとの認証結

果から有効であることが分かった。また、教育内容は医学や行動科学、心理学の知見

に基づいており、専門家からの確認を得て構築したが、講座に対するアンケート調査

において、概ね肯定的評価を得ており、内容は適切であると考え、今後のプログラム

改良に活かす。 
 

④いつでも受講できるＥラーニングは日常業務を抱える薬剤師にとっては有効だが、

実技研修のための集合研修は都合をつけられずに参加できない受講者がいた。参加者

の利便性を考慮すると、今後はロールプレイなどの実技研修にも活用できるよう E ラ

ーニングを拡大、充実していく必要性が示された。 
 
 



44 
 

４．３．２ 本事業の課題 
本事業は薬剤師への教育⇒患者への指導⇒指導の効果検証を実証する予定であったが、

保険者との調整等に時間を要し、教育のみ終了し、指導の効果検証には至らなかった。 
最大の要因として、医療機関関係者の理解を得ることができなかったことがあげられる。 
 
４．３．３ 目指すビジネスモデル 

今回、薬剤師向けの教育コンテンツを開発して実際に薬剤師に教育を施した結果、職

能として薬剤師は重症化予防を実施するためのポテンシャルがあることは分かったが、

更なる教育コンテンツの絞り込みや、現業がある保険薬局の薬剤師でも実施可能な時間

的、設備的な環境を整える必要があると言える。 
 
結論として、これまで専業で糖尿病重症化予防の指導教育を受けた看護師が行ってき

た業務を薬剤師が代替することを目指すのではなく、重症化予防事業の中で薬剤師とし

ての経験や専門性が最も活かせる役割を担ってもらうことが、薬剤師を含めたモデル構

築のポイントであると言える。 
 
具体的には、はじめに薬剤師は対象となる患者の検査結果と症状よりリスクアセスメ

ントを行い、面談で生活状況を聴取して悪化要因を特定する。その上で服薬管理の徹底

により病期を維持できると判断した患者に対し、生活環境に合った服薬指導を継続して

いく。複雑な合併症を持っていたり、食事運動指導などが必要と評価される患者に対し

ては、地域内の保健師や株式会社 DPP ヘルスパートナーズのような指導会社が中心とな

り指導を継続していく。このように職能に応じたスキルを活かせるモデルであれば、教

育の負担も少なく、協力を希望する専門職を増やすことが期待できる（図表４－４)。 
 

図表４－４ 目指すビジネスモデルの全体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保険者内の保健師、
管理栄養士

保険薬局
の薬剤師

Ｇ２・Ｇ３
アドヒアランス
の比較的良い人

Ｇ５・Ｇ４・Ｇ３、アドヒアランスの悪い人
食事運動指導や訪問指導が重要な患者

複数の合併症を持つ患者

訪問看護
ステーション

保険者

指導会社

②業務委託

④課題・
重症度アセスメント

⑤指導
(服薬アドヒアランス等)

医師会・薬剤師会等①連携

⑤指導 ⑤指導

教育、ツールの提供

業務フロー
(番号は実施順)

③アセスメント
ツールの提供

⑥事業報告

後期高齢者に
強みを発揮

技術移転
コンサルテーション
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４．３．４ 今後の展開方法 
平成 29 年度は今年度の課題（育成後の薬剤師による指導効果の検証、教育の実施時

期、医療機関関係者との連携の問題、教育内容の改善と短縮化）について引き続き検討

を行い、薬剤師、保健師、看護師を使ったモデルを再構築する。 
再構築後、平成 30 年より本格実施される保険者努力支援制度を見据え、平成 28 年度

現在で株式会社データホライゾンがジェネリック医薬品差額通知、医療費分析やデータ

ヘルス計画等の事業に係っている全国 350 の国民健康保険に対し、新しいモデルを導入

する。平成 30 年度に 10%の導入、平成 31 年度は、30%の導入を目指す（図表４－５）。 
 

図表４－５ 導入目標 
 

 
 
 
４．３．５ 収支計画 

ある国民健康保険者 1 か所の糖尿病性腎症患者 100 人に対する指導を受託したと仮定

して積算を行った。 
単価は現時点では仮ではあるが 1 保険者あたり 735 万の収入を想定する（図表４－

６）。平成 30 年度に 35 保険者に導入すると 2.57 億円、平成 31 年度に 100 保険者に導

入すると 7.35 億円の売り上げが見込めると考えている。 
 

図表４－６ 指導レベルごとの単価及び指導金額（100 人当たり） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険において、重症度が高く指導が難しい患者の 10%が翌年に透析導入に至

ると仮定し、人工透析継続期間を約 5.5 年、年間の医療費を 500 万円とすると、5 人を

指導し人工透析導入を予防することで、1 人×500 万円/年×5.5 年=約 2,750 万円の医

療費の伸びを抑えることができると試算できる。また比較的軽度な患者、生活習慣に課

題がある患者に指導することにより、重症度が高く指導が難しい患者の数を将来的に減

らすことになり、全体的な医療費削減につながることになると考えられる。 

 平成 30 年度 平成 31 年度 
保険者割合 10％ 30％ 
保険者数 35 100 

比 較 的 軽
度な患者

薬剤師
受診勧奨・
服薬指導

70 人 18 万円 20 人 63 万円 3 万円 210 万円 147 万円

生 活 習 慣
に 課 題 が
残る患者

保健師
食事・運動
など生活指
導

25 人 30 万円 10 人 75 万円 15 万円 375 万円 300 万円

重 症 度 が
高 く 指 導
が 難 し い
患者

看護師
ハイリスク
患者に対す
る指導

5 人 30 万円 150 万円

735 万円

⑥指導金額
（①×⑤）

指導実施者

※ハイリスク患者に対する指導はDPPヘルスパート
ナーズの専属看護師が指導に当たるため、教育コス
トは計上しない

指導レベル 指導内容
①指導
対象者

教育部分費用（コスト） 指導部分費用（売り上げ）

収支
（⑥-④）

②一人当 たり
指導会社 から
の教育費等

③１人当
たり指導
可能人数

④教育にかかる費用
（①÷③×②）

⑤指導単価
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コンソーシアム名 北海道ヘルスケア産業振興協議会 地域モデルコンソーシアム 
代表団体 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 
事業名 現役世代の生活習慣病予防から退職後の介護予防までのシームレ

スサービス実証 
 
５．１ 事業概要 
５．１．１ 地域の健康食ネットワークを中心とした現役世代向け生活習慣病予防プロ

グラム 
（１）事業の背景・目的 
 生活習慣病予防の重要性やその取組方法を認識している現役世代は多いものの、

健康行動を実践できない、または実践しても継続しないことが問題点として挙げら

れる。そのため、飲食店のネットワーク形成による健康食（栄養バランスの良い食事）

を提供する環境、健康行動変容を促すアプリによる情報提供サービスが連動したプ

ログラムを提供する。これにより、生活習慣病予防に向けた食生活の改善等の健康行

動を実践し、継続するためのビジネス検証および健康増進・行動変容効果の検証を行

う。 

 

（２）目指すビジネスモデルの仮説 
顧客確保  従業員の生活習慣病予防に向けた企業経営サイドから

の積極的な働きかけ 
サービス内容  健康食提供飲食店のプロモーション 

 利用者による操作の煩雑性が少なく、ゲーム感覚で楽し

めるスマホアプリによる食生活改善サービス 
対価の獲得方法  健康食提供飲食店からの広告・協賛費や、企業の福利厚

生サービス等 
 

（３）事業内容 
①実証モニターの確保 

札幌市大通地区、札幌駅前地区に所在する企業の個別訪問、北海道ヘルスケア

産業振興協議会会員への周知等により、実証モニター87 名を確保した。 
 

②地域健康食の需要拡大に向けたプロモーション事業 
㈱リクルート北海道じゃらんと連携し、健康食を提供する飲食店 20 店舗を確

保した。また、じゃらん北海道の紙面を活用して低廉な価格で 5 大栄養素をバ

ランスよく摂れる食事を提供する店舗及びメニューを紹介する「働きメシ」企画

を掲載し、利用喚起を促すスタンプラリー等を実施した。更に、プロモーション

による健康食の需要喚起効果を把握するため、じゃらん北海道会員を対象とし

た「働きメシ」企画に関するアンケート調査を実施した。 
 

③生活習慣病予防に向けた行動変容促進サービス 



47 
 

㈱ビームオンと連携し、スマホで写真撮影した食事画像の彩りから栄養バラ

ンスを分析するアプリ「5 色バランス見分ける君」を実証モニターに対して配

布・利用してもらった。実証モニターのアプリ利用データ、アンケート調査等に

より健康行動変容効果を把握した。また、アプリを継続利用している実証モニタ

ーを対象とした血液検査を行い、実証前の健診結果の比較から健康増進効果を

検証した。 
 

④本実証の普及啓発事業 
北海道ヘルスケア産業振興協議会の食ＷＧで本実証結果を発表した。 
 

⑤次年度以降のビジネス化などに向けた検討調査 
札幌市内の医療保険者や企業を対象とした従業員の食改善サービスやアプリ

利用率を把握するためにアンケート・ヒアリング調査、飲食店を対象とした健康

食の提供意向を確認するアンケート調査、実証モニターを対象としたアプリ利

用による行動変容効果等を把握するアンケート調査等を実施した。 
 

⑥有料サービスの実施 
飲食店では有料で健康メニューを提供し、利用件数は 2,938 件となった。当

該企画に合わせて、北海道じゃらん HP のバナー広告（8,000 円／月）を健康食

提供の飲食店に紹介したが出稿はなかった。また、実証モニターへのアンケート

結果から食生活の改善等を促すアプリ利用料は無料であることが適当との回答

が過半数を占めたためアプリの利用料を回収できなかった。 
 

５．１．２ 地域包括ケアシステムを補完する退職前後のシニアをターゲットとした認

知症予防プログラム 
（１）事業の背景・目的 

主な対象者を退職前後のシニア層と設定し、認知症予防に向けて地域包括ケ

アシステムにおける地域単位の「日常生活圏域」をフィールドに、「運動」「食」

「社会参加・生きがいづくり」と「居場所・社会的役割づくり」「地域コミュニ

ティ形成」の要素を含んだプログラムを一体的に提供するビジネス検証および

健康行動変容効果の検証を行う。 
 

（２）目指すビジネスモデルの仮説 
顧客確保  退職前後シニアが受け入れやすい「セカンドライフ支援」（地

域での新たな居場所・役割づくりなど）の切り口。 
 配偶者等が参加を促したくなるプロモーション方法。 

サービス内容  認知症予防に必要な 4 つの要素（運動・食・社会参加/生き

がいづくり・地域コミュニティ形成）に係る個別プログラム

を一体的に提供。 
 身近な小売店舗をプログラム提供の拠点とすることで、利用
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利便性を確保。 
 認知症予防に係る健康行動を実践することによるインセン

ティブ付与（商品交換企画等）の仕組みを導入。 
 充実したセカンドライフの実現から将来の生活不安に係る

相談対応等を提供し、中長期的に利用者の認知症予防を支援

する仕組みを導入。 
対価の獲得方法  会員組織化による会費収入を基本とする。 

 

（３）事業内容 
①実証モニターの確保 

札幌市内のオフィス街（大通地区）に所在する企業を訪問し、現在就業中の退

職前シニアへの本事業の周知を依頼するとともに、「おもむきのひとプロジェク

ト」の名称で新聞折込や新聞記事掲載などメディアを活用し、合計実証モニター

を 121 名確保した。 
 

②認知症予防プログラムの開発 
㈱ポロワッカ等と連携し、「運動」「食」「社会参加・生きがいづくり」に資す

る既存の個別プログラム（既存事業者等で展開済みのもの）をベースに、「参加

者同士の交流」の要素を付加しながら、認知症予防に寄与するパッケージ商品

（定期講座：19 プログラム、特別企画 4 プログラム）として開発し、コープさ

っぽろの 2 店舗（平岡店、ソシア店）と大通地区のビルの会議室などでプログ

ラムを提供した。 
 

③認知症予防プログラムの実証 
認知症予防プログラムの実証モニターを対象としたアンケート調査やグルー

プインタビュー調査、歩数データの分析等を実施し、健康づくりや認知症予防、

社会参加に向けた行動変容等や目標歩数クリアによる賞品交換企画を通じた行

動変容効果を検証した。 
 

④次年度以降のビジネス化などに向けた検討調査 
本事業のビジネス化に向けて、実証モニターを対象としたアンケート調査や

グループインタビュー調査に加えて、今後、認知症予防プログラムを提供しうる

27 事業者のリストアップ等を実施した。 
 

⑤有料サービスの実施 
特別企画に関しては、有料で実施した。定期講座は、多くの参加者を確保する

ため、実証期間中を無料とし、終了後の有料化によるプログラム継続参加意向の

把握に留まった。 
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５．２ 事業の成果 
５．２．１ 地域の健康食ネットワークを中心とした現役世代向け生活習慣病予防プロ

グラム 
 

（１）現役世代に健康食を提供する飲食店等の確保 
㈱リクルート北海道じゃらんと連携した「働きメシ」企画は、札幌駅周辺・大

通地区を拠点とした健康食と親和性の高い飲食店（多様なメニュー展開をして

いる定食屋や洋食屋等）を健康食提供店として 20 店舗確保した。 
一方で、次年度の健康食を提供する飲食店の確保については目標値（50 店舗）

に至らなかった。この理由として、多くの飲食店ではまだ健康食への関心が高ま

っていないため、アンケート調査での掘り起こしが困難であったと分析した。今

後、北海道ヘルスケア産業振興協議会等と連携し、健康食を提供する飲食店・テ

イクアウト店の発掘や飲食店の意識醸成に向けた継続的なプロモーション等が

重要となる。 
（２）現役世代の食生活改善を促進する情報提供サービスの開発 

食事の写真画像の「色」情報から栄養バランスを分析するシステムを活用した

スマホアプリ「5 色バランス見分ける君」による食生活改善情報提供サービスを

開発した。今後、食事の色の解析精度の向上、アドバイスコメントの拡充、リア

ルタイムの飲食店情報（飲食店の空席情報、現在地から近い健康食提供店情報な

ど）提供機能の追加、クーポン発行等の機能追加が事業化の課題として挙げられ

る。 
（３）現役世代への健康食プロモーションを通じた健康食の利用件数 

健康食利用件数は、本プログラム参加モニターで 3,200 食を目指したが、2,938
食にとどまった。 

実証モニターを対象としたグループインタビューから、会社の近くに健康食

提供店がない（少ない）、ランチはお弁当なので飲食店を利用しない、何度も同

じメニューを食べない等であることを確認した。健康食のさらなる需要喚起に

は、健康食を提供する店舗の発掘による対象店舗の増加、テイクアウト店等のラ

ンチを提供する業態の拡充、飲食店における健康食メニューの拡充が必要と考

えられる。 
（４）現役世代（本実証モニター）の健康改善・行動変容データ 

実証モニターを対象としたグループインタビューから、アプリの利用を契機

に、野菜の多い食事を選ぶようになった、1 日 3 回健康を意識した適切な食事を

摂るようになった等、食に関する行動変容につながったことが確認できた。 
その一方で、血液検査による健康増進効果（体重・血圧、コレステロール値等

が実証前より改善した人 50 名以上）、健康行動変容効果（食事の栄養バランス

（色味）が実証前より改善した人 30 名以上、歩数等の活動量が実証前より増加

した人 30 名以上、本プログラム実施を通じて行動変容した人 60 名）について
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は、いずれも目標値に至らなかった。この理由としては、アプリの継続利用者が

少なかったこと、検証対象モニター数が少なかったことが挙げられる。継続利用

者が少なかった要因は、アプリの画像解析精度の低さやアドバイスコメントの

少なさ等が考えられる。今後は、アプリの画像解析の精度を高めて、継続的な利

用を促すことが重要である。また、実証モニターを対象としたアンケートでは、

食事の写真を撮り忘れる人が多いこと、グループインタビューでは、1 人ではな

く職場の同僚等と一緒に参加することが継続的な利用につながることが判明し

た。以上の観点から、アプリの継続利用には、企業を通して職場内でアプリの利

用を促すことも重要であることが明らかとなった。 
 

（５）次年度以降の情報提供サービスにおける妥当な単価設定 
本プログラム参加モニターにおいて、アプリは無料サービスが適当とする回

答が過半数を占めた。また、食生活の改善を促すアプリを「社員に紹介、利用さ

せたい」と回答した企業のうち、アプリの利用料金が有料の場合に会社が負担す

ると回答したのは 13.4％に留まり、現在のアプリの機能を踏まえた単価設定は

無料が妥当であると考えられる。 
なお、本プログラムの健康食提供店に対して、「働きメシ」特集記事と併せた

バナー広告（8,000 円／月）の出稿を案内したが、過去実績がないテーマであり

どの程度の効果が見込めるのかわからない等の理由からバナー広告を出稿した

飲食店はなかった。当該結果について、㈱リクルート北海道じゃらん等の広告系

の有識者と協議した結果、1 ヶ月あたり 3,000 円程度の広告料が妥当という結論

に至った。 
 
５．２．２ 地域包括ケアシステムを補完する退職前後のシニアをターゲットとした認

知症予防プログラム 
 

（１）認知症予防プログラムを提供する個々の事業者の確保 
今回のプログラム提供（定期講座・特別企画）は 21 の事業者・団体の協力に

より、多様なプログラムを展開できた。更に、今後の事業展開にも協力いただけ

ることを確認した。 
また、北海道ヘルスケア産業振興協議会における次年度の継続予定会員のう

ち、本プログラム内容との関連性が高い会員を 27 事業者・団体リストアップを

行った。今後、当該事業者・団体を対象に、プログラム提供可能性について詳細

な情報収集を実施する。なお、既に事業協力いただいた事業者・団体が複数含ま

れているが、次年度の事業計画の目標値だったプログラム提供意向がある 30 事

業者の確保は、達成する見込みである。 
 

（２）認知症予防プログラムの開発 
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    ㈱ポロワッカや医療法人渓仁会円山クリニック、社会福祉法人渓仁会等との連

携により、認知症予防に資する運動、食生活、社会参加・生きがいづくり、地域

コミュニティ形成の要素を取り入れた 23 の個別プログラム（コープさっぽろの

店舗等で提供する定期講座数 19、モニター同士の交流促進等を目的とした特別

企画数 4）を開発し、目標値（20 程度）を達成した。今後、利用者における参

加プログラムの選択を容易にするため、23 の個別プログラムの中からモニター

の利用ニーズが高かったプログラムを複数選定し、パッケージ商品として開発・

提供することで利用者の更なる参加を促す。 
 

（３）有料サービス導入に伴う実証モニターの継続参加率 
 モニター確保に向けて企業訪問を実施した結果、有料サービス実施に伴いモニタ

ー数の確保が困難になる懸念されることから、本事業では有料サービスを実施しな

かった。なお、モニター調査では、今後の認知症予防プログラムの利用意向率は

85％となり、利用意向率が高いことが判明した。しかしながら、当初想定した

有料サービスの設定額（月 5,000 円程度の会費）での継続参加率は極めて少な

く、実際に有料サービスを実施するにあたっては利用者の実態・消費動向に合

わせた価格設定が重要となる。 
 

（４）本実証モニターの健康行動変容データ 
 実証期間中、普段の歩数から設定した目標歩数を上回ったのは、参加対象 44
名のうち、28 名（63.6％）となり、目標値（実証期間中の活動量が実施前より

増加）を達成した。また、当該プログラム実施前との比較で運動・食・社会参加

に係る健康行動変容効果があったモニターの割合は 70％となり、介護や生活支

援に係るボランティア等に登録するなど、地域包括ケアシステムにおける自助

に寄与する行動もみられた。なお、ボランティア等で本プロジェクトの運営に参

画したいモニターも 65％いることが判明した。 
 一方、本プログラム提供による社会参加に係る行動変容は、「特に変化がない」

が半数を占めていた。モニターが希望する社会参加の形態（起業やボランティア

等）や分野と、講座内容とのミスマッチがその要因として考えられ、今後はミス

マッチを解消するための調査や講座内容の再考も検討する。 
 

（５）本実証モニターの「認知症予防」に係る意識に係るデータ 
 退職前後のシニアにおいてプログラム参加前から、「認知症予防を意識して生

活をしていた」モニターは、58％と半数以上存在しており、プログラム参加後、

新たに「認知症予防を意識して生活するようになった」モニターは 34％となっ

た。以上の結果から、退職前シニアにも認知症予防の潜在ニーズがあり、セカン

ドライフを訴求ポイントとすることで認知症予防への行動変容も促すことがで

きた。今後は、日頃から認知症予防を意識していないシニアに対しても、認知症
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予防の重要性を訴求し、健康行動や社会参加に係わる行動変容を促すことが重

要だと考えられる。 
 

（６）プログラムの継続参加や固定客確保に向けたビジネスモデルの構築 
 退職前後のシニアを対象とした認知症予防プログラムは、会費制を導入し、認

知症予防に必要な 4 つの要素を取り入れたプログラム内容等で実施する方針と

する。今後、フレイル期の相談支援、会員の相談内容から最適な事業者を紹介す

る個人と医療や介護福祉分野の事業者のマッチング支援サービス実施に向けた

モデル構築が必要となる。 
 

（７）次年度以降の妥当な単価設定 
    1 ヶ月あたりの妥当な会費は、2,000～3,000 円程度と基準を設けることがで

きた。計画当初は、1 ヶ月あたり 5,000 円の会費収入を想定してビジネスを検

討したが、参加モニターの支払可能金額と乖離が生じた。要因としては、民間

企業による既存の生涯学習講座との差別化が十分でないことが考えられる。今

後は、既存講座等との差別化を図り、比較的高額な会費でも参加したいと思わ

れる付加価値の高いプログラム設計・提供が重要と想定される。 
 

５．３ 今後の事業展開 
５．３．１ 地域の健康食ネットワークを中心とした現役世代向け生活習慣病予防プロ

グラム 
 

（１）目指すビジネスモデル 
地域の健康食ネットワークを中心とした現役世代向け生活習慣病予防プログ

ラムのサービス提供と費用負担（収入）の流れは以下のとおりである。 
本プログラムのターゲットは、企業・健康保険組合、飲食店や健康関連企業で

ある。企業・健康保険組合には、従業員の食生活改善や健康増進に取り組む健康

経営の実現に向けてアプリ（食事の彩りバランス判定等）、アプリと連動した個

別食事指導等のサービスを提供する。 
飲食店や健康関連企業には、当該アプリを活用し、健康増進等に関心のある消

費者への効果的なアプローチができる広告媒体として提供する。 
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図表５－１ ビジネスモデル 

 

 
アプリの改良（画像の色の解析精度向上、アドバイスコメントの拡充、飲食店

情報提供機能の追加）等の目処が立った段階で、企業・健康保険組合については、

北海道ヘルスケア産業振興協議会等、関係機関等との連携により健康経営に係

る意識が高い企業に対してアプローチする。飲食店や健康関連企業については、

上記協議会との連携により健康食を提供する飲食店の新規発掘を行う。更に、健

康食提供意向の飲食店や公的機関の発行物に紹介されている飲食店情報を収

集・リスト化し、本プログラムに参加してもらうようアプローチする。 
 

（２）今後の展開方向 
1 年目は、㈱北海道二十一世紀総合所、および、健康食のプロモーションを実

施した㈱リクルート北海道じゃらん、食生活改善情報提供サービス（5 色バラン

ス見分ける君）の運用を行った㈱ビームオン等が連携し、本実証事業の中で明ら

かとなった提供サービスや料金形態の課題、その対応策を検討する。当該対応に

より、事業化の基礎を固めながら、北海道ヘルスケア産業振興協議会と連携する

ことで健康食提供店の発掘を進める。 
2 年目は、従業員の健康づくりに関心の高い企業等に対して、アプリの無償配

布と有料サービス（個別食事指導サービス：【収益】12,000 円✕15 社✕20 人／

1 社、【経費】食事指導委託費（栄養士等）6,000 円✕300 件）の提供を開始す

る。この活動により、食習慣の改善に関心が高い会社員が日々チェックするアプ

リとしての実績を確保し、健康関連企業や健康食を提供する飲食店等が関心を

示す広告媒体としての一定の基盤を構築する。 
3 年目は、アプリの無償配布と有料サービスを提供する事業者の獲得活動に加

えて、健康関連商品・サービスを販売する企業や健康的なメニューを提供する飲

食店からの広告出稿獲得活動により収益拡大を図るとともに、健康食のプロモ

ーション活動を継続する。 

スマホ等による健康食プロモーション

スマホ等による行動変容サービス

飲食店等のネットワーク構築

健康食を提供する飲食店等

北海道ヘルスケア産業振興協議会
医療機関

現役世代
（生活習慣病予備軍）

行動変容効果・健康増進効果の分析

店舗・メニュー
情報

健康食の
利用状況

協賛金
手数料

発掘・健康食
開発支援

健康食の利用

生活習慣・行動変容
に関するデータ

行動変容に資する情
報提供・飲食店プロモ

ーション（スマホ）

ターゲット抽出・
プログラム利用
促進

企業・健康保険組合等
結果フィードバック

プログラム利用料
（福利厚生サービス・

保健事業）

※ はお金・収入の流れ

健康食利用
のインセンティ
ブ補助

連携

運営組織
（㈱北海道二十一世紀総合研究所、㈱リクルート北海道じゃらん等）
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このように、1 年目に事業開始に係る準備、2 年目にアプリの無償配布と有償

サービス提供を組み合わせた実績作り、3 年目には単年度黒字化し、4 年目には

繰越損益の回収を可能とする事業基盤を確立する。 
 

５．３．２ 地域包括ケアシステムを補完する退職前後のシニアをターゲットとした認

知症予防プログラム 
 
（１）目指すビジネスモデル 

地域包括ケアシステムを補完する退職前後のシニアをターゲットとした認知

症予防プログラムのサービス提供と費用負担（収入）の流れは以下のとおりであ

る。 
本プログラムのターゲットは、主に退職前後のシニアおよび地方自治体であ

る。退職前後シニア向けには、退職後のセカンドライフの充実や認知症予防等に

資するサービスを提供する。サービスの対価は、利用対象である退職前後シニア

からの会費や参加料を中心とする。また、地方自治体の地域支援事業の関連とし

て受託収入確保も目指す。 
 

図表５－２ ビジネスモデル 

 
（２）今後の事業展開 

㈱ポロワッカと㈱北海道二十一世紀総合研究所が連携し、下記を実施する。 
 
 1 年目は、認知症予防プログラムのカスタマイズを行う。具体的には、利用者の

非日常体験や交流を促進するプログラムの充実を図りつつ、講座の開催会場も新

たに検討する。具体的には、本実証エリアの「平岡地区」での継続的な実施に加え

北海道ヘルスケア産業振興協議会

日常生活圏域をフィール
ドとした、おもに退職前後

のシニア

コープさっぽろ店舗等を拠点とした認知症予防プログラム実証

・プログラムコーディネーターの設置
・プログラムプランナーの設置

運動・食・社会参加に係る個別プログラムを
提供している事業者

（協議会会員のヘルスケア関連事業者：外注先）

認知症予防プログラムの開発・提供

プログラムの提供などによる健康行動変容促進分析地方自治体
（地域包括支援センター）

認知症予防啓発・
プログラム利用促進

プログラム
利用

※ はお金の流れ

プログラム
提供

地域経済団体・企業

退職前シニアへの利
用インセンティブ補助

連携

プログラ
ム・ノウハ
ウ提供

運営組織
（㈱北海道二十一世紀総合研究所、㈱ポロワッカ）
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て、富裕層が比較的居住しており、当該事業に協力意向のある医療機関等も集積し

ている「円山地区（新規）」で当該プログラムを実施する。いずれも会費制を導入

して、プログラムを実施予定である。 
 2 年目は、札幌市内の大通地区に所在する会議室等を活用し、企業や健康保険組

合の福利厚生サービス等の一環として、退職前シニアを対象に認知症予防プログ

ラムを実施する。 
3 年目は、認知症予防プログラムや㈱ポロワッカの既存サービス（高齢者向け住

宅のプロモーション等）を一体的に情報発信できるポータルサイトの運用を開始

する。また、フレイル期の相談支援や、会員の相談内容から最適な事業者を紹介す

る個人と事業者のマッチング支援サービス事業を開始する。更に、札幌市や CCRC
を推進する他の自治体から当該プログラムが有効活用できる事業の受託を目指し、

収益基盤を強化する。 
このように、1 年目から事業化や新規地区の追加、2 年目以降、札幌市内の大通

地区を拠点とした事業エリア拡大やフレイル期の相談支援等を開始し、3 年目に

は単年度黒字化し、4 年目には繰越損益の回収を可能とする事業基盤の確立を目

指す。 
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コンソーシアム名 ICT リハ推進コンソーシアム 
代表団体 一般社団法人 ソーシャルアクション機構 
事業名 ICT を活用した介護予防・介護改善プログラムのプラットホー

ム事業 
 
６．１  事業概要 
６．１．１ 事業の背景・課題・解決策 
  デイサービス事業所では利用者に対して様々なリハビリを提供しているが、リハビ

リの改善効果を測るための統一指標がなく情報公開もされていないため、利用者は自

宅からの距離や雰囲気などで事業所を選んでいる。一方、現行の介護保険制度のもと

では利用者の介護度が改善すると介護事業所の報酬が下がる仕組みになっているため、

介護事業所には介護度の改善に積極的に取り組む動機が働きづらい。また、介護事業

所においては慢性的な人員不足や事務業務の多さから、業務効率化も大きな課題であ

る。 
本事業では、これらの課題を解決するツールとして、利用者個人の状態にあわせて

最適なリハビリプログラムを提案するとともに、介護事業所の業務支援をする仕組み

（ICT リハ）を構築し、検証を行った。 
ICT リハは、過去の介護度が改善した者のデータ分析を踏まえ、新規利用者に最適

なリハビリメニューを提案するプログラムを備える。ICT リハを導入するデイサービ

ス事業所では、リハビリによる改善効果を数値で示すことが可能になり、その結果高

い改善効果が示されれば、集客効果を見込むことができる。また、ICT リハの業務支

援機能によって、リハビリメニューの作成、利用状況の記録、日報作成等にかかる時

間が大幅に短縮される。 
さらに、ICT リハの改善効果の実証と並行して、利用者の維持改善率の情報公開の

あり方について保険者と協議を進めることで、利用者の要介護度の改善を図らずに報

酬を得ようとする介護インセンティブの考え方から、利用者の要介護度を改善して集

客効果を高める健康インセンティブの考え方への転換を試みる。 
 
 
６．１．２ 目指すビジネスモデルの仮説 

次年度以降は、会員登録をしたデイサービス事業所が ICT リハの月額使用料とスタ

ッフの初期研修費用を支払い、ICT リハのリハビリ提案機能と業務支援機能を使用す

る。コンソーシアムでは導入する事業者から評価データを収集することで、メニュー

提案プログラムの精度を継続的に改善するとともに、業務支援機能を拡充する。 
（図表６－１） 
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図表６－１ 目指すビジネスモデル 

. 

 
６．１．３ 事業の目的と成果目標 

ソーシャルアクション機構は、デイサービス事業所を運営するエムダブルエス日高の

利用者データを前橋工科大学とともに分析し、新規利用者に対して最適なリハビリメニ

ューを提案するプログラムを作成し、ICT リハに反映した。さらに、スタッフの作業効

率を向上させる業務支援機能を ICT リハに付加した。 
エムダブルエス日高の運営する群馬県内 11 か所のデイサービスの利用者を実験群

（ICT リハ導入）と対照群（通常のリハビリを実施）に分け、各群に対して ICT リハ

の提案に基づくリハビリと従来のリハビリを実施した。リハビリ期間の前後に身体機能

や認知機能を測定することにより、ICT リハの導入による利用者の介護度の変化（KPI : 
実験群の維持改善率 85%以上）や認知機能・身体機能の変化（KPI：実験群の改善率

15%）を検証した。さらに、ICT リハを導入した事業所の介護職員の事務作業時間を導

入の前後に測定し、事務負担の削減効果を検証した。（図表６－２、図表６－３） 
軽度認知障害（MCI）を早期発見するための測定ツールとして株式会社 MCBI によ

る MCI スクリーニング検査を使用し、認知機能の測定ツール兼リハビリツールとして

株式会社トータルブレインケアによる認知機能（脳活）バランサーを使用した。（KPI：
5 種バランス改善率 10％） 

あわせて、事業期間全般にわたり、利用者の維持改善率の情報公開のあり方について

県内の保険者や医療介護関係者と協議を実施した。 
成果指標と検証方法を表で示す。（図表６－３） 
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図表６－２ 実証事業の目的 

 

図表６－３ 成果指標と検証方法 
 成果指標 成果目標 検証方法 

①  介護改善率 

（要介護度の改

善） 

実験群のうち、維持・改

善する参加者が 85％以上 

事前・事後の要介護度の比較 

②  サービス利用者数

の増加 

120 人増加 前年度のサービス利用者実績

数との比較 

③  認知機能の改善率 5 種バランス改善率 10％ 認知機能バランサーで測定す

る 5 種の認知機能（計画力・

記憶力・注意力・見当識・空

間認識力） 

④  アセスメントスコ

アの改善率 

アセスメントスコアの改

善率 15％ 

初回測定と終了時測定で歩行

速度・歩幅・MMSE・身長・体

重・BMI・TUG・ファンクショ

ナルリーチ・片足海岸立ち・

握力の 10 項目を比較検証 

⑤  テストマーケティ

ング 

・導入事業所数 10 ヶ所 

・使用感、満足度、主観

的な事務負担の軽減効

果について、「良い」、

「満足である」、「負担

が軽減した」の各回答

が 70％以上 

・導入理由として「利用

者の介護度改善が期待

できるから」を挙げる

ICT リハを導入する他法人事

業所 10 か所程度に対するアン

ケート 
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事業所が 70％以上（複

数回答可）※ 

・「ICT リハのどんな点に

魅力を感じるのか」、

「現状でどの程度介護

改善意識があるのか」、

の各回答を得る。 

 
６．２ 事業の成果 

前橋工科大学は 7 月から 9 月末にかけてエムダブルエス日高における過去の維持・改

善者びデータを分析し、10 月から 12 月末にかけてエムダブルエス日高システム室職員

が ICT リハ推薦システム（以下、推薦システム）に分析結果を反映した。本推進システ

ムでは、利用者データベースを要介護維持または改善傾向にある利用者から作成し、新

規利用者と同じ疾病（ICD 大分類組み合わせ）を持つ過去の利用者のリハビリメニュー

の実施実績から、新規利用者に適したリハビリメニュー（以下、パーソナルベスト）を 8
つのリハビリメニューから選択して提示する。 

参加団体であるエムダブルエス日高のデイサービスセンター11 事業所を実験群の 2 事

業所・約 1,200 名と対照群の 9 事業所・約 1,000 名に分け、1 月から 1 月末に亘り、実

験群に対して ICT リハを、対照群に対して通常のリハビリを実施した。 
パーソナルベストの提示にあたり、8 つのリハビリメニューを示した一覧表をデイサ

ービス内に掲示するとともに、個別説明を実施した。 
図表６－４ 8 つのリハビリメニュー 
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次に、推薦システムによるパーソナルベストな推薦結果の例を示す。横軸はリハビリ

メニューを示し、左から有酸素運動、筋トレ、認知トレ、ストレッチ、スポーツ、栄養サ

ポート、血圧管理、日常生活である。縦軸は、推薦の強さを示す。推薦の強さは、各メニ

ューの値の合計が 100%となるように調整されている。よって、推薦の強さ（棒の高さ）

はリハビリメニューの実施の割合と考えられる。また、各メニューの２つの棒は左が現

状のリハビリメニューの実施割合を表し、右が推薦を表す。 
図表６－５に利用者 A の例を示す。この利用者は有酸素運動をあまりしていないが、

推薦システムからの推薦では有酸素運動を 10%程度増やした方が良いことがわかる。逆

に筋トレは 20%程度減らした方が良いことが分かる。その他、認知機能トレーニングと

栄養管理に関して 5%程度増やした方が良いこと、日常生活に関しては 10%程度減らし

た方が良いことが分かる。 
図表６－５ 利用者 A の現状の実施と推薦の例 

 
 

６．２．４ 委託事業の成果 
 概要 

・ICT リハを導入したデイサービスの利用者は、導入しなかったデイサービスの利用

者に比較して有意に要介護度の維持改善がみられた。個別の身体機能・認知機能につ

いても、全 8 項目中 4 項目で有意に改善がみられた。 
・期間終了後のアンケートでは、ICT リハの効果を感じた利用者は 95％、自身の行動

変容を感じた利用者は 84％であった。 
・業務を ICT 化する事で、業務効率が向上し、職員一人あたりの事務作業の時間が削

減された。本来業務であるケアに集中できるため、ひいては職員満足度の向上も期待

できる。 
成果目標に対する成果を示す。（図表６－６） 
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図表６－６ 委託事業の成果 

 
 
 
１） 介護改善の検証 
 ①要介護度の維持改善率 

ICT リハを導入したデイサービス利用者は、導入しなかったデイサービスの利用者

に比較して有意に要介護度の維持改善がみられた。（図表６－７） 
 

図表６－７ 要介護度の維持改善率 

 
 

 ②認知機能の改善率 
実験群においては、5 種バランスの内、見当識、注意力、計画力の 3 項目において、

対照群に比較して有意に改善がみられた。（図表６－８） 
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図表６－８ 認知機能の改善率 

 
 
③アセスメントの改善率 
実験群においては、8 項目中 4 項目で対照群に比較して有意に改善がみられた。（図

表６－９） 
図表６－９ アセスメントの改善率 

 
 

２）ICT リハ利用者アンケート（実験群） 
実験群を対象とした期間終了後のアンケートでは、ICT リハの効果を感じた利用者

は 95％、自身の行動変容を感じた利用者は 84％であった。（図表６－１０） 
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図表６－１０ ICT リハ利用者アンケート 

 
 
３）保険者（自治体）と維持改善率の情報公開についての協議 

実験群の事業所では対照群と比較し有意に利用者が増えており、その原因は口コミ

で ICT リハの効果を聞いたためと推測された。今後、アンケート等で傍証を収集す

るが、この傾向が正しければ、自治体が事業所ごとの要介護度の維持改善率を公表

することで、改善を目指す事業所の増員効果が期待できる。（図表６－１１） 
また、群馬県内の一部保険者（自治体）では、情報公開の導入について検討してい

る。 
図表６－１１ デイサービス利用者の増加 

 
 

４）介護職員の事務作業時間削減効果 
今年度 ICT リハを導入した全 6 事業所において、職員の事務作業時間が軽減した。 
大規模な事業所ほど、職員一人当たりの負担削減効果が高かった。小規模事業所では

職員に対する研修が不十分なために機能が活用しきれなかったと推測される。（図表

６－１２） 
 

図表６－１２ ICT リハを導入した事業所において削減された 1 ヶ月の事務作業時間 
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６．３ 今後の事業展開 
６．３．１ 全体像 
 長期的には ICT プログラムの改善と機能強化による商品価値の向上をはかりつつ、海

外展開も視野に入れつつ国内での市場獲得を目指していく。 
直近のモデルでは、ICT リハコンソーシアムは、デイサービス事業所に対して ICT リハ

システムの提供と保守、リハビリコンテンツの配信、データベース分析結果のフィード

バックを行い、システムの月間使用料と、運用するスタッフに対する運用方法研修費を

収入源とする。（図表６－１３） 
導入事業所の利用者のデータは全て利用者データベースに蓄積されるため、導入先が

増えるほど、事業所の特性等によるデータの偏りが解消され、ICT リハによる推薦の精

度が向上する。さらに、前橋工科大学と共にデータの分析を進め、現状では要介護度と

疾病に限定しているパラメーターの数を増やし、利用者に対してより多様な指標に基づ

くメニューを推薦するプログラムへと ICT リハをアップデートさせていく。 
 

図表６－１３ 次年度以降のビジネスモデルの全体像 

 
 
６．３．２ ターゲット 
 

①サービス利用者：介護保険利用者 
要介護（要支援）認定者数 （2016 年 10 月現在） 
629.7 万人 
男性 
195.8 万人 
女性 
433.9 万人 
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65 歳以上の認定者割合 約 18.0％ 
 
②費用負担者：B to B 契約 
デイサービス事業所数 43,406 （2015 年 10 月 1 日現在） 
 
６．３．３ 顧客獲得 
顧客獲得方法は、以下の流れを想定している。 
 

（１）3 年後までに全国 200 事業所への導入を目指す。利用者の増加と利用の継続に伴

ってデータが蓄積されることで、より複雑なパラメーターに基づいたメニューの

提案が可能になる。今年度に引き続き、前橋工科大学とともに ICT リハのメニュ

ー推薦プログラムの改善を実施する。（図表６－１４） 
 

（２）今年度の事業では認知機能の測定とリハビリ強化に重点をおき、結果においても

有意な改善がみられた。次年度も、MCI・認知症の予防改善を目的とするコンソ

ーシアムを株式会社 MCBI と共に、2017 年 4 月（予定）に設立するなど、引き続

き認知症を重点分野と位置づける。（図表６－１４） 
 
（３）今年度実証された事務作業の効率化機能をさらに強化するため、レセプト請求機

能を追加する。（図表６－１４） 
 
（４）海外での ICT リハの普及に関する事業化調査に本格的に着手する。 
   日本の既存事業者、市町村、あるいはケアマネジャーは、これまで行ってきたこ

とが障がいとなり、パラダイムシフトを受け入れるのに時間がかかることも予想

される。これに対し、海外は、全くの白紙である。このタイミングでの参入は、海

外における、介護改善・自立支援のプラットホームに早い時間でなり得る可能性

がある。海外でプラットホームを築き、日本へ逆輸入することも順序として考え

られる。（図表６－１５） 
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図表６－１４ 国内での展開 

 
 
 
図表６－１５ 海外での展開 
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コンソーシアム名 わこう暮らしの生き活きプロジェクト 
代表団体 株式会社ダスキン 
事業名 わこう暮らしの生き活きプロジェクト 

 
７．１  事業概要 
（１）事業の背景 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送り続けるには、日常生活支援サービス

が切れ目なく持続的に提供される必要がある。高齢者の中には、要介護高齢者と元気高

齢者の間に、心身の機能が低下しつつあり要介護になるリスクを抱えている「介護予防

ゾーン」の虚弱高齢者がいる。介護予防ゾーンの虚弱高齢者については、状態像が悪化

しつつある人の生活を支えるだけでなく、介護保険給付・予防給付のサービスを利用し

ていた人が改善したときの受け皿としても重要であると考えられる。介護予防ゾーンの

虚弱高齢者向けの生活支援サービスは、できなくなったことを高齢者本人に代わってや

ってしまうのではなく、本人の残存能力を活かしながら、道具やノウハウを提供するこ

とで自分自身で行う意欲を引き出すことが重要である。介護予防高齢者は、まだ自分で

出来ることが多く「やりたいこと」も多い。したがって、この人たちが「自立した生活」

をあきらめずに、活発な生活を続けることで本人の QOL を向上・維持につながることも

期待できる。 
しかし、現状では介護予防高齢者に、生活を支える上で役立つ商品・サービスの情報

が届きにくいため利用せず、やりたいことをあきらめて家に閉じこもりがちになったり、

人と会う機会が減ってしまうなど消極的な生活を余儀なくされる人が少なくない。また、

虚弱高齢者は、元気高齢者と要介護高齢者の狭間にあって、その声がメーカーに届きに

くいため、虚弱高齢者に適合する商品・サービスの開発は元気高齢者や要介護高齢者を

ターゲットとした商品・サービスに比べて、遅れがちである。 
このような状況を改善するためには、虚弱高齢者のニーズを踏まえて、高齢者の地域

での生活を支える商品やサービスが持続的に生み出され、それが高齢者のもとに届けら

れる仕組みが必要である。 
本事業では、埼玉県和光市にて実証を行った。和光市は、地域包括ケアシステム構築

に先進的に取り組んできており、要介護認定率は全国平均と比しても低い水準となって

いる。一方、高齢化の進展が見込まれる中、特に介護予防ゾーン高齢者の増加が見込ま

れる。今後は限られた公的財源の中で、介護予防を効率的に実施していくことが課題と

なっている。和光市では、介護予防事業によって自立度が高まった高齢者、重度化を食

い止められている高齢者に対して、インフォーマルサービスや自費サービスなどの互助

の創造支援などを行っている。公的財源でのサービス提供は、量の面においても、内容

の多様性という質の面においても限りがあり、多様な担い手による活動を行政が後押し

することによって、公民両方の力で高齢者の生活を支えることが重要であると考えてい

る。一方で、公民連携の下で自費サービス提供のマナーとルールの合意形成を行うこと

によって、高齢消費者を保護し、高齢者がより安心して多様なサービスのなかから自分
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に合ったものを選べるよう行政として環境整備を行っている。公民連携の枠組みがある

ことによって、高齢者は安心して自費サービスを利用しやすくなる。本事業では和光市

との官民連携の下、高齢者個人向けの「生き活きサービス」（通い・訪問が連携した包括

的な介護予防・生活支援）と、そこで把握されるニーズに関する情報をサプライヤーに

提供する「開発ラボサービス」の 2 つを一体的に運営することで、双方の事業の効果と

持続性が高まるという仮説の下で、ビジネスモデルの検証を行った。 
 

（２）事業の目的 
本事業の目的は四点ある。第一の目的は、介護予防高齢者に対する訪問・通い一体型

のサービス提供を通じて、サービスパッケージの検討、サービス提供手法の整理、事業

の基本モデルの抽出を行うことである。 
第二の目的は、ニーズ起点の商品開発拠点（リビング・ラボ）のフィージビリティの検

証である。介護予防高齢者に対するサービス提供を持続可能にするために、高齢者の現

状を把握し、ニーズにあった新しいコンテンツを開発して流通させることが重要である。

訪問・通い一体型のサービスを、介護予防高齢者にかかるデータの蓄積や、商品コンセ

プト・試作品に対するテストの場として活用し、ニーズ起点の商品開発拠点（リビング・

ラボ）とすることを実証することで、ニーズの把握手法の整理・抽出ならびにその優位

性を把握する。 
第三の目的は、介護予防効果の検証である。通い・訪問の一体型サービスの提供等を

通じて接点を持った高齢者の協力の下、介護予防高齢者の生活機能や状態像のデータを

把握し、サービス提供による介護予防効果の検証を行う。効果の検証によって、介護保

険者である自治体の理解を得られ、政策的に推進される効果が期待できる。 
第四の目的は、官民連携モデルの検証である。公助（自治体の福祉サービスなど）・共

助（介護保険給付サービスなど）の場合は、自治体が指定・監督しており品質が自治体

によって担保されているが、自助（民間サービス）や互助（ボランティアなど）は品質が

多様なため高齢者がサービスを選択し利用するうえで課題が多い。官民連携によって高

齢者は安心してサービスを利用しやすくなり、自治体にとってもサービスの担い手を広

げることができる。実証を通じて、公共と民間とで win-win の関係を築く上で必要な役

割分担や責任範囲を明確にすることが今後の事業化にとって重要である。 
 

（３）事業の内容  
すでに実施中の中央拠点（わこう暮らしの生き活きサービスプラザ）での活動を土台

として、ブランチ拠点でのサービス、訪問サービス、開発ラボなどを充実させ、下図の

ような事業を実施した。 
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 図表７-１  事業概要図 

 
① 通いと訪問サービス（生き活きサービス）検証 
【通いサービス（中央拠点・ブランチ拠点）】 
介護保険認定者（要支援・要介護）より以前の健康寿命維持が求められる高齢者に対

して、市では実施していないコンテンツを民間企業等との協働により提供した。サービ

ス利用者に対して、生活習慣の実態ならびに変化、サービス利用の効果を把握し、効果

検証を行うとともに、ビジネスとしての持続可能性について検討した。 
常設の中央拠点における通いサービスの延べ来店人数は平均で月に約 200 人で、この

うち約１割が新規顧客であった。 
一方、新しい通いの場（ブランチ拠点）で出張イベントの実施に伴い、和光市役所なら

びに受け入れ施設の協力の下、11 月～2 月の間に４拠点で全 15 回実施した。内容は、

「食の知識」「介護予防運動」「タブレットに触れる」の 3 種類のほか、体組成計による

測定とレポートも随時実施した。具体的には、コンソーシアムの参加団体であるハウス

食品グループ本社株式会社の協力の下で、食に関する知識を養う試食イベントを開発・

実施した。また、協力団体である株式会社第一興商の協力の下で、「歌と音楽の介護予防」

と題して歌いながら体を動かすコンテンツを実施した。タブレット教室については、中

央拠点で実施している触れた事も無い方を対象に便利さを伝えるコンテンツを実施した。

体組成測定は株式会社タニタの機器を使用し、計測結果レポートの提供を実施した。ブ

ランチ拠点における通いサービスの来店人数は延べ 161 人であった。 
 

 図表 ７-２  月間来店者数の推移（中央拠点＋ブランチ拠点） 
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 図表７-３  新しい通いの場（ブランチ拠点）一覧 

リーシェガーデン サービス付高齢者住宅 和光市丸山台 中央エリア 
日生オアシス サービス付高齢者住宅 和光市新倉  北エリア 
和光ホーム ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・小規模多機能 和光市諏訪 南エリア 
サポートセンター広沢 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・小規模多機能 和光市広沢 中央エリア 

 
【訪問サービス】 
わこう暮らしの生き活きサービスプラザ（中央拠点）の通いサービスを利用している

顧客に試行的な訪問サービスのモニターになっていただくよう協力を依頼し、それまで

も利用していた通いのサービスと、新たな訪問サービスとを組み合わせて提供した。 
訪問サービスは月 1 回・滞在時間 30 分とし、定期的な訪問のきっかけの一つとして、

清掃用具レンタルシステムを加えることとした。 
約 40 人のモニター候補者に協力を依頼したところ、8 名の協力者が集まった。協力者

に対して、12 月から 2 月にかけて、毎月 1 回の訪問サービスを提供した。 
 

【通いと訪問サービスが生み出す介護予防効果の検証】 
中央拠点ならびにブランチ拠点における通いサービスの利用履歴については、日次で

エクセルファイルに入力し、月ごとに動向の分析を行った。訪問サービスについては個

人ごとに訪問記録を作成した。 
またサービス利用による効果を測定するため、事前事後のサービス利用者調査を実施

した。９月時点での中央拠点の顧客 197 名を対象に、利用者アンケート（事前）を実施

し、92 名から回答を得た。事前アンケートの回答者を対象に、2 月に事後アンケートを

実施し、64 名からの回答を得た。なお、会員番号を紐付けて、事前と事後を比較検証で

きたのは 47 名である。さらに、訪問サービスの利用者に対しては、個人別に訪問インタ

ビューを実施した。 
また、和光市から日常生活圏域ニーズ調査結果のサービス未利用者が多くを占める市

全体の傾向と、生き活きサービス利用者の傾向の比較を行った。また和光市の協力を得

て、市内の高齢者に対してわこう暮らしの生き活きサービスプラザの認知、サービスの

利用状況などについてアンケート調査を実施した。 
 

② 開発ラボの検証 
開発ラボの実施にあたっては、商品開発・新規事業開発を所管している企業の担当部

門に対して、介護予防高齢者の生の声を把握できる拠点の特長を伝え、開発ラボの利用

を提案した。一方、高齢者に対しては、実施期間中に中央拠点に来店した協力を呼びか

け、新商品のテストやグループインタビューを実施した。開発ラボの実施にあたっては、

高齢者は単なる「調査協力」をするという立場ではなく、メーカーに自分たちの要望を

伝える場であり、発言したことによって自分たちの生活がより便利になる商品やサービ
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スの創造につながるということを実感してもらう場となるように配慮した。 
まず、食品メーカー、情報通信企業、医療サービス事業者などに、開発ラボサービスを

利用した商品開発を提案した。10 社の 12 のコンテンツについて調整を行い、情報通信、

保険の合計 2社の 3つのコンテンツについてラボサービスの提供を行った。具体的には、

訪問サービスと組み合わせたホームユーステストに近い形での実施、通いの場での商品

の展示と利用者の反応のテスト、商品アイデアを提示したうえでのグループインタビュ

ーを実施した。 
拠点で蓄積したデータを商品開発の糧としていくために、中央拠点でのイベントや、

訪問サービスの際に会話データを録音し、解析を行った。IC レコーダーを卓上に置いて

録音することを試みたが高齢者の抵抗感が大きかったため、機器を吟味し、接客するス

タッフが装着できる小型のマイクを使用し、利用者の了解を得た上で録音した。 
 

③ プロジェクト検討会議 
本実証事業の進捗管理やコンテンツ開発、来年度以降の展開検討のために、期間中全

５回の会議を開催した。 
 
７．２ 事業の成果 
① 通いと訪問サービス（生き活きサービス）検証 
【新しい通いの場（ブランチ拠点）の提供】 
ブランチ拠点では各回 20 人の定員で参加者を募集した。実施した 3 種類のイベント

のなかで、「歌と音楽の介護予防」は平均 12.1 人、「健康な身体をつくる『食』の知識」

は平均 10.0 人、タブレット教室は平均 9.8 人の参加があった。 
歌と音楽と体操を組み合わせたプログラムは会場も盛り上がり、参加者の反応も良い

が、一方で個別にスタッフと話をする機会が少ない。食のコンテンツについては関心が

高い人が集まるということもあるが、調理や栄養に関する悩みや気がかりなことを相談

され、話すきっかけになる。またタブレット教室も同様に関心者が集まり、検索行動で

は興味関心事が明らかになるため、会話のきっかけ作りには有効であった。集客のため

のコンテンツと、関係構築のためのコンテンツを組み合わせて提供することが重要であ

るといえる。 
またブランチ拠点での実施にあたっては、日程調整と設備条件などの会場の制約もあ

るため、拠点の条件に適したコンテンツ選定が必要である。 
161 名の高齢者が参加したことから、和光市内で通い・訪問の一体型サービスの担い

手として当社を知ってもらうことができたという点において、認知度を高める訴求方法

としては効果があった。また、自治体やブランチ拠点の受け入れ施設・事業者の理解も

深まったが、困りごとの顕在化からサービス提供に至るには、サービスの効果的な訴求

ツールや、信頼感を構築する継続性が課題である。 
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【定期訪問サービスの提供】 
定期訪問サービスの開始にあたって、モニター候補者に個別に協力を呼びかけたが、

その 4 分の 3 には受け容れられなかった。「困っていることがない（手伝ってもらいたい

ことがない）」という理由の人が約 4 割、「他人を家に入れることに抵抗感がある」とい

う理由の人が５割強であった。逆に、サービスを受け入れた人の多くは「顔見知りのス

タッフが来てくれるなら」という理由で参加しており、見ず知らずの人が来るのは嫌だ

が、知っている人が来るならよいというケースもある。 
「困っていることがない（手伝ってもらいたいことがない）」ということについては、

潜在化している生活支援ニーズを顕在化させる困難さが浮き彫りになった。また、通い

の拠点で何度も話をしていて面識もあり信頼関係も、ある程度構築できている相手では

あったが、それでも家に上げていただくことのハードルの高さが明らかになった。ただ

しこれについては「信頼関係があっても家には上げない」ということと、逆に「知り合

いだからこそ散らかっている家を見られるのが恥ずかしい」という両面があることが窺

われた。 
訪問サービスを通じて、介護予防高齢者の生活支援ニーズの把握を目指して実施した。

窓や風呂釜の掃除、不要な段ボールの片付けや家具の組み立てなど、自分では実施する

のが難しい家事を手伝ってほしいというものがあった一方で、中央拠点で実施している

通いサービスのコンテンツのひとつであるネイルをご自宅で実施する、お話し相手をす

るといったようなものもあった。 
実証期間中にサービス提供には至らなかったものの、通いの拠点では話題にならない

困りごとが、訪問することになって明らかになるケースが発生した。例えば、書籍がた

くさんある方は「古本を売りに行きたい」、買い物が不便な場所に住んでいる方は「ネッ

トスーパーが使いたいが使い方が分からない」といった発言である。また、本人は問題

意識を持っていないが、例えば玄関に施錠する習慣がない、といった防犯上の課題など

への気づきもあった。 
特筆するニーズではないが、公の場（中央拠点）では相談されなかった事柄が、私の場

（自宅）への訪問をきっかけに発生するという、個別対応によりニーズを顕在化させる

効果があることが確認された。また「月 1 回というサイクルは適切」「定期的に人が来る

とハリが出る」と、介護予防高齢者にとって適当なパッケージに成り得ると考えられる。 
 

【通いと訪問サービスが生み出す介護予防効果の検証】 
中央拠点既存利用者への事前アンケートとして 2016 年 9 月に実施した調査では、有

効対象者 197 名のうち 92 名から回答が得られ、各検証の効果を測定する基礎データを

収集した。（回収率：46.7％） 
中央拠点既存利用者として、介護予防ゾーンの虚弱高齢者を想定しているが、公的な

事業とは異なり、虚弱であることが条件というわけではない。事前アンケートの回答者

から、ほぼ毎日外出している人が 61 人、週 2～3 回ぐらいの人が 25 人と、外出頻度が

高くアクティブな生活を送っている人が大半を占めることが明らかになった。しかしな
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がら、 
階段を昇り降りするときに手すりや壁を頼っている人が 37％、転倒に対する不安が大

きい人が 52％である。この 1 年間に転んだことがある人が 21％いるなど、心身の機能

低下があったり、不安を抱えているという面において、「介護予防ゾーン」の高齢者が多

いといえる。 
 

図表 ７-４ 日常生活の様子や身体機能（事前アンケート、n=92） 

 
 
生活のなかで抱えている不安とその相談相手にについて尋ねたところ、不安が最も強

いのは「何かあったときの見守り」や「健康について」であり、約 8 割の人が不安を感

じている。家事について不安を感じている人は約 6 割で、不安があっても誰かに相談す

ることなく、自分で判断し対処している。 
 

図表 ７-５ 生活における不安とその相談相手（事前アンケート、n=92） 

 
 
事前アンケート回答者を対象に、事後アンケート調査を 2017 年 2 月に実施した。配

布した 92 名のうち 64 名から回答が得られた。（回収率：69.6％）このうち、事前と事後

を突合することができた 47 名については、個人別に状態像の変化を比較することができ

た。中央拠点既存利用者は、加齢や体調変化によって外出頻度が減る傾向を食い止めら

れている様子がうかがわれた。一方で、口腔機能については低下傾向が見られた。 
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周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われる

複数回答

自分で対処 39 42.4% 49 53.3% 43 46.7% 27 29.3% 13 14.1%

家族に相談 32 34.8% 8 8.7% 21 22.8% 24 26.1% 47 51.1%

友人に相談 17 18.5% 2 2.2% 2 2.2% 0 0.0% 7 7.6%

その他の人に相談 9 9.8% 2 2.2% 4 4.3% 3 3.3% 10 10.9%

なにもしない 7 7.6% 4 4.3% 11 12.0% 18 19.6% 19 20.7%

不安はない 21 22.8% 39 42.4% 28 30.4% 29 31.5% 16 17.4%

健康について
家事（掃除、洗濯、

買い物など）
お金（資産運用、

相続など）に
家の維持・管理に

ついて
何かあった際の見

守りについて
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図表 ７-６ 会員事前事後の変化（生活の様子、抜粋） 

  

事前 

「はい」 

の人数 

事後 

「はい」 

の人数 

事前→ 

事後 

の差異 

変化 

昨年と比べて外出の回数が減っていますか 11 5 -6 改善 

バスや電車で一人で外出していますか（自家用車でも可）  44 44 0   

転倒に対する不安は大きいですか 25 25 0   

お茶や汁物等でむせることがありますか 9 14 5 悪化 

食事の用意をしていますか 46 42 -4 悪化 

 
サービスの利用者を、市全体の高齢者の状況と比較すると、来店者は市全体よりもわ

ずかに若く、圧倒的に女性の割合が高い。外出頻度は、利用者と市全体とでは顕著な差

は見られなかった。生活満足度について、理想の生活を 100 点とした場合の現在の生活

について評価してもらったところ、サービス利用者の初回来店時点の生活満足度が 50 点

以下という人が 22.7％に上り、市平均(17.6%)よりも 5 ポイント以上高かった。 
 

図表 ７-７ 生活満足度について会員と市内高齢者との比較 

 
 
和光市が実施した日常生活圏域ニーズ調査と比較すると、閉じこもりリスクや認知機

能の低下リスクは、利用者のほうが市全体よりも低いが、下肢筋力などの運動器の機能

低下や嚥下などの口腔機能の低下については市全体と同様の水準で利用者にもリスクが

あることが明らかになった。 
 

図表 ７-８ 二次予防チェックリスト該当率 
 生活機能全般 運動器 低栄養 口腔機能 閉じこもり 認知機能 

会員(n=92) 4.3% 16.3% 1.1% 14.1% 1.1% 5.4% 

全体(n=4271) 6.1% 15.0% 1.3% 16.3% 4.4% 13.2% 

うち女性(n=2323) 6.7% 18.8% 1.5% 16.8% 5.2% 14.7% 
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【サービス認知度調査】 
和光市の協力のもと、市内高齢者の約 1 割にあたる 1,300 人を対象に、わこう暮らし

の生き活きサービスの認知度調査を実施した。回収数 682 件(有効回答率 54.5％)で、わ

こう暮らしの生き活きサービスプラザを知っている人は、全体の 28.5％に上った。知っ

たきっかけとしては、和光市の広報・和光市のホームページという回答が 40.0％に上り、

市との連携が認知度に大きく寄与していることが明らかになった。 
 

図表 ７-９ わこう暮らしの生き活きサービスプラザを知ったきっかけ 

 
 
知っている人のうち、わこう暮らしの生き活きサービスプラザを利用したことがある

人は 14.4%であった。利用したことがない人のうち、今後利用したいと思う人は 17.9％
であった一方で「わからない」という回答が 57.9％と多かった。「利用しようと思わな

い・わからない」という理由について複数回答で尋ねたところ、「興味がない」「何の場

所かわからない」という理由が 3 割を超え、サービス訴求方法やツールの課題が明らか

になった。また「詳しい説明を希望する」と回答した人は全体の 23.0％にあたり、今後

の顧客獲得の機会が期待できる。 
 
これらの調査結果から、外出頻度は高いものの、心身機能が低下してきて、転倒や生

活上の不安を抱えている高齢者という顧客像が浮かび上がった。一方で、通いと訪問の

一体型サービスの提供を試みたが、ファーストコンタクトが通い拠点であるため、外出

頻度が低かったり、新しいものに消極的な高齢者にはまだ充分にアプローチできていな

いという課題も浮かび上がった。サービスパッケージとしては、集団での対応となるこ

とが多い拠点での通いサービスと、ご自宅を訪問して一対一でのサービス提供との組み

合わせはニーズ顕在化において有効であることは明らかになったが、その課金形態やコ

ストの圧縮は課題である。サービスの提供にあたって、公民連携は非常に有効な後ろ盾

であり、認知度を高めるのみならず、サービスの信頼感・安心感を高める上で有効であ

る。公民連携の枠組みの下でサービス提供することは、BtoC のサービスを提供する際に

はもちろんのこと、ブランチ拠点で顧客開拓・啓発活動を行ったり、顧客の紹介を受け
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るなど、BtoBtoC のサービスという意味でも追い風になる 
 
② 開発ラボの検証 

介護予防高齢者というのは、介護保険の運営や高齢者福祉に関する政策を実行してい

る地方自治体にとってはなじみがある概念だが、そうではない一般企業にとっては「要

介護高齢者」「それ以外の高齢者」という程度の認識しか持っていないことが多く、この

説明をするところから提案するケースが多かった。この対象者に対する商品のアイデア

がある企業、あるいは既存商品や試作品についてこの対象者の反応を探りたい、という

企業であれば開発ラボにつなげていくチャンスがあるが、ちょうどよい商品がない、ま

だその段階にない、といった企業では見送りになった。 
また、開発ラボの調査協力者である高齢者モニターへの条件の厳しさがネックになっ

たケースもあった。大手のインターネットアンケート調査会社のモニター数が百万人を

超え、高齢者モニターも増えているなか、条件 A かつ B かつ C に当てはまる人に対して

調査をしたい、といった要望が叶えられるようになっている。一方、通いの場で関係を

構築して増やしている会員数は数百人単位であり、厳しい条件に合致する人を集めるの

は難しい。 
開発ラボサービスを実施する際に、通常業務にどう組み込んでいくかも課題である。

日常的な接客に加えて、調査期間に限っての勧誘・声掛けを実施する必要があり、簡潔

な手順書や、会員管理の仕組みが必要であることが明らかになった。 
 
７．３ 今後の事業展開 
① 中央拠点における通いサービス 
中央拠点での通いサービスについては、安定的な新規顧客獲得ならびに既存顧客との

関係構築の拠点となるといえる。調査期間中に、月平均のべ 210 人の来店があり、1 ヵ

月あたりの新規顧客は 18.9 人であった。単純計算すると、年間 200 人以上の高齢者との

接点が期待できる。ただし来店目的は、イベントへの参加が主であり、困りごとの相談

を目的として来店する高齢者の数はまだ少数である。イベントへの参加を通じて、自然

な会話から相談ごとを引き出すことが課題である。そのためには、スタッフの接客スキ

ルの向上、イベントコンテンツの工夫などが考えられる。現在は、クラフト関係のイベ

ントが多い。体操などに比べると、クラフト関係は手先を動かしながら話をする時間に

なるという面もあるが、例えば、食生活や介護、あるいは相続などに関する講座など、

より相談ごとを引き出しやすいコンテンツを充実させる必要があるだろう。 
また、現在は職員が拠点を運営しているが、より地域に開かれた拠点とし、コストダ

ウンを図っていくために、新たな人材の活用が有効であると考えられる。例えば、わこ

う暮らしの生き活きサービスの会員で、ボランティア活動への参加や就労の意欲が高い

高齢者に対して、和光市のヘルスサポーター・介護予防サポーターなどの研修受講とボ

ランティア登録を促し、和光市の推進する「ニュー互助」の枠組みのなかで、拠点運営

に携わるといった方法である。ヘルスサポーターとして、市の介護予防事業やその他の
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事業を支えるなかで、その一つの選択肢としてわこう暮らしの生き活きサービスプラザ

があるという位置づけである。 
今後の展開として、埼玉県和光市の拠点で、必要な費用と見込まれる収益について根

拠となる数値を把握するとともに、サービス提供によって生み出される定量的・定性的

な価値が、かかる手間や費用を上回ることの裏づけをとる。この裏づけを下に、平成 29
年度中に 2 拠点目を展開を判断し、「和光だから成功した」のではなく、一定の条件を満

たす地域あるいは事業主であれば成功するモデルを確立したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② ブランチ拠点におけるサービス 
ブランチ拠点におけるサービスは、中央拠点に誘客して商圏を拡大すること、ならび

にブランチ拠点での接点を個別の相談さらには有償サービスの提供につなげていくこと

が成果指標であると考えられる。４ヵ所のブランチ拠点で 3 ヵ月間に 15 回の出張イベ

ントを実施した。延 161 名が参加し、49 名の新規顧客の獲得に至ったが、中央拠点への

誘客効果は 4 名にとどまった。４拠点の中には、中央拠点から徒歩圏内の施設もあるが、

外環自動車道や川越街道などの、大きな道路を横断するのは、精神的にハードルが高い

という高齢者の声もあった。 
また、サービスの告知チラシでは集客を優先して、イベントを前面に出していたこと

もあって、生活相談などイベント参加以外の目的での来場者はいなかった。中央拠点で

の常設の通いサービスでも、開設から時間をかけて関係を構築し、親身な相談ごとが発

生していることを考えると、3 ヵ月という期間では関係構築には短すぎ、結果が出るまで

時間がかかる面があることは否めない。しかし、ブランチ拠点での参加者は、中央拠点

への来場者よりも男性の割合が高いなど、中央拠点とは異なるカテゴリーの顧客獲得に

つながる側面もある。地域によっては、コミュニティが形成されており、来場者同士が

誘い合うような雰囲気があるところもあった。 
月 1 回程度のペースで、出張イベントを続けることで、新規顧客が獲得され、関係を

深めて生活相談につなげていくポテンシャルがあると考えられるが、中央拠点の運営と
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並行して実施するには負担が純増することから、地域のコミュニティの人材や、和光市

のヘルスサポーターなどの力を借りて運営するなど、何らかの方法で負担を軽減して実

施する必要がある。また、中央拠点の顧客に対する訪問サービスが軌道に乗り、訪問対

象者の数が増えたエリアでブランチ拠点を展開し、さらにそのエリアでの訪問顧客数を

増やすことで、訪問にかかるコストを減らすといった展開も考えられる。 
 

③ 顧客接点の多様化 
中央拠点のイベントは毎回ほぼ定員満員で運営しており、ブランチ拠点においても多

数の参加があった。通いにおけるリアルな接点でのコミュニケーションは、スタッフの

人数や、会場の面積などの制約を受ける。今後サービスを拡大していくにあたっては、

接点の多様化が必要である。 
その一つの試みとして、ウォークラリーを行った。歩数計で各自歩数を記録してもら

い、そのデータを下に、東海道五十三次に換算するとどこまで歩いたかを競い合った。

中央拠点の壁に掲示し、誰がどれだけ進んでいるか一目で見ることがわかる。自分の歩

数を登録のため、仲間の進み具合を見たりするために中央拠点に訪れる人もあり、イベ

ント参加とは違う新たな来店目的、新たな接点の開拓の可能性が見受けられた。また、

当初、歩数計を貸し出す予定であったが、歩数計の保有者は多く、ほとんど貸す必要は

なかった。このことから、健康に対する意識がある人に対して、動機付けをする仕組み

を提供するということが、わこう暮らしの生き活きサービスに求められる重要な役割で

あることが明らかになった。ウォークラリーについては、今後も継続を予定している。 
同様の仕組みで、例えば月に 1 回だけ往訪するブランチ拠点の顧客についても、各自

の介護予防の取り組みを応援するための仕掛けを提供することによって、中央拠点に誘

客したり、あるいは月に 1 回の往訪時に「そういえばこういう相談をしたかったので来

てくれるのを待っていた」と言われるような関係を構築していくことにつなげたい。 
 

④ 訪問サービス 
本調査を通じて、既存顧客については、拠点まで徒歩・自転車・公共交通機関などを利

用し自力で来店できる層であり、試験的な訪問サービスを提案しても「まだ必要ない」

という理由で辞退する人が 4 分の 3 に上った。一方で、サービスを利用した 4 分の 1 の

高齢者においては、大きなゴミをまとめたり、高いところの掃除をしたり、風呂釜の掃

除や家具の組み立てなどやり方に不安がある家事を手伝ってもらいたいといったニーズ

があることが明らかになった。 
これらのニーズは、頻度としては月 1 度程度で、30 分ぐらいの軽いお手伝いという場

合が多い。しかし移動にかかる時間などを考えると、スタッフの時給と利用者の希望す

る価格帯が折り合わない。このことから、月に 1 度の頻度で届ける他の商品やサービス

とのセットにして、訪問サービスを提供することが考えられる。その一つがモップ等の

清掃用品の交換であり、それ以外のアイディアとしては、重くてかさばる日用品を届け

る、あるいは月 1 回の楽しみとして特産品を届けるなどのサービスである。これらとの
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組み合わせで、配達者が届けるのと同時に 30 分程度のお手伝いを提供するというのが現

実的である。また、開発ラボで開発した製品・サービスを、訪問サービスのパッケージ

に組み合わせていくことも考えられる。 
一方で、市との連携を通じて、地域包括支援センターや市の窓口などから、生活支援

サービスを利用したいという顧客を紹介されることも増えている。有料老人ホームやサ

ービス付高齢者住宅では、上乗せサービスとして外出支援などのサービスを提供してい

るが、スタッフの数が足りずに保険外サービスを利用したいという面がある。 
 

⑤ 開発ラボサービス 
開発ラボの実施にあたっては、まず、介護予防ゾーンの虚弱高齢者という対象者像を

メーカーなどの企業に理解してもらう必要がある。また、高齢者モニターへの条件の厳

しさがネックになったケースもあった。大手のインターネットアンケート調査会社のモ

ニター数が百万人を超え、高齢者モニターも増えているなか、複数の厳しい条件に合致

するモニターを抽出できるようになった。一方、通いの場で関係を構築して増やしてい

る会員数は数百人単位であり、厳しい条件に合致する人を集めるのは難しい。 
これらの課題に対応するため、まず当該拠点で接点を有している会員像を開発ラボ利

用企業に示す必要がある。これまでも会員データを蓄積しているが、手作業で情報を入

力しているため、来店初期はデータが貯まるが、利用期間が長くなるにつれてあまりデ

ータが貯まらなくなる傾向があった。来店記録の自動化や、録音と音声解析による会話

データ蓄積の省力化などを通じて、スタッフの負担をかけずにデータを蓄積していく必

要がある。 
介護予防ゾーンの虚弱高齢者のニーズを引き出すためのノウハウの蓄積やスタッフの

研修も課題である。新しいアイデアを警戒したり、説明したことを理解するのに時間が

かかったりする傾向は、元気高齢者よりも虚弱高齢者において顕著である。また、自分

が知らないことを恥ずかしいと思っている人や、「どうせ年だから」と諦めてしまってい

る人から本音の意見を引き出すには、顔見知りの関係にあるスタッフが上手な話しかけ

をすることが必要になる。 
さらに、今後開発ラボをきっかけとして商品開発をしたことを、会員と企業の両方に

アピールしていくことによって、企業側には「有用なデータが集まる場」として、また

高齢者にとっては「自分たちの声が企業を変えていく」という手ごたえを感じるように

実績を積み重ねていきたい。 
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コンソーシアム名 くまもと在宅療養サポートサービスコンソーシアム 
代表団体 株式会社 くまもと健康支援研究所 
事業名 自立支援型在宅療養サポートサービス推進事業 

 
８．１ 事業概要 

退院後の患者が、住み慣れた地域で有する能力を活かして社会へ復帰することができ

る生涯現役社会の実現を目的として、退院直後の集中した介護保険サービスと介護保険

外サービスの組み合わせである在宅療養サポートサービスの開発実証を行う。 
また、ケアマネジャーが自立支援に資する在宅療養サポートサービスの利活用を促進

するための事業スキームについて検討を行うことにより、本事業終了後の在宅療養サポ

ートサービスの創出を図る。 
 
本事業における最終的なターゲットとそのあるべき姿を、以下２点にまとめた。 

ターゲット  あるべき姿 
退院後、回復期病棟、地域包

括ケア病棟から自宅等に復帰

する高齢者およびその家族 
→ 

心身機能、活動量および社会参加が退院前と同等

のレベルまで回復し、住み慣れた地域で高い QOL
を維持している 

医療保険者 
→ 

被保険者が退院後に予期せぬ再入院をせずに、医

療費の抑制が図られる 
 
本事業に取組むにあたっての現状を、以下３点にまとめた。 

項目  現状 
ケアマネジ

メントの現

状 

→ 

地域連携室と連携して、ケアマネジャーが、公的保険内サービスの

範囲内でサービスを組み合わせて退院患者の在宅療養をマネジメン

トしているが、自立支援に資する内容になっているとは言えない状

況がある。しかし、公的保険内サービスのみのケアマネジメントに

より、介護専門職との関係が強くなることで、これまでの地域の馴

染みの関係が疎遠になり、公的保険内サービス以外の社会参加が減

少している状況がある。（「ときどきデイサービス ほとんど閉じこ

もり」の状況） 
介護を取り

巻く熊本県

の現状 → 

要介護 1,2 の認定率が全国４位と高く（H27.3)、要支援高齢者の年

間の介護度悪化率は 3～4 割と全国平均よりも高い。 
入院中に要介護 1,2 の認定を受けた退院患者が、6 か月後の介護保

険認定更新時に要支援高齢者に移行するものの、6 か月～1 年後の 
介護保険認定更新時に介護度が重度化している状況がある。 

医療を取り

巻く熊本県
→ 

一般病床における平均在院日数が全国 2 位（H26 厚労省）と長く、

早期の在宅復帰を目指す地域包括ケア病棟は、全国 2 番目に多い
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の現状 （H27 厚労省、高齢者 1 人あたり）。平均在院日数は短縮傾向。 
なお、再入院による入院医療費の増加の抑制に向けた医療保険者に

よる退院患者への介入は、熊本県をはじめ全国的に行われていない

状況である。 
 

本事業に取組むにあたっての課題認識・ニーズを、以下３点にまとめた。 
項目  課題認識・ニーズ 
ケアマネジ

メントの課

題 → 

公的保険外サービスを含めたインフォーマルサービス活用を促進し

ている背景がありながらも、公的保険外サービス活用の際のケアマ

ネジャーの責任分界のあいまいさや公的保険外サービスの品質保

証、給付管理の対象にならないことからも、ケアマネジャーの公的

保険外サービス活用が進んでいない状況がある。 
介護を取り

巻く課題 
→ 

退院患者の介護度が、2 回目以降の介護保険認定更新時に再び重度

化している状況があり、公的保険内サービスに依存したケアマネジ

メントにより、「ときどきデイサービス ほとんど閉じこもり」の状

況が課題として考えられる。そのため、退院患者の QOL を向上さ

せ、社会参加・生涯現役へつなげるサービスが必要。 
医療を取り

巻く課題 

→ 

地域連携室及び病棟看護師が業務過多で外部連携の余裕がないため

に、退院調整業務をサポートする必要がある。 
そのため、退院支援サポートサービス事業者（居宅介護支援事業所

を中心とした公的保険外サービスのコンソーシアム）が医療機関と

連携して、集中的に退院支援・在宅復帰をサポートするサービスが

必要。 
 
本事業で目指した成果は、以下４点となる。 

項目  概要 
退院支援サポートサービス提供

基盤・運用マニュアル 
→ 

①退院患者へのサービス説明方法 
②地域連携室との連携方法 
をまとめた退院支援サポートサービス事業者向

けの運用マニュアルの作成。 
他の回復期病院との連携に活用。 

在宅療養サポートサービス 
介護予防・生活支援サービス提供

基盤 
→ 

退院患者への①療養食宅配②コミュニティカフ

ェ、家事援助等生活支援サービスを実証。 
ケアマネジャーが活用。 

ケアマネジャー連携ガイドライ

ン → 
ケアマネジャーが、自立支援に向けた市場サービ

スを活用する上でのインセンティブを含めた連

携ガイドラインを作成。 



82 
 

ケアマネジャーとの連携に活用 
生きがい支援センター基盤構築・

ビジネスモデル構築 → 
生活機能が改善した退院患者が、趣味活動や就労

などを通じて社会復帰する生涯現役社会の実現

に向けたモデルを構築。 
 
本事業の具体的な実施内容は大きく５つに分かれる。 
【実施内容①】地域連携室と連携した退院支援・在宅療養サポートサービス開発・実

証 
退院患者（要介護認定者）を対象にして、公的保険内サービス（退院支援特化型居宅介

護支援・訪問看護）と公的保険外サービス（あんしん退院サポートサービス、療養食宅

配、高齢者住宅コンシェルジュ、生活支援サービス）を組み合わせた退院支援・在宅療

養サポートサービスを、退院支援サポートサービス事業者が熊本大学病院および阿蘇医

療センターと共同開発する。 
なお、退院患者は、本事業で提供する「生涯現役倶楽部（会員制）」を中心とした通い

の場へ参加する事で、新しい地域とのつながりを得るとともに、先輩後輩（教え・教わ

る）関係や班活動を取り入れ、「役割を担い、主体的な参加」を行うようになる。 
 
【実施内容②】自治体と連携した介護予防・生活支援サービス開発・実証 
阿蘇市、阿蘇市地域包括支援センター（協力団体）と連携して自立支援型地域ケア会

議を年３回開催し、地域課題解決に向け要支援高齢者を対象にした、介護予防・生活支

援サービスを開発し、実施内容③で育成組織化する有償ボランティアなどの生きがい就

労による生活支援サービス実証を行う。 
 
【実施内容③】生きがい支援センター基盤構築・ビジネスモデル検討 
元気高齢者から要支援高齢者までが、有償ボランティアなどの生きがい就労を促進す

る基盤を構築するとともに、高齢者の生きがい就労をマッチングする生きがい支援セン

ターのビジネスモデル検討を行う。 
実施内容②で抽出した、地域課題解決に向けた生活支援サービスの担い手として、生

活支援サポーター養成講座を、元気高齢者・要支援高齢者に対して実施し、受講生を有

償ボランティアとして組織化して生活支援サービスの担い手とする。 
これにより、退院患者が生活機能を向上し、生涯現役社会に復帰する実施内容①～実

施内容③のワンストップサービスが確立される。 
また、生きがい支援センターでは、【実施内容①】で創出する「生涯現役倶楽部」の事

務局を担い、通いの場を提供することで対象者との関係性を深め、専門職とのつながり

から徐々に地域とのつながりへ移行を実現する。 
 
【実施内容④】ケアマネジャー連携ガイドライン作成 
一般社団法人日本介護支援専門員協会（協力団体）との検討会議を年３回行い、ケア
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マネジャーが自立支援に資する公的保険外サービスを活用する上での促進要因、阻害要

因を明らかにするとともに、ケアマネジャーが自立支援に向けた市場サービスを活用す

る上でのインセンティブを含めた連携ガイドラインの作成と、公的保険外サービスの活

用に向けた環境整備を含めた報告書をとりまとめる。 
 
【実施内容⑤】事業推進会議の開催、報告書の作成 
位置づけの上位から、事業推進会議、作業部会（６部会）、プロジェクト会議を設置す

る。 
 

事業の全体概要図と事業実施イメージ・流れは以下の通りである。（図表８－１） 
図表８－１ 事業の全体概要図と事業実施イメージ 

 
1. 退院支援サポートサービス事業者が地域連携室と連携して退院患者（要介護認定

者）に公的保険内サービス（退院支援特化型居宅介護支援・訪問看護）と公的保険

外サービス（療養食宅配、高齢者住宅コンシェルジュ、生活支援サービス）を組み

合わせた退院支援サポートサービスを提供（①～③） 

2. 一定期間サービス終了後に、地域支援事業として介護予防サービスを提供、終了後

に会員組織化して公的保険外のサービス提供継続（④⑤） 

3. 生きがい支援センターに登録（⑥）、特技を生かした生きがい就労（⑦） 

4. 退院支援サポートサービスを、地域包括ケア病棟を持つ医療機関や老人保健施設、

居宅支援事業所が活用（⑧） 

介護保険者
熊本県内市町村

サービス利用者
退院患者（要介護認定者）

とその家族

医療機関
熊本大学医学部附属病院
阿蘇医療センター

くまもと在宅療養サポートサービスコンソーシアム

㈱くまもと健康支援研究所
●くまもと元気応援センター
●くまもと訪問看護ステーション
●生きがい支援センター

㈱柊喜コネクト
●住まいコンシェルジェ
●生活支援サービスコンシェルジェ

①退院支援
サービス紹介

医療機関
回復期病院
老人保健施設

県内事業者
居宅介護支援事業所

県内事業者
生活支援サービス

QOLサービス

連携

⑨需要
喚起

EOH
認定 ⑧サービス

活用
⑧サービス
活用

サービス利用者
要支援高齢者等

（ギャップシニア）

生活機能向上

介護保険料

介護保険料

退院支援
サポートサービス

共同開発

④介護予防サービス（元気が出る学校・大学）

介護保険給付、地域支援事業委託料

②介護保険内サービス
退院支援特化型

居宅介護支援・訪問看護

③介護保険外サービス
●療養食宅配
●住まいコンシェルジュ
●生活支援サービス

療養食等生活支援
サービス利用料介護予防・生活支援・

QOLサービス利用料

既に実施している部分

⑥生きがい
支援センター

登録

本事業において実証する部分

地域版協議会
熊本県健康サービス産業協議会
九州ヘルスケア産業推進協議会

⑨新サービス開発
における連携

基盤①

基盤③

基盤②基盤④

医療保険者
市町村国保・協会けんぽ
後期高齢者医療広域連合

⑩成果報酬

⑦QOLサービス
（趣味・生きがい就労）

⑤生活支援サービス
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5. 地域版協議会が県内事業者の需要喚起し、新サービス開発（⑨） 

6. サービス利用者の再入院率予防効果を検証し、成功報酬型の再入院予防サービス

としてビジネスモデル化（⑩） 

 
８．２ 事業の成果 

事業成果 
事業成果としては、以下４つを設定した。 
1. 退院支援サポートサービス提供基盤・運用マニュアル 

2. 在宅療養サポートサービス、介護予防・生活支援サービス提供基盤 

3. ケアマネジャー連携ガイドライン 

4. 生きがい支援センター基盤構築・ビジネスモデル構築 

 
（事業成果１）退院支援サポートサービス提供基盤・運用マニュアル 

 
退院支援サポートサービス提供基盤・運用マニュアルの作成については、くまもと

元気応援センター（居宅介護支援事業所）のケアマネジャーが２医療機関と連携し公

的保険外サービスを組み込んだケアプランを作成し、各種生活支援・生きがい支援サ

ービス提供を行っていくこと（図表８－２）で自立支援に資するサービス実証を目指

した。 
図表８－２ 退院支援サポートサービス提供イメージ 

 
その結果、退院支援・在宅療養に対応したオーダーメイドのサービス開発が必要で

あり、地域連携室と連携した退院支援・在宅療養サポートサービス開発は、院内調整

熊大医学部附属病院および阿蘇医

療センター入院患者のうち、 
自宅等への退院を希望する 65 歳

以上の高齢者 
※入院時介護保険認定がない方 
※がん、精神疾患を除く 
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等多大な時間を要するものの、地域連携室のみへのアプローチではなく、院長はじめ

各診療科の医師・看護師等への事業説明・共有を細かく実施することなど、連携の際

の抑えるポイント・手順のルールがあることが分かった。 
また、退院支援加算や地域連携室の業務負担軽減などの医療機関側のインセンティ

ブを志向したオーダーメイドのサービス開発が必要であることが分かった。抽出され

た医療機関側のインセンティブは、退院支援加算取得に向けた体制整備につながるこ

とおよび退院患者への事業説明の協働での実施をはじめとした退院調整業務の役割分

担による業務負担軽減であった。 
 

（事業成果２）在宅療養サポートサービス、介護予防・生活支援サービス提供基盤 

 
阿蘇市、阿蘇市地域包括支援センターと連携して生きがい就労コミュニティとして

生涯現役倶楽部を開催。生きがい就労セミナーを受講した 52 名のうち、30 名が生涯

現役倶楽部に登録した。 
また、退院患者の生活支援サービスの担い手育成として、生活支援サポーター養成

講座を開講し、生涯現役倶楽部会員 30 名のうち、15 名が受講した。生涯現役倶楽部

のジョブコーディネーターが、事務局を担うサービスモデルを構築したことにより、

退院患者の生活支援サービス提供基盤が構築された。 
なお、生涯現役倶楽部会員によるコミュニティカフェが立ち上がり、退院患者の通

いの場が構築され、退院患者の介護予防サービス提供基盤が構築された。生涯現役倶

楽部会員による介護予防・生活支援サービスは、平成 29 年度より日常生活支援総合事

業のメニューとして阿蘇市によって活用される見通しである。 
 
（事業成果３）ケアマネジャー連携ガイドライン 

 
ケアマネジャーが、公的保険外サービスをケアプランに組み込んでいくために必要

となる事項をまとめた連携ガイドライン作成に向けて、一般社団法人日本介護支援専

門員協会（協力団体）との検討会議を 3 回実施した。うち 1 回は、一般社団法人日本

介護支援専門員協会役員に対するヒアリング調査を実施した。残り２回については、

熊本県内の実情に精通したケアマネを交え実施した。 
その結果、利活用に向けた４つの視点（図表８－３）と阻害要因、促進要因を踏まえ

た公的保険外サービス事業者がケアマネジャーと連携する際の連携ガイドラインをま

とめることができた。 
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図表 ８－３ 連携ガイドライン作成における公的保険外サービス利活用の４つの視点 

 

 
【ケアマネジャーにおける公的保険外サービス活用の阻害要因】 
①公的保険外サービスのみのケアプランに対して報酬が得られない 
②公的保険外サービスの質と信用性の担保 
③公的保険外サービスの情報不足 
④自己負担に対する利用者の経済的問題 
⑤業務量増加に対するケアマネジャーの心理的バリア 
 
【ケアマネジャーにおける公的保険外サービス活用の促進要因】 
①退院後 1 か月、3 か月後のモニタリングに合わせた公的保険外サービスの 

上乗せ等好事例の情報発信（地域ケア会議等） 
②地域ケア会議の充実および生活支援サービス協議体の構築 
③公的保険外サービス活用における責任分界、サービス事業者との信頼関係構築 
 
 
（事業成果４）生きがい支援センター基盤構築・ビジネスモデル構築 

 
阿蘇市、阿蘇市地域包括支援センターと連携して、各世帯にリーフレットを配布し、

生きがい就労セミナーを開催し、計 52 名の参加を得た。 
52 名のセミナー参加者のうち 30 名が生涯現役倶楽部に入会し、週 1 回の健康づくり

＆ジョブカフェに参加した。 
また、ジョブコーディネーターによる生きがい就労開発の結果、4 分野 9 事業の生き

がい就労先が開拓された（①高齢者福祉分野②農作業分野③保育・子育て支援分野④業

務マネジメントの 4 分野）。就労希望とマッチングさせた結果、16 名の会員が生きがい

就労に従事した（①特別養護老人ホームにおける食事の配膳、入浴移動見守り、ヘアド

ライヤー②介護予防サービス補助③餅つき大会補助④コミュニティカフェ・配食支援⑤

庭木の手入れ⑥駐車場草刈り⑦花壇の整理⑧子どもの見守り、子守⑨ジョブカフェ運営

および生きがい就労開発）。なお、うち 1 名はジョブコーディネーターとして生きがい就

労先の開発等に従事しており、生涯現役倶楽部会員の健康管理と生きがい就労開発をあ

わせた多機能の生きがい支援センターの基盤構築がなされた。 
生きがい就労先からは、有料サービスへの移行後も継続利用の意思確認ができており、
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持続的な生きがい就労の提供が見込まれる。 
また、生涯現役倶楽部会員に対するアンケート調査の結果、健康づくり活動及び健康

管理機能にニーズが高く、健康づくり＆ジョブカフェに対して、月額 1,000～3,000 円の

課金の可能性が示唆された（図表８－４）。会員に対して「健康づくりの月会費分を生き

がい就労で稼ぐ」意識啓発を図ることができれば、課金可能性はさらに高まるものと考

えられる。 
ジョブコーディネーターの人件費を中心とした生きがい支援センターのビジネスモデ

ル構築に向けては、会費収入のほかに会員が実施する介護予防・生活支援サービスの市

町村からの委託料および生活支援コーディネーター委託料収入を見込む必要があり、シ

ルバー人材センターの下部組織としての位置づけや市町村との連携強化等が検討課題と

して残る。 
本ビジネスモデルの成立条件は、生涯現役倶楽部会員の増加と生きがい就労先の開発

が並行して行われる必要があり、生産年人口の減少とともに、地域の担い手が減少して

いく中、地方においてますます需要が高まるものと考えられる。 
 
図表８－４ 生涯現役倶楽部活動内容への興味と支払意志額 

 
 
 
事業スタート時に目指した事業成果 

事業成果としては、①退院支援サポートサービス提供基盤・運用マニュアル、②在宅

療養サポートサービス、③介護予防・生活支援サービス提供基盤、④ケアマネジャー連

携ガイドラインを目指し事業展開を行った。 
また、その実現に向けて、阿蘇市を拠点とした生涯現役倶楽部の創設、生活支援サポ

ーターの養成、生きがい就労の創出とジョブマッチングの実施を目指した。 
 
実際に得られた成果 
事業成果のうち、②、③、④については、阿蘇市、阿蘇市地域包括支援センターの協力

のもと、阿蘇市を拠点とする生涯現役倶楽部の創設、生きがい就労活動開始により実証

ができた。 
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また、①については、退院患者の個別ケースを実際に取り扱うまでには至らなかった

ものの、２医療機関との綿密な打ち合わせ、ケース検討を重ねることで、退院時および

退院後に必要とされる公的保険外サービスの抽出、ニーズ量の把握、および阿蘇市にお

ける提供体制の確保を行うことができた。 
 
想定成果と実施による成果との乖離の内容とその分析結果 

想定成果と実施による成果との乖離部分は、①の個別ケースを実際に取り扱うことが

できなかったことだが、退院支援・在宅療養サポートサービス開発には、院内調整等多

大な時間を要するものの、抑えるポイント・手順のルールがあることが分かった。 
また、退院支援加算や地域連携室の業務負担軽減などの医療側のインセンティブを志

向したオーダーメイドのサービス開発が必要であることが分かった。 
 
成果指標（KPI） 

成果指標として、以下５点を設定した。（図表８－５） 
図表 ８－５ 成果指標（KPI） 
成果指標 目

標 
検証方法 

① 健康観の改善 50
％ 

3 か月間のサービス前後に改訂版 PGS モラールスケールを用

いて、ケアマネジャーが健康観の改善度を評価する。 
② 介護度改善度 50

％ 
3 か月間のサービス前後の介護の手間にかかる時間が改善し

た高齢者の割合。介護の手間にかかる時間の調査はケマネジ

ャーが在宅復帰時と 3 か月後に調査を行う。 
③ 身体機能 

改善度 
20
％ 

3 か月間のサービス前後の立ちあがりテスト、歩行機能（5m
歩行）が改善した高齢者の割合 

④ 認知機能 
改善度 

20
％ 

3 か月間のサービス前後のＭＭＳＥ得点が改善した高齢者の

割合 
⑤ 生きがい 

就労登録者 
10
名 

生活支援サポーター受講者 20 名のうち、生きがい支援センタ

ー（就労）への登録者 

 
それぞれの達成状況については、以下の通りである。 

成果指標①～④については、提供基盤構築に想定以上の時間を要し、対象者の効果検

証を行う期間を得ることができなかったため、本事業終了後に継続して効果検証を行う。 
⑤については、登録者 30 名となり、目標を達成できた。 
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８．３ 今後の事業展開 
本事業期間に実証できたことと、見えてきた課題を踏まえ、今後目指すビジネスの全

体像の再確認と実施すべき事業をまとめた。 
その結果、目指すビジネスの全体像（図表８－６）は、以下の通りとなった。 

 
図表８－６ 目指すビジネスの全体像 

 
 
① 熊本大学医学部附属病院および阿蘇医療センターとの共同研究の継続実施（3年間） 

1. 退院後 6 か月後、18 か月後、30 か月後の介護度、介護の手間に係る時間の検証（介

入群・対照群） 

2. 退院後 6 か月後、18 か月後、30 か月後の再入院の状況調査 

3. 熊本県地域医療情報等ネットワーク「くまもとメディカルネットワーク」を活用し

た介護予防・生活支援サービスの提供 

 
②自立支援型地域ケア会議の開催 

1. 阿蘇医療センター退院患者における退院前カンファレンス、地域ケア会議、地域版

地域ケア会議の開催 

2. 生活機能向上好事例の情報発信 

 

③生涯現役倶楽部の活動活性化 

1. 会員制サービスの開始（月額 2,000 円） 

2. 阿蘇市、地域包括支援センターと連携した生きがい就労セミナーの開催 

介護保険者
（市町村）

退院患者・家族 ㈱くまもと
健康支援研究所

①介護保険料 ④介護給付

②在宅療養サポートサービス提供
（公的保険・公的保険外サービス）

③自己負担（10～20％）

生涯現役倶楽部
会員

⑪入会

⑭旅行サービス提供

⑮参加費

⑯手数料

地域事業者
⑳謝金 ㉔生きがい就労先開発

⑲生きがい
就労

⑰生きがい就労
（生活支援）

⑱謝金

元気
高齢者

⑩入会

⑨参加勧奨

㈱柊喜コネクト生活支援
サービス事業者

⑦広告料
⑤サービス
提供

⑥利用料 ⑧連携

㉕コンサ
ルタント
料

旅行代理店

㉓委託料
地域高齢者
（コミュニティカフェ）

㉑生きがい
就労

（カフェ運営）

㉒参加
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3. 生きがい就労先の開発促進 

4. 生涯現役倶楽部会員による通いサービス・生活支援サービスの創出（→地域支援事

業への移行） 

5. 会員交流（生涯現役旅行：ヘルスツーリズム）の実施 

 

④共同研究先の拡大 

他医療機関への横展開によるサービス提供地域拡大 
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コンソーシアム名 体験型健康医学教室による 
「南さつま市健康のまちづくり」コンソーシアム 

代表団体 株式会社 True Balance 
事業名 地域版体験型健康医学教室を中核とした多職種協働事業モデルの

検証 
 
９．１  事業概要 
９．１．１ 事業目的及び課題 

南さつま市は、鹿児島市の南西に位置し、平成 27 年（2015 年）の人口は約 36,000 人、

さらに、平成 52 年（2040 年）の人口は約 24,000 人と推計されている（国立社会保障・

人口問題研究所の推計）。 
同市の 65 歳以上の高齢人口比率は約 37.0％で、全国平均より 30 年程度先行してい

る。 
このように、同市は本格的な超高齢社会を迎え、生活習慣病が多くなっている。生活

習慣病では、疾病からひとにアプローチする従来の治療医学のみでは十分な効果を発揮

できない。むしろ、日々心身を適正に作りかえ健康を維持・増進していく予防医学（健

康増進医学）の観点からの支援が必要で、個人のライフステージに合わせ、個々を健康

行動へ誘導する対策が必要と考える。 
南さつま市の抱える課題をまとめると、図表９－１の通りとなる。 
 

図表９－１ 南さつま市の課題 
№ 現状の取り組み 現状の問題点・ニーズ 

1 
市や企業健保保健師等が高血

圧・認知症などの健康教室を実

施している。 

教室を受講しても治療医学からの「～しましょう」という指導の

ため病気をどう予防すればいいかわからず、不安からも解放され

ない。その結果、健康行動を継続できず、生活習慣病が進行し、

医療や介護等の支援に過度に依存してしまう。 

2 
市や企業健保の保健師等が健

診を受けるよう勧奨している。 
市民は、健診を受け結果が悪いと「～しましょう」と指導を受け

るが、自ら健康をつくりだす意識がないため、健康行動が持続し

ない。 

3 
企業が法定健診を受診させて

いる。 
仕事に追われ、健診を受診し結果が悪くても、自身のストレス・

生活と健診結果がつながらないため、自分事とならず、生活習慣

病の改善につながっていない。 

4 
個々の事業者が一部の健康情

報に基づくサービスを提供し

ている。 

すべてのヘルスケアサービスの基礎となる統一された教育がな

いので、自分の事業に活かせない。また、各事業者の健康に対す

る意識がバラバラなので連携できず、利用者の特性に応じた継続

的な一貫したサービスを提供できていない。 

これらの各課題の背景にある共通課題は、「どうあれば老化を遅らせ健康でいられる

か」を個人も事業者も習ったことがないことである。図表９－２のように、健康増進医

学の観点から基本医学・栄養・運動・ストレス緩和を体験し習熟すると、どの年代でも

「健康」が自分事となり、「自らの健康は自ら作りあげる」意識に変容していく。 
その結果、各自が適正な食事・運動・ストレス緩和を選択し、生活に浸透させていく

ため、自ずと健康に対し自立した人々を創出できる。 
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図表９－２ 南さつま市の共通課題とその対策 

 

 
９．１．２ これまでの取り組み 

株式会社 True Balance は、平成 16 年に、クリニックに併設した施設で健康増進事

業（健康レストラン・フィットネス・メディカルアロマ）を開始した。平成 23 年には

体験型の健康医学教室を加え、「老化度を知る」＋「改善法を学ぶ」＋「実践する」、ワ

ンストップで生活習慣を改善する事業スタイルを確立した。 
「学ぶ」では、基本医学・栄養・運動・ストレス緩和のどれかを学び、いずれも体づ

くりに必要な事を理解させ、実践に結び付けている。講座は高齢者だけでなく現役世代

や子育て世代までを対象とした 72 単位の内容がすでにできている。この 72 単位の中で

より重要な基本 10 単位を 8 回分に集約し直し、本事業の教室で使用することとした。 
また、医師を中心に看護師・管理栄養士・健康運動指導士・アロマセラピストのスタ

ッフも「 体づくりは食事・運動・ストレス緩和の協働作業」が浸透していくので、自

ずと栄養・運動・ストレス緩和を理解・実践できるようになり（マルチサポート人

材）、信頼性の高いサービスを提供している。 
平成 26 年 6 月、九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ)の「第 1 回ヘルスケア産

業づくり貢献大賞」（最高賞）を受賞。また、「がんばる中小企業 300 社」にも選定され

る。 
 

９．１．３ 目指すビジネスモデルの仮説 
20 世紀は治療医学が大幅に進歩したが、21 世紀に入り、人がどのように年老い、病

気を発症し、死んでいくのか、これらのことが医学的に解明されてきている。 
人は毎日、細胞を作りかえ、心身を再構築しているので、適切な生活習慣の選択で老い

るスピードを遅らせることができる。これらの医学情報を中心軸とした教育（新たなポ

ピュレーションアプローチ）を施すと、どの年代でも「健康」が自分事となり、「自ら

の健康は自ら作り上げる」健康意識の高い、自立した健康人を創りだすことができる。 
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このポピュレーションアプローチを生活習慣病予防や介護予防に取り入れていくこと

で地域課題を解決していくことができる。また、働き手世代にも教育することで、仕事

の中に健康視点が生まれ、新たな商材やサービスの開発につながる。 
さらに、これらを地域に導入するにあたり、60 代・70 代の高齢者に教育することで

適正な健康需要をおこせる。同時に、ヘルスケアサービス事業者を教育することで適切

なサービスを提供できるようになる。その結果、地域内で自立したヘルスケアサイクル

を生み出せる。次に教師人材を育成すると、教育拠点が増え、高い健康意識をもつ自立

した健康人や事業者が相乗的に増えていき、ヘルスケア事業の協働から産業化の時期を

経て、健康モデル都市を構築できる。 
人は意識を基に欲求をおこし、行動を選択する。そのため本事業の個人向け教室では、

教室受講で、健康意識がどの程度どのように改善し健康行動に結びついたか、適正な健

康行動が身体にどう影響したか、それらの経済価値はどの程度か等を調査する、それに

加え、事業者向け教室では、受講者が健康行動を継続できるよう環境整備も行うことと

した。以上を明らかにするために、本事業を図表９－３～４の通り実施した。 
 

図表９－３ 事業項目ならび実施方法（対象に○を付す） 
 事業項目 個人 事業者 実施方法 

1 

南さつま市版教

室構築 

○ ○ True Balance が個人向けならび事業者向け教室のスタイルブ

ック（学習帳）ならび宿題帳（T スタ）を作成する。また、教

師用指導案と教師用 Q＆A を作成し、事業展開ツールを整備す

る。 

2 個人向け体験型

健康医学教室 

○  南さつま市と True Balance が協力して 60 代・70 代の教室生を

募集し、True Balance が毎週 1 回×8 週の教室を実施する。 

3 

医学評価 ○ ○ つみのり内科クリニックが教室前後の医学評価を行う。主観評

価として SF36 による身体的ならび精神的健康度の改善度を、

客観評価として体組成と血液検査（貧血・肝/腎機能・脂質・血

糖・HbA1c）からメタボの改善度を評価する。 

4 
健康意識変容感

知プログラム 

○  産業技術総合研究所が、受講者の健康意識の変化を調査する。

健康行動を続けていくための要因を抽出し、各要因の関係性を

パス解析等で明らかにする。 

5 医療費推移調査 ○  個人情報の同意取得後、南さつま市が個人向け教室受講者のレ

セプトデータを調査し、受講前後の医療費の推移を調査する。 

6 

体験型健康教室

の 経 済 価 値 評

価・社会導入の

シナリオ作り 

○ ○ 鹿児島大学がアンケートを実施し、健康教室の経済価値を評価

する。次に、個人の健康増進を促しながら医療費を適正化する

には、誰がどのように負担するのがいいのかを検討する。 

7 
事業者向け体験

型健康医学教室 

 ○ 南さつま市と True Balance が協力して事業者を募集し、True 

Balance が毎週 1 回×8 週の教室を実施する。グループ学習で、

共通の健康増進意識の醸成と連携基盤を構築する。 

8 
ヘルスケア事業

者の多職種協働

推進 

 ○ 九州経済研究所が True Balance・南さつま市と協力して、ヘル

スケア事業者等とワークショップを３回実施し、ヘルスケア事

業の多職種協働を推進する。 

9 
糖尿病予防食（T

バラレシピ）提

供店 

 ○ True Balance が 5 か所の飲食店で、既存レシピの食材を見直し

糖尿病予防食へ改善する。糖尿病予防食の店の旗を店先に設置

し、1 万枚の案内チラシを作成し市民へ配布する。 

10 各事業支援・成

果報告書の作成 

○ ○ 九州経済研究所が、各事業の支援を行い、成果報告書の作成を

行う。 
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図表９－４ コンソーシアムの実施体制

 
 
９．１．５ 成果目標 
（１）個人向け体験型健康医学教室 

個人向け体験型健康医学教室のプロセス評価として出席率 90％以上を目標とする。医

学的評価の主観評価には、健康関連 QOL 評価尺度として SF36 調査表 1を用い、身体的・

精神的健康度 2 ポイントの改善（偏差値で 2 ポイントの改善：国民標準値＝50 点・標準

偏差を 10 点とした指標）を指標とする。客観評価としてメタボ健診に準じて、体組成・

血液検査の改善した割合、105 名中約 10％（メタボの保健指導は 6 ヶ月で 32％の改善

率、本実証は実施期間が 2 か月なのでその 1/3 とみる）を指標とする。 
また、受講生の意識の向上度と、受講時の取り組みや知覚された教室の効果などの関

係について調査を行い、健康意識の変容過程を明らかにする。さらに、体験型健康医学

教室が医療費適正化効果にどの程度寄与するかについて医療費推移調査（推計）を実施

する。 
ビジネス性の検証は、アンケートや聞き取り調査から、教室の経済価値評価を行い、

体験型健康教室の収支計画基盤とする。また、地域へのヘルスケアサービスの導入・拡

大のシナリオ作りを行う。 
（２）事業者向け体験型健康医学教室およびヘルスケア事業者の多職種協働推進 

事業者向け体験型健康医学教室を基盤として、受講内容を事業にどう活かすかのワー

クショップを 3 回行い、業種を問わず地域のヘルスケア事業者の多職種協働を推進する。

その成果として新たなヘルスケア事業を実施する意向をもつ 3 社を輩出する。また、個

人向けまたは事業者向け教室の受講生の中から、個人向け教室を開催したい教師志望者

を 3 名輩出することを目標とする。さらに、受講者の健康行動を持続させるため、疫学

2に基づく糖尿病予防食を 5 店舗で提供できるようにし、食からの適正な健康行動を周知

していく。  
     
９．２．事業の成果 

事業の成果については、図表９－５の通りである。 
                                                  
1 MOS Short-Form36-Item Health Survey の略。 36 項目の質問で包括的な健康度を

測定する。世界で最も広く使われている自己報告式の健康状態調査票。 
2 Fagherazzi G et al, Diabetologia.2014 Feb;57(2):313-20 

コンソーシアム
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図表９－５ 事業成果一覧 
項目 ＫＰＩ（計画） ＫＰＩ（実績） 

個人向け体験型健康医学教室出席率 90％以上 97.4％ 
SF36 の身体的健康度改善値 2 ポイント 2.6 ポイント 
SF36 の精神的健康度改善値 2 ポイント 3.1 ポイント 
60 代のメタボ離脱率 10％ 28.6％ 
70 代のメタボ離脱率 10％ 13.3％ 
ＱＡＬＹ（質調整生存率）指標の改善 - 0.028 
1 人当たり月額医療費の推定削減額 - 1,643 円 
1 人当たり年間医療費の推定削減額 - 1.97 万円 

南さつま市 60 代年間医療費の推定削減額 - 1.13 億円 
南さつま市 70 代年間医療費の推定削減額 - 1.05 億円 

教室 1 単位当たりの経済価値（60 代・70 代） - 平均値 2,646 円 
教室 1 単位当たりの経済価値（現役世代） - 平均値 3,588 円 
教室 1 単位当たりの経済価値（企業） - 平均値 3,361 円 
ヘルスケアビジネスの実施意向 3 社 4 社 
教師志望者 3 名 5 名 
糖尿病予防食を提供する店 5 店舗 5 店舗 

 
９．２．１＆２ 南さつま市版教室構築ならび個人向け体験型健康医学教室について 

True Balance が個人向けならび事業者向け教室のスタイルブック（学習帳）ならび

宿題帳（T スタ）を作成した。また、教師用指導案の修正と教師用 Q＆A を作成し、事

業展開ツールの整備を行った。その後、個人向け体験型健康医学教室（118 名）を実施

し、個人向け教室の KPI は、計画値より高い出席率 97.4％を成し遂げた。 
この教室では、人の細胞を 1 万倍に拡大した細胞モデルを使い、食べ過ぎた場合、運

動した場合、イライラした場合などで、細胞がどう変化するかを目で見て、生活習慣と

体づくりを連結させて学んだ。また、日々の食事、運動、心の動きを日記に記録し、細

胞モデルを思い浮かべることで適正な生活習慣を浸透させた。その結果、今回の受講生

は、従来の健康教室にも参加していた方々であるが、自身の生活習慣と体づくりの関連

性を深く理解でき、「今までと全然違う」「これは本物だよ」「意識がかわった」「腑にお

ちた」などの声につながったものと思う。 
 

９．２．３ 医学評価について 
つみのり内科クリニックが、教室受講者の教室前後に、主観評価と客観評価を行った。 

主観評価には、健康関連 QOL 評価尺度として SF36 調査票を、生活情報として特定健診

で使用する生活調査票を実施した。客観評価として体組成計測・バイタル計測（血圧・

脈拍数）・血液検査を実施した。 
その結果、主観評価で、SF36（偏差値で表示）の身体的健康度が 44.1 から 46.7 と平

均 2.6 ポイントの有意な改善(p=0.0006)、精神的健康度で 51.3 から 54.4 と平均 3.6 ポイ

ントの有意な改善(p＜0.0001)をきたした。客観評価でも、より適正な体組成に近づける

ことができた。特に、60 代では 2 か月でメタボ離脱率 28.6％を達成し、高齢であっても

6 ヶ月のメタボ保健指導に匹敵する改善効果を得られた。 
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９．２．４ 健康意識変容感知プログラムについて 
南さつま市における教室受講者の平均的なプロフィールを浮かび上がらせた後、実施

したアンケートから共分散構造分析を行い、健康意識の高まる要因を検討した。その結

果、図表９－６のごとく、これから自分で健康活動を行えるかどうかの意識の高まりに

対しては、「効果」及び「気づき」が大事であり、「効果」をだすためには、簡単すぎな

い、かつ難しすぎない適度な宿題の提供が必要であるということがわかった。このモデ

ルの適合度は GFI=0. 966，AGFI=0.921，RMSEA=0.017 と良好だった。 
 

図表９－６ 共分散構造分析の結果を示すパス図 

 

 
９．２．５ 医療費推移調査について 
南さつま市保健課が、国保レセプトデータより個人向け教室受講者の教室前後の医療

費推移を調査した。まず、教室の医療経済的な評価指標として QALY（質調整生存率）

が使えることが判明した。QALY は月額医療費と弱い相関(r=-0.264、p=0.0135)もみら

れ、医療費を推定するヘルスケアサービスの参考評価指標として今後活用できることが

判明した。8 週の体験型健康医学教室実施により、QALY 指標は 0.028 と有意に改善し

(p=0.0069)、参考評価ではあるが、一人当たり月額医療費が 1,643 円、年間医療費で 1.97
万円適正化の可能性が推計された。南さつま市の人口構成に当てはめ、国保対象者が全

員教室を受講した場合、年間医療費が 60 代で 7,940 万円、70 代前半で 4,071 万円の医

療費が適正化できる可能性が推計された。 
 

９．２．６ 健康の経済価値評価・事業利益評価とシナリオ作りについて 
鹿児島大学法文学部経済情報学科が、個人向け教室受講者（60 代退職者 60 人、70 代

60 人）にアンケート調査を実施し、仮想評価法等を用いて健康教室の経済価値を推定し

た。その結果、対数線形ロジットモデルによる解析では健康教室 1 回の経済価値は平均

値で 2,646 円、中央値で 2,081 円となった。 
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1 単位当たりの受講料を 3,000 円とした時の教室参加率は 29.71％で、これに、路線バ

スの交通費、機会費用、潜在的参加者数を考慮して、社会導入へのシナリオを検討した。

受講者と保険者の負担割合を変えてみたところ、年間医療費削減効果は図表９－７のよ

うになった。その結果、受講者が 1 単位当たりの受講料の 6 割（1,800 円）を負担し南

さつま市等が受講料の 4 割（1,200 円）を負担するシナリオ③が医療費の削減効果が一

番高く、1,542 万円となった。 
 

図表９－７ 年間医療費の削減効果 

シナリオ ①受講者 
全額負担 

②受講者 
7 割負担 

③受講者 
6 割負担 

④受講者 
5 割負担 

⑤受講者 
0 割負担 

潜在的参加者数 715 人 1,080 人 1,255 人 1,467 人 3,296 人 
健康増進による 
医療費の軽減分 1,430 万円 2,160 万円 2,510 万円 2,934 万円 6,592 万円 

受講料の負担分 0 万円 625 万円 968 万円 1,415 万円 6,358 万円 
医療費の削減効果 1,430 万円 1,535 万円 1,542 万円 1,519 万円 234 万円 

ヘルスケアビジネスの立ち上げについては、（1）健康医学教室の事業化、（2）ソーシャ

ル・インパクト・ボンドの利用、（3）企業の健康経営の促進、（４）ヘルスツーリズ

ム、（５）南さつまブランド（長命草スイーツ）の立ち上げの５つを検証した。 
 
９．２．７＆８ 事業者向け体験型健康医学教室ならびヘルスケア事業者の多職種協働

推進について 
True Balance が事業者向け体験型健康医学教室（39 名）を 8 回実施した。教室で各

事業者がヘルスケアサービスに取り組む意向は醸成できていたが、九州経済研究所が

True Balance・鹿児島大学・南さつま市と協力して、ワークショップを実施し、業種を

問わず地域内の多職種協働をさらに推進した。その結果、ヘルスケアビジネスの実施意

向 4 社と教師志望者 5 名を輩出した。 
（具体例） 
・教室受講にて、食品加工会社（漬物製造）が自社製品の減塩漬物が健康に役立つこと

がわかり、受講生に周知すると、飲食店 2 店舗での購入につながっている。 
・自然素材を使う建築事業者が、「家で育む健康からしあわせ」の視点で事業説明を行

うようになり、建築と健康のコラボが始まった。 
・農業体験を修学旅行生に行うグリーンツーリズム事業者が、腸内環境改善から健康

増進につながる地域資源の「麹」に気づき、「麹めぐり」バスツアーを企画している。

体験型健康医学教室を 1 講座受講後、糖尿病予防食を食べ、甘酒、焼酎、醤油会社

の麹説明を巡回したが、受入業者も教室受講生なので同じ健康意識でストーリーの

あるサービスを提供できている。 
 

９．２．９ 糖尿病予防食（T バランス健康食）について 
True Balance が、地域飲食店の 5 店舗に、疫学データに基づく糖尿病予防食の導入を
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支援した。食事の酸性度が高いと 10 年で糖尿病発症率が 1.6 倍になるという報告 3があ

る。飲食店の既存レシピの食材を見直すことでカロリーのみならず、酸性度も考慮した

糖尿病予防食を提供した。 
また、糖尿病予防食（T バランス健康食）の認知度を高めるために、1 万枚のチラシを

作成し、市民へ配布した。さらに、糖尿病予防食（T バランス健康食）の旗と認定シール

を作成し、旗については店頭に設置し、認定シールについては 5 カ所の飲食店のメニュ

ー表に表示した。このように、既存食を健康食にブラッシュアップしてサービス品質の

向上と、旗や認定シールで具体的な周知を図った。 
 
９．３ 今後の事業展開 
９．３．１ 目指すビジネスモデル 

従来の健康教室と違い、体験型健康医学教室は、体組成などで体感情報と、楽しい雰

囲気やチームづくりでポジティブ感情、なるほどと思える正しい生活習慣の考え方の思

考という、体感・感情・思考を関連づけて情報伝達していくので、受講者の健康意識が

深まり、自立的に健康的な生活習慣へ誘導していく。  
このように、「どうすれば健康でいられるか」「何歳からでも心も体も作りかえる」

「自らの健康は自ら作り上げる」健康意識を、体験型健康医学教室にて個人・企業・地

域に浸透させていくことで、個人の健康意識を高め自立した健康行動を誘導しつづける

こと、この高まった健康意識を仕事に活かす環境を整備していくことで、健康意識の高

いまちづくりが連動して活性化し、健康モデル都市が創出できるものと考えられる（図

表９－８）。 
 

図表９－８ 健康モデル都市
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その具体的ロードマップとして 
①個人向け教室で個人の健康増進とヘルスケアサービスの需要をつくり、事業者向け教

室で同じ健康意識に基づくサービス提供と地域内多職種協働を構築する。 
※今回の実証部分は、①のみ 

②事業者の教室においては、併せて教室を開くことができる教師志望者を輩出し、教師

人材への育成を行う。 
③次年度以降は、教室受講者の個人・事業者・市職等で地域版協議会を設立し、更に教

師人材の育成を進める。 
④協議会が市町村国保や協会けんぽ等の健康増進事業を受託し、受託事業への人材（教

師）派遣を行い、共通の健康意識に基づく健康モデル都市へと再構築していく。 
このロードマップを、九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）を介して近隣市町

村へ横展開し、健康モデル都市を増やしていく。 
 
９．３．２ サービス 

個人向け教室の受講料は、1 回 2,000 円×8 週受講＝16,000 円で提供する。 
事業者向け教室は 1 回 3,000 円×8 週受講＝24,000 円で提供する。 
本事業で、教室一回の経済価値が 2,000 円と判明したことより、8 週の体験型健康医

学教室の受講料総額は 16,000 円となる。参考推定値ではあるが、受講者の医療費の年

間適正額が 20,000 円だったことを考えると、費用対効果も良好なことがわかったた

め、今後、保険者に対しても体験型健康医学教室を保健事業として取り入れることにつ

いて積極的に働きかけを行っていく。 
 

９．３．３ 今後の展開方法 
平成 29 年 3 月より、鹿児島市で県内顧問数トップの江原社労士事務所と連携し健康

経営を推進する。それは、ストレス緩和から生活習慣病予防にアプローチする健康教室

と労務管理を組み合わせたハイブリッドモデルで、企業に対し販促し、健康経営を実現

していく。これは協会けんぽ鹿児島支部の「健康企業宣言」推進事業とも連携してお

り、企業向けの体験型健康医学教室の販売形態の一つとなる。このハイブリッドモデル

は、従業員へ体験型健康医学教室の周知となるのみならず、事業者の新規取組事業など

の契機にもなる。また、3 か年の展開計画は図表９－９の通りとなる。 
 

図表９－９ 3 か年の展開計画 
年度 鹿児島市 南さつま市 その他の自治体 

29 年度 
・企業版体験型健

康医学教室の実

施 

・地域版協議会の再構築 
・現地スタッフの育成 

・体験型健康医学教室の試行 

30 年度 

 ・健康元気都市として、

更なる連携を検討 
・地域版協議会の再構築 
・現地スタッフの育成 
・地方創生事業を活用した体験型健康医

学教室の実施 
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31 年度  ・同上 ・SIB による体験型健康医学教室の継続

についての研究 

 
９．３．４ 展開に当たっての課題と対応策 
（１）教室運営について 

・教師人材の人材確保と教師育成プログラム構築が課題となる。 
当初は教室現場をもつ事業者へ教師人材を派遣するスタイルで始める。教師人材

は、教室内容の説明能力と運営能力が必要となる。現地教師志望者は、2 か月の教

室を 1 回目は受講者として、2 回目は教師側目線で参加し、3 回目は教室内容の一

部説明と次第に教師スキルをあげていき、２年を目途に教室を移譲できる育成プロ

グラムを構築したい。 
 ・教師人材は、医療関係者のみならず、元教師なども対象となる。 

・True Balance ・教師・現地事業者が収益をどう配分するかについては、教師スキ

ル能力や事業者の集客能力に応じたスライド方式の配分率を構築したい。 
（２）医学評価について 

・血液検査の改善効果が、時間経過に伴い、どの程度、どの段階で認められるのかは確

認できていない。また、どのような付加サービスを加えればより改善効果を持続で

きるのかも確認できていない。これらも今後の調査を必要とする。 
（３）健康意識変容プログラムについて 

・今回の受講者は女性がほとんどであった。男性参加者の確保及び男性教室受講にて

高まった健康意識が時間経過に伴いどのように推移ししていくのかも今後の継続調

査が必要である。 
・高い健康意識を継続させるためのサービスの提案も重要と考えられる。例えば、簡

単な復習ドリルや、自己の活動の記録をしてくれるようなアプリが、よいサービス

となる可能性がある。また、IT を利用することで、実際の活動の効果や長期にわ

たる追跡が容易に可能となる。さらに、そのアプリを介した先生とのインタラクシ

ョンや、家族などによる頑張りの閲覧など様々な展開も期待できる。 
（４）医療費推移について 

・実際の医療費推移の調査は、限られた事業実施期間内では行う事ができなかったた

め、今後、医療費適正化効果の実態調査が必要である。 
・具体的には、受講生の健康意識向上がどのぐらい継続するのか、どのような付加サ

ービスを加えればさらに効果が上がるのか、時間が経過するほど疾病発症予防効果

が上がるのか、これらの医療費の適正化効果を調査していく必要がある。 
（５）事業者支援について 

・ヘルスケアビジネスの実施企業には、地域版協議会の構成メンバーとしての参加を

求め、地域で孤立せず協働が続くよう、官民協働や政策連携に基づく継続的な支援

が図れるようにしたい。 
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コンソーシアム名 次世代・仙台ウエルネスコンソーシアム 
代表団体 株式会社 福祉工房 
事業名 高齢者の「健康づくり」と「就労マッチング」による生涯現役社

会の実現 
 
１０．１  事業概要 
１０．１．１ 事業目的 

多数の団塊世代や高齢者は将来に不安を感じ、リタイア後の可能性について様々な道

を模索しているが、必ずしも全員が生きがいを感じられる情報や機会を得られるわけ

ではなく、元気で充実したセカンドライフの設計が難しい状況になっている。また、

少子高齢化の進行に伴い様々な社会問題が生じており、特に健康・介護系サービス業

界の人材不足の解消は喫緊の課題である。そこで、自治体や民間企業の中では、元気

な高齢者の労働力を活用する動きが見られるが、就労へ向けた仕組みの整備は充分と

はいえず、その解決策の提示が求めらている。 
 
本事業は、元気な高齢者を対象とした「健康サービス」の提供を中心に、社会参画意

識の高い高齢者に「教育サービス」及び「社会参画支援サービス」も提供し、地域の

健康・介護系サービスの担い手となる人材を発掘・育成する。さらに、高齢者の受け

皿となる就労環境及び就労に必要な活動ツールを開発し、求職者（仙台元気塾の塾

生）と求人者（企業や自治体等）を結び付ける就労マッチングを行うことで、高齢者

の生涯現役社会を実現する新たなモデルを仙台元気塾で構築する。 
 
１０．１．２ 事業の課題と解決策 

本事業における、現状の問題点と課題、解決策を以下に示す。（図表１０－１） 
 
図表１０－１ 事業の課題と解決策 

現状の問題点 課題 解決策 
■高齢者の将来の不安 
・健康不安 
・経済的な不安 
・社会活動への不安 
 
■健康・介護系サービス

事業者の問題 
・人材不足問題 
・高齢者雇用が進まない 
・専門職雇用で高コスト 
 

■高齢者の課題 
・健康増進への取組 
・就労への取組 
・社会参画への取組 
 
■健康・介護系サービ

ス事業者の課題 
・高齢者の雇用の取組 
・新たな働き方の取組 
・低コストによる事業

運営方法の確立 

■「健康・教育・社会参画支援

サービス」の利用側から提供側

に移行し、高齢者雇用の促進 
 
■円滑な就労マッチング実現に

向けた高齢者が活躍できる就労

フィールドと活動ツールの開発 
 
■高齢者の継続的な社会参画活

動を支援する組織の構築・運営 
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１０．１．３ ビジネスモデル 
本事業の概要図（図表１０－２）とビジネスモデル（図表１０－３）を以下に示す。 
 
図表１０－２ 事業概要図 

 
図表１０－３ ビジネスモデル 

ビジネスモデル 
■高齢者にを対し「健康サービス」「教育サービス」に加えて「社会参画支援サービ

ス」を示すことで、社会参画意識の高い高齢者を掘起す。 
 
■「社会参画支援サービス」は、就労に必要な活動ツール（例：アートレクリエーシ

ョン教室の実施に必要となるコンテンツ DVD、プログラム冊子、画材一式等）を開

発し、明確な就労イメージのもと、実践的な教育訓練を実施することで、円滑な就労

マッチングを目指す。 
 
■フィールド開発では、人材の要望とフィールドの要望を把握し、三者（人材×フィ

ールド×仙台元気塾）一体の就労マッチングを実現する。 
 
■「継続的な社会参画活動を支援する仕組み」として、高齢者の参加型コミュニティ

を構築し、社会参画活動を支援する。将来的には NPO 等の法人化を目指す。 
 
■高齢者の健康づくりを契機に、人材募集～人材育成～就労マッチング～就労後支援

までのワンストップで提供できる事業構造を構築する。また、事業エリアとしても

「通える圏域」としてコンパクトな環境下で行う。本実証後は仙台元気塾をセンター

機能として複数地域の人材育成やフィールド開発を支援する事業展開を目指す。 
 
■本事業は、「就労マッチング」の単独事業ではなく、高齢者向けの「健康サービ

ス」「教育サービス」の堅調な伸びと「人材の掘起と就労の両立」を狙うモデルとす

る。さらに、本事業は仙台元気塾のコア・コンピタンスとして確立し、他の事業者へ

のノウハウ等の提供による新たな事業展開を推進する。 
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１０．１．４ 事業の成果目標 
本事業の成果目標（定量的と定性的）として、以下にまとめる。（図表１０－４） 

図表１０－４ 事業の成果目標 
成果（定量的） 成果（定性的） 

■「健康サービス」を提供することで、

健康意識及び社会参画への潜在ニーズの

高い高齢者を会員化する（500 名） 
 
■「教育サービス」を提供することで、

会員の中から地域の健康・介護系サービ

スの担い手を発掘する（100 名） 
 
■「社会参画支援サービス」を提供する

ことで、登録者が地域で実際に活動でき

るように支援を行う（20 名） 
 
■人材とフィールドのマッチングを行

い、就労を実現する（10 件） 
 

■就労という社会参画活動に興味・関心を

示した要因や、就労が及ぼす高齢者への影

響を明らかにし、就労マッチングのあり方

を構築する。 
・行動を決めたポイント 
・健康づくりから社会参画へ向かうまでの

意識や行動変容 
・就労が及ぼす心身機能・脳機能への影響 
 
■フィールド開発と就労マッチングを実現

する就労コーディネートの仕組みを検証し

有効で持続性のあるモデルを構築する。 
 
■3 年間の収支計画立案、及びビジネスモ

デルの検証を行う。 
 

 
１０．１．５ 事業の内容 

本事業は、以下の作業構成で実施した。事業構造を図表１０－５に示す。 
 

【事業評価プログラム開発及び評価実施】 
本事業の成果評価として、本事業に参加した人材の社会参画活動前後の「意識や

行動の変容」及び「脳機能への影響」を評価し、高齢者の「健康づくり」と「就労

マッチング」のあり方を実証する。 
 

【拠点開設】 
仙台駅東口前に新たな拠点を開設し、元気な高齢者を対象とした「健康サービス」

を提供する。そして、近隣の健康意識及び社会参画に対する潜在ニーズの高い高

齢者を集客して、会員化することで就労可能な人材を発掘する。なお、新拠点開

設に伴う人材募集の手段としては、仙台元気塾への入塾を目的とした公開セミナ

ー（以下：ネクストチャレンジセミナー）を開催し、元気な高齢者に対して健康

や生きがい創り等の有益な情報を提供する。 
 

【人材開発】 
仙台元気塾の塾生対して「社会参画体験説明会」を実施し、社会参画意識を醸成

する。次に当該塾生の中から社会参画に関心の高い方々を対象に、社会参画に必

要な「教育サービス（講座・研修）」を提供し、人材を育成・登録する。 
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図表１０－５ 事業構造図 

 
  

【社会参画支援サービス開発・提供】 
仙台元気塾に登録した人材が地域で活動できるように支援する社会参画支援プロ

グラムを開発し、登録者の中から就労を希望する方に社会参画支援研修（以下：

ネクストチャレンジ研修）を提供する。 
 

【活動ツールの開発・提供】 
仙台元気塾が主体となり、高齢者が就労するにあたり必要な活動ツールを開発し、

就労先に合わせて、人材と活動ツールをコーディネートしながら一体で提供する。 
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【フィールド開発と就労マッチング】 
フィールド開発は、就労先となる事業者や自治体を対象に行い、求人ニーズのあ

る事業者や自治体をフィールドとして登録する。そして、各々のニーズに合わせ

た人材を有料又は無料で紹介し、就労マッチングを行う。（本事業における就労マ

ッチングとは、仙台元気塾が仲介者となり、求職者（仙台元気塾の会員）と求人

者（自治体等や事業者）の間で就労や有償／無償ボランティアの斡旋を行う。） 
 

【社会参画コミュニティ】 
就労マッチング後の継続的な活動を支援するコミュニティ（会員制組織）の構築

を推進し、仙台元気塾が当該組織の活動を支援する。 
 
１０．２．事業の成果 
１０．２．１ 人材開発の成果 

【人材開発の状況】 
「ネクストチャレンジセミナー」の参加から、仙台元気塾へ入塾して、「教育サー

ビス」を受講し、就労に向けて取り組む「ネクストチャレンジ研修」受講までの

募集状況を以下に示す。（図表０－６） 
 

図表０－６ 人材開発状況 

 
 
１０．２．２ フィールド開発の成果 

本事業にて、開発したフィールドの「法人・自治体」「活動内容」「就業形態」を以下

に示す。（図表１０－７） 
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図表１０－７ フィールド開発の成果 

属性 法人・自治体 活動内容 就業形態 

介護・医療 
系 

東北福祉会 ・介護予防教室補助 

・ボランティア 
・パートタイム 
・謝金 

ケアパートナー ・レクリエーション教室講師 
・認知症カフェの企画運営補助 

有料老人ホーム系 ・レクリエーション機能訓練補助 
・食事、入浴補助等 
・地域活動関連 

介護事業者系 ・一連の事業所業務補助 
・レクリエーション教室講師 
・認知症カフェの補助 

医療法人系 ・一連の事業所業務補助 
・サークルの世話役補助 

社福系 ・介護業務全般 
・レクリエーション補助 
・運動教室補助業務 

地域包括系 
（自治体） 

木町通り（青葉区） 
台原（青葉区） 
葉山（青葉区） 
山田（太白区） 
花京院（青葉区） 
榴ヶ岡（青葉区） 
双葉ヶ丘（青葉区） 

・介護予防教室補助 
・自主サークル運営補助 
・サロン、出前教室補助 
・認知症カフェ補助 ・ボランティア 

健康関連系 

仙台元気塾 ・元気塾業務補助 
・自治体受託業務補助 

・パートタイム 
・ボランティア 

宮城中央ヤクルト 
販売 

・健康教室指導者 ・ボランティア 
・謝金 

 
【就業形態の分類】 

本事業における就業形態は以下のように分類して、その内容を定義する。 
フルタイム ：週の労働時間は 40 時間以上の労働（雇用契約有り） 
パートタイム：週の労働時間は 40 時間未満の労働（雇用契約有り） 
ボランティア：無償～有償（4,000 円／回以下の報酬）の労働（個別契約なし） 
謝金  ：1 回あたりの報酬制（講師依頼、委託契約等） 

 
 
１０．２．３ 就労マッチングの成果 

就労マッチング実績を以下に示す。（図表１０－８） 
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図表１０－８ 就労マッチングの成果 

フィールド フィールド

登録 
マッチング 

候補数 
マッチング 

実績 
雇用形態 

東北福祉会 せんだんの杜、里、館 
認知症介護研究研修仙台センター 
せんだんの丘ぷらす（あらい） 

3 事業所 6 名   

ケアパート

ナー 
Q アップスタジオ宮城野 
若林センター 2 事業所 3 名  3 名 

ボランテ

ィア 
（有償） 

その他 
介護事業者 

有料老人ホーム系（A・B・C 社） 
介護事業者系（A・B 社） 
医療法人系（A 社） 
社福系（A・B・C・法人） 
NPO 法人しじゅうから at work 

5 事業所 
 

 
9 名 2 名 

ボランテ

ィア 
（有償） 

地域包括支

援センター 
双葉ケ丘 
葉山、山田、榴ヶ岡  4 名 2 名  

仙台元気塾 仙台元気塾 
仙台市介護予防教室等 1 事業所 6 名 6 名 パートタ

イム 

宮城中央ヤ

クルト販売 
多賀城社協の健康教室 1 事業所 1 名   

合計 24 法人 12 事業所 29 名 13 名  

 
１０．２．４ 成果目標に対する達成率 

成果目標に対する達成率を以下に示す。（図表１０－９） 
 

図表１０－９ 成果目標に対する達成率 

評価項目 目標 実績 達成率 

仙台元気塾会員数 500 名 470 名 90.0% 

人材登録数 100 名 93 名 93.0% 

社会参画支援サービス提供者数 20 名 51 名 255.0% 

フィールド登録数 20 件 12 件 60.0% 

就労マッチング数 10 件 13 件 130.0% 

 
１０．２．５ 定性的目標の成果 

【就労マッチングのあり方】 
本事業に参加した団塊の世代を中心とした高齢者は、社会参画意識や学習意欲が高い

傾向にあり、研修や就労の体験による自身の健康維持向上や行動変容、脳機能への影
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響（活性化）も確認できた。そして、就労マッチングの在り方としては、人材募集～

人材育成～就労マッチング～就労後支援の一連の対応を仙台元気塾として、ワンスト

ップ型のモデルで高齢者を支援することが就労マッチング成立に効果的だと考えられ

る。今後、本格的な事業化に向けては、フィールド（就労先）の見学・体験も活用し

た就労マッチングや継続的な研修を実施が必要である。 
 

１０．２．６ 本事業における新規性について 
従来、単発実施だった高齢者の健康サービスや人材開発等を 1 つの機能として捉え直

し、高齢者の会員化や人材開発、社会参画支援までワンストップで提供する。また、

脳機能評価による客観的な就労アドバイス、標準化された活動ツールの提供により高

齢者の円滑な社会参画を支援する。さらに、社会参画コミュニティの構築で、高齢者

が自立的に社会参画できる仕組みを整備する。 
 

【健康増進と社会参画の連結モデル】 
本事業の特徴は、高齢者の健康サービスをベースに、人材開発から社会参画に至

るまでの必要な機能を組み合わせて一体的に提供するワンストップ型の事業形態

であることである。さらに、継続的な社会活動を支援する機能を加えることで、

持続性を備えた事業モデルを目指す。 
 

【社会参画支援サービス】 
本サービスは、生涯現役を実現するために有用なプログラム（ネクストチャレン

ジ研修等）である。ネクストチャレンジ研修は、高齢者の生涯現役の実現に向け

て、様々な動機やスキルを提供することが可能なカリキュラムになっている。 
・自己のこれまで生き方の確認と、これからのあり方について学ぶ。 
・就労に必要な専門スキルに加えて、現場実践力（コミュニケーション力、フ

ァシリテーション力）のノウハウを学ぶ。 
・就労フィールドでの現場実習を含め、より体験的な学びを重視する。 

 
【活動ツール】 

現場の指導者が現場実践を経て独自に開発した活動ツールには、様々なノウハウ

が大量に蓄積されている。本事業では、それらのコンテンツを標準化し、パッケ

ージにすることで高齢者の活動現場に提供できるような仕組みを整備する。 
 

【脳機能評価を活用した就労アドバス】 
事業評価で活用した脳機能評価プログラム「SRI 脳番地診断」は、脳を 8 つの脳

番地に分類して、各々の活動状況を把握できる。当該結果は、就労マッチングの

面談時にアドバイス材料として活用するだけではなく、対象者が自己理解を深め

る新たな仕組みとしても応用できる（SRI 脳番地診断とは、株式会社脳の学校の



109 
 

特許技術であり、脳機能評価データから各個人の個性や特徴を分析する。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

【社会参画コミュニティの構築】 
個人として継続的に社会参画活動を行う高齢者は限られ、活動先のニーズを把握

しながらの柔軟に対応するのは限界があると考えられる。そこで、社会参画の実

践者で継続的な活動を支援するコミュニティ（任意団体、NPO 法人等）の構築を

目指す。具体的には、ネクストチャレンジ研修の修了者を中心としたメンバーで

団体を立ち上げ、仙台元気塾は継続的にプログラムやノウハウ提供等の支援を行

い、活動の持続性とサービス品質維持や社会ニーズへの対応力を担保する。 
 
 

１０．３ 今後の事業展開 
本事業で確立した仙台元気塾のコア・コンピタンスを基盤として、他の事業者へのノ

ウハウ提供による事業展開を推進し、ビジネス拡大を目指す。目指す事業モデルとし

ては、「地域への展開モデル」と「法人への展開モデル」である。 
 
１０．３．１ ビジネスモデルの概要 

【地域への展開モデル】 
本事業の実証後は仙台元気塾を「センター機能」として、地域事業者への展開を

目指す。「健康サービス」等を地域の事業者が実施し、「社会参画支援プログラム」

を仙台元気塾が担う等の事業スキームを想定して検討を進める。 
 

ターゲットの一つは、既に健康サービスを提供している健康サービス事業者にお

き、付加価値の高いサービスを組込むことで収益性向上と地域社会への貢献を訴

求する。もう一つは、新総合事業や健康サービスへの進出を図っている新規の地

域事業者におき、仙台元気塾のサービスやノウハウを資源としたコンサルティン

グ、新総合事業や新健康サービス等の立上げ支援を行う。 
 

【法人への展開モデル】 
本事業で実践された「健康サービス」「教育サービス」「社会参画支援サービス」を

活用し、法人向けビジネスの展開を推進する。 
 
ターゲットは、「健康経営」を積極的に推進する比較的規模の大きい企業として、①

社員の健康増進支援、②社員の安定雇用、③社員の生きがいづくり（生涯現役にむ

けた定年退職前のセカンドライフ支援等）を訴求する。仙台元気塾（仙台駅東口）

の拠点近隣の企業と法人会員契約を締結し、社員に対する健康や教育サービス等を

提供する。また、法人会員のニーズに合わせて、既存のノウハウやサービスを最適

に組み合わせたパッケージ化、カスタマイズ化を図り、法人への展開を推進する。 
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１０．３．２ ビジネスモデルの全体像 
目指すビジネスモデルの全体図を以下に示す。（図表１０－１０） 

 
図表１０－１０ ビジネスモデルの全体図 

 
１０．３．３ 事業の展開方法 

初年度を「委託事業の期間」、2 年目を産学連携で独自のプログラムを開発・実施する

「有料サービス及び研修の普及期間」、3 年目を産学連携から産産連携・地域連携への

拡大による「サービスバリエーション強化期間」で事業を展開する。（図表１０－１１） 
 

図表１０－１１ 事業の展開方法 

 
初年度 

委託事業 
2年目 

事業有料化 
3年目 

地域・法人展開 

コア・ 
コンピタンス 

の確立 

・各種サービスプログ

ラム開発、実施 
・各種研修プログラム

開発、実施 
・活動ツールの開発、提

供 

・サービスの有料化 
・社会参画プログラムの

拡充 
・社会参画活動法人の立

上げ  
・産学連携による差別化

と独自プログラムの確立 

・サービスの収益拡大 
・社会参画プログラムの

汎用化 
・社会参画活動法人の安

定・自立 
・産産連携や地域連携ビ

ジネスの具体化 

地域展開 

・市場、地域事業者の開

拓 
・サービスパッケージ化 
・地域事業者開拓 

・地域事業者向けカスタ

マイズ 
・地域事業者とのビジネ

スアライアンスの確立 

法人展開 

・健康経営に取り組む

法人の開拓 
・サービスパッケージ化 
・健康経営に取り組む法

人の開拓 

・顧客企業向けのカスタ

マイズ 
・顧客企業とのビジネス

やアライアンスの確立 
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コンソーシアム名 神戸おかげさま・お互いさまのまちづくりコンソーシアム 
代表団体 神戸ヤクルト販売株式会社 
事業名 産業創出による自立型地域包括ケアシステム構築実証事業 

 
１１．１ 事業概要 
１１．１．１ 事業の背景 
（問題の背景） 

高齢者の健康の維持・向上および「生活の質の向上」を図る上で、地域やコミュニテ

ィにおける人的交流や生活のあり方が重要性を増している。医療・健康政策面でも、“病

院から在宅・地域へ”という大きな方向性が示される中、「地域包括ケアシステム」の構

築や「互助共生社会」の実現といった地域における取組みが焦点となっている。しかし

ながら、地域を対象とするこうした取組み（施策や事業）がなかなか軌道に乗らないケ

ースが多く、地域間での取組み状況にも大きな差が見られるのが実情である。 
こうした状況の原因としては、地域社会の高齢化や社会環境の変化が進行しており、

施策や取組みの遂行に必要な地域の資源（ヒト・モノ・カネ・組織・経験等）そのもの

の調達が難しくなっていることが指摘できる。とりわけ人口の高齢化が集中する都市部

の集合住宅等では資源の希少化やコミュニティの希薄化が急速に進んでいる。一方で高

齢者の暮らしに目を向けると、元気高齢者（介護保険対象外の高齢者）は 8 割近く、今

後更なる数の増加が見込まれることから、高齢者の日々の暮らしを充足する支援サービ

スメニューによる市場創出が期待される。しかし商品やサービスの提供者からは、高齢

者とつながるチャネルがないために、効果的な商品開発や営業展開が難しいという声も

聞かれる。 

今後ますます“地域の資源の実情”をふまえた地域包括ケアシステムの構築が必要に

なると考えられ、「暮らし圏（生活圏・生活領域）」に応じた地域の現状・課題を把握し

た上で、地域コミュニティ形成や財源確保も含めた運営の在り方を考えていく必要があ

る。 
 

（対応の方向性） 
具体的には、①地域コミュニティを形成する人的資源の中心である高齢者（＝住民）

の勧誘・参加面の工夫や、②従来の自治体管轄や官民区分にとらわれない柔軟な資源調

達姿勢（地域にあるものはなんでも使う）に立ち、③地域資源のマネジメント機能を「仕

組み」としてあらかじめ組み込んだ、新たな「取組み手法」（ビジネスモデル）の開発が

課題となる。その際、トライ＆エラーと修正をスピード感をもって遂行する「実践的ア

プローチ」が効果的であると考えられる。（ 

図表 １１－１） 
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図表 １１－１ 事業の背景と課題 

  
 

人口の高齢化が集中する都市部の神戸市でも社会環境の変化に伴い様々な問題が散見

される。地域コミュニティの希薄化が急速に進んで地域の互助力が低下し、住民は不安

を抱えながら暮らしている。事業者はこれらの高齢者との接点が持ちづらく、商品開発・

市場形成に至らないといった問題を抱えている。また自治体は、高齢者の暮らしを公的

保険だけで賄うことが難しくなってきており、制度に当てはまらない案件への柔軟な対

応を行うための新たな地域基盤づくりを課題として抱えている。 

これらの三方が抱える問題を解決するためには、地域独自で新たな地域資本を生み出

しながら住民が住み慣れた地域で暮らしの充実を図る自立型地域包括ケアシステムの構

築が求められている。 
 
１１．１．２ 事業目的 

本事業では神戸市が抱える地域課題の解決を図るため、「1.コミュニティ基盤構築事業」

「2.ライフ＆リビングケアサービス創出基盤構築事業」「3.共同事業運営基盤構築事業」

の事業を通じ、「住民よし、事業者よし、自治体よし」三方よしの、全国初の産業創生に

よる自立型地域包括ケアシステムを構築する。 
 
図表 エラー! 指定したスタイルは使われていません。-10 おかげさま・お互いさま

のまちづくりが目指す地域社会 

住民・事業者・自治体視点で見る事業の背景と課題

住民

事業者

自治体

●地域コミュニティが希薄化し、地域の互助力が低下（不安・悩み）
●高齢化する中、安心していきいきと暮らす支援サービスは不十分

●高齢化に伴う健康寿命延伸のための保険外サービス市場への期待
●地域の事業者が高齢者に向けて商品・サービスの提供を行うには、経営

資源の脆弱さや商品と市場をつなぐチャネルの弱さから、市場が形成され
にくい

●公的保険・行政サービスだけで地域の暮らしを支えるのは限界
●介護保険対象外の高齢者・家族が安心していきいきと暮らせる基盤づく

りが必要

地域コミュニティの形成

産業創出のための
新たなチャネル開発

公的保険を補完する
暮らしの支援基盤構築
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各事業の目的は以下のとおりである。 

1. コミュニティ基盤構築事業 

・住民が安心していきいきと暮らしていくためのコミュニティを構築する 

・コミュニティを自立的・持続的に運営するための手法および、コミュニティ活動が

個人の健康度や暮らしの満足度に及ぼす効果を検証する 

2. ライフ＆リビングケアサービス創出基盤構築事業 

・構築したコミュニティを活用し、複数の事業者・団体の共同によって「食と健康」を

テーマとした商品・サービスを開発する 

・共同事業形式による新しいバリューチェーンモデルを検討する 

3. 共同事業運営基盤構築事業 

・上記 2 つの事業による検証結果をもとに、共同事業運営基盤（LLC を想定）の構築に

向け、ビジネスモデルの持続可能性を検証する 

 

１１．１．３ 事業内容 
各事業における実施内容は、下記のとおりである。 

「1.コミュニティ基盤構築事業」 
■「高齢者暮らしの実態調査」：地域の高齢者の社会性等についてアンケート調査を行い、

コミュニティの形成に向けた資料とする。 
■コミュニティ形成：コミュニティを 2 拠点運営する。 

（KPI：コミュニティ参加者の心身の健康状態、社会性の改善度評価 6 割以上） 
（KPI：参加者の継続率・継続意向評価 7 割以上） 
（KPI：1 拠点あたり 30 人規模、1 か月の運営費 15 万） 

 
「2.ライフ＆リビングケアサービス創出基盤構築事業」 
■商品・サービスのコンセプト設計：地域・業界の枠を超えた商材（モノ・コト）を組み

合わせるバリューチェーンを設計する。 

地域資産を活用した「住民よし･事業者よし･自治体よし」三方よしのまちづくり

共同事業運営基盤

資本基盤(LLC)
当該地域の
金融機関

資本提供

暮らしの信託

住民事業者 自治体

人材・人脈・アイデア・労働力・ノウハウ・土地・技術力・宣伝力・販売力・商品など

事業開発
資金出資

地域ファンド
クラウドファンディング

など

事業開発
資金出資

新しい産業

地域資産の活用

新しい地域資本

地域社会保障財源

地域資源

新しい暮らし

資本提供 資本提供利益 利益 利益

新産業・新ビジネス

暮らしの充実

サービス
（いきいき）

・就労・収入機会の獲得
（納税できるシニア）

・生きがい・社会貢献

個人の

健康の質の向上
産業の活性
雇用創出

個人の
生活の質の向上
（社会参加）

地域力（互助）
の向上

医療・介護
関連費用適正化

「住民・事業者・自治体」
三方よしの地域資本の創出

・学び
・健康づくり・生きがいづくり
・社会参加（就労・社会貢献 ）
・コミュニティ・コミュニケーション

・居場所
・役割
・仲間

事業費

新しい暮らし

地域コミュニティ
食と健康の
商品・サービス
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■商品・サービス開発：コミュニティ参加者と企業が共同して「食と健康」をテーマと

した商品（中食メニュー）を開発する。（KPI：単価 500 円（利益率 30%）） 
■バリューチェーンモデルの検討：開発したメニューについて、モニター調査を行い、

販売力のある商品が開発できたかを検証する。（KPI：商品満足度評価・購入意向 6 割

以上） 
また、事業者に対しサービス創出への参画意向についてアンケートを行い、サービス

創出基盤の受容度を検証する。 
 
「3.共同事業運営基盤構築事業」 
■ビジネスモデルの検討：コミュニティの運営、公的保険外サービスの創出・提供を行

うための共同事業運営基盤のあり方を検討する。 
■運営モデルの作成：２つの事業の検証結果（KPI である参加者の継続率・継続意向評

価、商品満足度評価・購入意向等）をもとに、共同事業運営基盤に必要な機能・要件等

の整理をした上で、ビジネスモデル、収支計画、役割分担、事業スケジュール等を作成

する。 
 
１１．２ 事業の成果  
１１．２．１ コミュニティ基盤構築事業 

コミュニティ基盤構築事業の市場性の評価を行うとともに、マネジメント視点からコ

ミュニティ提供プログラムの内容（参加者の心身機能の変化、満足度など）や継続的運

用の手法を検証し、コミュニティの自走に向けた事業企画・準備の基礎資料とした。 
 実証結果から、コミュニティ基盤構築事業の市場性は確認できたが、事業化に向けて

は運営主体と地域との関係性の構築、公的保険外サービス提供視点での自治体との関係

性の構築、運営に参画する企業側の目的・メリットの明確化などの課題が導き出された。

また、参加者数については、会場の立地（行きやすさ）などの影響で集客数が想定をや

や下回る結果となった。この点については、マンションなどの集合住宅が保有する集会

施設の活用や会場を持った参画事業者との連携を図ることで、対象者（高齢者）が参加

しやすい新たな「場」を創出するなどの解決策が考えられる。 

 
■実施概要 
 ①実証エリアにおける高齢者暮らしの実態調査 

【目的】地域の現状把握および課題の抽出・整理を行い、コミュニティ基盤構築事業

の市場性を検証する基礎資料とする。 

【時期】10 月 

 【調査件数】134 件（実数） 

 【調査項目】高齢者の生活習慣、健康状態、日常生活状況、地域とのつながり、暮ら

しの満足度、健康寿命の延伸に関するアンケート調査 

 【実施対象】コミュニティ実証を行う 2 つのエリアの 65 歳以上の高齢者 

 

 ②コミュニティ形成実証事業 
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【目的】①の高齢者暮らしの実態調査の結果を踏まえて、互助機能や社会とのつなが

りの場となるコミュニティを提供する。これにより住民が安心していきいき

と暮らしていくための暮らし圏単位でのコミュニティを構築・運営する際の

手法を検証する。また、コミュニティ活動が個人の健康度や暮らしの満足度

に及ぼす効果を検証する。 

 【時期】11-12 月（月 5 回） 

 【参加者】41 名（実参加者人数・2 ヶ所にて実施） 

 

■事業の成果および課題 

 ①実証エリアにおける高齢者暮らしの実態調査 

パス解析による適合度検定の結果、暮らしの満足度は、近所づきあいや、外出頻度

と関係があり、健康状態や健康不安度に影響を与え、生きがいにも影響する。外出頻

度は、交通の便、社会参加度に影響を受け、社会参加度は、同居の有無や、近所づき

あいの状況に影響を受けることが示唆された。 

よって、本調査の条件下であるが、暮らしの満足度やいきがいといった「暮らしの

質」を高めるには、社会とのつながり（縁）をつくることが重要であると考えられる。 

一方で従来の互助機能を担ってきた町内会・自治会などの地縁団体、およびゆる

やかな地域の支えあい（ご近所付き合い）が希薄化しており、回答者（住民）自身も

そのことを認識している傾向がうかがえた。（地域の支えあいが希薄だと感じる割合

は約 40%の結果が示されている）本調査では互助機能の低下や薄れていく社会とのつ

ながりを補完する代替の場が求められていることが把握できた。 

 

 ②コミュニティ形成実証事業 

  本事業では、対象者の暮らしの実態を把握する調査をコミュニティ実証の実施前に

行い、その結果を踏まえてコミュニティ設計をした。調査では、高齢者は体力の衰え

ることに不安を感じている、日ごろから食事や栄養に配慮して生活している、暮らし

の充足には健康や体力の維持が重要と考えているなどの高齢者の生活実態が明らか

になった。これらの調査結果を踏まえて「うたと音楽を使った体操」や「健康に関す

る講話」など参加者のニーズに即した内容で企画・運営したことも起因し、参加者の

満足度や継続意向について高い評価が得られた。また、参加者の心身機能の改善維持

度も高く、楽しみながら健康寿命の延伸につながるコミュニティの形成が可能である

ことが検証できた。KPI に対する達成度は以下に示す通りである。 

 

  ＜KPI＞コミュニティ参加者の心身の健康状態、社会性の改善度評価 6 割以上 
  →運動機能、口腔機能の改善維持度は 9 割以上（改善 7.9%、維持 84.2%）。主観的

健康観の向上や新たな交友関係の構築など社会性の広がりを参加者へのインタビ

ュー調査により確認した。（詳細は下に示す） 
●心身機能に関する評価 

   
  項目 評価方法 評価内容詳細 評価

運動機能
（5m通常歩行時間）

測定

5mの測定区間と前後3mの助走路、減速路を、通常

と同じ速さで歩き、5mの測定区間にかかった時間

を測定する。

改善：15.4%
維持：76.9%
機能低下：7.7%

口腔機能
（パタカテスト）

測定

口や舌の筋肉の状態を見るために、「タ」を発音し
てもらい、１秒あたりの平均回数で口の機能を評価
する。

維持：92.2%
機能低下：7.8%

口腔機能 測定
甲状軟骨を触知した状態で30秒間に何回空嚥下がで
きるかを測定し 3回未満を機能低下傾向と評価す

改善：7.9%
維持：84 2%



116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●主観的健康観調査結果 
・日ごろ運動する機会がなく、体を動かすきっかけになった 
・思っていたよりも体が動かないことに気づいた 
・習ったことを家でも継続して取組める 
●社会性の評価結果 
・話す機会ができてよかった。久しぶりに大声で笑った 
・友人ができた 
・男性でも参加しやすかった 

 
  ＜KPI＞参加者の継続率・継続意向評価 7 割以上 
  →コミュニティ事業参加者の満足度、継続参加意向はともに 10 割であった。また

継続的な運営に向けての要望をインタビュー調査により確認した。（詳細は下に
示す） 

 
●事業内容評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●今後の活動評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●満足度・要望調査 
・5 回で終わらず続けて定期的にやってほしい 
・考えながらする運動が楽しかった 
・音楽付きで楽しかった 

評価内容詳細

コミュニティ事業の参加のきっかけ
（内容に興味があった/知人（企業含）・友人から
の案内/運動・外出の機会/時間があるから）

1.内容に興味：64.5%
2.知人・友人の紹介：96.8%
3.運動・外出の機会：29.0%
4.時間がある：22.6%

コミュニティ事業の満足度
（満足/不満足/どちらでもない）

1.満足：100%
2.不満足：0%
3.どちらでもない：0%

コミュニティ事業の開催時間帯：14-16時で設定
（丁度良かった/遅かった/早かった）

1.丁度良い：71.0%
2.遅かった：29.0%
3.早かった：0%

コミュニティ事業のプログラム内容で良かったもの
（重複回答）
（体を動かすプログラム/健康・疾病予防の講話/健
康度チェック/おしゃべりタイム）

1.体を動かす：100%
2.健康疾病予防：74.2%
3.健康度チェック：74.2%
4.おしゃべりタイム：90.3%

評価内容詳細

コミュニティ活動の継続参加意向
（参加したい/どちらでもよい/参加したくない）

1.参加したい：100%
2.どちらでもよい：0%
3.参加したくない:0%

コミュニティ活動へのボランティアとしての参加意
向
（はい/いいえ/活動内容による

1.はい：45.8%
2.いいえ：50.2%
3.：活動内容による：4.2%

コミュニティ活動の開催頻度：どのぐらいの頻度が
良いか
（毎日/週1回/週3-4回/月2-3回）

1.毎日：0%
2.週1回：66.7%
3.週3-4回：0%
4.月2-3回：33.3%

コミュニティ活動の開催時間枠：2時間程度で設定
（長い/丁度良い/短い）

1.長い：0%
2.丁度良い：100%（2時間）
3.短い：0%
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＜KPI＞1 拠点あたり 30 人規模、1 か月の運営費 15 万 

→実証事業を踏まえ、コミュニティ 1 開設あたりの事業費を算出した。当初の試算

通り、15 万程度の事業費で運営可能であった。 

 
※支出額のみ積算しているが、利用者の一部負担などを行うことで収入を得て、1 開

設あたりの運営負担を抑えることを検討する。  

項目 評価方法 評価内容詳細

事業経費 積算

　●コミュニティ運営費積載条件：月3回開催　30名参加
　　音楽配信システム月額リース代　＠約35,000円/月
　　講師：＠12,000円/回×3回＝36,000円
　　有償ボランティア：＠2,000円/回×3回×2人＝12,000円
　　会場費：＠20､000円/回×3回＝60,000円
　　保険代：＠1,000円（30人分）×3回＝3,000円

　　合計　152,000円
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１１．２．２ ライフ＆リビングケアサービス創出基盤構築事業 
地域資本を活用した「食と健康」をテーマに試作開発した商品・サービに関するモニ

ター評価を実施し、商品化に向けた検証を行った。また、共同事業形式によるサービス

創出への参画意向や新しい「食と健康」のバリューチェーンモデルの中で連携可能な提

供価値などに関するアンケート調査を実施し、販路および市場の可能性を検証した。 

 モデル検証結果が示す通り、地域資源を活用した「食と健康のバリューチェーン」は、

新しい価値創出につながるコンセプトになるとともに、開発した商品（試作品）に関し

ては、商品力に関する一定の評価が得られた。今後の事業展開に向けては、今回の実証

結果を受けて商品の「提供価値」の深掘や明確化を課題として捉え、対応策を講じてい

くこととする。 

また、上記課題を解決したうえで、さらなる地域連携（地域アソート）や販路の確保・拡

大のための事業運営方法などについても検討が必要である。 

 

■実施概要 

 ①商品・サービスのコンセプト設計 

 【時期】8-9 月 

 【内容】地域・業界の枠を超えた商材（モノ・コト）を組み合わせたバリューチェーン

を設計し、地域（産地）の更なる魅力づけとブランド価値の創出を図る。「モ

ノ×コト化」戦略により、地域と地域をつなげて商品の流通を促し食の競争

力を図るモデルを設計した。 

 

図表１１－３ “地域”が“住民”が元気になる！ 

食と健康の新しいバリューチェーンモデル 

 
 

 ②商品・サービス開発 

【時期】9-10 月 

【内容】コミュニティ参加者と企業が共同して「食と健康」をテーマとした商品・サー

ビスメニューを開発し、“地域”の産業活性と資本形成を促す。 

 

 ③バリューチェーンモデルの検討（商品・サービスのモニター実証） 

【時期】11-1 月 

地域の素材
（原材料）
※1つの地域

商品
時間価値

地域価値 商品価値

加工
商品化

地域価値アソート

従
来
の
Ｖ
Ｃ

新
し
い
Ｖ
Ｃ

＜加工×流通＞

複数の産地
の素材の融合

アソート地域例
・神戸（兵庫）
・岩見沢
・宮崎

健康の要素 デザイン
トレーディング

エビデンス
・大学
・研究機関
・企業

“地域”が“住民”が元気になる！食と健康の新しいバリューチェーンモデル

健康価値 デザイン価値 ブランド価値

デザイン
・共同事業体
（LLC）統括本部

課題

・商品力の弱さ
・ブランド力の弱さ
・チャネルの弱さ
・デビデンスの弱さ

ブランド力のある
地域・企業と連携

流通

チャネル共有

地域・共同事業参
画企業が有する
チャネルの活用

企業のコーディネート、
企業のアッセンブリが中心

その結果、生活者
ニーズにマッチング
しなくなっている



119 
 

【内容】開発したメニューについてのモニター調査を行い、販売力のある商品ができた

かを検証する。 

 

■事業の成果および課題 

 本事業では新しい「食と健康」のバリューチェーンのコンセプトに基づき、地域資源

のアソートによる「ほくほくゆりねカレー」と「もちもちベーグル」を商品開発した。バ

リューチェーンモデルの検証（モニター調査）では、開発した商品への評価と企業の参

画意向の高さが確認でき、今後の事業性が期待できる。KPI に対する達成度は以下に示す

通りである。 

 

  ＜KPI＞商品・サービス開発＠500 円（利益率 30％） 

  →地域価値をアソートし、“地域”の産業活性と資本形成の促進に資する「食と健康」

をテーマとした商品・サービスメニューを開発することができた。実施計画に基

づき開発した商品（ベーグル・セットで 500 円の単価を想定）の他、高付加価値

商品（カレー・1000 円のサービス提供単価を想定）の開発にも至った。利益率は

両商品とも当初通りの 30%を確保するこができ、収益事業としての展開が期待で

きる。 

  ●開発商品・サービス 

   
  ●地域価値アソート 

   
  ＜KPI＞開発品についての商品力の検証（モニター調査）で商品満足度・購入意向 6

割以上 

  →開発した商品に関して KPI を上回るモニター評価が得られた。また今後の事業参

画に関する調査においても、複数の事業者（具体的に参加を検討したい機関は 9

機関）から連携の意向が得られた。 

  ●商品満足度及び購入意向 

   
   

商品・サービス 概要 

ほくほくゆりねカレー 
神戸ポートピアホテルのレシピをベースに、地域価値と健康

価値を加えたカレー商品を開発 

もちもちベーグル 

（黒豆・アカモク） 

地域価値として、兵庫、北海道の食材を使い、高齢者の食と

健康の鍵となる「噛む」ことと、低糖質を意識したベーグル

商品を開発 

 

地域 食材 

兵庫県・神戸市 淡路たまねぎ、丹波黒豆 

北海道・岩見沢市 ゆりね、小麦粉：キタノカオリ、ふすま粉、アカモク 
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●事業連携・地域 LLC への参画意向 
   図表１１－４ 事業連携参加意向  図表１１－５ 地域版 LLC への参画意向 

         
 
 
１１．２．３ 共同事業運営基盤構築事業 

前述の「コミュニティ基盤構築事業」と「ライフ＆リビングケアサービス創出基盤構

築事業」の実証を踏まえ、運営主体となるＬＬＣの構築を目指して、自立・持続可能な

方法の検証を行った。 

 実証結果から、共同事業運営基盤構築の事業性が導き出されたので、サービス提供基

盤として統括機能拠点となる「本部 LLC」の立ち上げに至った。また、神戸市をはじ

め、地域機能拠点は複数の地域で平行して調整・準備が進行中である。今後統括機能拠

点（本部 LLC）は、各地域との連携基盤を築きながら、産業創出や販路開拓などの準備

を進めていく。 

 

■実施概要 

 ①ビジネスモデルの再検討（修正） 

 【時期】11-2 月 

 【内容】コミュニティの運営、公的保険外サービスの創出・提供を行うための共同事

業運営基盤のあり方を検討する。 

 

 ②運営モデルの作成 

 【時期】12-2 月 

 【内容】共同事業体のビジネスモデルを作成 

 

■事業の成果および課題 

 ①ビジネスモデルの再検討（修正） 

  「おかげさま・お互いさまのまちづくり」を継続的に取組むための共同事業基盤構

築のあり方を検討した結果、地域包括ケアシステムの根幹でありコミュニティ維持と

地域の課題抽出の核となる「地域拠点」と、営業活動や資本形成活動、ナレッジを核

とする「統括機能拠点」の二つの拠点が必要であるとの結論に至った。 

 

 ②運営モデルの作成 

  ビジネスモデルの再検討結果を踏まえ、具体的な事業運営モデルを検討した。その

具体的に

検討したい

9機関（50%）

将来的に検討

したい

2機関（11%）

未定

7機関（39％）

予定なし

0%

【事業連携参加意向】 【ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝﾓﾃﾞﾙの連携希望(MA)】

4機関

7機関

2機関

4機関

0 1 2 3 4 5 6 7 8

地域価値アソート

健康価値

デザイン価値

ブランド価値
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結果、地域単位で実践的活動を行う「地域機能拠点」と事業インフラの調整を行う

「統括機能拠点」をそれぞれ LLC（Limited Liability Company）の形態で構築する

という結論が導きだされた。地域機能拠点（地域支部または地域版 LLC で運営）は、

当該地域でコミュニティを確保し、顔の見える安心感と高い信頼性をもって継続して

いくことを中心に、地域資産を活用したサービス創出により地域住民の安心で快適な

暮らしを支える。また、統括機能拠点（本部 LLC で運営）は、地域機能拠点（地域支

部または地域版 LLC で運営）が主体となって取組む事業において必要時に運営の支援

を行う。また、地域の資源を活用した共同商品開発、デザインを行い、事業を展開す

る際に地域機能拠点同士のビジネスマッチングを支援し、地域が抱える課題を解決

し、地域に還元できる事業として取組む。 

 
図表１１－６ 共同事業運営基盤モデル 

 

 

１１．３ 今後の事業展開  
 本事業が目指すのは、地域資源をベースに、「新しい暮らし（コミュニティ）」「新しい

産業（市場創造）」「新しい地域資本（地域社会保障）」を創出し、住民・事業者・自治体

三方よしの「自立型おかげさま・お互いさまのまちづくり」を行うことである。 

 

図表１１－７ 産業創出による自立型地域包括ケアシステム ビジネスモデル 

 

地域版LLC

A地域 B地域 C地域 D地域

各地域LLC
参画企業・団体

各地域LLC
参画企業・団体

各地域LLC
参画企業・団体

各地域LLC
参画企業・団体

各地域LLC
参画企業・団体

神戸
LLC

LLC（本部）連携機関 LLP（LPS）運営

※H29年2月に登記済み

 経済産業省
 農林水産省
 文部科学省
 DBIC
 各地域自治体
 大学・研究機関

などを想定

資本運営を担当
 出資
 クラウド

ファンディング
 寄付

など
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 11.1 で述べた背景・課題に対して検討した解決策（仮説）である①コミュニティ基盤

構築事業および②ライフ＆リビングケアサービス創出基盤構築事業を検証した結果、眼

前にある消費者（コミュニティ）とその商材を提供する事業者や団体が確保できると見

込めることから、事業自体は成立する可能性が示された。①については地域や自治体と

の関係性構築や企業の参画意義の明確化、②については提供商品・サービスのさらなる

地域連携やチャネルの確保・拡大などの課題はあるものの、実証に対する評価は高く今

後の事業性が期待できる。（詳細は 11.2） 

 

■事業内容 

本事業では、事業者・団体向けに各地域でのコミュニティ構築をベースとして、その

コミュニティを活用した商品のほか、地域の課題解決事業および、共同商品開発事業を

展開する。商品の価格や具体的な商品内容は、今後営業活動を経て可変されうるべきも

のであると考える。事業の設計・構築段階においてはわかりやすい事業を構成すること

とし、①食と健康のサービス（収益事業）、②マーケティング調査（収益事業）、③コミュ

ニティ事業（非収益事業）を主事業として展開する。 

 

■事業運営体制 

 ①および②の検証結果を踏まえてビジネスモデルを再検討したところ、今後複数の地

域で安定的・継続的に事業を運営するためには、コミュニティの維持と地域の課題抽出

を核とする地域機能拠点と、営業活動や資本形成活動、ナレッジを核とする統括機能拠

点が必要であるとの方向性が導き出された。それぞれが相互にサポートしあうことで事

業の効率的な拡大を狙っていく。 

 そこで地域単位で実践的活動を行う「地域版 LLC」と、事業インフラの調整・マーケテ

ィング支援を行う「本部 LLC」の 2 段階体制で運営を行うモデルとした。なお、「地域版

LLC」は、現時点で北海道、福岡県、宮崎県などとの地域連携を検討しているほか、参画

意向調査の結果では具体的に参加を検討したい機関が 7 機関にのぼった。 

 

■3 ヶ年の展開計画 

事業の展開については、2016 年度中に本部 LLC を設立し、神戸エリアで継続している

コミュニティを活用した営業活動を行い、2017 年度にはビジネススキーム、事業運営体

制の構築、2018 年からは神戸地域において実事業の実施を計画している。（図表１１－

８） 
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図表 １１－８ 事業スケジュール 

 
 

■収支計画 

事業の収支については、2017 年度は設計構築フェーズとして非収益事業のコミュニテ

ィ事業のみを行うため、売上 0 円（利益▲720 万円）、2018 年度で売上 1 億 1300 万円（利

益 450 万円）、2019 年で売上 2 億 500 万（利益 1326 万円）と計画した。（図表１１－９ 

地域版 LLC を神戸 1 か所で運営した場合） 

図表１１－９ 事業収支計画 

 
＜本事業の開発資金＞ 

本事業は、まずは、1 エリア（神戸）において、スタートさせ、2 年目で黒字化を達成

できるように運営スケジュールを計画している。その際、必要な資金は 2 年間のコスト

合計から導いた。その結果、開発資金（資本金）は、1.3 億円。資本金は、現在、当コン

ソーシアムに参画している事業者や当該事業への関心を示している事業者を中心に出資

を募り、その金額と割合については検討を行なっている。 

今後は、事業規模の拡大に合わせて、金融機関やクラウドファンディング、住民から

の出資も募ることを予定している。なお、配当比率は LLC 参画企業・団体との調整など

が必要と想定される。 

 

事業項目 実証フェーズ 設計・構築フェーズ 事業化フェーズ
2016年度（今年度） 2017年度 2018年度

コミュニティ
基盤

Life&living
(食と健康)

基盤

共同事業
運営基盤

実態調査・ビジネスモデ
ル調査実施
地域機能拠点(地域支

部またはLLCで運営）
支援のための本部機能
拠点として、本部LLCを
設立

実証成果を踏まえた、サ
ービス内容構築・運用方
法の検討・サービス提供
方法の検討、決定
企業・団体、他地域との

連携方法の検討と調整
翌年度の事業化に向け

た調整

継続的な事業運用、検
証
神戸における地域機能

拠点(地域支部または
LLCで運営）での事業
運営開始

商品・サービス 事業区分 2017年 2018年 2019年

①食と健康のサービス事業 0円 1億800万円
（6,000件×@1,500円/月×12か月）

1億8000万円
（7,500件×@2,000円/月×12か月）

②マーケティング調査事業
　（サンプル調査） 0円 500万円

（1,000件×@5,000円）
2,500万円

（5,000件×@5,000円）

③コミュニティ事業 非収益事業 4拠点
（25名・週1回開催⇒のべ4,800人/年）

8拠点
（25名・週1回開催⇒のべ9,600人/年）

12拠点
（25名・週1回開催⇒のべ14,400人/年）

0円 1億1,300万円 2億500万円

720万円 1億850万円 1億9,174万円

▲720万円 450万円 1,326万円

収益事業

（参考データ）※「暮らしの実態調査」での健康関連商品の購入に関する平均月額支出単価5,000円
　　　　　　　　 　※顧客数想定：6,000人=ヤクルトレディ250人×200人（基礎顧客の12%）
               　　※顧客数想定：7,500人=ヤクルトレディ250人×200人（基礎顧客の15%）

売上合計

支出合計

収益

充
当
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■事業展開にあたっての課題と対応策 

本事業は、すでに神戸エリアにおいて、今後の社会環境の変化を俯瞰した際に、必要

なものはコミュニティであるとの認識から始まった協議会の発足がベースにある。そし

て社会資本を奪い合う経済活動ではなく、共有しあう活動によって市場全体を活性化し、

新しい公共とも言える地域社会の活性化を促すことを目指す。 

 展開を行なっていくには、下記の課題があるが、北海道岩見沢市で先行して設立され

る地域版 LLC の事例も参考にしながら解決が図れると判断している。 

 課題①共同事業運営体（LLC）参画各社の出資額と出資比率 

事業モデルと出資額の想定は出来上がったものの、各社の出資比率設定などの課題

が残っている。地域版 LLC については、地域で営業活動をする事業者や団体で体制

を組むことができるが、LLC 本部は、地域事業者や団体がどこまで参画すべきかに

ついて、人的出資という観点からも調整が必要である。対応策としては、参画各社

の意向をヒアリングしながら、スキームを構築していくこととする。 

 課題②共同事業運営体（LLC）の運営人材の獲得・育成 

本事業は、2 つの収益事業を核に営業展開を行うが、事業領域が多岐にわたり、ま

た提案力も必要となるため、高度な営業力が求められる。単一の地域版 LLC だけで

すべてを網羅できる営業活動は難しいことから、不足する機能に関しては本部 LLC

や他地域の地域版 LLC と連携・協力のうえ、体制を構築していく予定である。ま

た、人材育成方法についても今後検討する。 
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コンソーシアム名 ウェルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷 
ヘルスケア事業創出チーム 

代表団体 株式会社大和総研 
事業名 渋谷区内企業・団体の健康経営を支援する 

ウェルネスマップ構築・実証事業 
 
１２．１  事業概要 
１２．１．１ 事業の背景 

従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む「健康経営 4」への認知度

が、大企業を中心に高まりつつある。経済産業省と東京証券取引所が共同で実施してい

る健康経営銘柄認定制度への調査票回答社数は、平成 26 年度（初年度）493 社から、平

成 27 年度 573 社、平成 28 年度 726 社へと年々増加している。また、経済産業省発行の

「健康経営銘柄 選定企業紹介レポート」や東京商工会議所発行の「健康経営ハンドブッ

ク」などによって、具体的な健康経営の取り組み情報の開示も進んでいる。 
しかしながら、企業における施策の立案や実行・検証方法については、まだ試行錯誤

の段階にあり、「何から手をつければいいのかわからない」、「従業員の健康のための制度

を導入したものの検証方法がわからない」といった声が聞かれる。健康経営に関する企

業・団体の関心事は、「健康経営とは何か」というものから、「自社の健康課題はどこに

あるか」、「どのように健康経営を実施するべきか」というものに変わりつつあると考え

られる。 
このような状況において、複数の企業や団体が健康経営をテーマとして連携すること

の重要性も高まると考えられる。これから健康経営に取り組む企業は、連携によって先

行する他社の経験から学ぶことができる。先行的に健康経営を実施している企業も、他

社との連携によって、新しいアイデアを得るなどの効果が期待できる。連携にあたって

は、同じ地域や同じ産業などの共通点があった方が、より高い効果が見込まれるかもし

れない。 
そこで本事業ではまず、複数の企業が連携して健康経営に取り組むための地域コンソ

ーシアムを結成し、健康経営を進める上での課題や解決方法の共有を行い、そして、参

画企業から出されたアイデアの具現化とサービスの実証を行いたいと考えた。実証地域

は、日本有数のビジネスの拠点であり、かつ文化の発信地である渋谷区とした。 
 

１２．１．２ 事業の目的 
本事業の目的は 2 つある。第 1 は、同一地域（本事業では渋谷区）に拠点を構える企

業が健康経営を実践するにあたっての連携を支援し、渋谷で働く人々の健康課題と、渋

谷で健康経営を推進する企業の課題を明らかにすることである。第 2 は、その課題を解

決するための事業実証を行うことである。 

                                                  
4 「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標 
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１２．１．３ 事業の概要 
第 1 の目的を達成するため、本事業では、1～2 か月に 1 度、「ウェルネスシティ・コ

ンソーシアム＠渋谷（以下、「渋谷 WCC」という）」の本会合を開催した。渋谷 WCC の

本会合においては、参加団体による取り組み事例の発表や講演、ディスカッションや共

同アンケート調査を行った。共同アンケート調査では、渋谷で働く人々の健康課題を明

らかにするため、就労者の健康意識、健康状態（肩こり、腰痛など）、平日の生活習慣（就

労時間、睡眠時間、歩行時間など）のほか、食事習慣（内容、場所、予算、時間帯、野菜

摂取量など）について回答を得た。また、特定の課題解決を図る実践の場として、4 つの

分科会を設置した。2017 年 2 月末時点における渋谷 WCC の組織図は図表１２－１、会

員企業・団体は図表１２－２の通りである。 
 

（図表１２－１）ウェルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷 組織図 

 

出所：渋谷 WCC 事務局 
  

理事会

事務局

本会

…
分
科
会

分
科
会

分
科
会
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（図表１２－２）ウェルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷 会員企業・団体 

 
注：2017 年 2 月末時点 
出所：渋谷 WCC 事務局 

 
第 2 の目的を達成するため、本事業では、地域の健康飲食店プラットフォーム「ウェ

ルメシ」を構築し、渋谷 WCC 会員および利用者からフィードバックを得た。事業の全

体図は図表１２－３の通りである。 
 

（図表１２－３）ウェルネスマップ事業 全体図 

 
出所：大和総研作成 

 
「ウェルメシ」は、将来的には、飲食店情報だけではなく、レジャー施設やスポーツグ

ッズ店などを含む、地域の総合的な健康情報プラットフォーム「ウェルネスマップ＠渋

谷」となることを目指している。ただし、本事業においては、事業の実証を兼ねた初年

度のサービスであることに鑑み、フルサービス・フルエリアではなく、コンテンツの一

部である飲食店情報プラットフォーム「ウェルメシ」を、渋谷駅周辺にて開始すること

とした（図表１２－４）。  

東京急行電鉄㈱

KDDI㈱

LINE㈱トランスコスモス㈱

CCC㈱

東京商工会議所

㈱サイバーエージェント

㈱ミクシィ

渋谷区

コクヨ㈱

㈱ディー・エヌ・エー

㈱大和総研

会
員

協
賛

ウェルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷

連携

㈱大和総研
（代表団体）

㈱ディー・エヌ・エー
（参加団体）

コクヨ㈱
（参加団体）

事業コンソーシアム

ウェルネスマップ＠渋谷
（モバイルアプリ）

地域の飲食店、ショップ、レジャー施設
（サービス提供者）

情報提供 集客効果
口コミ評価

一般企業
（広告主）

広告掲載
広告費支払

ウェルネスマップの構築

ユーザー
就労者・居住者
レジャー客 など

解決したい地域課題

渋谷区らしさを活かした
渋谷区就労者および居住者の健康促進

事業実施による期待成果

②マップ利用者の健康習慣の定着

① ②

③ ③地域における健康産業の発展

①身近にある健康サービスの発掘・紹介
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（図表１２－４）「ウェルネスマップ」と「ウェルメシ」 

 
出所：大和総研作成 
 

「ウェルメシ」では、健康意識の高い人々（会社役員、料理人、医師など）が、地域の

健康サービスに関して、顔の見える口コミ情報を発信する。一定の運用期間を通じ、利

用者の口コミ情報とそれに対するフィードバックが蓄積されれば、一般のアプリ利用者

は、検索エンジンにかけたり、街をやみくもに探索したりすることなく、普段の行動範

囲の中で、身体に優しくおいしいお店を見つけることができる。「ウェルメシ」は、こう

した仕組みの構築を通じて、「地域に活動する人が気がついたら健康になっている」状態

を実現するとともに、「優良な健康飲食店が流行るようにする」モバイルアプリである（図

表１２－５）。 
 

（図表１２－５）「ウェルメシ」画面（アプリ） 

 
出所：「ウェルメシ」アプリより引用 
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食事
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１２．１．３ 事業スケジュール 
本事業では、まず、2016 年 7 月の第 2 回渋谷 WCC 本会合において、ウェルネスマッ

プ分科会の立ち上げを宣言した。次に、概ね 1～2 か月に 1 度のペースで本会合を開催し

し、2017 年 2 月末までに計 7 回の本会合を開催した。2016 年 9 月から 10 月にかけて

は、渋谷 WCC 会員企業および渋谷区中小企業の協力を得て、渋谷で働く人々の健康意

識・健康行動に関するアンケート調査を実施した（有効回答数 879 名）。そして、これら

の結果を踏まえ、ウェルネスマップ分科会において、地域の飲食店情報プラットフォー

ム「ウェルメシ」を構築した。2017 年 2 月には渋谷 WCC 会員 13 名に対する「ウェル

メシ」利用意向などに関する調査を行い、2017 年 3 月には「ウェルメシ」利用者 161 名

に対する利用実態・満足度調査を行った（図表１２－６）。 
 

（図表１２－６）事業スケジュール 

 
出所：大和総研作成 
 
１２．２．事業の成果 
１２．２．１  コンソーシアムの運営にかかる成果 

2016 年 6 月 30 日の第 1 回渋谷 WCC 本会合開催から 2017 年 2 月末までに、計 7 回

の本会合を実施した。2 月末時点における会員企業・団体の総数は 11 である。この渋谷

WCC には、会員の紹介があれば非会員のメンバーも参加することが可能であり、各回の

参加者は平均して 15 社、20 名程度であった（図表１２－７）。 
  

作業項目
平成28年 平成29年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）産業創出チームの設置

（２）コンソーシアム会合の開催

① 本会

② 分科会

（３）渋谷区就業者の健康課題の把握

① アンケート

② インタビュー

（４）ウェルネスマップの試験的運用

① ウェルネスマップの構築

② 試験的運用
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（図表１２－７）本会の開催風景 

 

 

出所：渋谷 WCC 事務局 
 
渋谷 WCC では、本会合において講義や議論を行うとともに、分科会において複数企

業の連携活動を行った。渋谷 WCC 分科会における分科会は、単なる打ち合わせの場で

はなく、連携実践の場でもある。 
たとえば、ウェルネスセミナー分科会では、従来は社内向けであった健康関連のセミ

ナーやワークショップを、社外のコンソーシアム会員企業の従業員向けにも拡大した。

同分科会では、作業療法士の菅原洋平氏による「睡眠セミナー」や、呼吸整体師の森田

愛子氏による「呼吸法セミナー」などのセミナーを開催し、複数企業の従業員の健康リ

テラシーの向上に貢献した。ウォーキングイベント分科会では、渋谷 WCC を活動基盤

としたイベント実施の可能性について、コンセプトの策定から企画案の作成、関係者と

の調整などを行った。健康経営アイデアソン分科会では、渋谷 WCC 会員・オブザーバ

ーの交流を通じた事業アイデア創造イベント（アイデアソン）を開催した。ウェルネス

マップ分科会では、後述の通り、共同アンケート調査および「ウェルメシ」の事業実証

を行った。これらのように渋谷 WCC は、健康経営を推進する上での課題解決や、地域

版 CSV（Creating Shared Value：共通価値の創造）、新規ソリューションの開発におけ

る連携実践の場を提供した。 
 
１２．２．２  地域の健康課題調査にかかる成果 

渋谷 WCC における共同アンケート調査では、約 9 割の就労者が十分な量の野菜を摂

取できていないと感じていること、約 4 割の就労者が、満足のいく睡眠をとれていない

ことなどが明らかになった。また、回答者の多くが、肩こり、目の疲れ、疲労感などを感

じながら仕事をしていることが明らかとなった（図表１２－８）。 
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（図表１２－８）健康意識・健康習慣に関するアンケート結果 

 

 
注：n = 879、回答期間は 2016 年 9 月 20 日～10 月 14 日、WEB 調査 
出所：「渋谷で働く皆さまの健康意識・健康習慣に関する WEB アンケート」より大和総研作成 
 

さらに本調査では、主観的健康（自身が健康であると思うかどうか）と労働時間、野菜

摂取量、睡眠時間などの関係性についての分析も行った。この結果、主観的健康感が高

い人とそうでない人とでは、食事（野菜摂取量、朝食摂取の有無）、運動（1 日当たりの

歩行時間、運動習慣の有無）、睡眠の質などに有意な差があることが示された。これらの

分析結果は、健康と生活習慣との因果関係を明らかにするには十分なものとは言えない

が、企業が健康取り組みを進めるにあたって従業員の食事・運動・睡眠習慣を改善する

ことの重要性については、具体的に確認できたことになる。中小企業就労者の健康課題

の把握にあたっては、追加的にインタビューも行っており、中小企業就労者の働き方や

健康生活習慣において個人差が大きいことを明らかにした。 
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１２．２．３ 「ウェルメシ」の事業性評価にかかる成果 
約 9 割の回答者が十分な量の野菜を摂取できていないと感じていることは、就労者自

身の課題であると同時に、就労者の健康を維持増進したいと考える企業の課題でもある。

地域の飲食店情報プラットフォーム「ウェルメシ」は、こうした人々に健康的な飲食店

の情報を提供することが、利用者の野菜不足感の解消と、企業の健康経営の推進につな

がると考えた。 
「ウェルメシ」の事業実証では、まず、2017 年 2 月 1 日に、渋谷 WCC の会員 13 名

（アプリの構築に直接関与している会員を除いた人数）に対し、試用版の「ウェルメシ」

をインストールしたスマートフォンを手にとってもらい、アプリが有償であった場合に

求める機能について回答を得た。この結果、企業・団体における人事、健康経営推進部

署の担当者では、従業員割引のほか、従業員の健康リテラシー向上機能（記事・投稿の

閲覧や実際の健康セミナーやイベントへの参加）やレコメンド機能、朝型化インセンテ

ィブ付加機能などへのニーズが高いことが明らかとなった（図表１２－９）。 
 

（図表１２－９）有償版の「ウェルメシ」に求める機能 

 
注：2017 年 2 月 1 日実施、対象は WCC 会員、有効回答者数 13 名、紙調査 
出所：大和総研作成 
 

次に、2017 年 3 月 4 日に「ウェルメシ」を一般公開し、3 月 10 日までの１週間にお

いて、「ウェルメシ」利用者に対する調査を行った。有効回答者 161名のうち 65名（40.4％）

が「ウェルメシ」の利用によって「高い意識を持つようになった」もしくは「まあまあ意

識を持つようになった」と答え、うち 22 名（13.7％）が、実際に掲載店舗に足を運んだ

と答えた。意識が高まったと答えた人は、そうでなかった人よりも、店舗に訪問した割

合が有意に高かった（図表１２－１０）。「ウェルメシ」が地域に焦点を絞り、実際に訪

れることのできる身近なお店の情報提供にこだわったことが、こうした行動および意識

変化の要因であったと考えられる。 
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れますか。当てはまるものをすべて選択してください（複数選択可）。
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（図表１２－１０）「ウェルメシ」利用者アンケート結果 

 
注：2017 年 3 月 4 日～3 月 10 日実施、有効回答者数 161 名、インターネット調査 
出所：大和総研作成 

 
同時に、上記の利用者アンケートからはアプリの課題も明らかになった。これは、掲

載店舗数が目標の 100 件を下回る 22 件となり、回答者の 62.1％から「店舗数をもっと

増やすべき」との指摘を受けたことである。 
「ウェルメシ」では、掲載候補店のリストアップにあたり、渋谷 WCC 会員関係者や

渋谷で健康飲食店を営むオーナーなどからの紹介にこだわった。この結果、掲載候補店

としてリストアップできた店舗は 72 件にとどまり、実際に訪問取材ができたのは 72 件

のうち 37 件、適合性基準に合致して実際に「ウェルメシ」に掲載ができたのは 37 件の

うち 22 件であった。 
店舗掲載にあたって顔の見える情報を活用することは「ウェルメシ」のコンセプトで

あるが、目標設定の時点でこうした選定プロセスにおける件数の減少（歩留まり）が生

じることを想定し、より早くから情報を集めていれば、より多くの候補店をリストアッ

プできた可能性がある。また、実際の訪問取材についても、より早くから人員を確保し、

専門事業者への外注の可能性なども併せて検討することによって、短期間でより多くの

店舗に訪問取材を行うことができた可能性がある。加えて、口コミや HP などの情報か

ら掲載確度の高い店舗を選定する「目利き力」を高めるための工夫も必要であった。 
今後、掲載店舗数 100 件の目標達成に向けては、口コミ情報を集めて健康的な飲食店

を発掘するだけではなく、店舗側にコンサルテーションを提供し、特別なヘルシーメニ

ューを用意してもらえるように働きかけるなどの工夫が必要と考えられる。 
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１２．３ 今後の事業展開 
１２．３．１ 目指すビジネスモデル 

本実証事業では、地域の健康飲食店に関する情報を求めているユーザーが存在するこ

とと、「ウェルメシ」がそうしたユーザーの意識や行動に変化を与えられるか否かを検証

した。本事業では 2017 年度も、中心となるコアユーザー（会社役員、料理人、栄養士、

医師、スポーツインストラクターなど）に高く満足してもらえるまで、サービスのレベ

ルを高め、良質な飲食店や健康的な食事の情報を入手できるアプリとなることに注力す

る方針である。 
その後 2018 年度以降に事業を収益化させるにあたり、①広告収入モデル、②健康経営

支援（福利厚生）モデル、③ユーザー課金モデル、④コンサルティングモデル、という 4
通りのビジネスモデルを想定している。これら 4 つのモデルは、それぞれがお互いを排

除するものではなく、複数のモデルが併存することもあり得る。 
 
①広告収入モデルは、アプリの広告掲載により収入を得るモデルである。広告料単価

についてはアクティブユーザー数やユーザーの性質、広告の内容や表示期間、表示位置

や表示時間帯などによって相場が異なるため、一般的な水準を定義することは難しいが、

仮にページビュー（PV）当たり単価を 30 円、本アプリが月間 2,000PV、広告掲載数を

5 広告とすると、単純計算で 30 円×2,000PV×12 か月×5 広告＝年間 360 万円の広告収

入が見込まれる（なお、月間 2,000PV は、ユーザーの閲覧頻度を月 4 回と仮定した場合、

ユーザー数 500 人分に相当する）。広告主は、本アプリに広告を掲載することによって、

健康リテラシーの高い消費者層に効果的に商品やサービスを PR することができる。 
 
②健康経営支援（福利厚生）モデルは、会社が従業員の健康状態の改善をサポートす

るために支出した対価によるモデルである。 
想定する主なターゲットは、規模の大小を問わず、健康経営に取り組む優良法人であ

る。食事、運動、睡眠はどれも健康の維持増進に重要な役割を果たすと見られるものの、

事業者は従業員に対し、特定の行動習慣を強制することはできない。こうした際、将来

的には、ウェルネスマップが、企業が従業員に健康的な行動習慣の定着を促す際の有力

なツールとなり得る。本事業におけるアンケートからは、企業も就労者も割引やオフラ

インの勉強会に対する需要が高いことが明らかとなっており、これらの分野におけるサ

ービス展開を考える。 
 
③ユーザー課金モデルは、アプリ利用者本人に追加的な機能や特典を提供するモデル

である。想定する主なターゲットは、健康意識が高い一般ユーザーである。有料会員に

対してどのような機能を提供するかは、現時点では検討段階であるが、たとえば、一般

ユーザーが普段交流しにくい飲食店オーナーとの食事会や、管理栄養士、インストラク

ター、医師、会社役員が行う健康と食に関する講習会など、オフラインでの交流サービ

スの提供が考えられる。 
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④コンサルティングモデルは、アプリに蓄積された情報を活用して、健康経営コンサ

ルティングを支援するモデルである。

想定する主なターゲットは、保険商品の開発を手掛ける事業者や、健康まちづくりに

携わる自治体の関係者である。現時点のアプリには、ユーザーの位置情報取得機能や万

歩計機能は実装していない。ただし、そうした機能の実装についてユーザーの需要があ

り、ウェルネスマップに様々な利用者のデータが蓄積されるようにすれば、特定の行動

パターンを取っている人とそうでない人との差を比較することで、その人や地域住民が

抱える健康課題を、統計的な視点から明らかにし、同時に解決策も提示できるようにな

る可能性がある。また、提供者側である飲食店などにも、データを活用したアドバイス

やコンサルテーションの提供が可能と考えられる。

１２．３．２ 目指すビジネスモデルの課題

①～④のいずれのモデルにおいても、まずは健康意識の高いコアユーザーの満足度を

高めることが重要である。信頼できるユーザーの投稿と信頼性の高い情報量が増えるこ

とにより、一般のユーザーにとって情報の価値が高まり、そうした価値がシェアされる

ことによって、新たなユーザーが招待される。こうした形が、本事業が理想とする成長

サイクルである。そうした熱量（ユーザーの健康に対する熱意）の高いコミュニティー

を形成できるプラットフォームとなって初めて、①～④のビジネスモデルが成立すると

考えられる。

したがって、投稿権限を持つユーザーの範囲を拡大したり、掲載できるお店の基準を

緩和したりすることは、アプリ利用者全体の熱量を低下させることにつながる恐れがあ

るため、積極的には行わない。事業の拡大と同時にユーザーの熱量が下がることのない

よう、投稿数や継続率など、ユーザー数以外の KPI を注意深く監視し、こうした KPI を

下げずにユーザー数を拡大することが、目指すビジネスモデルを成立させる上での課題

である。また、ユーザーのニーズが変わり得ることも常に想定し、こうした KPI に何ら

かの変化の兆しが見えた場合には、柔軟に事業の方針転換を行う。

また、いたずらに規模の拡大は追い求めない一方で、ウェルネスマップ事業が実際に

ユーザーの意識・行動に変化を与えられることが確認できれば、他地域への展開も積極

的に検討する。3 年後（平成 31 年）を目途とした中期的な事業成長イメージとしては、

渋谷以外の地域、たとえば新宿や池袋、横浜や大阪などの地域において、同様のサービ

スを展開することも検討したい。
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